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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年 ９月 ９日 

自   午前１１時 １分 

至   午前１１時 ８分 

於   第 1別館第 1会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

副 委 員 長 里脇 清隆 君 

委員（仮委員長） 八江 利春 君 

委 員 吉村 庄二 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

委 員 長 山本 由夫 君 

委 員 山田 博司 君 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 
５、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１１時 １分 開議 ― 
 

【里脇副委員長】ただいまから総務委員会を開

会いたします。 
なお、山本委員長が、パラグアイ日本人移住

80周年・長崎県人会創立40周年記念訪問団に、
議長代理として出席していることから、本日の

委員会を欠席する旨の届が出ておりますので、

ご了承をお願いいたします。 
 このため、本日の委員会は、私が委員長の職

を務めさせていただきます。 
よろしくお願いいたします。 

 念のため、仮委員長を選任しておきたいと存

じます。 
仮委員長には、過去の例に倣い、最年長委員

である八江委員を指名したいと存じますが、ご

異議ございませんでしょうか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。 
 八江委員におかれましては、よろしくお願い

いたします。 
また、山田博司委員から欠席する旨の届が出

ておりますので、ご了承をお願いいたします。 
それでは、これより議事に入ります。 
まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 
 会議録署名委員は、吉村庄二委員、坂本智徳

委員のご両人にお願いいたします。 
 次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。 
 本日の委員会は、平成28年9月定例会におけ
る本委員会の審査内容を決定するための委員間

討議であります。 
 審査方法について、お諮りいたします。 
審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 
それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 
しばらく休憩いたします。 
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― 午前１１時 ３分 休憩 ― 

― 午前１１時 ８分 再開 ― 
 

【里脇副委員長】 委員会を再開します。 
 これをもって総務委員会を閉会いたします。 
大変ご苦労さまでした。 
 

― 午前１１時 ８分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 日 目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年９月２６日 

 自   午前１０時 ０分 

至   午後 ４時４０分 

於   第 1別館第 1会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長（分科会長） 山本 由夫 君 

副委員長（副会長） 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 
 
 
３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

文化観光国際部長 松川 久和 君

文化観光国際部次長 岩田 正嗣 君

文 化 振 興 課 長 古謝 玄太 君

世界遺産登録推進課長 村田 利博 君

観 光 振 興 課 長 浦  真樹 君
観光振興課企画監 
（観光計画・植物園担当） 村山 弘司 君

物産ブランド推進課長 永橋 勝巳 君

国 際 課 長 大安 哲也 君

国 際 課 企 画 監 
（平和・国際協力担当） 佐古 竜二 君

 
 
６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第119号議案 
平成28年度長崎県一般会計補正予算（第3号）
（関係分） 
 
 
７、付託事件の件名 

○総務委員会 

（1）議 案 
第120号議案 
 警察本部の組織に関する条例の一部を改正す

る条例 
第130号議案 
 契約の締結について 
 （2）請 願 
   な  し 

 （3）陳 情 
・平成29年度 国政・県政に対する要望書 
・諫早市政策要望（諫早駅周辺整備事業への協

力と支援について 外） 

・要望書（幹線道路網の整備促進について 外） 

・平成二十九年度離島振興の促進に関する要望

等の実現について 
・要望書（「長崎の教会群とキリスト教関連遺

産」の構成資産候補であった資産の明確な位

置づけと支援について 外） 

・平成28年度 長崎県の施策に関する要望・提
案書 

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」にお

ける長崎方面への延伸ルートの具現化につい

て 
・玄海原子力発電所の総合的安全対策の評価結



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２６日） 

- 4 - 

果等に関する松浦市民への説明会開催に関す

る要望書 
・要望書（「長崎と天草地方の潜伏キリシタン

関連遺産」の世界遺産登録について 外） 

・身体障害者福祉の充実に関する要望書 
 
 
８、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】 おはようございます。 
 ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。 
 それでは、これより議事に入ります。 
 今回、本委員会に付託されました案件は、第

120号議案「警察本部の組織に関する条例の一
部を改正する条例」ほか1件であります。 
 そのほか、陳情10件の送付を受けております。 
 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することになっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、

第119号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第3号）」のうち関係部分であります。 
 次に、審査方法についてお諮りいたします。 
 審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、
そのように進めることといたします。 
 これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。 
 文化観光国際部は、分科会付託議案及び委員

会付託議案がないことから、委員会による審査

とし、部長より所管事項についての説明、及び

提出資料に関する説明を受けた後、所管事項に

ついての質問を行うことといたします。 
 文化観光国際部長より、所管事項説明をお願

いいたします。 
【松川文化観光国際部長】 文化観光国際部関係
の所管事項についてご説明いたします。 
 「総務委員会関係議案説明資料」及び同資料

の追加4をご準備お願いします。 
 まず、去る8月4日にご逝去されました長崎市
出身で日本画家の松尾敏男様に対し、深く哀悼

の意を表したいと思います。 
 先生には、ご生前、長崎県美術館において、

子どもたちのためのワークショップを開催して

いただき、さらには、本県へ数多くの貴重な作

品をご寄贈いただくなど、本県の芸術文化の振

興に多大なるご貢献を賜ってまいりました。 
 長崎をこよなく愛してくださった先生の本県

へのご厚情に改めて深く感謝を申し上げますと

ともに、故人の安らかなご冥福を心からお祈り

申し上げます。 
 それでは、1ページをお開き願います。 
 さて、今回ご報告いたしますのは、文化の振

興について、世界遺産登録の推進について、観

光の振興について、県産品のブランド化と販路

拡大について、県産品の輸出促進について、中

国・韓国に対する取組の推進について、中国と

の友好交流の促進について、ダナン越日文化交

流フェスティバルについて、パラグアイ訪問に

ついてでございます。 
 そのうち、新たな動きなどについてご説明い

たします。 
 それでは、まず、説明資料の3ページをお開
き願います。 
 世界遺産登録の推進についてでございます。 
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 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」につ

いては、去る9月1日、関係県市町長で構成する
「世界遺産登録推進会議」を開催し、名称を「長

崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」へ変

更することとしたところであります。 
 同資産は、去る7月25日に開催された国の文
化審議会において、本年度のユネスコへの国内

推薦候補として再選定されました。これは、本

県及び熊本県選出国会議員で構成される「世界

遺産登録推進議員連盟」の皆様の多大なるご尽

力と、県議会をはじめ、関係自治体並びに幅広

い県民の方々のご理解とご協力の賜物であり、

心からお礼を申し上げます。 
 今後とも本県選出国会議員をはじめ、県議会

並びに関係者の皆様のご支援とご協力を賜りな

がら、関係県市町と一丸となって、登録実現を

目指してまいります。 
 次に、資料の4ページをお開き願います。 
 観光の振興についてでございます。 
 熊本地震により減少した宿泊者数を早期に回

復するため、7月から九州各県と九州観光推進
機構が一体となって、約24万6,000人泊分の需
要創出に向け、「九州ふっこう割」事業に取り

組んでいるところであります。このうち、第1
期分として、ネット系旅行会社、店舗型旅行会

社、ながさき宿泊券の3つの販売方法によりま
して、約18万人泊分の目標に対し、約18万8,000
人泊分の宿泊を創出しております。 
 10月から12月にかけての第2期「九州ふっこ
う割」につきましても、去る9月9日から販売が
開始されたところであり、第2期分では約9万
7,000人泊分の宿泊者数の創出を図ることとし
ております。 
 また、この期間には、「長崎デスティネーシ

ョンキャンペーン」の展開により、特別企画と

して「雲仙仁田峠プレミアムナイト」と銘打ち、

紅葉の時期に合わせた期間限定で実施されるナ

イトツアーや、日本遺産に認定された「日本磁

器のふるさと肥前」の歴史と魅力、景観等を堪

能していただく、三川内や波佐見の定時ガイド

ツアー等も実施されます。 
 こうした取組を一過性に終わらせることなく、

キャンペーン終了後も関係事業者と連携しなが

ら、官民一体となって観光まちづくりや誘客促

進につなげてまいります。 
 海外からの観光客の誘客につきましては、ア

シアナ航空の子会社であるエアソウルが、来月

10月18日から新たに週4便体制で就航すること
となりました。 
 就航にあたり、本県の温泉、食、巡礼などの

様々な観光素材をパワーブロガーなどの活用に

より効果的にＰＲするとともに、本県における

滞在を満喫していただけるよう、韓国の旅行会

社とも連携した魅力ある旅行商品の造成を図る

など、韓国からのインバウンド利用の増加を図

ってまいります。また、韓国へのアウトバウン

ドの利用促進を所管する交通担当部局との連携

により、インとアウトの双方向の利用促進に取

り組んでいくこととしております。 
 次に、資料の6ページをお開き願います。 
 県産品のブランド化と販路拡大についてでご

ざいます。 
 首都圏における情報発信拠点として開設しま

した「日本橋 長崎館」につきましては、オー

プンから約6ヶ月を経過し、8月末までの来館者
数は約21万8,000人、売上額は約9,700万円とな
っております。 
 引き続き、多くの方々に足を運んでいただけ

るよう、ＳＮＳや各種イベント等の機会をとら

えて広く周知を図るとともに、「日本橋 長崎
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館」が、首都圏をはじめ全国の方々へ長崎の魅

力を発信する拠点となり、本県地場産業の活性

化や交流人口の拡大に結びつくよう、市町、関

係団体、県内企業や運営事業者等とも連携を図

りながら、しっかりと取り組んでまいります。 
 また、昨年12月25日に公布・施行されました
「長崎県産酒による乾杯の推進に関する条例」

の普及・啓発につきましては、このたび、短冊

型ポスターを製作し、市町や関係団体等の協力

を得て広く県内の飲食店やホテル等に配布を行

っているほか、11月の県産品愛用月間にあわせ
て、テレビＣＭを実施する予定としており、条

例の更なる普及・啓発に努めてまいります。 
 次に、資料(追加4)の1ページをお開き願いま
す。 
 中国との友好交流の促進についてでございま

す。 
 去る9月19日、張昌平（ちょう しょうへい）
中国人民政治協商会議福建省委員会主席をはじ

め20名が来県され、長崎県美術館において「中
国・福建ウィーク文化芸術展」が開催されまし

た。 
 今年は、本県と上海市との友好交流関係樹立

20周年という節目の年を迎えており、9月28日
には上海市から殷一璀（いん いっさい）上海

市人民代表大会常務委員会主任をはじめ12名
の訪問団が来県され、記念行事を行うことにな

っております。 
 なお、11月中旬には、上海市へ20周年訪問団
を派遣し、各種記念行事を予定しております。 
 引き続き、中国との友好交流関係を強化しな

がら、観光誘客、県産品輸出をはじめ本県の活

性化につながる交流分野の拡大に努めてまいり

ます。 
 最後に、パラグアイ訪問についてでございま

す。 
 「パラグアイ日本人移住80周年」に際し、去
る9月9日、パラグアイ共和国ルケ市で開催され
ました記念祭典に本県訪問団が参加いたしまし

た。山本委員長には団長としてご訪問いただき、

記念祭典に来賓としてご出席いただくなど多大

なご協力を賜りました。あらためて感謝を申し

上げます。ありがとうございました。 
 この機会に、在パラグアイ県人会やＪＩＣＡ

パラグアイ事務所、さらにはブラジルのサンパ

ウロ市の在ブラジル県人会もあわせて訪問し、

有意義な意見交換を行うなど交流を深めてまい

りました。 
 今後も、本県出身者の皆様を通して、国際友

好交流の推進に努めてまいります。 
 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 
【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。 
【古謝文化振興課長】 それでは、「政策等決定
過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして、本

委員会に提出いたしております文化観光国際部

関係の資料についてご説明を申し上げます。 
 まず、資料の1ページをお開きください。 
 1,000万円以上の契約案件でございます。 
 本年5月から8月までの実績でございますが、
記載のとおり、物産ブランド推進課の平成28年
度長崎県産品海外販路拡大事業業務委託ほか1
件の合計2件でございます。 
 次に、資料の3ページをお開きください。 
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 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年5月から8月までに県議会議長宛てにも同
様の要望が行われたものは、佐世保市からの要

望など計11件となっておりまして、それぞれの
要望に対する県の取り扱いにつきましては、こ

の資料の3ページから16ページにかけて記載の
とおりでございます。 
 以上でございます。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。 
 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。 
 審査対象の陳情番号は、17、20、21、22、
24、32です。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 
【吉村(庄)委員】 これは西川委員がお尋ねにな
ることかもしれませんけれど、ちょっと私も気

になりましたので、22番の平戸市長からの、従
来の名前で言いますと、「長崎の教会群とキリ

スト教関連遺産」の当初の構成資産候補だった

ところについて明確な位置づけをということで、

例えば宝亀教会とか、もちろん田平天主堂もで

すけれども、それ以前は紐差ですか、こういう

ところも例示してあるけど、どういう位置づけ

をしていくのかというのを明確にして、やっぱ

りきちんと位置づけをしてほしいという陳情が

出ているんですね。 
 これについて、当面というか、基本的にどう

いうふうに思っているのかだけ聞かせていただ

けますか。 
【村田世界遺産登録推進課長】 前の名称でござ

います「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」

につきましては、これについても構成資産につ

いては、当初から見直しを図ってまいっており

ます。 
 当時、29資産から14資産にする時に、そこで
見直された資産についても一体的にＰＲ活動し

ていくというふうなことで、この委員会でもた

びたびご議論いただいておりますけれども、「長

崎の教会とキリスト教関連の歴史文化遺産群」

というふうなことで位置づけまして、今の構成

資産に加えて、旧29資産であった資産について
も一体的に情報発信をするということで、「お

らしょ」というホームページでご紹介をしたり、

あと、エリアごとの周遊ルートの中に見直され

た資産についても加えてやるとか、そういうふ

うなことで情報発信に努めております。 
 ですから、「長崎の教会とキリスト教関連の

歴史文化遺産群」の中に位置づけて一体的に情

報発信をしておりますということでございます。 
【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 
【山田(博)委員】 おはようございます。 
 平戸市を含め他の市町でも、世界遺産につい

て要望書が上がっているんですけれど、今回の

名称が、英語表記と日本語表記が違うというこ

とでありますけど、まずそれを詳しく、何か資

料がありましたら提示してもらいたいんですよ。

それは出せますか、今。 
 今出せなかったら、ちょっと時間を置いてか

らしますけど。 
【山本(由)委員長】 今、出せますか。（「はい」
と呼ぶ者あり）それでは、資料の配付をお願い

します。 
〔資料配付〕 

【山田(博)委員】 先般の県民会議でこの議論が
一部ありまして、資産名称のタイトルというこ
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とで、英語名と日本名のニュアンスが違うとい

う話がありましたので、世界遺産登録推進課長、

これはこの機会にきちんと、どういったことで

こういうふうに違ったということを説明してい

ただきたいと思います。 
 この要望書の中にそういった資産に関して登

録とか、あと、今後、漏れた分もありますが、

そのスタートの時点として、これは大切なとこ

ろですから、それを説明していただいて、陳情

のほうにも深く入っていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 
【村田世界遺産登録推進課長】 名称の変更につ
いてでございます。お手元の資料をご覧いただ

きたいと思います。 
 名称につきましては、これまでこの委員会で

もさまざまなご議論をいただいたところでござ

いまして、世界遺産としての価値を端的に示す

必要があるというふうなことから、冒頭部長が

ご説明しましたとおり、世界遺産としての価値

を見直したことに伴いまして、「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」へ名称を変更し

たところでございます。 
 変更にあたりましては、イコモスの助言、そ

れから学術委員のご意見をお伺いし、イコモス

から「潜伏キリシタン」を使用することの助言

を踏まえまして、さらに地域名については、地

理的な分布をよりわかりやすくするために、「長

崎と天草地方」として、関係の自治体の首長で

構成いたします世界遺産登録推進会議で合意を

したところでございます。 
 記載しておりますように、英語名については、

「Hidden Christian Sites in the Nagasaki 
Region」としております。これについては、イ
コモスから「Hidden Christian Sites in the 
Nagasaki」というふうなご提案をいただきまし

たので、それを最大限尊重するような形にし、

ただ、地域名については、これまでイコモスと

議論の中で、「Nagasaki Region」ということ
で、天草地方も含めた形で協議を進め、推薦書

の中でも記載をしていたというふうなこともご

ざいまして、地域名については、英語名につい

ては「Nagasaki Region」ということでしてお
ります。 
 ただ、日本語名については、「Nagasaki 
Region」が、国内的には天草地方が長崎地方の
中に含まれるということをよりわかりやすく明

示するために、「長崎と天草地方」というふう

な形にしております。 
【山田(博)委員】 これは大事なところなんです
ね。なぜかというと、よく日本語と英語の表記

で、海外の方に誤解を招いてはいかんからとい

うことで、やはり言葉のニュアンスというのは

いろいろあるんですけど、簡単に言うと、本来

であれば、「長崎地方と天草地方」となるわけ

でしょう。本来、英語表記になればね。それを

私たち長崎県のほうは、「長崎と天草地方」に

したと。 
 もう一度言いますね。英語だったら「長崎地

方と天草地方」となる。マスコミの方、いいで

すか、聞いていますか。ここは大事なところな

んですよ。しかし、日本語にしたら「長崎と天

草地方」にしたということなんです。なぜこれ

をこういうふうに分けたのかというのを明確に、

ちょっと聞こえなかったので、そこを、なぜそ

ういうふうにしたかというのをきちんとお答え

いただきたいと思います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 「長崎と天草地
方」の「長崎」というところですけれども、こ

れについては、これまでも「長崎の教会群とキ

リスト教関連遺産」という中で、「長崎」の中
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に天草地方も加えた形で表示をしておりました。 
 そういうことで、「長崎」については広い意

味で、長崎県という広いエリアを指す言葉とし

て、それに加えて「天草地方」ということで、

「長崎と天草地方」というふうな表記にしてお

ります。 
【山田(博)委員】 そういうことでしょう。だか
ら、これはイコモスのほうにはそういうふうに

話をしているかどうか。 
 いいですか、「長崎地方」と言うと、長崎市

中心になってしまうと、私たちのほうとすると。

しかし、「長崎」とすれば長崎県全体になるか

ら、資産が五島とか上五島もあるから、ですか

らこういうふうにしたんですよと、英語表記と

日本語表記はそういった意味があって変えたん

だということをきちんと説明しないと、これは、

なぜそういうふうにしたのかと、誤解を招きま

すから、そういったことで質問したわけでござ

います。 
 しかし、イコモス案とはちょっとニュアンス

が違うわけですね。イコモスはこの件に関して

は了解しているかどうかというのを、最後にこ

の件に関してお尋ねしたいと思います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 当然、イコモス
が審査する上では英語で審査をされるわけです

けれども、国内的な翻訳については国内に任せ

られておりますので、その点については、特に

相談をするとかしないとか、そういうことでは

なかったということで、イコモスとしてはこの

名称で、英語名の表記を受け止められるという

ことだと考えています。 
【山田(博)委員】 確かにそれは、イコモスは英
語表記で審査するということでありますけど、

これは文化観光国際部長、日本だけの問題じゃ

ないんですね。英語表記と日本語表記が違うと

いうのはきちんと、そこは注釈を入れてやって

いかないと、今後の大きな問題になったらいけ

ませんから、日本語と英語のいろいろな言葉の

ニュアンスとか、地理的条件もあるわけですか

ら、そこをきちんとですね。やはり今のお話で

は、審査は英語だから、別にイコモスに話をす

る必要はないと思いますということではなくて、

きちんと注釈を入れてやらないといけないとい

うことです。 
 今後は、いずれこういった議論は出てくると

思うんですよ。だから、今、ここで話をしてい

るんです。東京都の豊洲の市場みたいに、後か

ら知りませんでした、どうしてこうなったのか

となったらいかんから、あえて公の場で議論し

たほうがいいなと思ってね。これは、世界遺産

登録推進課長、そういった意味合いを持って私

は質問しているわけでございます。 
 そこは、文化観光国際部長、今後、この注釈

に基づいてきちんとやっていただきたいと思う

んです。どうですか、見解を聞かせていただけ

ますか。 
【松川文化観光国際部長】 今、世界遺産登録推
進課長がご説明しましたように、イコモスの審

査 は 、 「 Hidden Christian Sites in the 
Nagasaki Region」で行います。それで日本語
名、これは国内だけの問題でありますので、基

本的にイコモスは関与、関知いたしません。 
 私どもが英文名の直訳をなぜしなかったかと

いいますと、「the Nagasaki Region」、これ
も先ほど答弁させていただきましたが、「長崎

地方」という概念が、やはり熊本県側の方から

すると、天草が入っているように見えないとい

うことで、天草市からも、ぜひ表記を入れてほ

しいという要望がございました。 
 英語名を直訳しない、意訳することについて
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は、先例も調べましたところ、国内の資産につ

きまして、例えば富岡とか、白川郷では直訳せ

ずに意訳をし、わかりやすくしています。そう

いう事例もございまして、このあたりは文化庁

ともご相談しまして、これは国内的な問題であ

り、特にイコモスの審査上問題ないということ

で、私どもはそういうご説明をし、また、県内

の首長さん方のご理解もいただいた上で、こう

いう名称にさせていただいております。 
【山田(博)委員】 そういうことですね。これは
大切なことですから、周知をしっかりとやって

いただきたいと思います。 
 続きまして、長崎市のほうから、「明治日本

の産業革命遺産」の構成資産である端島炭鉱の

整備事業に係る財政支援について要望が来てお

りますけど、新聞報道で多額の費用がかかると

いうことで話が出ておりますけど、現時点で県

当局はどのように考えているのかをお答えいた

だけますか。 
【村田世界遺産登録推進課長】 先般の長崎市議
会において、長崎市が端島の保存整備費につい

て108億円というふうな数字を出されておりま
す。 
 この108億円については、中身的に言います
と、護岸でありますとか擁壁、それから生産施

設を中心に整備事業をやられるということでご

ざいまして、これはまさに世界遺産としての価

値を示すものでありますので、そこを優先的に

やっていくというふうなことでございます。 
 今後、その108億円については、長崎市が設
置しております専門家の高島炭鉱整備活用等委

員会の中でご議論をされ、最終的には、その金

額について確認をされていくというふうなこと

でお伺いをしております。 
 私どもは、この108億円について、膨大な経

費がかかるわけですので、どのようなご支援が

できるのかということになってまいりますけれ

ども、端島については史跡に指定をされており

ますので、国庫補助事業を活用してまいります

けれども、端島の史跡については、教育委員会

の所管となりますので、補助事業については教

育委員会のほうでもご検討していただいている

ということでございますので、そこはしっかり

連携をして、どういうふうな支援ができるのか

というのは、国に対しても働きかけをしていく

ことになろうかと考えています。 
【山田(博)委員】 簡単に言うと、今のところ方
向性が決まってないんだということで理解して

いいんですか。端的に答えていただきたいと思

います。簡単に言うと、そういうことでしょう。 
 今のところは手も足も出ないというか、様子

を見ている状態だということで理解していいん

ですか、簡単に言うと。いかがですか。 
【村田世界遺産登録推進課長】 長崎市が設置し
ております検討委員会の結果等も踏まえないと

いけないと思いますので、その結果を踏まえて、

長崎市のほうから実際に話があった時に具体的

な検討をしていくというふうなことになろうか

と思っています。 
【山田(博)委員】 ただ、莫大な費用がかかると
いうのはわかるんですね。「長崎の教会群とキ

リスト教関連遺産」に関しては、基金をつくっ

とやろうという話が出ておりますけど、端島炭

坑みたいな産業革命遺産には、県当局はどのよ

うな立ち位置をしていくのか。 
 世界遺産、「キリスト教関連遺産」には基金

をつくってやろうとしているんですよ、文化観

光国際部長。だから、多額のお金がかかるのに、

県の財政だけでいかがなものかとなるわけです。

もっと言うと、「キリスト教関連遺産」には基
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金をつくって応援しましょうということです。

「産業革命遺産」に対しては、そこまで踏み込

んでやろうとしている方向性があるのかないの

かというのをお尋ねしたいと思います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 端島の整備につ
きましては、端島自体が長崎市の所有物という

こともございまして、長崎市が端島の基金をつ

くっておられます。 
 端島に渡られる観光船がございますけれども、

そこから1人当たり300円の負担をいただいて、
それを基金に積んで、それと合わせていろんな

寄附金を受け付けて、それを事業の経費にしよ

うというふうな動きは出ております。そういっ

たところで長崎市のほうで基金をつくっておら

れますので、県としては、文化財保護法による

補助等を検討していくことになろうかと思って

おります。 
【山田(博)委員】 ということは、今、端島のほ
うは、「産業革命遺産」のほうはそういったこ

とで市のほうでやっているから、県のほうは「キ

リスト教関連遺産」だけの基金でやっていきた

いと、そういうことで理解していいわけですね。

課長、そういうことですか。私ばかり質問でき

ないので、一旦終わりたいと思いますので、そ

れだけお答えください。 
【村田世界遺産登録推進課長】 委員ご指摘のと
おり、県では、「長崎の教会群とキリスト教関

連遺産」の基金を設置し、進めていくというこ

とでございます。 
【山本(由)委員長】 ほかに、陳情に関して質疑
はございませんか。 
 ほかに質問がないようですので、陳情につき

ましては、承っておくことといたします。 
 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 
【前田委員】 2件、1,000万円以上の契約とい
うことでご報告があっておりますが、一つずつ

聞きたいんですけれども、まず、貿易公社のほ

うに随意契約をしている分の業務の内容をお知

らせいただきたいのと、貿易公社という会社と

いうのは、これは出資団体ですかね。そこも含

めてご答弁いただきたいと思います。 
【永橋物産ブランド推進課長】 まず、業務の内
容でございます。 
 本業務につきましては、海外において県産品

の輸出促進を図るということで、海外での販促

フェアの開催、商談会の開催、参加、それとバ

イヤーを海外から呼んで県産品の輸出につなげ

ていくことを目的に行っております。 
 細かい回数としましては、販売促進のための

フェアを海外で5回、それと商談会を4回、バイ
ヤー招へいを3回、それと商談資料調整のため
の貿易公社の活動経費ということで旅費を計上

しております。 
 貿易公社でございますけれども、これは県が

設置する時に出資をしておりまして、資本金が

5,000万円で、うち県が1,000万円を出資した会
社でございます。平成13年6月総会までに1億円
になっておりまして、県は、2,000万円の出資を
していた状況でございます。 
【前田委員】 その上で、随意契約にした理由に
ついて、ご答弁いただきたいと思います。 
【永橋物産ブランド推進課長】 随意契約を行う
にあたりまして、まず、海外への輸出促進につ

きましては、従来、県が中心となってやってき

た経過がございます。そうした中で、やはり民

間のＢtoＢでやったほうが輸出につながるだろ
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うということで、県内商社のほうへ委託をして

やることを県として考えております。 
 その中で、やはり県産品の豊富な知識を有す

ること、県内企業とのいろんな関係を持ってい

ること、貿易関係団体として海外の商社などへ

パイプを持っていること、それと通関とか、販

促フェア等の手続にたけていることということ

で、県内ではこれは貿易公社だけであるという

ことで、随契の理由として、契約をさせていた

だいています。 
【前田委員】 部長の所管事項の中でも県産品の
輸出促進についてと報告がありましたけれども、

今のようなお話を聞くと、県の貿易公社が持っ

ている優位性というか、特性を生かした中で随

意契約でやっているということですが、だとす

るならば、随意契約は随意契約で結構なんだけ

れども、成果がどれぐらい、毎年伸びているの

かというのはきっちり示していただかないと、

私が感じている感覚の中では、なかなか伸び悩

んでいるのかなと、努力はされているんでしょ

うけれども。 
 これは、他県はどうしているんですか。他県

がどうしているのかというのと、要は、他県と

比較した時に、県産品の輸出の状況が、本県が

どれぐらいの位置づけにいるのかというのは、

こういう随意契約をするのであれば、お示しい

ただきたいと思うし、出資団体としてのあり方

というのは、貿易公社については検討課題にな

っているんですかね。 
 貿易公社の収入のうち、県の委託事業等で、

県からのお金の入りというのは何％ぐらい占め

ているんですか。 
【永橋物産ブランド推進課長】 他県の取組事例
につきましては、公社のようなところに委託し

ているところがあるのかどうかというのは、す

べては掌握できておりません。 
 ただ、他県の場合、いろんな輸出につきまし

ては、県が率先してやるところは非常に多うご

ざいますけれども、あわせて、関係団体と連携

しながらやっているという状況にございます。

例えば宮崎県であれば農業経済団体とか、熊本

県であれば商工関係の企業・団体と一緒に県が

やっているというような形が多いかと考えてお

ります。 
 それと、まず成果でございますけれども、成

果につきまして、この事業は平成27年度から取
り組んでおります。平成27年度は、初年度でご
ざいますので、実際実績としましては、県産品

の輸出高が3,886万6,000円、その前の年度が
2,907万9,000円でしたので、対前年からは33％
の増となっています。 
 ただ、1年目でございましたので、1年目につ
きましては、輸出先の商社とのパイプをつくる

ことに専念していただきまして、もともと香港、

台湾、韓国の3社のビジネスパートナーを持っ
ておりましたけれども、これに加えまして、平

成27年度の取組結果、パートナーは9社になっ
ております。今、香港に2社、中国に4社、台湾
に1社、韓国に2社ということで、新たに見つけ
たビジネスパートナーとＢtoＢで、今から輸出
をどんどん広げていこうということで行ってい

るところでございます。 
 売上構成につきましては、時間をいただきた

いと思います。 
【前田委員】 2年目の事業ということで、数字
も伸びているんだという報告でありましたけれ

ども、今年度はこれで了というか、当然認めら

れると思うんですが、やっぱり来年に向けて、

少し他県の状況も調査しながら、果たしてこう

いう貿易公社、民間といっても代表取締役社長



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２６日） 

- 13 - 

は副知事なんですから、それを民間と見るのか

見ないのかというところでは、意見が少し分か

れるのかなと思っていて、他県の数字も含めた

ところでその辺を検証しながら、この1年をか
けてどういう形がいいのかというのは、しっか

りと見極めというか、検討してほしいというこ

とを要望しておきますし、申しわけないけれど、

貿易公社そのもの自身のありようとしてという

のは今後の課題として、私たちも少し勉強させ

てもらいたいと思いますので、またどこかで議

論させてもらいたいと思います。 
 残った答弁は、またわかった時点でお知らせ

ください。 
 それともう一点ですが、ながさき「食の魅力」

総合発信事業業務委託ですけれども、これは入

札ということで、一番低い金額のところが落札

しているわけですが、最低制限というかそのあ

れは引いてないんですよね。そこだけ確認しま

す。 
【永橋物産ブランド推進課長】 最低については、
引いておりません。 
【前田委員】 ということは、一定基準書的なも
のがある中で、それぞれの応募したところが金

額をはじいているわけですけれども、見させて

いただく中で、かなり幅がありますよね。この

ことについて、それぞれの提案にかかるコスト

を積み上げてきたら、こんな差になると思って

いるんだけれども、そう考えると、この業務自

身を考えた時に、最低でとらせたほうがいいの

か、もしくは総合評価的に、少し中身の内容も

審査する中で技術点というか、内容の点数、そ

れから価格ですよね。価格の中で総合評価、配

点を決めてするほうが、私としては、ながさき

「食の魅力」を発信する業務としては望ましい

発注の内容になるのではないのかなと思ってい

ますが、その辺については、検討したことも含

めて、どんな形で認識されておりますか。 
【永橋物産ブランド推進課長】 本件の業務内容
につきましては、ＰＲ活動ということで新聞折

込チラシによるＰＲ、公共交通機関広告でのＰ

Ｒ、その他、プロモーション活動としまして産

地招へい、バイヤーを産地に呼んで商談をする。

それと首都圏、関西圏におきまして長崎フェア

という総合フェアを年間に9回開催する予定で
すけれども、その実施の支援、その際のツール

作成経費、それと生産者参画であるとか、その

ほか店頭で商品をＰＲする時の試食サンプリン

グ経費などがございます。 
 当該事業につきましては、これまでずっと継

続して実施してきておりますけれども、ツール

などにつきましては、基本的に定型のものがご

ざいまして、それの改良を行っています。 
 それと、いろいろな事業の中身につきまして

も、実際、場所によってこういったことをやっ

ていくというのは大体決まってきておりますの

で、そういったことを含めて、県のほうでも積

算して、今回、競争入札で実施しているもので

ございます。 
 これは数年間、競争入札で実施しておりまし

て、特に問題は起きておりませんし、入札後に

お聞きした時に、何が違うかというと、やはり

プロモーションの時の実際のツールの作成経費

であるとかで、そういったものについては、実

際落札した業者の方から見積もりなりを確認し

ますと出てきますけれども、そういったところ

で差が出ているんだろうということで、我々と

しては、これについては一般競争入札のほうが

適しているというふうに考えまして、今回も一

般競争入札で実施したところでございます。 
【前田委員】 要は、総合発信事業の内容として、
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県が考えたようなメニューの中でやっていただ

いて、積算も入れているということですが、で

あるならば、まさしく成果というか、総合発信

した中でどれぐらい認知されて、どれぐらいそ

れが、最終的には売上につながったかというの

を毎年示していただかないと、自分たちが決め

たやり方で、それで成果ができているんだから

いいんだという話になってくると、そんなこと

をこの入札と同時に、そういうやり方でやらせ

てくれということも含めて示してもらわなきゃ

いけないのかなと思っているんです。 
 これからまだまだ「食の魅力」を発信すると

いうことは大事だと思う中では、私は行政が考

えたということだけではなくて、その中でも当

然幅があっていいと思うし、さっきおっしゃっ

たような民間独自の発想というものを取り入れ

るということを検討する中で、この入札の仕方、

仕事の出し方というのは改めて検討してもらっ

ていいと思っているので、今のやり方がいいと

いうことであれば、それに伴って成果がこれだ

け出たというのを、後日また、きちんと報告を

してください。要望だけにとどめておきます。 
【浅田委員】 今の前田委員と同じ質問になるん
ですけれども、ながさき「食の魅力」総合発信

事業をずっとやっていますよね。例えば平成26
年度は1億円ぐらい予算がかかっているという
状況の中で、やっぱりちょっと見づらいという

か、事業体、事業体と今までの過去の実例を、

午後でもいいので、資料をいただけますでしょ

うか。 
 事業的には発信だったり、ブランディングだ

ったり、それぞれの地域における連携というこ

とでやられていますけれども、やっぱり差違が

かなりあるというように聞いていますので、一

度書面にてしっかりいただければと思います。

お願いします。 
【永橋物産ブランド推進課長】 昼から、できる
だけ早く、皆さんにご提出したいと思います。 
【山本(由)委員長】 ほかに、「政策等決定過程
の透明性等の確保」に関する件につきまして、

質疑はありませんか。 
【吉村(庄)委員】 今の資料の続きの陳情・要望
事項対応要旨も、委員長、よろしいですね。 
【山本(由)委員長】 はい、大丈夫です。 
【吉村(庄)委員】 今の資料の3ページですね、
佐世保市からの陳情に対する問題で、佐世保・

小値賀観光圏事業の促進について、こういうの

が出ておりまして、こういうふうな考え方で対

応もしているんだと、こういう話がございまし

た。 
 参考のところですね、平成27年度から審査が
厳しく、ハード整備が全て対象外になるなどと

いうようなことがあるので、前段ですね、よそ

のことも含めて、他地域、他市町への財政支援

という問題も限られた予算の云々ということで、

それはそれで考え方はわからないではないんで

すけれど、この陳情に関連したところで言えば、

平成26年度2,295万円、平成27年度は厳しくな
ったということで約700万円ダウン、それから
平成28年度は500万円とちょっとぐらいプラス、
そして平成29年度の予定が、またさらに300万
円前後厳しいと、こういう状況に予定額として

なっているんですけど、ここのところの問題に

ついて、国は創生だとか、21世紀まちづくり、
これは21世紀まちづくり補助金ですね。その後
の地域創生とかいろんな言葉があるんですが、

そういうメニューの中で、例えば補完すること

ができるのかどうか、そういうところについて

はどういう状況になっていますか、教えてくだ

さい。 
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【浦観光振興課長】 この要望が出ています、佐
世保・小値賀観光圏事業でございますけれども、

これは国におきまして、地域を観光圏として指

定をするということで、そこについては国のほ

うが一定補助をしながら、観光振興のための事

業を進めていくということになっております。 
 その中で、県におきましても21世紀まちづく
り補助金、これは県単独の補助金でございます

けれども、この補助金を活用して、あわせて観

光圏事業の促進に向けて県も支援をしていると

いう状況でございます。 
 この21世紀まちづくり補助金につきまして
は、県全体の財政も厳しくなっていく中で、補

助金の予算も縮小を余儀なくされているという

状況の中で、一定各市町、あるいは団体のほう

から要望が出てくる中で、それを査定させてい

ただいて、現在支援をしているという状況でご

ざいます。 
 基本的には、もちろん活用できる補助事業が

あれば、活用してまいりたいと思っております

けれども、現状では、国のこの観光圏の事業、

それから県単の21世紀まちづくり補助金、これ
で支援をしているという状況でございます。 
【吉村(庄)委員】 大体そういう回答だろうとい
うふうに思ったんですが、平成29年度の予定の
事業費が1,890万円ということだろうと思いま
すが、県費は378万円、こういう状況でしたね。
この内容は、どういうふうになっていますか。 
 というのは、私はここでは佐世保・小値賀観

光圏事業ということで、特に小値賀は離島でご

ざいますから、そして、今のところ単独町でし

ょう。ほかのところについても、単独町自体で

はないですけれども、離島についての観光の問

題について言えば、それぞれの地域の観光圏も

あって、特に離島の問題についてはいろんな事

業、国の事業なら国の事業メニューを活用しな

がら、あるいは県単独でもそれぞれ力を入れて

いただいているのは承知をしているんですが、

例えばここで言うと、1,890万円の事業内容は大
体どういうふうな状況であるのか。結局、予定

としてありますから、先のことになるんですけ

れども、一応具体的なことについては担当のと

ころでチェックをして1,890万円、こういう数字
を来年度は予定しているんだと、こういう話で

すが、中身としてね。 
 なぜ私がこのことを言うかというと、ほかの

離島もそうですよ。特に小値賀でもそうなんで

すけれども、人口がずうっと、非常に単独町で

厳しいところもあって、小値賀は小値賀なりに

町で、あるいは住民の皆さん方も非常に努力し

ておられますね。ほかの地域も当然そういうふ

うにしておられると思うんです。しかし、人口

は、少しずつではあるけれども、やっぱり毎年、

毎年減っているという状況がありまして、過疎

化という意味では人口減がずっと、ほかの離島

も一緒なんですが、要するに進んでいる。こう

いう状況ですから、ここにたまたま佐世保・小

値賀観光圏ということで小値賀が上がっていま

すから、そこだけについてお尋ねをするという

形をとるんですけれども、1,890万円の事業内容
についてチェックをしてあったと思いますから、

お知らせ願えれば、これは事務的なところでも

ございますから、後で教えていただいても結構

ですが、せっかくここに出ていますから、お教

え願いたいと思います。 
【浦観光振興課長】 佐世保・小値賀観光圏の事
業につきましては、平成29年度までの4カ年の
計画で事業を立てております。それにのっとっ

て平成29年度も事業を予定しているというこ
とでございまして、詳細はまだ、これから私ど
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ももヒアリングをして中身を精査していくこと

になると思っております。 
 これまでの取組といたしましては、佐世保は、

特に滞在型観光を推進しようということで、具

体的な滞在型のプログラム、トレイルコースの

活用であったりとか、あるいは一部、町並みの

整備であったりとか、そういうことをやってき

ております。 
 また、あわせて観光圏としてのホームページ

の機能を充実強化して情報発信に力を入れてい

くと、そういったことを複数年かけてやってき

ておりますので、その延長として平成29年度も
取り組んでいくものと私どもは考えております。 
【吉村(庄)委員】 21世紀まちづくり補助金の問
題については、別途の角度から、私は努力をし

ていただきたいというふうに実は思っていたん

ですが、そうしたら、また県の事業という形で

のやり方に入っていた。 
 国のほうの補助額の審査が厳しくなっている

という状況というのは、この理由はなんでしょ

うか。あなたたちとしては、どういうふうに捉

えていますか。例えば「ハード整備が全て対象

外になる」、こういうようなことで、これは国

のことですけど、どういうふうに捉えています

か、ここのところに至った理由というのは。 
 例えば離島だとか、あるいは非常に厳しいと

ころについては、国だって、また別の角度では、

国境離島とかいうようなことでも対応はされて

いるんですけれども、こういうところについて、

ハード事業あたりが対象外になったというのは、

ちょっと私としてはどうかなと疑問を感じます

ので、あなたたちはどういうようなことで受け

取っていますか。 
【浦観光振興課長】 国の補助の見直しといいま
すか、規模の縮小については、具体、詳細な理

由は私どもも把握はできておりません。 
 通常考えられますのは、やはり国のほうも当

然限られた予算の中でやっておりますので、ど

こに優先的に配分するかということでのメニュ

ーの仕分けであったりとか、そういうことがな

されているとは思っておりますけれども、その

詳細な理由は、申しわけございません、把握は

できておりません。 
【山田(博)委員】 先ほど浅田委員のほうから話
がありました、ながさき「食の魅力」総合発信

事業の業務委託ですね、これの事業が始まって

からｋ入札の結果と予算、後で、午後からで結

構ですから、一緒にいただけませんでしょうか。

よろしくお願いしたいと思います。いいですか、

委員長。 
 続きまして、これは観光振興課長にお尋ねし

たいと思いますけれど、クルーズ船を誘致する

にあたって、大変水を差すような事件が起きて

いるわけですね。クルーズ船が来ても、福岡と

長崎で34人の失踪があったということであり
ますけれども、これはビザの審査が簡素化にな

っていると。 
 ただ、失踪があったとしても、これが大きな

事件に発展していけば、大変な問題になるわけ

ですね。捜査は捜査でありますけれども、一方

で、観光ビザとか何かにおいて、それが事件に

発展して大変な問題になって、今後のクルーズ

船の誘致にあたって、水を差すような大きな事

件に発展してはいけませんので、今、観光振興

課として、この事件の報道を踏まえた上で、今

後どう取り組んでいこうとされているのか、見

解を聞かせていただきたい。してなければ、県

警察本部と相談中とか何かありましたら、聞か

せていただきたいと思います。 
【浦観光振興課長】 クルーズ船に伴いますクル
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ーズ客の失踪問題といいますか、そのご指摘で

ございますけれども、そこの部分につきまして

は国の入国管理、あるいは実際に入国した後の

不法滞在等になれば、警察のほうでの対応にな

ってまいりますので、特に私ども観光振興課と

して、今、具体的な対応策を検討している状況

にはございません。 
 情報等については、県警察本部のほうからも

一部いただいていることはございますけれども、

観光としては、今のところ特に対応は検討はし

ていないという状況で、今後、国あるいは警察

サイドのほうで、より大きな問題となってこな

いような形での対策というのは検討されるので

はないかと思っているんですけれども、今はそ

ういう状況でございます。 
【山田(博)委員】 じゃ、私のほうからご提案と
いうか、提言というか、お話をさせていただき

ますと、誘致をするにあたっては、旅行会社や

船会社に対して、日本でも報道されております

よと。今後、こういったことがあれば、受け入

れ側も審査が厳しくなりますということを観光

サイドからしっかりお伝えすべきだと思うんで

すね。 
 それと、警備とか何かありますよね。あれを

しっかりとやるとか、やっぱりそういった関係

機関と連携を図りながらやっていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。課長、どうですか。 
 確かに捜査とか何かありますけど、文化観光

国際部としてできることはできる、きちんとや

るべきだと思うんですよ。捜査は警察ですから、

私は関係ありませんじゃなくて、浦課長、ぜひ

そういったことで取り組んでいただきたいと思

います。見解を聞かせていただけますか。 
【浦観光振興課長】 具体的には受け入れのラン

ド社、旅行社と一度話をしたこともございます。

当然、旅行会社としても、自分たちが世話をす

るツアーの中で、そういった不法入国、不法滞

在の問題が出れば、信用にかかわってくる部分

でもございますので、当然そういう認識は旅行

会社の各社も持っているというふうな話はさせ

ていただいたこともありますし、そういうふう

に思っております。 
 引き続き、そういう点については、こちらも

しっかり情報も得ながら、話はしていきたいと

思います。 
【山田(博)委員】 そういったことで、今日も一
部のマスコミでも大きく報道されておりますの

で、今回、本当に水を差すことがないように、

しっかりと取り組んでいただきたなと思います。 
 続きまして、「政策等決定過程の透明性等の

確保などに関する資料」の7ページにあります
けれども、今、「長崎の教会群とキリスト教関

連遺産」が平成30年の世界遺産登録に向けて取
り組んでいただいているわけでございますが、

8ページには、「長崎の教会群インフォメーシ
ョンセンター」の設置をしたいということであ

りますけど、設置のスケジュール及び場所等は

どのように考えているかというのをお尋ねした

いと思います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 資料の表現が少
しまずかったのかもしれませんが、これは平成

26年4月に既に設置をさせていただいているも
のでございまして、一元的に窓口となっていた

だいて、いろんな来訪者の方々の問い合わせ等

に対応していくというふうなことでございます。

今、出島ワーフの中にございます。 
【山田(博)委員】 これは出島ワーフにあるわけ
ですか。どのような体制でやっているんですか、

説明していただけますか。 
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【村田世界遺産登録推進課長】 先ほどもちょっ
と触れましたけれども、主に来訪者の方々の電

話での応対でありますとか、あと、実際にいら

していただきますと、構成資産の関係の説明の

パネルを展示しておりましたり、それから、実

際に教会堂を回られる時には、事前連絡システ

ムというのを導入しておりまして、ホームペー

ジ上のシステムになりますけれども、そのシス

テムの管理、そういったものを実施しておると

ころでございます。 
 これはホームページ上だけではなくて、ファ

クス等で申請をしていただいて、各教会には「教

会守」ということで配置をしております。そこ

に事前連絡をして、実際に訪問していただく時

にトラブル等がないように、事前に調整をして

いくというシステムでございます。 
【山田(博)委員】 これは後で、パンフレットと
かあったら、午後からでも結構ですから、いた

だけませんか。（「はい」と呼ぶ者あり） 
 最後にお尋ねしますけれども、構成資産から

外れた資産を今後どのようにしていくかという

のを、今、現状としてどのような取組をされて

いるのか、説明していただけますか。16ページ
にもございますけれども、具体的にお答えいた

だけますか。 
【村田世界遺産登録推進課長】 まず、先ほどご
答弁させていただきましたけれども、「長崎の

教会とキリスト教関連の歴史文化遺産群」とい

う中に位置づけをしまして、ホームページであ

りますとか、各情報発信を一体的に進めていく

ということがまず一つございます。 
 それから、これは県としての全体の取組にな

りますけれども、観光分野において、観光の説

明会の中で一体的に周遊していただくようにご

説明をするとか、あとは、観光のパンフレット

等に周遊するものを、そういう外れたところも

含めた形で情報発信をすると、そういったもの

を今やっているところでございます。 
 あと、今度の10月から始まりますデスティネ
ーションキャンペーンについても、そういう情

報発信というのはしていくことになろうかと思

っています。 
【山田(博)委員】 今回、要は漏れた資産は、今、
世界遺産の関連資産というのは、構成資産とな

るわけでしょう。旧五輪教会堂とかそういった

のはですね。構成資産となりますけど、外れた

ところは、概念としては、言葉としてはどうい

うふうな説明になるんですか。例えば平戸とか

漏れたところの言葉として、扱いとしては。た

だ、情報は発信しますよと。この位置づけはど

ういった文言としてなっていくのかというのを

説明していただけますか。そういうのは特段つ

くってないんですか。ただ単に、発信するとい

う形になるわけですか。 
 例えばお客さんが来た時に、構成資産はここ

からここまでですねと。じゃ、漏れた平戸とか

なんかのところはどういうふうな扱いを、南島

原とかはどういうふうな扱いになるのかという

のを説明いただきたい。言葉としてどういった

概念を使うのかというのをお尋ねしたいと思い

ます。 
【村田世界遺産登録推進課長】 今のご質問につ
いてですけれども、先ほどご答弁いたしました、

「長崎の教会とキリスト教関連の歴史文化遺産

群」に位置づけるというふうなことにはなるん

ですけれども、特にこれについては、世界遺産

で言う構成資産みたいな名称ということよりは、

長崎の中にはいろんな関連の遺産というのがご

ざいますので、キリシタン関連の遺産というふ

うなことになってまいりますが、いずれにして
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も、全体のストーリーの中では重要な資産にな

るわけですので、そういうストーリーの中で情

報発信をしていくというふうなことになろうか

と思っています。 
【山田(博)委員】 いやいや、私が頭が悪いんで
すかね、理解できないんですね。漏れた資産は、

旧五輪教会堂とかなんかは、頭ヶ島教会とかな

んかは構成資産としてイコモスとかなんかで認

められるわけでしょう。それから外しなさいと

された資産は、どういった概念になるんですか

と言っているわけです。こっちは構成資産、漏

れた資産はどういった言葉になるんですかと言

っているわけ、くくりとしては。ちょっと私が

理解が悪いんですかね。 
【岩田文化観光国際部次長】 「歴史文化遺産群」
につきましては、世界遺産の構成資産を含む、

いわゆるそれに関連をする資産まで一緒にして

「歴史文化遺産群」と呼んでおります。 
 この「歴史文化遺産群」の中には、先ほど言

われました、世界遺産に今ノミネートしている、

例えば旧五輪教会堂でありますとか、黒島天主

堂でありますとか、そのほかの資産もすべて入

りまして、ただ、これだけが長崎県内における

関連資産ではない。これまでの過程で漏れた、

例えば堂崎天主堂でありますとか、二十六聖人

の記念館でありますとか、こういった関連をす

る資産を一体的に発信をしていこうということ

で、「歴史文化遺産群」というものをつくって

いるわけでございます。世界遺産から外れた資

産だけで構成するだけではなしに、そこも含め

たところでこの資産を構成します。 
 この「歴史文化遺産群」の中では、やはりキ

リスト教に関連をする、例えば大村の殉教地で

ありますとか、島原ほうでありますとか、そう

いったそれぞれの地区ごとにいろんなルートを

提示して、またいろんな資産の紹介をしながら、

県内各地をよりわかりやすく回っていただきた

いということで、こういった「歴史文化遺産群」

ということで、今、県のほうでは進めていると

ころでございます。 
【山田(博)委員】 隣の吉村(庄)委員も、わから
んと言っていますよ。 
 私が言っているのは、わからんかな、漏れた

資産は、要するにイコモスから認められた登録

に外れたわけでしょう。その外れたものは何と

いう名称で紹介するんですかと言っているわけ

です、極端に言うと。 
 委員長、休憩してください。 
【山本(由)委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時 ６分 休憩 ― 

― 午前１１時 ９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
【山田(博)委員】 今の「長崎の教会群とキリス
ト教関連遺産」の構成資産がいろいろあるじゃ

ないですか。それが、全体が、今、73資産ある
ということでありますけれども、世界遺産の前

からずうっと進んでいるわけですね。構成資産

として漏れたところもあれば、関連遺産もある

わけですけれども、そちらのほうの名称なりを

リンクさせないといけないわけですね、今度変

わったわけだから。そこも含めて、全体的な73
資産というのもしっかりと名称の変更なり、わ

かりやすくやっていかないといけない。 
 何が言いたいかと、世界遺産登録に向けての

資産の名称なりにエネルギーを注いでおりまし

たけれども、全体の73資産というのも名称を変
更してわかりやすくやっていかないといけない

んじゃないかと私は言っているわけです。 
 大変申しわけございません。私もちょっと勉
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強不足で、理解も難しい点がありましたから、

そこもしっかりと県民の皆さんにわかりやすく

ＰＲ、周知を図っていただきたいということで

要望しておきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 
 一旦終わります。 
【山本(由)委員長】 ほかに、政策等決定過程に
ついて、ありませんか。 
【西川委員】 吉村(庄)委員、山田(博)委員にも
関連しますけど、「歴史文化遺産群」は、ほか

にもまだあるかもわからないですよね。そうい

う中で、歴史をひもとけば絶対増える。各市町

でやっていると思いますが、県が世界遺産登録

のものと含めて相乗効果を上げるためにも、も

っと力を入れてやってもらいたいと、私からも

要望しておきます。 
 一つの実例が、田平が落ちましたね、今度。

しかし、話題を呼んで、また、「ながさき経済」

ですかね、十八銀行関係が出している雑誌とか

の表紙にも各教会が出ているでしょう。そうい

う効果で、田平教会は、昨年よりも今年は観光

客が増えているんです。ということは、トイレ

とか、駐車場とか、道路とかいろいろハードの

整備も必要になってくるんですよね、今まで以

上に。 
 ほかのところも、例えば天正遣欧使節の千々

石ミゲルだったか誰だったですかね、墓が、今、

発掘調査をされていますが、そういうものとか、

山の中にあるところ。しかし、巡礼に行きたい

という、例えば外国人で言えば韓国、フィリピ

ンなどのキリスト教徒などが出てくると思いま

す。 
 そういう中で、やはり県が関係市町と連携を

とりながら、もっとソフト、ハードの整備をや

ってもらえれば、外国からのインバウンドはも

っと増えると思います。観光に利用するという

ことは、信者としてはちょっとよこしまかもわ

かりませんが、やはり長崎県の歴史的財産を利

活用ということは必要だと思います。そして、

日本国内、国外に理解してもらうということで、

来年度の予算を増額して頑張っていただきたい

と思います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 この「歴史文化
遺産群」につきましては、先ほどからご議論い

ただいておりますように、構成資産のある市町

だけではなくて、関連する資産については、ど

この市町でも登録ができるようなシステムにし

ております。 
 実際に、各自治体に何かあったら、一緒に取

り組んでいきましょうということで話をしてい

るところでございますので、この世界遺産への

取組が県下一円に波及するような形で情報発信

ができればと思っておりますので、そういった

ことで、ぜひ積極的に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。 
【山本(由)委員長】 今、質問の中で73資産とい
うのがずっと出てきていますので、その73資産
の一覧表というのが、後ほどいただけますでし

ょうか。よろしくお願いします。（「はい」と

呼ぶ者あり） 
 ほかにありますか。 
【山田(博)委員】 先ほど、私は勘違いしており
まして、資料の8ページの「長崎の教会群イン
フォメーションセンター」というのを、前、一

部の報道で、長崎新聞だったかな、世界遺産セ

ンターを県庁跡地にするということと、ちょっ

と私は勘違いして話をしたと思うんですけど、

世界遺産センターの構想が持ち上がっていたと

思うんですけれども、その現状というのをこれ

に関連してちょっとお尋ねしたいと思うんです。 
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 今、どのようになっているんですか、お尋ね

したいと思います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 世界遺産センタ
ーにつきましては、その機能については、専門

家の皆様にご議論いただいて、基本構想として

整理をさせていただいているところでございま

す。 
 今、ご質問は場所の問題だと思いますが、場

所につきましては、委員会のほうで長崎市内中

心部ということで、具体的には長崎駅周辺、そ

れから県庁の跡地、そして大浦天主堂の周辺と

いうことで3つの案が提案されておりまして、
いずれも大きなプロジェクトがあわせて実施さ

れているところでございますので、そういった

ところも見ながら、実際にはどこに設置するか

ということを検討していきたと思っております。 
 ただ、大きなものをつくるということではな

くて、これは機能を分担させまして、例えば調

査研究事業については歴史文化博物館でやると

か、ただ、全体として説明するインフォメーシ

ョン機能を持った施設というのはやはり要るで

しょうから、そういったものは長崎市の中心部

につくると。あと、各構成資産のある市町につ

いては、サテライト機能という形でそれぞれ整

備をしていただくというふうなことで、県と市

町で役割分担をしながら、それから、機能面に

ついても役割分担をして整備を進めていくとい

うところまで、構想としてはできております。 
【山田(博)委員】 そうすると、世界遺産センタ
ーというのは、「キリスト教関連遺産」の世界

遺産の登録を目指してやっていくということに

なりますと、そうすると、スケジュール的にど

のような形でやっていくのか。 
 建設場所は、今、世界遺産登録推進課長から

ご丁寧に、長崎市中心部だと。その中でも駅周

辺、県庁跡地、大浦天主堂の周辺とかという話

がありましたけれども、スケジュール的にはど

のように今考えているのか、お尋ねしたいと思

います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 推薦書の提出と
も関係をしてくるんですが、その中では、そう

いう検討を進めていると、今申し上げた段階の

内容を記載することになろうかと思います。 
 ただ実際に、整備にあたっては、やはり世界

遺産の登録というのが前提となってまいります

ので、平成30年の登録を目指しておりますので、
その平成30年というのを一つの目標として目
指していくということになろうかと思っていま

す。 
【山田(博)委員】 ということは、今、世界遺産
の「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を平

成30年に世界遺産登録を目指すということで
あれば、それにあわせて世界遺産センターを、

サテライトも含めてそのように考えていくと。

要するに、同時に進行ということで理解してい

いわけですね。 
 構想はもうできているんですか。ここは次長

の得意分野ですね、ずっと携わっていたわけで

すからね。構想なりが委員会で提出できれば、

午後からもしっかりとご説明いただければと思

うのですが、いかがでしょうか。 
【岩田文化観光国際部次長】 世界遺産センター
につきましては、既に平成27年度にその基本構
想ができております。これにつきましては、昨

年度の議会の中でも議論の中でお示しをしてき

たところでございます。 
 この中で、先ほど世界遺産登録推進課長が答

弁しましたように、世界遺産センターといいま

すのは、登録された世界遺産をきちんと説明を

していく、理解をしていただく、また、調査も
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今後より進めていくというためにつくるもので

ございますので、一番よろしいのは、やはり世

界遺産登録と同時にそういったセンターを立ち

上げるというのは非常に大事なこと、一番望ま

しいとは思いますが、実際にその場所を、本当

に登録と同時に開設できるかどうかは、今検討

しているところでございます。 
 なお、実際に世界遺産センターといいますの

は、どういったことをやるかというのが非常に

大事になっております。例えば調査を進めると

ころ、それからいろんな情報を提供するところ

がございます。調査を進めていくのは歴史文化

博物館のほうでやろうということは決まってお

りますが、来訪者の方に対するそういった説明

をどこでやったほうがいいかにつきましては、

今後検討を急いでまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 
【山田(博)委員】 いずれにしても、サテライト
ですね、今度はサテライトも大切になるわけで

すね。私の地元にもどこにつくるとかいろいろ

あるかもしれませんけど、次長、サテライトの

構想も一緒に進んでいるんですか。センターの

ほうはいいけれども、サテライトのほうはどの

ように進んでいるかというのを最後に聞かせて

いただきたいと思います。 
【岩田文化観光国際部次長】 サテライトも構成
資産を有する市町におきまして、今、検討を進

めていただいております。それぞれの市町がど

こにどういった形で構成をするかというのは、

まさに今、検討を進めているところでございま

して、まだ、最終ここに設置をするというとこ

ろはございませんが、これもちょうど一旦推薦

を取り下げると、それからまた、再推薦に向け

て準備を進めてきた中でございますので、今の

ところ若干それが滞っているところでございま

すが、また、平成30年の登録に向けてはしっか
り市町と一緒に取り組んでまいりたいと考えて

おるところでございます。 
【山田(博)委員】 最後に、世界遺産センターで
すね、部長。サテライトも地元では大変歓迎し

て、世界遺産登録に向けての観光で、また経済

波及効果が大きいと期待している一方で、信者

の方々が、自分たちが今まで守ってきたところ

をごみとかマナーで汚されるんじゃないかとい

うのもありますから、そういったのを踏まえな

がら、世界遺産センターにサテライトの施設も

しっかりと、世界遺産登録と同時に開設できる

よう取り組んでいただきたいと思うわけでござ

いますので、それについて決意を聞いて、この

質問は終わりたいと思います。 
【松川文化観光国際部長】 世界遺産センターの
件でございますが、これは一般的には箱もの的

なイメージを受けていらっしゃるかもしれませ

んが、実際としましては、先ほど答弁しました

調査研究、資産の保全、そして来訪者に対する

適切な説明ということになります。 
 先ほどの「歴史文化遺産群」を含めますと、

県内全域にこの資産が広がっておりますので、

来訪者がどういう入り方をするのか、例えば熊

本から島原に入ってきても、福岡から平戸に入

ってきても、また長崎から五島に入ってきても

一定の理解が得られるように、それぞれのサテ

ライトには共通の展示、説明資料、パネル、こ

ういったものは県のほうで統一的に準備したい

と考えております。そういった資料をつくって

いくこととか、そして、サテライトにはそれぞ

れオリジナリティーを出したものを展示すると

かということはあるかと思います。 
 そういった意味で、一部市町におかれては、

既にそういった場所の選定を進めながら、今年
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も順調にいけば、7月が登録でしたので、そこ
に向けて整備を進めている市町も既にございま

す。 
 そういったものを含めまして、県としては、

今後ともバックアップをしてまいりますととも

に、世界遺産センター、いわば人と人の組織と

していろんな課題解決、またはいろいろと地域

の問題が起きたりとか、そういったことに対し

て適切に対応していくという組織的な力が大事

になってまいりますので、そういったものを各

構成市町と一緒になって取り組んでいく。 
 そしてまた、先ほどございましたインフォメ

ーションセンターは、現地の教会堂等の訪問に

あたって、事前連絡システムということで、い

ろんなトラブルが起きないように、スムーズな

観覧ができるようにしていくと、この2つの方
法で来訪者のスムーズな受け入れを進めていき

たいと考えているところでございます。 
【山本(由)委員長】 ほかに、政策等決定過程に
つきまして、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ないようですので、次に、
所管事務一般について質疑を行いたいと思いま

す。 
 ご質問はありませんか。 
【川崎委員】 観光行政についてお尋ねいたしま
す。 
 まず、熊本の震災の対策、対応についてです

が、もうずっと議論があっているし、さまざま

な資料があっているので承知はしているものの、

一番気になっているのは修学旅行なんですね。

一般質問でも質疑があったので、一定の考え方

は確認しておりますが、いま一度、修学旅行に

特化して、今回、キャンセルがどの程度発生を

したのか、お尋ねいたします。 

【浦観光振興課長】 熊本地震に伴います修学旅
行のキャンセルの状況でございますけれども、

以前ご報告していた数字でございますけれども、

まず5月に県の観光連盟の会員施設を対象に調
査をいたしましたところ、震災以降で修学旅行

のキャンセルが、延べ宿泊者数で約4万5,000人
泊のキャンセルが生じていたという状況でござ

います。 
 その後、さらに九州観光機構のほうでも、旅

行会社の大手の4社を対象に調査をしておりま
す。秋以降のキャンセルでございますけれども、

一部、先ほど申し上げた数字にも含まれるもの

もございますけれども、9月以降のキャンセル
で、長崎関係で約1万4,000名ほどのキャンセル
が、今見込まれているという状況でございます。 
【川崎委員】 修学旅行については、まだまだ歯
止めがきいていないという状況かと思います。

やはり風評被害というのが本当に払拭されたの

かどうなのか、「九州は一つです」というキャ

ンペーンを張ってずっとやってきた中に、長崎

はさして大きな被害もなかったんですが、一つ

というような判断の中において、そういうよう

な流れがなかなか、キャンセルの流れが止めら

れないという状況かと思います。 
 風評被害に対する県の姿勢、お尋ねいたしま

す。 
【浦観光振興課長】 熊本地震に伴いましてキャ
ンセルが生じている、特に修学旅行を含めて発

生している。これは、やはり九州全体に対する

地震、震災の影響の懸念ということで、お客様

が旅行を控えているという状況でございます。 
 そういう中で、国のほうでも補正予算の中で、

「九州ふっこう割」事業ということで、割引商

品の造成等による誘客対策をとってきておりま

す。 
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 この中で、長崎県におきましても約16億
9,000万円の予算措置がございまして、約24万
6,000人泊の旅行需要の回復を目指していると
いう状況でございます。 
 実際、1期目もおおむね順調に推移をしてき
ておりますので、こういう中で実際来ていただ

いたお客様に、九州にそれだけの数が来ていた

だいているということ、それから、来ていただ

いたお客様に影響なく満足いただけるというこ

と、こういったことをしっかりと情報発信をし

ていくことで、より全国に対しての長崎、ある

いは九州全体の震災に対する影響の払拭という

ことにつながっていくものと思っております。 
 あわせまして、修学旅行につきましては、キ

ャンセル対策といたしまして、従来、毎年班を

編成して県の観光連盟、あるいは宿泊施設、事

業者、チームを編成して修学旅行の誘致活動を

やっておりますけれども、今年度につきまして

は、地震もあったということも踏まえまして、

この班編成体制をさらに増強いたしまして、全

国各地を回って各自治体の学校、あるいは教育

委員会関係、それからエージェント、こういっ

たところを回ることによって、実際、来ていた

だいている学校もありますので、そういった学

校が長崎での修学旅行を十分楽しみ、より有意

義な旅行になったということもあわせて発信を

しながら、今後、修学旅行の時期を延長したと

ころに対しましては、しっかりと長崎に来てい

ただく。また、今年度方面変更を余儀なくされ

たところに対しましても、次年度は必ず長崎に

戻ってきていただけるような、そういった誘致

活動も、現在、体制を強化してやっているとい

う状況でございます。 
【川崎委員】 努力されていることについては敬
意を表しますが、この風評被害を誰が一番懸念

をされているかというのは、恐らく、行かれる

生徒さんもさることながら、親御さんじゃない

かなと思っていまして、先ほどエージェントだ

ったり、学校だったり、教育委員会という話が

ありましたが、お子さんを旅行に出すという親

御さんのその懸念を払拭するということは非常

に大事な観点かと思うんですね。 
 実は、長崎、熊本、鹿児島、3県の観光連盟
の方と事業者の代表の方が、先日、観光庁に陳

情に行かれたんですね。同席をさせていただき

ましたが、観光庁長官もそこの指摘だったんで

すね。お互いそれは共通認識でした、課題。い

わゆる親御さんに対してどういうふうな理解を

求めていくのかというのが共通の課題だったん

ですけれども、じゃ、そこにどうアプローチを

していくかということについては、具体的な案

がなかなか出てこないんですね。ぜひそういっ

たところについてしっかりとメスを入れていく

べきかというふうに思うんですね。何かお考え

がありますか。 
【浦観光振興課長】 修学旅行のキャンセルにつ
きましては、ご指摘のように、特に保護者の方

が九州での地震の影響に対する不安というのが

どうしてもあって、修学旅行の方面決定に保護

者の方のご意向が強く反映されるという状況が

あるというのは、ご指摘のとおりだと思います。 
 そういうことで、個別の保護者の方に訴求を

していくというのは難しいところがございます

けれども、例えば全国のＰＴＡ関係の組織、日

本ＰＴＡ全国協議会というものもございますの

で、まずはそういったところにも少しアプロー

チをして、九州が大丈夫だという情報発信をし

っかりとしていって、そこから各教育委員会な

り、学校なりにも情報がおりていくような、そ

ういう仕掛けができないかなというのは考えら
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れるかと思いますので、そういったアイデアも

出しながら、今後取り組んでいきたいと思いま

す。 
【川崎委員】 そういったところにどういった策
を講じていくのか、財政的な支援を国に求めて

いくのか、ぜひ検討して取り組んでいただきた

いと思います。 
 修学旅行というのは、今日決めてあした行く

と、そんなスピード感があるようなものではな

く、2年先、3年先を考えて行くような、そうい
った旅行形態ですよね。「九州ふっこう割」と

いうようなサービスについても行き届かない。

そういった中でどのようにこれを回復させるか

というのは、非常に重たいテーマかと思います

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
 もう一つ、震災に対する対応で、「九州ふっ

こう割」については先ほどご報告をいただきま

した。一定の効果があったと承知しております

けど、まず、このスタートが7月の下旬ぐらい
だったでしょうかね、具体的に動き出したのは。

しかし、震災が4月16日から発生して、例のゴ
ールデンウィークに一番被害が大きかったと。

一日でも早い回復を望んでいたけれども、7月
下旬まで国の政策を待つというような状況にな

ったと、これは事実かと思います。 
 ただ、鹿児島では、先駆けて支援を打ち出し

てやっている成果がありましたよ。「鹿児島お

得旅事業」、ご存じですか。 
【浦観光振興課長】 鹿児島県で成功した事業を
されたということは、承知をしております。 
【川崎委員】 6月1日から7月末まで、いわゆる
国の支援の前まで、県独自で対応したという事

業でありました。 
 観光鹿児島創生事業というものを活用されて

いるというふうに伺っておりますが、これは基

金を活用しているという取組のようなんですね。

過去のさまざまな経験の中において、鹿児島は

こういったものに、万が一に備えての基金の創

設をやっておられたというふうに思います。こ

ういうスピード感を持ってやらなければいけな

いということから、こういう考え方も一つある

のかなというふうに思っていますが、こういう

基金的な考え方というのは、県はお持ちなんで

しょうか。 
【浦観光振興課長】 事業の推進にあたりまして、
基金の活用ということで、今ご提案があってい

ますけれども、具体的に、私どもはそういった

基金を創設して事業予算に充てるという考えは、

今のところは持っておりません。 
【川崎委員】 やっぱりスピード感だと思うんで
すね。宿泊の形態から言って、一旦キャンセル

をしたものを後日取り返すと、そういった事業

形態じゃないと思うんですね。先送りしたもの

を後で取り返すと、そういった経済活動もある

んでしょうけれども、宿泊ですから、そこでチ

ャンスを逃したのに、次にまとめて2泊しよう、
3泊しようという考え方は出てこないわけです。
その失われたものをカバーするということにつ

いては、相当なエネルギーが要ると思うんです。

現実に難しい、キャンセルしたものを取り返す

のは難しい。 
 そうなれば、いかに回復を一日でも早くやっ

ていくかということは大事な分野だと思うんで

すね。そう考えた時に、こういったスピード感

を持って取り組まれたという姿勢は、本当に参

考にすべきだと思いますので、ぜひ検討してい

ただきたいというふうに思います。 
 次に、インバウンドの富裕層の獲得、受け入

れに必要なものについても一度お尋ねをいたし

ましたが、まず、県の取組としましては、イン
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バウンドを専門に扱うエージェントさんとしっ

かり協議をしながらやっていくという姿勢であ

ったと思いますが、まず、インバウンド専門の

エージェントが長崎をどう評価をされているの

か、お尋ねをいたします。 
【浦観光振興課長】 インバウンドの富裕層の受
け入れに関してのお尋ねでございますけれども、

特にエージェントの評価ということでございま

す。 
 現在、今年度取り組んでおりますのは、まず、

中国を一つのターゲットとして考えておりまし

て、この旅行社と一部組んで、富裕層の方を実

際モニターツアー的に、我々が考える長崎の魅

力あるコンテンツを本当に富裕層の方々に訴求

できるものなのか、実際に来ていただいて見て

いただく。それは旅行社と一緒に一部お招きを

して、6月からやってきたところでございます。 
 その際には、旅行社のほうから、やはり富裕

層の方には特別なサービス、限定的なサービス、

あるいは優先したサービス、そういった特別感

がしっかり提供できるサービスが必要になって

くるということ。それから、特にインバウンド

の方の場合は、どちらかというと、長崎に来て

ゆったりとした時間を過ごしたいというような

リクエストがございます。 
 そういう中で、提供した中には、島原半島で

あったりとか、ハウステンボスその他も回って

いただきましたけれども、例えば島原半島なん

かも、雲仙で一定の宿泊施設で、実際ああいう

噴火した火山と地元の復興した姿が、共存して

いる姿というのに非常に感銘を受けたというよ

うなお声もいただいたりとか、食事に関しても

非常に満足いただいている。あるいは、一部の

方はゴルフを楽しみながら、日常から離れたゆ

ったりとした時間を過ごしていただく、こうい

ったものが非常に評価があったというふうに旅

行会社のほうからも伺っております。実際、リ

ピーターとして、ゴルフツアーに改めて訪れて

いただいた富裕層の方もいらっしゃいます。 
 そういった面も出てきておりますので、今後、

より旅行会社とも情報を交換しながら、富裕層

の方に訴求できるものをしっかり求めていきた

いと思っております。 
【川崎委員】 少し整理をされてやっていただき
たいと思いますが、やはり日本人対象の観光で

は気づかなかった、日本人にはさして価値がな

いと思われるものが海外の皆さんからすると価

値があるということについては多分にあろうか

と思いますので、ぜひそれを整理して、しっか

りと訴求をしていただきたいと思います。 
 長崎の観光が大きく発展をしていく、ある意

味ステップアップをしていく大変重要なテーマ

かと思うんですね。今からさまざま、駅周辺に

おいてのまちづくり、例えばちょっとグレード

が高いホテルの建設とか、そういったことも取

り沙汰されている中において、それを活用して

いくためには、しっかりと海外の方に訴求をし

ていくということについては不断の努力をお願

いしたいと思います。 
 次に、観光振興基本計画の進捗について資料

をいただいておりますが、まず4ページにあり
ますバリアフリー観光推進の取組、現在の進捗

についてお尋ねいたします。 
【村山観光振興課企画監】 観光振興基本計画に
つきましては、私のほうで所管をしております

関係上、私のほうからご答弁をさせていただき

たいと思います。 
 資料にござます、4ページのバリアフリー観
光推進の取組の進捗の状況でございますけれど

も、これまで平成26年度に開催されました「が
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んばらんば大会」の選手、関係者に配布するた

め、長崎県バリアフリーネットワーク協議会と

連携をしまして、開催地の観光地、飲食店、土

産品等のバリアフリー対応情報を掲載したガイ

ドマップを作成してまいりました。 
 一昨年、平成27年度につきましては、「長崎
県バリアフリー観光マップ」の掲載情報をダウ

ンロードできるようなホームページを立ち上げ

まして情報発信を行っているほか、長崎県バリ

アフリーネットワーク内に、本県バリアフリー

観光に関する相談窓口を設置いたしまして、各

種問い合わせの対応を実施しているところでご

ざいます。 
 また、本年度につきましては、これらに加え

まして、レンタル用の観光サポートグッズ、車

いすでございますとか、車いすのクッション

等々のグッズを購入、貸し出しをする中で、バ

リアフリー観光周遊ルートの開発でありますと

か、そういった対象者の方々の利便性の向上に

つながるような取組を実施しているところでご

ざいます。 
【川崎委員】 そうですね、少し具体的な動きが
出てきたのは承知をしておりますが、やはり「行

きたくても行きづらいまち、長崎」なので、こ

れもしっかりと情報発信をしていくことが大事

かと思いますので、訪れた皆様に、本当にフェ

ース・トゥ・フェースでサポートできるような、

そういう具体的な相談窓口ですね。沖縄は入り

込みがほとんど空港なので、空港でほとんどの

人が入ってきますから、あそこに窓口があって、

一義的に全部対応されるんでしょうが、長崎は

幾つも入り口があるので、どこにもというのは

難しいかと思いますが、バリアフリーを望む方

はやはり高齢者であり、障害をお持ちの方であ

り、そういった皆様方ですので、より丁寧に対

応していただきたいなと、ぜひそういった姿勢

で臨んでいただきたいと思います。 
 最後に、15ページにありますヘルスツーリズ
ム、項目だけあるんですけど、さして具体的な

進捗はないように思うんですが、いかがでしょ

うか。 
【村山観光振興課企画監】 この観光振興基本計
画、課長補足説明資料の15ページにございます
けれども、基本施策の内容の欄に掲げておりま

す左側の項目の中に、⑤としてヘルスツーリズ

ムという項目を立てております。 
 この施策にぶら下がる個々の施策として、真

ん中の段にそれぞれの所管の取組を掲載してい

るところでございますが、このヘルスツーリズ

ムにぶら下がる事業といたしましては、自然環

境課の自然に親しむ運動推進費ということで、

宇久の自然と歴史再発見ツアーを実施したりだ

とか、ジオツアーを実施したりとかの取組をや

っております。 
 そのほか、これも自然環境課の取組でござい

ますけれども、九州自然歩道リニューアル整備

事業ということで、過去に整備しました九州自

然歩道の看板等々がかなり不備が進んでいると

いうことで、年次計画を立てて、それぞれの看

板の整備に着手をしているところでございます。 
【川崎委員】 ヘルスツーリズムはメディカルツ
ーリズムとは分野を異なると、そういうことで

よろしいですね。言葉の定義ですけど、そうい

うことで、今おっしゃった説明であり、メディ

カルツーリズムという分野は、今回は観光振興

基本計画の中にはないと、そういう認識でよろ

しいですか。 
【村山観光振興課企画監】 大変失礼しました。
委員ご指摘のとおりでございまして、今回の平

成27年度の実施状況を報告させていただいて
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おりますので、この観光振興基本計画のヘルス

ツーリズムにぶら下がる具体の取組としては、

平成27年度の事業としては実施していないと
いうことでございます。 
【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 
【西川委員】 アウトバウンド対策についてお尋
ねします。 
 私たちはインバウンドを中心に考えがちです

が、例えば海外航空路の継続を考えますと、一

方通行ではだめだと思います。ソウル線、それ

から上海線に関しましてアウトバウンド対策の

補助事業などをしておられますが、この事業者

とか、対象者とか、目標を幾らか下回っておる

ようでございます。 
 これらを含め、今後、アウトバウンド対策で、

例えばソウル便を週4日の維持とか、上海便の
増便とかが見込まれるものか。また、長崎県の

人を中心とした長崎空港発のソウル、上海への

人気とか、または理解とか、そういうことにつ

いての啓蒙などについても考え方を示しくださ

い。 
【浦観光振興課長】 具体的に海外との、特に定
期航空路線の利用促進に関しまして、アウトバ

ウンドについてのお尋ねでございます。 
 定期航空路線のアウトバウンド対策について

は、一応、今のところ所管は企画振興部の新幹

線・総合交通対策課のほうになっておりまして、

そちらのほうでも、もちろん私どものインバウ

ンドのほうと合わせて、当然、定期航空路の利

用促進という意味では、イン、アウト、それぞ

れにおいてしっかり連携して取り組んでいって

利用者を増やしていくことが定期路線の維持に

つながってまいりますので、そこは一緒に連携

してやってまいりたいと考えておりますけれど

も、一応、今、所管はそういう形で整理をされ

ています。 
【西川委員】 アウトバウンド、つまり長崎県の
海外旅行客をソウルとか、上海に送るための対

策は観光振興課ではしていないのですか、そう

したら。航空便そのものは企画振興部と思いま

すが、人間を送ることについてはおたくでしょ

う。違いますか。ギブ・アンド・テイクで、幾

らかギブしなければ、こっちにお客も来ない、

テイクが進まない。だから、幾らかこっちから

も行かせんばでしょう。そういう旅行会社への

働きかけとか、また、県民とかに対する周知は

どうしているのかと、努力はどうしているんで

すか。していないのですか、しているんですか。 
【浦観光振興課長】 長崎からの中国上海、ある
いはソウルへの利用者の促進、いわゆるアウト

バウンド対策については、先ほど申し上げまし

たように、新幹線・総合交通対策課のほうで所

管をしております。（「それはわかるとさ」と

呼ぶ者あり）なので、一応対策としては、地元

の企業であったり、大学であったり、いろんな

ところとの宿泊者連携だったり、情報発信だっ

たりということは必要になってくると思います

ので、そういうところは、インとアウト両方、

あわせて連携してしっかりやっていきたいとい

うふうに思っておりますけれども、直接私ども

のほうで、長崎県民向けの利用促進、あるいは

働きかけというのは直接はやっていないという

状況でございます。 
【西川委員】 観光面から考えたら、私はもっと
便数の確保とか、長崎へのフライトのお願いと

かは企画振興部の新幹線・総合交通対策課でも

いいと思いますが、人を送る、来てもらう、そ

れは観光振興課の仕事と私は思うんですけれど

も、間違いだったらいいです。 
 部長、何か矛盾、または企画振興部と文化観
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光国際部の仕事の似たようなこととか、または

分けがたいところとか、そういう面でどう思い

ますか。 
【松川文化観光国際部長】 委員ご指摘のとおり、
航空路線の維持のためには、インとアウトがバ

ランスよくいくというのが非常に大切でありま

して、観光振興課長が答弁しましたが、今、文

化観光国際部ではインバウンド対策、アウトバ

ウンド対策を企画振興部で所管していますが、

ここをうまく連携していくということが当然あ

りまして、企画振興部のほうでは、例えば企業

とかいろんな団体旅行等についての販売促進を

行うためのエージェントに対する、団体に対す

る助成といったものを今行っております。グル

ープ旅行等に助成をしています。私どものほう

は呼んでくるほう、インバウンドをやると。こ

れが両者相まって定期航空路線の存続につなが

るというふうに理解しています。 
 これをうまく話を合わせながら、わかりやす

く、例えば航空路線では、今度のエアソウルに

対して誘致する時には、「こちらからも送客を

頑張ります」と言わないと、これはなかなか来

ていただけないので、これは企画振興部がしっ

かりご説明し、ソウルからのお客さんに向けて

旅行需要を創出する分については、エアソウル

と共同しながら、これは文化観光国際部がソウ

ルでもいろんなＰＲをしたりとか、観光側の旅

行会社に働きかけて招へいしていただくとか、

そういうふうに働きかけをしておりますので、

ここは両者が力を合わせて今やっているという

ことでございます。 
【西川委員】 本当は、インもアウトも一緒のと
ころがしたほうがいいんじゃないかと思います

けれども、今の県庁内の役割分担でそういうこ

となら仕方ないと思います。 

 そうしたら、先ほどの世界遺産関連の歴史的

な遺産とかに関連して、例えば上五島、今度は、

外国人というよりも、外国人も本当は行っても

らいたいんですが、まず国内の日本人を中心に

考えてもらってもいいんですけれど、上五島航

路、それから福江島とのつながり、または外海

とか、佐世保とか、平戸とかのつながりですね。

そうしたら、船のクルージングとか、定期航路

とかはまた違う部署がして、世界遺産登録推進

課とか、文化観光国際部かはわかりません、企

画振興部に行ってくださいと言うんですか。そ

れはどこがして、どう考えているんですか。 
【浦観光振興課長】 特に観光面から、今回の世
界遺産を活用しての観光誘客ということで、今

委員のほうからご指摘がありました、特に離島

地区、交通の便の悪い離島地区での足の確保と

いうことだと思います。 
 定期航路につきましては、基本は新幹線・総

合交通対策課が所管しておりますので、定期航

路の開設等になれば新幹線・総合交通対策課に

なりますけれども、例えば今までの取組として

も、五島列島で、例えば奈留、あるいは久賀島、

そういうところの定期航路のないようなところ

で二次交通をどうするかということに関しては、

私どものほうから地元のほうに働きかけをして、

例えば下から上まで海上タクシー等も利用した

キリシタンクルーズという商品化を実現させた

りとか、あるいは、今は新しく上五島エリア、

奈留・久賀島エリア、それから、さらには小値

賀エリア、それぞれにエリアで、一定食事も挟

みながら構成資産、あるいは関連資産を回って

いくような周遊ルートといったものを地元の交

通事業者などに協力いただきながら実現をさせ

てきておりますので、観光客に来ていただいて、

いかに二次交通をうまく整備して、できるだけ
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スムーズに周遊いただくかというところに関し

ましては、私ども観光のほうでも積極的に働き

かけながら新幹線・総合交通対策課、あるいは

地元のほうと協議して進めてきていると、そう

いう状況でございます。 
【西川委員】 そうしたら、ちょっと具体的に質
問しますが、「キリシタン物語」で上五島編が

11回で28人の利用者だということですけど、こ
れに対しては結果として、または効果として、

また、これからの対策としてどのように考えて

おられますか。 
【浦観光振興課長】 五島列島の「キリシタン物
語」につきましては、昨年の8月から催行を始
めた事業でございます。 
 今、委員ご指摘のように、上五島エリアにつ

きましては11回の催行、非常に催行率も低い、
10％程度の催行率で、利用者が28名ということ
で、平成27年度の実績といたしまして非常に低
いということでございます。 
 これにつきましては、私どもは当然、なかな

か効果が出てないということでは認識を地元と

ともにしておりまして、その要因として、例え

ばルートが、従来は上五島のうどんの里での滞

在時間が非常に長かったということもあって、

それが観光客の方にはあまり評判がよろしくな

かったというようなところもあって、この10月
から少し行程を変更したルートで新たに催行を

始めております。その状況は、またこれからし

っかり把握をしていきながら、必要な見直しと

いうのはまたやっていきたいと思いますけれど

も、昨年の実績については、そういう認識を持

っているところでございます。 
【西川委員】 だから、私たちが考えるのは、い
かに見に来てもらえるのか、そのためにどうし

たらいいのかであって、文化観光国際部と企画

振興部、または総務部、そういう横の関係もあ

ろうかと思いますが、私たちは、例えば今の上

五島地区にどのようにしてお客に来てもらえる

か、そして、またどこにつなげるか。そういう

のを庁内横断で一緒のプロジェクトチームとか

そういうことで、もうそういう話し合いとか、

時々連絡をとりあうということはしていると思

いますが、それを私たちもわかりやすいように、

こういう会議をしてこうなりましたとか、そう

いうのもお知らせしていただればと思います。 
 離島に光が当たるように頑張っていただきた

いと思います。 
【浦観光振興課長】 この世界遺産などを活用し
た観光誘客に向けては、ご指摘のとおり、庁内

にいろんな課題がございます。交通の問題もあ

れば、いろんな課題がございますので、一応、

今庁内では6つほど課題を分けて、庁内の連携
会議というものの立ち上げを既に行っておりま

して、それぞれ主務課を決めて会議を開きなが

ら、お互いにその問題意識を、情報共有を図り

ながら、対策については地元も巻き込んでやっ

ていくようにしておりますので、そういった状

況については、また県議会のほうにもしかるべ

きタイミングで報告をさせていただくという形

もやっていきたいと思います。 
【山本(由)委員長】 ほかにご意見、ご質疑はあ
られますね、皆さん。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
【山田(博)委員】 午後から質問させていただく
わけでございますが、それで資料として、今、

「キリスト教関連遺産」の基金がどのようにな

っているのかというのを説明できる資料をいた

だきたいというのと、壱岐の松永安左エ門です

ね。これは文化観光国際部長、松永安左エ門記

念館をどのように活用していくかというのをか
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つて前向きな答弁をいただいたわけでございま

すが、どのように取り組んでいくか、施設の概

要がわかる資料をいただきたい。 
 それと、古謝文化振興課長に、以前から長崎

県の新たな資産を発掘して、今後のスケジュー

ルが説明できるような状況を準備していただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 
 以上の資料を、すみませんけれども、午後か

ら用意できるようにお願いしたいと思います。 
【山本(由)委員長】 各課の方、よろしいでしょ
うか。（「はい」と呼ぶ者あり）よろしいです

ね。 
 それでは、午前中、それ以外にも先ほど出て

いました貿易公社関係とか、73資産とか、その
辺のところの資料もあわせて、午後からご提出

をお願いします。 
 それでは、午前中の質疑をとどめ、午後は1
時30分より開始いたします。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時５８分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 午前中に引き続き、議案外の所管事務一般に

ついて質問をお受けしたいと思います。 
 質問はございませんか。 
【山田(博)委員】 それでは、以前から“電力の
鬼”松永安左エ門記念館の再建というか、改め

てこの意義をたたえて、長崎県にこういったす

ばらしい人材がいらっしゃるということを世に

知らせるためにも、この“電力の鬼”松永安左

エ門記念館を今後どのように生かしていくかと

いうのを本会議でも質問させていただいている

んですが、その際に、文化観光国際部長は前向

きに取り組んでいくという答弁をいただいてい

ると私は記憶しているわけでございますが、そ

の後、文化観光国際部としてどのような取組を

されているのか、お尋ねしたいと思います。 
【古謝文化振興課長】 追加で提出した資料の説
明をまずさせていただきます。 
 松永安左エ門記念館でございますけれども、

これは壱岐市が設置をしまして、壱岐市の直営

で運営をされている施設でございます。 
 入館者につきましては、記載のとおりでござ

いますけれども、昨年度、ＮＨＫのドラマがあ

ったことと、あわせて、同じくＮＨＫの「ブラ

タモリ」で取り上げられたということでござい

まして、入館者数が伸びたと聞いております。 
 日本の産業経済発展の基礎を築いた松永安左

エ門の功績を伝えるために、昭和46年に生家跡
に建設をされておりまして、生前愛用した所持

品や文書などが展示されており、松永翁の偉業

を知ることができる施設となっております。 
 2ページから4ページまではパンフレットの
コピーとなっておりまして、所在地ですとか間

取り、展示物の概要につきましては、こちらを

ご覧いただければと思います。 
 こちらは、先ほど説明いたしましたとおり、

壱岐市設置による壱岐市の運営でございますの

で、設置されてから40年以上経過をしておりま
すけれども、今後どのように活用していくかに

つきましては、壱岐市のほうでご検討がされる

ものかと思います。 
 県のほうで、この松永安左エ門につきまして

どのような取組ができるかということを考えま

すと、一つ、松永翁は茶人としてもご高名な方

でございまして、コレクションの茶器が福岡市

美術館のほうに多数所蔵をされております。こ

ちらをお借りして、長崎のほうで松永安左エ門
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の偉業をたたえるとともに、茶器のコレクショ

ン展示ができないかということで、福岡市美術

館と協議、検討をさせていただいているところ

でございます。 
【山田(博)委員】 文化振興課長、そうしたら、
松永安左エ門記念館のほうは市のほうでやって

いるから、市のほうで再建はお任せして、福岡

市美術館と、今、“電力の鬼”松永安左エ門さ

んが所有していた茶器とあわせて美術展を開き

たいということでありますけれども、大体いつ

ごろを目指しているのか、お答えいただけます

か。 
【古謝文化振興課長】 こちらを所蔵している福
岡市美術館でございますけれども、実は今年か

ら、改修工事のために休館しております。休館

中、貸していただけるかというと、実はそうで

はございませんで、休館中はそのコレクション

につきましては、収蔵庫で密閉をした状態で出

し入れはしないという方針のようでございます。 
 したがいまして、リニューアルオープンする

のは平成31年3月ということになっておりまし
て、その後に貸し出しを受けた上で展示をする

ということで検討しておるところでございます。 
【山田(博)委員】 そうすると、平成31年3月と
いうことでありますと、いろんなスケジュール

もありますから、県当局としては、松永安左エ

門さんの偉業をたたえる展覧会なりをいつごろ

予定しているかというのを明確にお答えいただ

きたいと思います。 
【古謝文化振興課長】 福岡市美術館のほうは、
リニューアルの後にどういった展示をするか、

そこで福岡市美術館が所蔵している松永コレク

ションついて、どのタイミングで使われるかと

いうことが、現時点ではまだ決まっておりませ

ん。これは平成31年3月までの間には、福岡市

美術館のほうでもスケジュールは決まると思い

ますので、それも踏まえた上で、長崎県がいつ

借りられるのかということを協議していくこと

になろうかと思います。 
【山田(博)委員】 ということは、いずれにして
も平成31年3月まで、福岡市美術館の機能は停
止だから、全くそういった話し合いができない

ということなんですね。 
 今、平成31年3月まで時間があるわけだから、
そういった協議というのは、期間があっても話

し合いが一向に進めるような状況ではないとい

うことで理解していいわけですか。 
【古謝文化振興課長】 企画展というものは、そ
の前年度の中盤ごろには決まってくるものでご

ざいますけれども、福岡市美術館のほうでリニ

ューアルが平成31年3月ということは、その1年
前ぐらいには、リニューアルしてからの展示の

スケジュールが決まってくるかと思いますので、

それに向けて、当然協議は続けていくことにな

ろうかと思います。 
【山田(博)委員】 できるだけ早く実現して、こ
の方の偉業というのを県民の皆さん方のみなら

ず、県外の人にも知らせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 
 続きまして、「長崎の教会群とキリスト教関

連遺産」の基金についてお尋ねしますけれども、

この基金というのは、平成27年12月22日に施行
されたわけですが、目標は3億円というふうに
なっておりますが、現時点でどれだけの基金が

集まっているか、お尋ねしたいと思います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 委員ご指摘のと
おり、平成27年12月22日付で基金を設置してお
ります。 
 基金額につきましては、平成27年度の実績と
して433万286円でございます。平成28年度の見
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込みとしておりますが、現状において寄附をい

ただいているのが、長崎空港ビルディングの

310万7,036円でございまして、その他というと
ころについては、現在のところそういう話をい

ただいているという部分を110万円記載させて
いただいております。 
 今後も、基金について寄附をいただけるよう

に、働きかけというのは積極的にやっていきた

いと思っています。 
【山田(博)委員】 ということは、今、この基金
というのは、目標額は3億円、平成27年度から
平成28年度、2年で、今、大体850万円ですね。
目標は3億円という言うけど、いつごろまでに3
億円を目標にしているのか、お尋ねしたいと思

います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 特にいつまでに
というのは設定していないのですが、先ほど、

今後も積極的に働きかけていくというのはご説

明したとおりなんですが、今回の基金の設置に

ついては、今年度の世界遺産登録を見据えて設

置をして、世界遺産登録の前後に働きかけを民

間の企業様を含めて実施していくことを検討し

ていたのですが、今回、取り下げということに

なりましたので、実際に強力な働きかけをいつ

ごろにやるかということについては、今現状、

登録を目指している平成30年前後になろうか
と。やはりタイミングというのもあると考えて

おりまして、そのあたりを考えているところで

ございます。 
【山田(博)委員】 現実問題、平成30年に世界遺
産登録を目指すと。その時にいろんな基金によ

って環境整備をするためのお金となっているわ

けですね。それが3億円、目標は3億円です。と
ころが、今、集まっているのは850万円なんで
す。 

 今日は、数多くあるマスコミの中でたった2
社しか来ておりませんけれども、この2社の方
にお願いをして、大変厳しい状況なんですと、

ぜひご理解とご協力をいただいて、今これしか

集まっていませんと。いいですか、もう一度言

いますよ。数あるマスコミの中で今日は2社し
か来ておりませんけれども、平成30年までに向
けて目標3億円ということになっておりますけ
れども、現時点は850万円と。どう見たって、
よっぽど頑張らないと目標3億円は集まりませ
んから、これは世界遺産登録推進課長も頑張っ

ていますけれども、文化観光国際部長、これは

しっかりと、いいですか、目標は3億円と言っ
て、世界遺産登録になったら3分の1も集まりま
せんでしたでは、話になりませんから、文化観

光国際部長、その点の決意を述べて、これから

ねんりんピックとか、その前には国体とかいろ

いろあって、お願いしにくい場面はあるかもし

れませんけれども、目標を掲げた以上は頑張っ

ていただきたいと思いますので、決意のほどを

ね。 
 普通考えてみたら、まだ1億円もないわけだ
から。あと2～3年したら登録というのに、これ
じゃ大変厳しい状況ではないかと思うわけでご

ざいます。これは県庁挙げて頑張らないといか

んわけですけれども、ぜひ決意のほどをお聞か

せ願えますか。 
【松川文化観光国際部長】 この基金の設置につ
きましての条例を提案させていただきました時

には、可決後速やかに各企業・団体にお願いに

回るということで答弁させていただきましたが、

先ほど課長が答弁しましたとおり、一旦推薦取

り下げということになりまして、活動がちょっ

と停滞したという状態でございますが、世界遺

産登録を目指しています平成30年に向けて、お
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およそ見込みが、イコモスの勧告とかそういっ

たものの中ではっきりしてきますと、我々も動

きやすくなりますので、この目標に向けて、各

企業・団体へ寄附のお願いをしてまいりたいと

思っております。 
 ただ、3億円と掲げておりますが、これはそ
もそも「キリスト教関連遺産」の保全のための

所有者負担を軽減しようということでございま

す。当面、必要となりますのが、佐世保市の黒

島天主堂等の修復でございまして、そこの当面

の額を目標に進めてまいりたいと思っておりま

す。 
 直ちに3億円という所要額が出てきているわ
けではございませんので、できるだけスムーズ

に世界遺産の保全が進むように取り組んでまい

りたいと考えております。 
【山田(博)委員】 これは委員長、申しわけござ
いませんが、3億円の基金の条例の要綱なり、
いただけませんかね。県当局も頑張っているん

でしょうけれども、なかなか集まらない。どう

いったところに問題があるかというので、委員

長、この件に関しての質問は一旦終わりますけ

れども、改めてこの要綱なりをいただいて質問

させていただきたいと思います。 
 続きまして、文化振興課長にお尋ねしたいと

思います。 
 今、世界遺産以外にもいろんな、各地域に長

崎県のすばらしい、自然的に好感が持てるよう

な風景だとか、地形とか、あと文化とかいろい

ろあるわけですね。それをもっと県民の皆さん、

また、県外の方々、国民の皆さん方に広くお知

らせしていただいて、地域の活性化、またそれ

に伴って観光客の増加につながって、地域の経

済発展につながるということで、そういうよう

な声が高まっているわけでございますが、以前

から地域の新たな資産、文化であったり遺産で

あったり、そういったのを発掘してもらいたい

ということで、文化振興課長にお願いをしてい

るわけでございますが、現時点で、文化振興課

長がどのように取り組んでいるのか。あらゆる

知能と気力と体力を発揮して文化振興課長には

取り組んでいただいていると思っております。

答弁次第では、また2度も3度も質問しないとい
かんことになるわけでございますので、そうな

らないように、しっかりと答弁していただきた

いと思います。 
【古謝文化振興課長】 県内の新たな文化ですと
か、観光の資源の発掘について、県が主体で取

り組んではどうかというお話でございますけれ

ども、観光振興等対策特別委員会のほうで何度

かやりとりをさせていただいた件かと思います。 
 原則としては、個別の素材の発掘、磨き上げ

については、県ではなくて市町のほうで取組を

行っていただき、その支援と全体の情報発信に

ついては県が担うという役割分担があろうかと

思います。 
 ただ、県として、どういった発掘ができるか

ということをこの間考えてきまして、個別に県

のほうで、次はこの資産だということをすると

いうのは、それはなかなか難しいというふうに

考えておりますので、山田(博)委員からも以前
ご提案があったと思いますけれども、一般に広

く募集をするような形ができないかということ

を、今考えております。 
 また、そのやり方につきましても、テーマを

絞らずに、「長崎の隠れた資産等」としますと、

幅広く、何でもかんでもやってきてしまうとい

うことになりかねないので、テーマを絞って広

く募集することができないかと。 
 具体的には、例えば「長崎の岩」ですとか、
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「長崎の滝」、「長崎のパワースポット」とか、

そういったテーマを絞ってホームページで一般

に募集をしまして、かつ投票も行っていただく

というような、ゆるキャラグランプリのような

形で、新たな隠れた資産をテーマごとに発掘で

きないかということを、今検討を進めていると

ころでございます。 
【山田(博)委員】 そういった目的というか、構
想が大体わかったわけですが、スケジュール感

が一つ抜けていたので、お答えいただけますか。 
【古謝文化振興課長】 失礼しました。 
 スケジュールについてでございますけれども、

一つこういった取組をするということで、具体

的な中身を詰めるために市町ですとか、それぞ

れ意見交換を進めていくということと、あわせ

てホームページでそういった募集をするような

改修をする必要がございますので、年末年始が

遅くとも年度内にはスタートをさせたいという

ふうに考えております。 
【山田(博)委員】 それは、文化振興課長、新た
な地域でそういった情報発信をしていただくと

なれば、発掘と地域で、自分の地元はこういっ

たのがあると、これはぜひ推薦をしてくれとか、

発信してくれとか応援合戦が始まって、これは

議会の活性化につながるんですよ。大いに結構

ですよ。 
 例えば、諫早ではこんなことがあるから、八

江先生、ぜひお願いしますと、やっぱり議会に

来るわけですよ。部長のところに来たりするん

ですよ。こういうのが活性化につながりますの

で、もちろん私のところにも来るでしょうから、

そういったことにつながって、大変いい傾向に

なっていくんじゃないかと思います。年度内に

取り組んでいただいて、また、長崎県の新たな

活性化につながるように取り組んでいただきた

いと思っております。 
【古謝文化振興課長】 委員おっしゃいますとお
り、この素材を一般に求めるというような取組

は、これまで例のない初めてのことかなと思い

ますので、どれぐらい投稿ですとか、投票があ

るのかというのが非常に重要になってくるかと

思いますので、その点につきましては、ぜひ議

会の議員の皆様方にもご協力をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 
【山田(博)委員】 文化振興課長、あなたは大分
成長したね。議会と一緒になってやっていきま

しょうと呼びかけて、ボールを投げたら、逆に

ボールを返されて、大変すばらしいんじゃない

ですか、文化観光国際部長。こういったやりと

りも大切だと思いますね。言いっ放しじゃなく

てやり返すと。文化振興課長、あなたもぴしゃ

っとやるじゃないですか。やればできるんです。

ぜひこれからも頑張っていただきたいと思いま

す。 
 先ほどの基金の件は、資料が来てから、また

質問したいと思います。よろしくお願いします。 
【山本(由)委員長】 条例文がもうあるんですか
ね。（「はい」と呼ぶ者あり）では、後ほどま

たやってください。 
 ほかにございませんか。 
【髙比良委員】 それでは、幾つか質問します。 
 まず、文化振興課、前の委員会でも質問した

んだけれど、松が枝に置いてある孫文と梅屋庄

吉の像、国際観光船ふ頭の出口のところです。

以前も国際観光船が山ほど入る中で、中国観光

客が山ほどあそこの前を通っているんだけれど

も、誰一人関心を示さない。全く無用の長物に

なってしまっている。 
 その一方で、孫文と梅屋庄吉についてはこう

いう取組をしていると一生懸命書いているんだ
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けれども、あそこはこれだけのことをしたとい

うことで検証し、碑をつくっているのであれば、

お知らせをしないと誰もわからないですよ。み

んな素通りだけだもん。この間もそういうふう

にしたらどうかという提案をしたんだけれども、

なぜ何もしないのか。本当に力を入れて功績を

世に知らしめる中で、少しでも文化の振興とか、

中国との、あるいは観光の振興にも寄与すると

いうような取組をしようという素材としてなぜ

生かさないのか。まず、そのことをお尋ねしま

す。 
【古謝文化振興課長】 松が枝の三人像と孫文・
梅屋庄吉ミュージアムについての誘客でござい

ますけれども、委員のご指摘を受けまして、私

も実は何度か足を運ばせていただきまして、中

国からのクルーズ船のお客様が帰り際に三人像

と一緒に写真を撮っている方も一定数はいらっ

しゃいました。ただ、確かにそれほど、ミュー

ジアムのほうにもほとんど入っていないという

状況がございましたので、いろいろ協議をさせ

ていただきました。 
 まず一つは、長崎市の屋外広告物条例がござ

いまして、大きな案内というのが常設設置がで

きないということで、大きくここにこれがあり

ますというのも、何かしら展示するのが難しい

のでございますけれども、新たな取組といたし

ましては、今、松が枝ターミナルに中国からの

船が入った時は、松が枝ターミナルの柱が外に

たくさんあると思うんですけれども、朝からそ

こに張り紙を設置しまして、バスが帰ってきて

から上陸までの30分で、日中の近代交流史がわ
かるミュージアムがすぐそこにありますという

ことでチラシをかなり設置させていただいてい

ます。これにつきましては常設ではなくて、毎

回、張ってはがすということを繰り返すことで、

設置の許可をいただいているというところでご

ざいます。 
【髙比良委員】 条例との関係で広告物を出すと
いうか、そういう看板の設置をするということ

ができないということですか。そうすると、以

前の香港上海銀行のところについても表示がで

きないと、そういうふうなことですか。 
【古謝文化振興課長】 旧香港上海銀行の建物に、
例えば横断幕を張るとかいうことをぜひ我々と

してもできないかということを協議したんです

けれども、条例にはサイズの規定がいろいろあ

るようでございまして、今できる範囲で何がで

きるかということを長崎市と協議をさせていた

だいているんですけれども、大々的に何かそこ

に、ここが孫文・梅屋庄吉ミュージアムですと

いうことを掲げるのは難しいということであり

ます。 
【髙比良委員】 横断幕なんていうのは、しよう
がないかもしれないね。だけど、さっきの銅像

のところに返るけれども、何も広告物を出すわ

けじゃないよね。中国語と日本語の表記で、そ

この説明板を設置するということなんだから、

デザインもそれなりに工夫をすればいい話であ

って、そこまで条例で制限されるのかな。そこ

はちょっとやり方というか、協議のしようがあ

るんじゃないかな。 
 それとミュージアムのほうも、表のほうには

旧香港上海銀行跡のという、そういうちゃんと

したあれが立っている。だから、そういうふう

な感じで、あそこの入り口のところに出すとか、

何がしかの案内するものがそこにないと、誰も

わからないよ。ましてや外国から来る人たち、

中国というのは、観光船のバスのところに何か

を利用して、ちょっとした紙を置いても、なか

なか見やしないと思うしね。 
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 もっと言えば、そういうところにも案内する

ように、事前にエージェントとか、長崎をあっ

ち行ったり、こっち行ったり案内する企画会社

というか、そういうところにも情報をしっかり

流すべきだと思うんだよ。 
 だって、旧香港上海銀行の中にあるミュージ

アムというのは、この間資料を出してもらった

けれども、入館者数も本当に少ないし、収支も

ほとんど合っていない。だったら、歴博のほう

に移したらどうかと、そういう提案もしたぐら

いだから、ここはもうちょっとやっぱりできる

こと、できないことはあるかもしれないけれど

も、そういう文化の振興の観点から協議のあり

ようがあると思うんだけれども、その辺はどう

ですか。 
【古謝文化振興課長】 孫文と梅屋庄吉ミュージ
アムの入館につきましては、まさに委員がおっ

しゃるとおり、クルーズ船でやってくる皆様を

どうやって誘導するかということは非常に重要

になってくるかと思います。 
 先ほど申し上げましたとおり、松が枝ターミ

ナルに多くポスター等張っているところでござ

いますけれども、今後も条例等の中で、いかに

どうやってＰＲができるかということをしっか

り長崎市とも協議をして、クルーズ船のお客さ

んの誘客を、考えられる手をいろいろ使いなが

ら取り組んでいきたいと思っております。 
【髙比良委員】 ここまで交渉してやってきてい
る。しかも、長崎ならではの重要な資産だとい

うことで充てるというか、検証も含めてやって

いこうという立ち方をしている以上は、どうや

ったらみんなに知らしめることができるかと、

どうやったらば案内をする表示というのができ

るのかということをもっと建設的な方向でしっ

かり議論していかないと、こういうふうにした

ら、ハードルがあってできないとか、そんなこ

とをしとったって、何のためにしたのかという

話になるわね。 
 ぜひ何としても知恵を絞って、早く協議をし

て、そしてできる措置をしてもらいたい。これ

はもう二度目ですから、早急な取組をお願いし

たいと思います。 
 2点目ですが、観光のことがよく議論される
んだけれども、申しわけないけど、また観光振

興課のほうにお尋ねをしますが、デスティネー

ションキャンペーン、これは実行主体というの

はそもそもどこになるんですか。 
【浦観光振興課長】 実施主体としてはＪＲ、そ
れから、県のほうでＤＣ推進協議会をつくって

おります。そちらでしております。 
【髙比良委員】 そうすると、ここに書いている
ような、幾つか例を出してもらっているけれど

も、こういった商品企画というのはすべてＪＲ

が独自に構成をし、売り出すと、そういうふう

な仕組みで推進をされるということですね。こ

のプレミアムナイトとか、長崎検番in出島とか、
そういうふうな商品企画というのは、すべてＪ

Ｒのほうで組み立てて売り出すと。 
 そうすると、こういったものをトータルした

中で、このデスティネーションキャンペーンの

中で、一応目標とする集客の数値というのはど

ういうふうに考えていますか。 
【浦観光振興課長】 まず、特別企画という形で
幾つかの商品を載せておりますけれども、今、

こういう形で推進協議会のほうでＤＣキャンペ

ーンのガイドブックをつくっております。この

中でいろんなこういう着地の商品化されたもの

を紹介しておりますので、基本的には、その協

議会の中で地元と調整を図りながら、こういっ

た企画商品をつくり上げてきたということでご
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ざいます。それはエージェントのほうに提案を

して、各エージェントのほうがこういったもの

を活用したツアー商品をつくって送客を図って

いくというような、大きな流れてとしてはその

ようになっております。 
【髙比良委員】 よくわからんね。そうすると、
ＪＲとしての、責任主体としてのリスクという

か、あるいは収益というか、その辺はどういう

ふうに考えておりますか。 
 今言ったその企画をつくり、いろんなもの、

広報ツールなんかも出していく、そこの財源は

どこが負担するんですか。 
【浦観光振興課長】 ＤＣキャンペーンにつきま
しては、まず地元として取り組む部分につきま

しては、2年間で1億2,000万円の事業費を組ん
でおります。それについては、県が2分の1、あ
と各市町、そして民間から負担金という形で募

って、それだけの事業費を組んでいます。 
 その中でこういったルートをつくったりとか、

地元との着地の商品づくりだとか、いろんな事

業を展開してきています。 
 一方で、ＪＲにつきましては、各ＪＲの主要

駅で展開をします。ＪＲ側としては、例えばテ

レビの旅番組での情報発信をやったりとか、そ

ういった広報活動をＪＲのほうもやってきてい

る。ＪＲのほうは、ＪＲの公表によると、広告

の換算費用としては、約25億円相当の広告費を
つぎ込んでこのキャンペーンをやっていると。

そういうところで、地元とＪＲと相まって、全

国からの送客キャンペーンを長崎にやろうとい

うことで、このＤＣキャンペーンというのは成

り立っているという状況でございます。 
 地域の着地型の商品につきましては、基本的

に推進協議会として地元と調整を図りながら、

こういった商品をつくってきた。それをエージ

ェントのほうに提案をして、具体的には商品と

して流通に乗っけてお客を送ってもらうという

形になっております。 
【髙比良委員】 よくわかった。そうすると、Ｊ
Ｒというのは広報キャンペーンを全国展開する

という話で、具体的な中身のこしらえというか、

これは地元の協議会のほうで実施をする、市町

村も含めてという理解でいいんですかね。 
【浦観光振興課長】 具体的には、地元のこうい
った商品化につきましては、商品の企画、それ

から造成につきましては、地元が主体となって

練り上げてきたということでございます。 
【髙比良委員】 そうすると、駅の構内でいろん
な掲示物を掲載したり、その他幾つかのマスメ

ディアを使ってＰＲをしたり、「長崎においで

ませ」と、そういうことをＪＲがすると。あと、

仕込みは基本的には地元でやっていく、そうい

う構成なんですね。 
 この「長崎キャンペーン『新しい長崎へ Ｋ

ＩＳＳ ＭＹ ＮＡＧＡＳＡＫＩ』」というの

も、基本的にはそういうことですか。 
【浦観光振興課長】 この「ＫＩＳＳ ＭＹ Ｎ
ＡＧＡＳＡＫＩ」につきましては、ＤＣキャン

ペーンとは別といいますか、別のキャンペーン

なんですけれども、一応時期は10月から3月ま
での半年間のキャンペーンということで、ＤＣ

キャンペーンは全国からの送客ということをや

っていますけれども、この「ＫＩＳＳ ＭＹ Ｎ

ＡＧＡＳＡＫＩ」につきましては、主に九州か

ら長崎への誘客を図ろうということで、これは

ＪＲのほうが主体となってやっているキャンペ

ーンでございます。 
 ＤＣとの相乗効果を狙ったもの、かつ、10月
に同時期にスタートすることで、10月のスター
ト時の瞬間的な効果を狙って誘客を図ってキャ
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ンペーンを展開する。なおかつ、1月からにつ
いては、アフターＤＣ的な位置づけもあって、

半年間長崎でのキャンペーンをＪＲのほうが主

体となってやっていくと。これに関して、長崎

は一部負担金をお支払いしているというキャン

ペーンでございます。 
【髙比良委員】 よくわかりました。じゃ、後者
のほうは、基本的にはＪＲ九州が主体としてや

っていくと。 
 そういうふうな枠組みでやるとして、このデ

スティネーションキャンペーンについてはえら

く大々的に、これは非常に集客に対して効果が

あるというか、そのことをずうっと言われてき

ているんだけれども、最初に質問した、これに

伴うところの集客目標というのはどういうふう

に考えているんですか。 
【浦観光振興課長】 一応集客目標につきまして
は、ＤＣにつきましては、期間中の延べ宿泊者

数を目標としておりまして、県の主要な宿泊施

設を対象に観光動向調査を四半期ごとにやって

おりますので、その動向調査上での宿泊目標を

対前年比5％増ということで設定しているとこ
ろでございます。 
【髙比良委員】 5％増というのは、具体的な数
字としてはどれくらいに思われるんですか。 
【山本(由)委員長】 休憩します。 
 

― 午後 ２時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ４分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
【浦観光振興課長】 10月から12月、3カ月の観
光動向調査におけます主要宿泊施設の延べ宿泊

者数が、昨年が134万4,000人でございます。こ
れをプラス5％ということでございますので、
約6万7,000人増やして141万1,000人という数

字になります。 
【髙比良委員】 そういうものなのか。6万7,000
人という数字が大きいのか、小さいのかよくわ

からないけれども、そういう目標でやっている

ということなのか。 
 最後にしますけど、さっきほかの委員も質問

したみたいだけれども、観光振興計画に掲げる

事業の実施状況の中で、9ページなんだけど、
食の話もちょっと出たんだけど、食と観光の融

合による観光拡大推進事業の柱の一つとして、

各地域における「食」の取組への支援というこ

とで、補助制度を設けて県内3市（4事業）にお
いて活用ということで挙げていますね。 
 そこの中身なんだけど、この具体的内容と成

果というのはどういうふうになっているかとい

うことをまずお示しください。 
【村山観光振興課企画監】 観光振興基本計画の
食と観光の融合による観光拡大推進事業につい

てのご質問でございますけれども、「食の長崎」

を誘客のメインコンテンツとして継続的に展開

をするため、県内各地域の多種多様な食に関す

る情報の発掘、集積を行うとともに、より魅力

的な支援となることを目指しまして、「食の長

崎」の一元的、効果的な情報発信に取り組んで

いるところでございます。 
 平成27年度でございますけれども、平成27年
度は、基幹イベントとなります「長崎中秋節 食

べ歩き博覧祭」のほうで、県広報誌、テレビ・

ラジオ等での情報発信のほか、構成イベントの

一つでございます「長崎食べて飲んでみんね祭」

に対しまして、負担金として300万円を負担し
ております。 
 こういったことで、「食」による来訪意欲度

を96％ということで、成果として記載をしてい
るところでございます。 
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【髙比良委員】 これは①で書いていること、補
助金というのは、②、③のことを言っているわ

けですか。 
 そうではなくて、何か別な、実際の開発をし

たということで読んだんだけれども、そうじゃ

ないんですか。 
【村山観光振興課企画監】 ①に記載しておりま
す「食」の取組への支援でございますが、これ

は、委員ご指摘のとおり、県内市町の3市4事業
に対して、食のイベントの補助として3分の1の
補助をしているものでございまして、それぞれ

の各市町の食のイベントに対する県の支援とい

う取組でございます。 
【髙比良委員】 食のイベントの補助でも、それ
がどうこうというわけじゃないんだけど、そう

やって長崎の食の魅力というのを拡大していこ

うというか、そういうことでの趣旨だという言

うんですけど、前もちょっと話をしたことがあ

ると思うんだけれども、インバウンドの富裕層

に対する長崎のグルメの提供という話なんだよ

ね。 
 みんなで香港に行ってきました、特別委員会

で。大きなエージェントあたりといろいろ協議

をする中で、日本に対する訪日旅行のモチベー

ションの第1位は何かというと、ご案内のとお
り、「食」なんです。ショッピングとか、エス

テとか、観光地めぐりとか、あるいは日本の文

化に触れるとか、そういうことよりも、圧倒的

に「食」なんだよね、第1位は。 
 そうすると、やっぱり長崎ももっと、例えば

「ちゃんぽん」とか、「皿うどん」とか、それ

が悪いというわけじゃないけれども、あるいは

「卓袱（しっぽく）」とか、それに限らず、あ

る意味、これはできるかどうかわからないけれ

ども、長崎のグルメ三昧というぐらいの料理を、

メニューを開発して大々的に売り出す。京都も

それをやっています。それに負けず劣らずぐら

いの内容というか、水準のものは、みんなで工

夫すればできると思うんだよね。 
 実は、こういう話は・・・協会の代表者あた

りに話をすると、非常に乗り気なんです。やっ

てみたい、やりたい、やらなきゃいかんという

話になってくる。ここは中身として、メニュー

構成としてこういうものをパッケージして、長

崎のグルメ三昧とか料理として売り出すのか、

そうじゃなくて、長崎の食材を使った一定のレ

ベルを持ったものの幾つかのバリエーションを

組み立てる、いろいろなやり方はあると思うん

だけれども、いずれにしても、やっぱり長崎と

して「食」で売り出す。長崎をもっと。ここは

大々的にやっていくべきだというふうに思って

いるんだけれども、この辺について、こういっ

た今あるものについて普及・拡大を図るという

以外に、新しく創作をしていって、それを一つ

の大きな売り物として、ツールとして使ってい

く。非常に大事だと思っているんだよ。 
 だって、もう明らかに実態が、日本に来る一

番の動機づけは「食」ですよということが、長

年それで商売している連中の意見として出てく

るわけだから。そこはやっぱり真摯に受け止め

て、応える方策をつくるべきだと思っているん

だけれども、この辺はどう考えますか。 
【浦観光振興課長】 特に、インバウンドの富裕
層に向けて「食」の提供ということで、そこに

注力をということでございますけれども、確か

に「食」が一つの大きな要素になってくるとい

うのは間違いない話でございます。 
 特に富裕層の方に対しては、やっぱり特別感

を出していかないといけないということで、や

はり長崎ならではの食材を使って、旬のものを
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旬の時に食べさせる、そういう仕掛けも必要だ

と思っています。 
 なおかつ、食材だけに頼るんではなくて、委

員がご指摘のように、食材にさらに何かの手を

加えていくことによって、さらにその付加価値

を高めていくような、そういった料理の提供、

「食」の提供というのは、確かに富裕層向けに

対しては必要なことだと思っています。 
 なかなか行政だけでできることではございま

せんので、当然、関係者の皆さんに対する我々

からの情報発信、そして、皆さんの意見をしっ

かり聞きながら、そういったものを一つのコン

テンツとしてつくり上げていけるように、これ

からやっていきたいというふうに思っておりま

す。 
【髙比良委員】 最後にします。 
 そういうことで、行政だけでできる話じゃな

くて、やっぱり第一受益者というか、そこら辺

が中心になったところでいろんな角度から、い

ろんな人が集まってきて、観光長崎を売り出す、

そこの新しいツールを開拓していくという、あ

る意味、みんなが寄りやすいテーマだと思うん

だよね。しかも、そういうふうにしてできたも

のが訴えかける大きなツールというか、インパ

クトになっていくという意味からも、ここはや

っぱり県が一定協議をするというか、組み立て

をしていく上での土俵をつくるというか、そう

いうことで、ぜひ来年度は取組を進めてもらい

たいということを要望して終わります。 
【浅田委員】 先日、一般質問でも質問させてい
ただいたんですけど、そういったものの続きも

含めてお伺いをしたいと思います。 
 今、「富裕層」という言葉が出てきて、私は、

「この富裕層というのは何ですか、定義づけは

何ですか」ということを今までも再三お伺いを

してまいりました。そんな中で、若干わかりづ

らい、ある程度の一定のカードを使っていると

かというのがあった中で、皆さん自身が、今も

富裕層で出ていましたけれども、「食」とかと

言った時に、体感がどの程度の中でやるのかと

いうのがあるかと思うんですね。 
 よく事業でもコンシェルジュ事業とかと言い

ますけど、コンシェルジュがいるホテルは結構

高いホテルが多いじゃないですか。そんな中で

すごく思うのが、議員もそうなんですけど、職

員の方なんかはホテルは特に、出張に行っても

一定の金額のところしか泊まれない。多分、コ

ンシェルジュの人がいるようなところは絶対泊

まれないという状況の中で、どういったところ

からそういうヒントを得たりとか、思いを持っ

て取り組んでいらっしゃるのかというのをまず

1点、伺っていいですか。 
【浦観光振興課長】 まず、富裕層を対象にしよ
うということは、もちろん外部の方々のご意見、

要するに、これからの観光でしっかり地域が稼

いでいくためには、付加価値の高い観光を生み

出していかないといけないと。その時には、別

に富裕層だけをターゲットにするわけではあり

ませんけれども、これまで以上にそういった一

定の層を対象とした、質の高いサービス、観光

サービスを提供することによって、そういった

お客様を呼び込み、地域にお金が落ちていくよ

うな、そういった仕組みをやっぱりつくってい

かないといけないだろうというのは、それは

我々ももちろん考えてまいりましたし、やっぱ

り外部の方のご意見もお聞きする中で、そうい

うご意見もあって、まずはそういう取組を進め

ましょうということで考えてきたということで

ございます。 
 コンシェルジュにつきましても、富裕層の方
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を呼んでくる際には、当然受け皿づくりとして、

一定の宿泊施設のサービス提供が必要になって

くる。そこでは、委員ご指摘のように、やはり

コンシェルジュというのは、一定層のレベルの

高いホテルには当然ございますので、まずはそ

ういったところもしっかり設置をして、そこで

長崎の旅を満足いただくように、長崎の旅をし

っかりご案内できるような、まずはそういう受

け皿もつくる一つとして必要だろうということ

で、今取り組んでいるという状況でございます。 
【浅田委員】 私はコンシェルジュの設置とか、
富裕層をターゲット層として目指すという点に

関しては否定的ではなく、逆に応援の立場でち

ょっと思うのが、たしか昔、県の事業の中で、

職員さんに自由に予算を与える一人旅事業とい

うのがあったと思うんです。研修事業で、ある

一定の若い職員さんとかにいろんな見聞きをし

てもらった上で、それを事業体に入れるとか。

例えばホテル代も1万2,000円のホテルではな
くて、しっかりとそれを取り込むために、ある

一定のちゃんとしたホテルに泊まって、コンシ

ェルジュというのがどういうものなのか、私も

そんなに立派なホテルにあまり泊まったことが

ないので、逆に何か机上の空論でコンシェルジ

ュがいるところ、富裕層を狙うというよりも、

もっと大きな企画というか、そういうことをや

ってもいいのではないか。これは本当は一般質

問で質問をしたかったんですけど、時間がなか

っのですが、部長、どうなんでしょう。 
 そういう経験を職員の方に実際してもらった

上で、「富裕層とは」というのを考えないと、

何となく言葉だけを言っている気がして、若い

県の職員さんが経験値を上げることによって、

これからさまざまな、もっと横断的な企画とか

ができるような気がするんですが、ああいう事

業はすごく、ある意味予算は要ることですけれ

ども、必要なことだったのではないかなと今思

うんですけれども、いかがですか。 
【松川文化観光国際部長】 かつて県のほうで職
員研修のため、研さんをさせるために、「一人

旅海外研修」というのがございました。当時は、

まだ海外旅行というのは身近なものでなく、か

つ、行くにしてもパック旅行だとか、誰か添乗

員がいないと不安だという中で、あえて職員に

自分で手配させるところから、これも研修の一

環だということで、「かわいい子どもには旅を

させろ」ではないですけど、若い職員に海外の

体験を一から、旅の手配からすべて行うことで

自己研さんをさせようというプログラムであり

まして、これはこれで大変意味のあった事業だ

と私自身は思っています。 
 この件につきましては、できましたら総務部

長の時にご質問いただけたらいかがかと思うの

ですが、今は海外旅行というのも、学生の時代

からもかなり経験ができやすい環境になってま

いりました。昔は、円安でなかなか海外旅行も

高くて、とても学生の身分では行けないという

時代でありましたし、特に職員として給与をも

らうようになってもなかなか行けない時代でご

ざいましたけれども、円も強くなって、行ける

ようになりました。 
 そういったような環境変化の中で、この事業

の見直しがあったものではないかと私自身は思

っておりますが、ただ、浅田委員おっしゃいま

したように、観光に携わる者としまして、では、

「一流のサービスとは何だろうか」ということ

で、そういったものの研さんはやはりできるだ

け積むべきではないかと私自身も思い、職員訓

辞の折に、できるだけ皆さんもそういう体験を

してくださいということで言っていますが、た
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だ、そこに対して県がお金を出すというわけに

もいきませんものですから、そこは自助努力で

やっていただけませんかという話をしています。 
 ちょっと余談になるかもしれませんが、先日、

コンシェルジュをされている方、経験されてい

る方に、「地域にどういうレストランがあると

か、高級レストランをご紹介する時に、どうや

ってそこをご紹介できるようになっているんで

すか」とお伺いしましたら、それはやはり自分

で食べに行ってみて、知らないと紹介できませ

んので、そういう努力をされているということ

を、民間の方がされていると聞いておりますの

で、我々県職員も、観光に携わる者として、職

員の負担もあるかもしれませんが、できるだけ

そういう形で勉強すべきであると思っています。 
【浅田委員】 職員の方の負担も大変かなと思い
まして、実際私も県議会議員になってからは、

コンシェルジュがいるようなホテルに、逆に泊

まれなくなってしまったというのが本当のとこ

ろで、コンシェルジュの方にどうですかと聞く

と、一定どおりのお答えは返ってくるんですけ

ど、行った時に、「わあ、全然違うな」という

ような感覚を実際受けて、これがじゃ、長崎に

果たしてあるかというと、なかっただろうなと。

特に過去のことを思い出せば、そういうことを

感じるものですから、自分で行ってくださいと

いうとなかなか行きづらい。でも、そういうこ

とをわかってもらうのがおもてなしだったり、

観光立県「長崎」という中において、無駄なお

金ではなくて、いい部分として、前の一人旅研

修というのは非常に有意義だったのではないか

なと思ったので、あえて質問させていただきま

した。今いなくなりましたけれども、髙比良委

員もそれでオーストラリアに行ったという経験

があるとおっしゃっていましたし、何か幅広く

職員さんもいろんな経験をすることが、この観

光分野に大きくつながるのではないかなと思っ

たものですから、質問させていただきました。 
 予算の部分ですので、もちろん総務部長にと

いうところもあろうかと思いますけれども、い

ろんな形で可能性を広げるという意味で、そう

いったご提案もさせていただければと思います。 
 それともう一点、先日来から部長にもお話を

伺っておりました「ムスリム」、中東の方がす

ごく富裕層というイメージというのは、何か昔

っぽいところではあるんですけれども、やっぱ

り大きく、幅広く予算を、「爆買い」とかとい

うイメージと違って、違った流れで、リゾート

にしても、本当に単位数が大きかったりとか、

家族みんなで移動して旅行に行くというような、

旅行の幅が大きいというふうに伺っております。 
 そういう意味で、私はまだ九州は積極性に欠

けているのではないかというふうに、このムス

リム事業で思っていまして、前回の一般質問の

時にも、これも引き続き取り組んでいきたいと

いうことでしたけれども、実際にもっと詳しい

ところで、長崎の現状というものと、今後取り

組もうとしているものがあるのであれば、そこ

をお聞かせください。 
【浦観光振興課長】 ムスリムの誘客に関してで
すけれども、正直、中東を対象には、まだほと

んど何も手がつけられていないという状況であ

ります。これは九州各県も同様だと思います。 
 あえてムスリムの関係で申し上げますと、東

南アジアではインドネシア、マレーシア、こち

らにはムスリム人口が一定おります。特にイン

ドネシアは9割以上がムスリムでございますの
で、一応インドネシア、マレーシアを対象に、

九州観光推進機構などではセールス活動を一定

やってきておりますので、それに相まって、県
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も同じように出展をしたりとか、そういう活動

はやってきております。 
 また、県あるいは民間ベースで、ムスリム事

業者向けの県内の飲食施設、ホテル向けにセミ

ナーを開催して、「ハラール対応」というのが

どういうものなのか、どういうことが必要なの

かといったセミナーなんかは開催をしてまいり

まして、日本国内にもハラールの認証機関は4
つほどございますけれども、まだ認証をとって

いるところはごくわずかでございますけれども、

一定、例えば事前に予約があれば、ハラール対

応できますよというようなホテル、あるいは飲

食施設、そういったものは少しずつ出てきてい

ると、今はそういう状況でございます。 
【浅田委員】 何回もお伺いして恐縮なんですけ
れども、確かに中東よりは身近なところと、ビ

ザが解禁になったということで、誘客が望みや

すいインドネシア、マレーシアというところは

わかります。 
 その認証機関というのも、確かに国内に4つ
ほどあるんですが、認証自体にお金がかかって、

なかなか見込みがない状況の中で認証を継続し

ていくというのが非常に厳しいというのが、特

に九州の中で言われている現状だと思うんです

ね。ただし、それをどう越えるかというところ

の最初の一歩というのは、ある意味行政の力だ

ったり、後押しだったり、県としてどう取り組

むかという必要性というのは非常にあるのでは

ないかと思っているんです。 
 この間、九州の議員5名でしたけれども、鹿
児島、福岡、長崎からも2名ということで、私
たちは中東に、ドバイのほうに行ってきたんで

すが、その際に、実際観光客の方、さまざまな

旅行代理店、いろんなところに行ってお伺いを

したんですけれども、九州自体は知られていな

いと。それで、皆さんからいただいた資料を送

ったら、すばらしいところがいっぱいあって、

もっともっと訴えてもいいのではないかと、非

常に幅はあるのではないかというようなお声を

実際いただいているんですね。よそが始めてか

らやるというのでは、やっぱりまた長崎は後手

後手に回るような気がしています。 
 確かにハラールのセミナーとかしているとい

っても、やっぱり回数自体とかでも少なかった

り、ハラールをどう捉えるかによって、ノンポ

ークだけの認証を出している地域があったりと

か、もっともっと細かく、大きく分けていただ

くと幅が広がってくるのではないか。そして、

やっぱりあちら側とも、中東だから、遠いから

ではなくて、前も話したと思うんですけれども、

中東には韓国とかかなり入り込んでいました。

ラジオ番組とかで韓国の観光庁の情報とかを、

向こうは車社会なので、そういうところにも打

って出ているわけですよね。韓国まで来るのに、

九州は遠いということは決してないというお話

もありましたし、ただ、ただ知られていないと。

だったら、ホームページに1ページだけでも向
こうに向けるような情報発信をするだけでも、

「長崎って一歩リードしている」、そういうの

がブロガーとか、ネットの人たちにすごく広が

るというようなお声も実際、向こうのテレビ局

の方からもいただきました。そういう意味で、

待っているのではなくて、ちょっと仕掛けをし

てほしいということを私は再三お願いしている

わけですね。 
 九州観光機構のパンフレットも見ました。そ

の中に書いてある長崎は、グラバー園、軍艦島、

夜景、この3つ。レストランはインド料理屋さ
んとマレーシア料理、果たしてこれでいいのか

なというのが疑問なところです。もっとしっか
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りとリサーチをした上で、少しでも進んでいた

だけないかと。6月ぐらいからずっとこの話を
しているんですけど、なかなか一向に進まない

という状況はすごく消極的過ぎというか、パイ

は確実に大きなところがありますので、旅行代

理店も相手側の向こうと積極的に、中東だろう

が、どこだろうがお話を進めていただけるよう

な姿勢をお願いしているんですけど、いかがで

しょうか。 
【浦観光振興課長】 特にムスリム、特に中東か
らの誘客については、正直我々もまだ、中東の

方々が具体的にどういうものを求めて世界を旅

行されているのか、そういった情報もまだ、正

直十分に収集できていない状況でございますの

で、まずはそういった実態をしっかり把握もし

ないといけないと思いますし、その中で長崎の

ものがどういう形で訴求できるのか、そういう

ことをしっかり踏まえながら、なおかつ、また

ムスリムの皆さん方となると、当然ハラール対

応、民間の事業者の方々の受け皿づくり、環境

づくりというのが必要になってまいりますので、

そこに対して、委員が言われるように、どうい

う形で県としても情報を与えながら、事業者の

方々にそういった必要性を認識いただいて取り

組んでいただけるのか、そういうもろもろの課

題があると思いますので、まずはそういった実

態の把握、それから事業者の方への理解を求め

ていく。そういったことを少しずつではありま

すけれども、まずはそのあたりから始めていく

必要があるのかなというふうに思っております。 
【浅田委員】 あちらの代理店の方ともお話をし
た時に、礼拝場とかというと、とかく日本の方

は難しく考えるけれども、こういう部屋に方向

を示す場所があって、おトイレとかがあって手

とかが洗えるところがあれば、それでも十分、

あちらは行きたい場所とか、ゴールデンルート

ではない流れにだんだんなってきている状況も

あるので、そのあたりをもっと追求していただ

きたいと。 
 そういう意味で、この間若干、海外に住んで

いる日本人の声をもっとデータ化するなり、人

材バンクみたいにして、いろんな地域にいる人

たちの声をもっと一般的な方にまで広げてやっ

ていくという必要性もあるのではないかという

お話をちらっとさせていただいたんですけれど

も、そのあたりで県人会とか限られたところだ

けではなく、本当にいっぱいいろんな方がいら

っしゃるなと、常々私も思うのですが、そうい

うところに触手を求めるとか、ネットとかでも

そういうのはどんどん情報を収集できますので、

そのあたり、もっと積極性を持っていだきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 
【浦観光振興課長】 海外に在住の方で長崎をよ
くご存じの方、そういった方々のお話を伺った

り、いろいろアイデアを伺うというのは、一つ

有効なことだと思っています。 
 我々も限られた情報しかありませんので、こ

の間、本会議で部長のほうから答弁申し上げま

したけれども、まずはそういった県人会などに

も、現地の民間で働いていらっしゃる方もいら

っしゃいますし、そういう方々を通して、また

そこから先のコネクションも広がっていくこと

も考えられますので、そういったいろんな切り

口で、まずはそういった情報を私どもも集めて

いきながら、しっかり機会を見つけて、そうい

った現地の方の声を聞くというのは、一つの有

効な手段だと思いますので、そういう意識はし

っかり持っていきたいと思います。 
【浅田委員】 フェィスブックで長崎県人、外国
に住んでいる人のページみたいなのをつくるだ
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けでも、いろんな方々が見たりとか、そこに情

報を投げかけてくれたり、じゃ、行く側もそこ

で何か、よく同窓会とかでもあるじゃないです

か、そういう情報みたいなページとか。そうい

う予算をかけずともできるところを積極的にぜ

ひ取り組んでいただければと思います。 
 もう一点、前、予算委員会でも質問させてい

ただいたんですけれども、文化振興課のほうの

「描いてみんね！長崎」これは結構進んでいる

ということで、先ほどからの資料にも書いてあ

りました。私も幾つか目にするところはありま

したが、最近また、コンテンツツーリズムの学

会、前もご紹介しましたが、そういうところに

加えて、アニメ関係だけでもアニメツーリズム

学会みたいなものができたり、そういうところ

がこれからまたいろんなルートづくりとかの募

集をかけたりというようなものが出てきており

ます。 
 そういった部分を含めて今の現状と、これか

らどう取り組もうとしているかをお聞かせくだ

さい。 
【古謝文化振興課長】 「描いてみんね！長崎」
事業の、まず現状についてでございます。今年

度から始めた事業でございますけれども、これ

まで出版社のほうに事業を紹介しまして、4件
取材があっております。 
 具体的に申し上げますと、講談社のモーニン

グ・ツーに連載されている「オリオリスープ」

の作者さん、そして、同じくモーニング・ツー

に掲載されている「ブルーハイジ」の作者さん、

そして、同じく講談社のモーニング本誌のほう

の「終電ちゃん」というマンガの作者さん、そ

れとＫＡＤＯＫＡＷＡのコミックウォーカーに

連載されております「アンゴルモア元寇合戦記」、

この4件について取材を受けております。 

 この「描いてみんね！長崎」事業は招へいの

事業でございますけれども、実際に作品に長崎

を掲載していただくかどうかというのは、確約

をもらった上で取材を受けているわけではない

んですけれども、出版社のほうも、取材に行っ

て描かないというのはあまりないようですので、

実際には掲載をしていただいております。今申

し上げたうち3つ、「オリオリスープ」と「終
電ちゃん」と「アンゴルモア」については、既

に雑誌のほう、もしくは単行本で、長崎取材に

基づいた作品の掲載をしていただいているとこ

ろでございます。 
 今後の展開でございますけれども、今年は初

年度ということで、手探り状態でいろいろ当た

りながら、実際どういう反応があるかというと

ころを見ております。 
 この事業の目的は、掲載をしていただいた上

で、さらに、先ほど話がありましたけれども、

アニメ化ですとか、ドラマ化までいって、聖地

巡礼という形でそれぞれの作品が非常に話題に

なるものが生まれてきたらいいと思っておりま

すけれども、コンテンツツーリズムという観点

で言えば、コンテンツツーリズム学会のホーム

ページを見ましたところ、「コンテンツを通じ

て醸成された地域固有のイメージとしての物語

性、テーマ性を付加する」ということが重要に

なってくるかと思いますので、全体の事業とし

ては、やはり長崎のこれまでの国際交流で培っ

た異文化性といいますか、そういったところを

このマンガ事業全体で強化をして、長崎の魅力

の向上につなげていければと考えております。 
【浅田委員】 今、ご紹介いただいた、これは多
分、委員の皆さんもご存じないと思うんですね。

私もあまりマンガとか読まなかったので、教え

ていただいたんですけど、「終電ちゃん」だっ
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たり、「オリオリスープ」というのが実際こう

やってマンガになっているんだということも、

せっかくでしたらこういう委員会では、予算を

かけたけどどうだったのというよりも、なって

いますよというのをお示しいただいたりすると、

今、こうやって長崎が表現されているんだ、こ

の表現の仕方はどうなんだろうというところま

で、また広がってくるかと思いますので、そう

いったところ、せっかくやっている事業がこれ

だけ実を結んでいるということはすばらしいこ

とだと思いますし、ありがたいことなので、間

違ってなかったということで、ぜひお示しをい

ただければと思いますし、今後も地域活性化の

ためにいろいろコンテンツツーリズム、アニメ

ツーリズムをやっているところがありますので、

密に組んでいただければと思います。 
【前田委員】 補足説明資料で、観光振興基本計
画の報告を受けていますので、それに沿って1
ページです。質問させてもらいたいと思います。 
 平成28年から新たな観光振興基本計画、平成
32年の末ですね、ができていると思いますので、
ここに平成27年の数値、実績が入っていません
ね、真ん中に。右側に平成27年の目標数値が入
っていたと思うんですが、この平成27年の数値
のところで、平成32年の目標数値をそれぞれ幾
らで設定しているか、まずご答弁、この1から6
までお答えください。 
【村山観光振興課企画監】 今、1ページに記載
をしておりますのは、第2次の観光振興基本計
画でございまして、計画期間が平成23年から平
成27年の5年間でございます。 
 委員ご指摘の第3次の観光振興基本計画でご
ざいますが、目標設定項目としましては5つの
項目を設定しております。この中で第2次と第3
次の目標が重なっている項目につきましては、

まず、延べ宿泊者数でございますけれども、平

成27年につきましては、705万人でございます
が、これを次期観光振興基本計画では、平成32
年に824万人の目標設定をいたしております。
それから、観光消費額でございますけれども、

第2次の観光振興基本計画では、平成27年3,817
億円でございますが、これを第3次の目標では、
平成32年4,577億円に設定をしております。そ
れから、クルーズの入港見込み数でございます

が、平成27年実績では180隻でございますが、
これを平成32年に270隻に目標を設定し、取り
組むことといたしております。伺っている項目

については、以上でございます。 
【前田委員】 第3次ができて、結果については
私たちもきちんとその時にやりとりしておけば

よかったんでしょうけれども、観光客実数、外

国人延べ宿泊数、コンベンション参加数が、今

回は指標の中から外れていますよね。それはど

うしてなんですか。 
 それにかわって何か新たな、指標の設定から、

多分見直しはしていると思うので、新たな設定

数値というものがあれば、それにかわる設定指

標、目標も含めて答弁いただきたいと思います。 
【村山観光振興課企画監】 第2次の観光振興基
本計画の目標設定につきましては、観光振興基

本計画の始期が平成23年でございますけれど
も、その前年の平成22年に、その段階で明らか
になっている数字をもとに設定をしております。 
 その時の目標設定の考え方でございますが、

標準的に使用されている統計数字を使う、基本

的には県の観光統計でございますけれども、そ

れを使用して、経年的に統計数字が得られるも

のということ、あるいは、経済波及効果が高く

て、的確に数字の把握が可能なものということ

で、クルーズ船でありますとか、コンベンショ
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ンを数字の目標として掲げております。 
 今回の第3次で設定をしました項目でござい
ますけれども、今回は、それまでの誘客数に加

えまして、観光消費額をいかに高めて質の高い

観光につなげるかということを大きな目標とし

て掲げておりますので、そういった中で、例え

ば観光消費額の欄を設けたりでありますとか、

特に宿泊者の観光消費額を高めるための目標設

定をしたところでございます。 
 そういった全体の中から、今後も的確に数字

をつかめるものについては、新しい計画にも記

載をしておりますし、コンベンション等につき

ましては、今後の数字の状況というのは当然あ

るかと思いますけれども、項目もかなり、今回

5項目でございますけれども、内訳として宿泊
者の観光消費額であったりとか、延べ宿泊者数

の中にも外国人延べ宿泊者数を設定したりして

おります。あるいは、再来訪ということで、長

崎県にお越しになっていただくための観光客の

方々の意欲度を新たに設定したということもご

ざいまして、コンベンションの数字目標につい

ては、今回の観光振興基本計画の中から除外を

しているということでございます。 
【前田委員】 それでは、今の答弁の中で最も大
事なのは観光消費額なんだろうという受け止め

方をしたんですけれども、平成23年に策定した
時の基準年が平成21年に2,636億円を、平成27
年目標として2,720億円で設定した。しかし、結
果としたら、喜ばしいことに、3,817億円という
ことが出ているんですが、この乖離というのは、

どうしてこんなふうに数字が変わっているんで

すかね。どんな分析をされていますか。 
【村山観光振興課企画監】 平成21年を基準年
として策定した時でございますけれども、具体

的には観光消費額でございますけれども、当時

の観光消費額の算定をするに伴って、過去5年
間の観光消費の動向をつかんでおります。具体

的には、平成17年度から平成20年度までの5年
間の観光消費の動向を加味した上で、その後の

施策、効果を見込み、あるいは年平均の増加率

をそれぞれの年度で加算をした上で、それぞれ

の目標を設定しておりますが、前回の観光振興

基本計画を作成する時点においては、平成17年
度から平成20年度までの5年間の基準が非常に
低いレベルで経過を示してきたということもあ

って、目標設定としては、記載のような目標設

定をしているところでございます。 
 新しい観光振興基本計画につきましては、平

成21年度から平成26年度までの観光の伸びを
状況として加えまして、世界遺産効果、そうい

った新しい施策の効果を加えた上で、新しい観

光振興基本計画の目標設定をしたところでござ

います。 
【前田委員】 観光消費額だけが単体で数字とし
て上がるのではなくて、多分それは延べ宿泊者

数とか入り込みとか、いろんなものがリンクし

ながら、当然、観光消費額というのは積み上が

ってくるんだと私は思っているんですが、数字

が目標のように大幅に伸びているので、それは

了としたいんですけれども、ただ、ここが非常

に大事だといって、今度、4,577億円を掲げるの
であれば、数字の動きというよりも、どうやっ

て観光消費額を高めるかという施策とか、事業

をきちんと組み込んでいかないと、なかなかこ

の数字は達成できないというか、結果的に、じ

ゃ、平成32年をあけた時にどんな数字が出るか
で、今日のような答弁を聞くと、出たとこ数字

の勝負しかできないのかなという気がするので、

そこはもう少し、まだ始まったばかりですので、

これから検討していただきたいと思います。 
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 それと、今回、指標として上がっていないと

ころでは、コンベンションの17.1万人という数
字、延べの累計は、平成26年の国体関係があっ
たので、大体帳尻は合っていると思うんですが、

50万人近い目標に対して、平成27年が17万人し
か上がっていないというのは、これは県全体と

してコンベンションに対してどういう施策を打

ち、そして、各市が打っている、特に長崎市が

ＭＩＣＥの計画を持っているみたいですが、そ

ういうところとどう連動、連携、支援していく

かということをしっかり考えてもらわなきゃい

けないのかなということを思っていますが、そ

のあたりはいかがですか。 
【村山観光振興課企画監】 コンベンションの数
字の状況でございますけど、上段と下段に数字

を分けておりますが、下段については、それぞ

れの累計ということで、それぞれの単年度のコ

ンベンションの数値を累計として記載をしてお

のます。上段には、それぞれ単年度のコンベン

ションの結果を示しておりますけれども、委員

ご指摘のとおり、平成26年はがんばらんば国体、
がんばらんば大会でお越しのお客様が非常に多

かったということで数字を伸ばしておりますけ

れども、平成27年については、記載のとおりの
状況でございます。 
 コンベンションの取組につきましては、各市

町が行いますコンベンションの補助金に対しま

して、県もあわせて支援をしておりますし、そ

れぞれの団体の誘客活動につきまして、長崎観

光連盟を中心として誘客を実施しているところ

でございます。ここにつきましても、引き続き

そういった展開をしながら、誘客に努めてまい

りたいと考えております。 
【前田委員】 そこは努力してください。 
 そうしたら、最後に、クルーズ客船の入港数、

平成32年は270隻ということで、今の180隻でも
十分、数字としてはいい数字を上げていると思

うんですが、過去に私も個人質問した中で、来

てくださいと言うほうと受け入れのほうの連携

がうまくとれていないという指摘はさせてもら

いましたけれども、事長崎市に関して言うと、

2バース化がなかなか進まない中で、先般も長
崎市が知事に要望した中で、現常盤・出島ふ頭

を活用することを先決にしたいということで、

部長からお話があったわけですが、今のところ、

観光と港湾の部局が連携して、クルーズ船の促

進をする中で、正直申し上げて、今、非常に好

調だけども、じゃ、他都市を含めたところで、

これからますます競争が厳しくなる中で、クル

ーズ船の入港を本当に長崎がずっと維持できる

のかというのは、私は非常に疑問を持っていて、

やっぱり気を抜くと他都市に引き抜かれるとい

うか、寄港地が変わるのかなと思う中で、今、

港湾と十分に連携がとれている状況だと見てい

いんですかね。 
 2バース化について、文化観光国際部として
は、それは実現可能だという認識を持っていま

すか。 
【浦観光振興課長】 まず、クルーズの誘致、入
港に関しましては、いつまで続くかというご意

見もあるかと思いますけれども、やはり今、世

界のクルーズ市場を見てみますと、やっぱり東

アジアのクルーズの市場は非常に活況だという

ことで、市場の話としては、当面はまだこの東

アジアクルーズは活況で続いていくだろうとい

うことで言われています。 
 ただ、委員おっしゃいましたように、今は確

かに福岡、長崎に集中しています。それは地理

的条件もあって優位性があるんだと思います。

ただ、ほかの都市も、今力を入れてきています
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ので、そことの競争にはなってきますので、し

っかり船主社等に対する誘致活動というのは、

我々もやらないといけないというふうに思って

います。 
 2バース化については、すみません、こちら
のほうではコメントは難しいところでございま

すけれども、土木部港湾課のサイドでしっかり

取り組んでいただいているものというふうに考

えております。 
【前田委員】 個人的には、2バース化は難しい
と思っているんですよ。そういう国からのお話

も聞く中で。それはそれで、しかし、県として

は2バース化を目指すんですから、頑張らなき
ゃいけないと思うんだけれども、その先が見え

ない中で、今おっしゃったような形で誘致もし

っかり頑張る中では、今あるところで、じゃど

うやって受け入れ、それから、上陸してからの

中身を充実させるかというのを引っ張っていく

のは、私は観光の部局だと思っているんですね。

土木部長が話したのは、ドルフィン桟橋の50メ
ートルをつくったのを活用されていないじゃな

いかという国からの指摘を受けた。まずそこの

活用が先じゃないですかということで、これか

ら先は40隻か50隻ぐらいあそこにとめたいと
いうことをおっしゃっていますよ。 
 そういうやりくりの問題はいいとしても、じ

ゃ、そうした時に常盤・出島のところでどうい

う施設整備が必要なのかということと、どうい

う動線を持っていかなきゃいけないかというこ

とは、むしろ観光振興課のほうが、そこはプラ

ンニングを先に出してあげないと、なかなか港

湾じゃ難しいと思っているんですけど、そうい

うお話は、現に聞いているんですか。 
【浦観光振興課長】 クルーズの入港の話につい
ては、常時情報交換といいますか、情報共有は

港湾のほうとも、特に昨年、予約を断ったとい

うような事例もございましたので、それ以降、

密にやるようにはしております。 
 委員ご指摘のように、寄港後のツアーをどう

いうふうにうまく展開するかというのは、もち

ろん私どものほうの主たる仕事だと思っていま

す。 
 そういうことで、今、中国系のクルーズにつ

いては、まだまだ大型バスでのツアーが続いて

おりますけれども、一部においては、やはりフ

リープランでのツアーを求める声も出てきてい

ますので、そういったところを、今、旅行社の

ほうに対しましても、あるいは船主社のほうに

対しましても、うちのほうから具体的なフリー

プランのモデルコース的なものもお示しをする

とか、あるいは、長崎港につきましては、今は

予約はいっぱいの状況になってきておりますの

で、それはご指摘のとおりでありますので、さ

らに佐世保港、あるいは離島のほうへの誘致、

こういったところも私どもとしては積極的に、

地元と一緒になってやっていきたいと考えてい

るところでございます。 
【前田委員】 そういう誘致とか、外国人を取り
込むということを優先的に考えるのであれば、

やはりクルーズとか、外国人に特化した形での

観光の推進計画、ハードとか周遊も含めて、そ

ういう計画をつくるべきだと思っているんです

が、今現在、その特化したものはないじゃない

ですか。 
 そういうものが必要じゃないかなと思って、

ちょっと話は変わりますけれども、現況におけ

る通訳案内士の県下の状況というのはどういう

ふうになっていますか。 
【浦観光振興課長】 通訳案内士の状況でござい
ますけれども、平成28年4月、年度当初の状況
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で申し上げますと、県内トータルで通訳案内士

が84名、このほかに地域限定の通訳案内士、あ
るいは九州での特区のガイド、こういうのをや

ってきております。こういうのを合わせますと、

県全体で140名の通訳ガイドがいるという状況
でございます。 
【前田委員】 松が枝のターミナルでよく見る光
景は、クルーズ船が入ってきた時、あそこのロ

ビーのところにだあっと、事前にガイドさんが

おられるんですが、ああいう方たちも通訳案内

士なんですかね。ちょっとこれは確認で。 
【浦観光振興課長】 恐らくご覧になられたのは、
中国の船が入ってきた時の状況だと思いますけ

れども、バスにそれぞれ乗る添乗のガイドは、

あれは寄港後のツアーを企画している旅行会社、

いわゆるランド社が連れてきているガイドさん

でして、恐らく福岡などから連れてきているガ

イドさんだと思っています。 
【前田委員】 旅行会社がそういうツアーを組ん
だりする時、私はちょっとそこはよくわからな

いけれども、当然、通訳案内士をつけなければ

いけない、それは自社での社員か、そうでなく

て、委託かどうかは構わないけれども、それは

しっかりつけなきゃいけないというようになっ

ていると思うんですね。しかし、そこが本当に、

果たしてきっちり守られているかというところ

のチェックというのは、多分されていないと思

うんだけれども、何を言わんとしたいのかとい

うと、県下における通訳案内士の数が絶対的に

少ないと思っていて、これから国際交流とか、

国際推進という話をするのであったら、通訳案

内士を育成するようなプランをもっと立てなき

ゃいけないと思うし、現状の今、通訳している

人たちの質を高めることが大事であって、先ほ

どおっしゃったように、福岡から来ている人が、

長崎のガイドをしっかりできているのかという

と、言葉がわからないから何とも言えないんだ

けれども、長崎の魅力を十分伝えきれているの

かなというのが、甚だ疑問なんですね。 
 旅行会社としても当然努力しなきゃいけない

部分があって、そこはコストのかかる話だから、

そういうところに対して、じゃ、行政が果たし

てどんな支援ができるかとか、そんなことも含

めて、私が今回提案しているのは、やっぱり外

国人、標識の問題とかいろいろたくさんあるけ

れども、もう少し外国の旅行客の交流を図ると

いう意味で、県として特化した計画、もしくは

中長期、近いところで、じゃあこんなというよ

うな支援のあれをつくりあげないと、なかなか

全体としての、数値を上げるのはいいけれども、

質が上がってこなくて、結局それが他の自治体

との競争に負けるというか、勝てなくなってく

ると思っているんですけど、そこらあたりは、

今後どう取り組もうとしているのか、これは部

長か、次長かに答弁にいただきたいと思います。 
【松川文化観光国際部長】 観光振興基本計画の
中で、外国人観光客を誘致、インバウンド対策

というのは打ち出しているわけでございます。 
 その中で、今、委員ご提案の外国人に特化し

た計画、プランをつくるべきじゃないかという

ことでありますが、それをさらに発展させる上

で、もう少し言えばアクションプラン的に、具

体的に何をどうやっていくかということを明示

し、またそれが一つの施策として体系化されて

いくというのは、一つの意味があるのではない

かと思います。 
 これは、検討させていただきたいと思います。 
【山本(由)委員長】 ほかに質問を用意されてい
る方はいらっしゃいますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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【山本(由)委員長】 それでは、ここで一旦休憩
をとらせていただきます。 
 3時5分から再開をいたしますので、よろしく
お願いします。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時５３分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 それでは、休憩前に引き続き、議案外質疑を

お受けします。 
【八江委員】 国際交流に関係することで、前も
何回か申し上げておりましたが、韓国、中国に

ついての交流事業、特に韓国が非常に少ないな

と我々は感じるものがありますね。 
 中国は周年事業ですかね、今度の上海友好交

流20周年とか、ほかに資料はいただいておりま
したように、中華人民共和国は、昨年ですか、

30周年事業とか、平成25年には、また日中親善
40周年とか、これにありますけど、韓国のほう
のこういう事業というのは別になかったんです

かね。 
 韓国は一時、長崎県事務所も閉鎖して、中国

に進出をして、中国は大国ですから、それはそ

れで一時的なものがあったけど、今度、この知

事になってから戻したわけですよ。その事業そ

のものが、怠っているというつもりはないけど、

周年事業みたいなものがあるのかないのかとい

うのと、訪問団がもう少しお互いに交流しあっ

てもいいんじゃないかなと。キリスト教関連の

人たちは、長崎県に訪問団をつくっていただい

て多く参加いただくようなことにもなってくる

と、なおさらですけど、そういったことについ

て、いかがですか。 
【大安国際課長】 韓国との交流事業についての

お尋ねでございますけれども、韓国との交流に

つきましては、平成26年3月に釜山広域市との
友好交流協定を締結して、釜山広域市と本県と

の交流として各種事業等展開をしているところ

が中心となっております。 
 具体的には、例えば歴史文化博物館と釜山博

物館との交流協定でございますとか、県の国際

交流協会と、釜山国際交流財団との交流関係、

また、韓国におけますいろんな青少年の交流事

業に参加するとか、そういったことをやってい

るところでございますけれども、周年的にはま

だ、平成26年3月に協定を締結したところで、
周年にあたるにはまだ至っていないところでご

ざいます。 
 そのほかにも、釜山広域市のみならず、韓国

における事業として、例えば「日韓交流おまつ

り」というのがソウルで開催されますけれども、

そういったものに参加して、本県のＰＲ関係を

行ったりとか、あと、青少年の交流事業としま

して、「日韓未来塾」というのを平成25年度か
ら実施をしてきております。今年度も実施をい

たしまして、日本と韓国の大学生それぞれ15名
が釜山から対馬、長崎を訪れて交流を行うと。

今回は新たに、それに中国の日中「孫文・梅屋

庄吉」塾の学生も、最終日に一緒になって、日

中韓のトライアングル交流を行いました。委員

ご指摘のとおり、韓国との交流についても、こ

の交流関係を踏まえまして、力を入れていきた

いと思っています。 
【八江委員】 韓国の前の要人だったイデスンさ
んをはじめ、我々も訪問する機会が少ないもの

ですから、こちらのほうに訪問していただくの

に、会うのが精いっぱいだという感じでありま

すけど、一緒に来られるハンナ会の関係する皆

さん方は実力者ばかりで、元大臣の方ばかりが
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多くおられて、こういう人たちも年齢が少し高

まってきますと、せっかくのつながりであった、

あるいは韓国に影響力のある方々がハンナ会を

つくって長崎県を支援していただいた方々が途

切れてしまうと、また次になる人がどういう形

になるのか、我々はあまり存じ上げていないか

らわかりませんけど、そういうものを考えると、

もう少し頻繁な交流事業があってもいいんじゃ

ないかなと思いましたので、それは特にお願い

をしておきたいと思います。 
 坂本委員もいらっしゃいますが、ふだんは対

馬といろんな意味で交流をしておられますから、

地域、地域によってはそういうこともあります

けど、全体的な韓国の流れと長崎県とのことに

ついては、もう少し活発にやっていただきたい

なというのを、これは要望しておきたいと思い

ます。 
 また、あわせて、中国ともいろいろ問題、国

と国の問題は盛んにあります。中国から見た日

本と、日本人が中国を見たものとは相当差はあ

りますけど、一番嫌いな国といいますかね、あ

まりよくない国としては、もう80％以上になる
ぐらいに、日本は中国に非常に毛嫌いをしてい

る部分が、それは何があっているかというのは、

もうご案内のとおり、習近平氏の率いる中国の

やり方について、日本としては憤りを感じてい

る部分がありますけど、長崎県は地域交流とし

ては、それは除きながらも盛んにやっているの

は事実だと思います。 
 しかし、それは長崎県だけ見ればそういうこ

とになりますけど、福岡あたりは、場合によっ

てはそれ以上のことをやっているような話も聞

くわけでありますから、中国への戦略的なもの、

そういったものはどのように、今後やっていく

のか。訪問団は、今度、我々も参加するように

なっておりますが、それは上海との交流事業、

周年事業、そうやって中国全土にわたって日本

と、あるいは長崎県と中国の関係は各都市で、

福建省と長崎県は友好県省を締結しております

けど、その中には、各市町が姉妹都市をつくっ

ているわけですね。そういったものを含めてこ

れからの展開がどのようになるのか、お尋ねし

たいと思います。 
【大安国際課長】 中国との交流、今後の戦略と
いうことでのお尋ねでございます。 
 ご案内のとおり、中国と本県というのは、長

い、深い歴史を有していると。そういったとこ

ろの中で、こうした歴史、また人のつながりと

いうのをまずは活かしていく、また強化を図っ

ていくということが非常に大切だろうと思いま

す。 
 そうした中で、まさに中国は、いわゆる経済

成長を遂げておって、また巨大な人口を有して

いると。そういう意味では、非常に魅力的な消

費市場ということもございます。そういった中

では、その経済活力を本県に取り込んでいく。

観光客誘致であったり、県産産品の輸出だった

りということだと思います。 
 お話がございました、個別の都市のところで

申し上げますと、今回の上海市友好交流20周年
というのがございます。特に上海市というのは、

中国の中でも経済的な成長というのが著しいと

いうことでございますので、そういった観点で

いきますと、例えば、今後ますます富裕層であ

ったり、中間所得層であったりが増えてくると

いうところもあると思います。そういったとこ

ろを本県の経済の活力といったところにつなげ

ていくというところがあろうかと思います。 
 また、福建省の関係で申しますと、福建省は

特に本県との歴史的な役割というところ、華僑



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２６日） 

- 54 - 

の方をはじめ、いわゆる中国の偉人の方々との

ゆかりというのもございます。 
 こういった歴史的な背景といったところをさ

らに広げていくといいますか、情報発信してい

く、またはそれを活かしていくということの中

で交流を深め、また、そういったところでの経

済的な側面での取り込みを図っていくというこ

とで、中国との交流については今後考えていき

たいと思っています。 
【八江委員】 クルーズ船の話も出ましたが、中
国から大半の皆さん方が日本に来て、爆買い等

で経済効果も確かに日本もあっていることは事

実ですけど、それは、これまで長い間、日本を

はじめ先進国がいろんな交流の中で経済の発展

に寄与してきたこと、そして、両国とも世界レ

ベルでも経済交流ができる状況になってきた。 
 そうなってくると、人的交流が経済交流とし

て出てきたわけですけれども、アフリカをはじ

め中近東、あるいはＡＳＥＡＮ方面には中国の

経済的な支援、援助が大きくなって、日本の経

済的な立場も厳しい状況の中にあっているとい

うことも事実ですけど、そういうふうになれば、

やっぱりこれからも対として、お互いの経済相

手として堂々と交流をしながら、経済交流も発

展させていかなければならないと、このように

思っておりますので、引き続きしっかり各地区

は各地区なりに交流を、あるいは経済交流につ

なげていくように努力してほしいと、これまた

要望しておきたいと思います。 
 それから、ベトナムの問題ですけど、これに

発表してありますが、また今年も7月29日から
30日までベトナム訪問、前年もそうだと思いま
す。今後、ベトナムを中心とするＡＳＥＡＮ方

面についての交流はより一層活発になってくる

と思いますけど、来年の計画は何か予定をして

おられますか。 
【大安国際課長】 来年の事業計画ということで、
今、県で具体的にこういう形というものを申し

上げることは難しいんですが、いずれにしまし

ても、ベトナムとの交流につきましては、引き

続き、例えば政府間関係の人的交流を深めてい

くといったところとか、いわゆるベトナムでの

認知度向上といったところの中で、今回はダナ

ン市におきまして文化交流フェスティバルへ参

加をしましたり、また、長崎県がベトナムのダ

ナン市と一緒になって「日本語スピーチコンテ

スト」を開催し、賞を与えるというようなこと

で、そういうもろもろの事業の中で認知度の向

上を図ったり、また、いわゆる海外技術研修員

を本県のほうに受け入れて、人的つながりを持

つと、そういうようなことを行ってきておりま

す。 
 こういったものを引き続き実施をしていきな

がら、ベトナムとのいろんな関係強化と、そし

て、実利につながるような取組といったものに

つなげていきたいと考えています。 
【八江委員】 私は、昨年もして、今年もして、
そして、来年も、再来年もということで、1回
が2回、2回が3回というように進めていかなけ
れば、より親密になってこない。 
 これは何を言うかというと、先ほどほかの件

でも申し上げたように、全部が集中してベトナ

ム方面をターゲットにした国際外交といいます

か、そういったものを考えておりますから、自

分たちでは身近な、あるいは長崎県が一番近い

んだという思いはあっても、それ以上に先行し

ている県がたくさんあるということも承知の上

でやっていただきたい。継続ということはもち

ろんのことでして、継続以上のことをもう少し

展開をしていくべきだと思うし、同時に、ＡＳ
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ＥＡＮの中では、今、隣国であるタイはもちろ

んのことですけれども、ミャンマーとか、カン

ボジアとか、ラオスとか、あるいはシンガポー

ルとかというものをもう少し戦略の中の一つと

して強く、強くやっていく必要があると思いま

す。 
 ベトナムを含めてアジア戦略について、これ

は、部長の見解を確認しておきたいと思います

が、いかがですか。 
【松川文化観光国際部長】 ベトナムを含めた東
南アジア戦略ということでございますが、まず、

ベトナムですけど、来月10月からベトナムのジ
ェトロハノイ事務所に職員を派遣しまして、県

とのパイプ役として働いていただくことを考え

ております。 
 また、インドネシアは、先ほど浅田委員から

ございましたが、九州観光推進機構でムスリム

の件についてのセールスを始めておりますので、

インドネシアに対してのアプローチは、まだ県

としてはできていませんが、この次のターゲッ

ト市場としては非常に重要かと思っております。 
 あと、同じＡＳＥＡＮ諸国としましてフィリ

ピンでございますが、フィリピンに対しまして

は、ここは9割がカトリック信者ということで、
人口も約1億近く、長崎が世界遺産を目指して
おります「潜伏キリシタン資産」の巡礼地とし

て格好の市場でございますので、ここにもアプ

ローチを進めていきたいということで、それぞ

れその国の特性に応じまして、何が狙いかとい

うことで、観光客であったり、またはビジネス

視点であったり、例えばベトナムとミャンマー

等につきましては、民間企業の進出のほうが先

行しておりまして、どちらかというと、私ども

行政が後追いみたいになっておりますが、ただ、

ここにつきましても、産業労働部の中でビジネ

スサポートデスクをいち早く設置しまして、そ

ういった民間の方々のサポートもできる体制を

つくっております。 
 繰り返しになりますが、それぞれの国の市場

特性に応じて施策を展開してまいりたいと考え

ております。 
【八江委員】 韓国、中国、ＡＳＥＡＮの関係の
ことを申し上げましたが、国際県と。2000年に
金子知事の時に観光立県の宣言をして、観光「長

崎県」を観光立県「長崎」で新たなスタートを

するんだと。それからもう18年、そしてアジア
戦略、あるいは世界の戦略も含めて国際観光を

含めてやっていただいていると。途中、紆余曲

折がありましたが、今ようやく国内観光も戻っ

てきたようなこともありますし、「九州は一つ」

ということもありますけど、それは一つは、競

合しながらの中での一つでもありますから、し

っかり観光立県「長崎」としては、努力をいた

だきたい。 
 その一つの手段に、長崎県の中にも長崎大学

をはじめ、大学が10校程度あるんじゃないかと
思いますけど、皆さん方から話が出てくる中で

は、長崎県内の大学との話はあまり出てこない。

いろんなことの交流はあるかもしれない。今、

ベトナムの生徒とか、中国も韓国もそうだと思

いますけど、産学官という話が久しくあるわけ

ですけれども、こういったものの使い方という

か、連携のあり方というのが、若干まだまだ不

足しているのではないかなと。大学の方々の交

流事業といいますと、生徒の留学、両方をあち

こち、行ったり来たりする交流も含めて、そう

いったものをどのように生かしていくかという

ことも大きなアジア・国際戦略の一つではない

かなと思うんですけど、そのようなことについ

ていかがお考えでしょうか。 
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【大安国際課長】 産学官との連携ということで
ございますけれども、一つ事例を申し上げます

と、例えば国際交流といいますか、留学生の拡

大に関しましては、産学官が連携、一緒になっ

て留学生支援センターを立ち上げた中で、留学

生の拡大を図っています。 
 そういうふうな中で、実際に本県にも留学生

の方がたくさん来ていただいているわけですか

ら、いろんな環境の整備であったり、そういっ

たところも含めまして、産学官の連携を図りな

がら、そういった取組というのも引き続き行っ

ていきたいと考えています。 
【八江委員】 やっぱり自分たちだけでできない
ものもあるわけで、そしてまた、大学の研究者

との連携もまた必要だと思うんですよ。それは

郷土意識も当然ある先生方もおられると思うし、

世界的にいろんな意味で研究をしている。医学

部は医学でありながらも、長崎県の医学という

ものとか、長崎県の水産学部が他国の水産との

かかわり合いとか、そういうものがいろんな開

発、あるいは連携によって一つひとつ前向きに

取り組まれる経緯があると、また、そういうふ

うに起こる姿勢があると、このように思います

から、もう少し大学を有効に、それと連携活動

をしてほしいと思うし、早急にそれは、各部各

学科がどのように考えておられるか知らないけ

ど、それはまとめて、部長としては、各大学と

の交流をいま一つ、前向きに取り組むべきと思

いますけど、最後に部長の答弁をお聞きして終

わりたいと思います。 
【松川文化観光国際部長】 県内の大学、長崎県
立大学、それから長崎大学も、例えばベトナム

との交流を大学間で既に行っておりまして、私

どもは、例えば県内の大学のベトナムの学生さ

んのインターンシップにつきまして、昨年は県

も一緒に連携した部分もございますので、そう

いったのは、より大学との連携というのを深め

て、東南アジア諸国との交流をより発展させる

ように努めてまいりたいと思います。 
【山本(由)委員長】 ほかにありませんか。 
【吉村(庄)委員】 幾つか、少し具体的なことと、
進め方についての考え方ですね、2～3、お尋ね
をしたいと思います。 
 一つは、観光振興基本計画で今も出ていまし

た、クルーズ船の問題です。ずっと増えている

と。長崎などは、当面の問題としては、もうい

っぱいだと、ほかのところに寄港すると、こう

いう話なんです。 
 まあ、いいんですけれども、長崎でも佐世保

でもですけれども、もっぱらの話が、一つは、

最近の状況として、国は指摘はしませんけれど、

旅行マナーが非常に悪いと。例えば貸切バスツ

アーなどが多いんですけれども、これは後で関

係ありましてね、例えば高速道路のサービスエ

リアでのトイレの使い方、こういうふうな声が

結構聞かれるんですよ。こういう点についてど

うなのかというのが一つね。 
 もう一つは、バスツアーが多いですから、こ

れは佐世保、長崎で聞いた話ではありますが、

タクシーの利用が全然だと。それはそうでしょ

う、バスツアーが圧倒的に多いわけですから。

佐世保もそうですよ。例えばハウステンボスに

行く、あるいはその辺の何カ所かを回る、バス

ツアーです。 
 タクシーの利用がないという意味では、観光

振興でクルーズ船の誘致などをやっておられる

けれども、ほかの点から言っても、バスツアー

というのがやっぱり非常に主流を占めていて、

ここの料金プラス車の利用といいますか、そう

いうものについてタクシーの利用がない。こう
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いうことで、業界としては弱点といいますか、

そういう感じがするという声が非常に多いんで

すが、こういう点についてどういうふうに、あ

なたたちとしては認識をしているか。それから、

そういう点についての考え方、これをぜひ聞か

せていただきたいと思います。 
【浦観光振興課長】 まず、1点目の外国人観光
客のマナーの問題ですけれども、確かに一部、

本県内におきましても、例えば大型の免税店周

辺でごみを捨てているとか、非常に往来の邪魔

をしているとか、あるいは、やはりバスが渋滞

を生じているとか、いろんな問題があるという

ご指摘の声はお聞きをしております。 
 私どもはそういう話を受けた際には、実際、

特に中国系のクルーズになりますけれども、寄

港後のツアーを企画する旅行会社、ランド社に

対しましては、そういった問題点の指摘をしっ

かりお伝えをして、改善に向けての取組を促し

ているという状況でございます。そこは引き続

きやっていきたいと思っております。 
 それから、2点目で、クルーズのお客でタク
シー利用が少ないという話がございましたけれ

ども、今、長崎港でも7割強が中国からのクル
ーズで、佐世保港におきましては9割以上が中
国からのクルーズでございまして、今の中国ク

ルーズの現状で申し上げますと、寄港後は、基

本的に既に旅行会社が手配をした大型バスに分

かれて乗車をして、決められたコースを回ると

いう仕組みになっております。それはなぜかと

申し上げますと、やはり免税店とのマージン契

約がございまして、そういったツアーの形態に

なっているという状況で、どうしても大半を占

めている中国系のクルーズだとバスツアーが主

で、タクシー利用がないという状況が目につく

と思っております。 

 ただ、現状、中国のクルーズにつきましても、

やはり観光客の中からは、もう決められたコー

スをバスで連れていかれるのではなくて、フリ

ーのプランを用意してほしいという声も出てき

ておるということも聞いておりますので、そう

いった際に、どういう周遊ができるのか、そう

いう情報を我々としてはしっかりお伝えをして

いるという状況でございますし、中国クルーズ

以外の相手方に対しましては、長崎の情報とい

うのをターミナル、できれば船内等々で発信で

きるようにしっかりやっていきたいと思ってお

ります。 
【吉村(庄)委員】 今の2点について、少なくと
も県が主催するという形ではないですから、当

然ね。だから、今お話があったように、旅行会

社との関係ね、こういうところとの中で、地域

がどうしても、一つは快くもてなしをしてあげ

られて、そして長崎のもの、県内全体にかかわ

って結構ですが、離島も含めて、とにかく印象

を強く、よくしていくと、こういうようなこと

にならないとね。 
 例えばマナーの悪さなんかで、ある箇所でそ

ういうのがあって、国内の現地の皆さん方との

関係において、トラブルじゃないですけれども、

あまりいい顔をしないと。こういう状況になっ

ていくと、相手側から見ると、いや、おもてな

しはどうだったのかと、こういうふうなことに

も発展しかねますので、やっぱりこの2点につ
いては、いわゆるバスツアー万能という考え方

じゃなくて、そういうことも必要なんですけれ

ども、そういうことばかりやっている時代では

ないと私は思うんですよ、旅行会社のＰＲとし

てね。だから、免税店あたりでそういうコース

にしたいわけでしょうけれども、もう少し本当

のよさを、長崎県内のよさを知っていただくと
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いう意味では、もう少しやり方を変えた観光の

あり方、そういうものをひとつ考えてもらうよ

うなことを旅行会社に考えていただいたらどう

かなと、私は常々、最近思っているところです。 
 それから、あとは、時間がありませんから、

ほかにもちょっと言いたいことはあるんですけ

れども、世界遺産の関係で少し申し上げたいの

は、まず、先ほどから話があっている73件です
か、こういうものの中に何か遺産として、何々

遺産とか、文化遺産だとかということで登録を

されているとか、いないとかという問題もある

かもしれませんね。私はこういう状況の中で、

「キリスト教関連の歴史文化遺産群」という意

味で、もう少し広げていきますと、やっぱり幾

つか欠けているところがあると思うんですよ。 
 一つは、私の近くで言いますと、西海市横瀬

郷のこと。それから、南で言うと口之津港のこ

と。 
 横瀬浦というところで言いますと、大村純忠

公が一番最初に洗礼を受けたところでもあるし、

それから、平戸からフランシスコ・ザビエルの

後継者の宣教師が移ってきて、そしてそこでポ

ルトガル貿易のことが当然やってきて、ポルト

ガル人が横瀬浦に来たと、こういうことでもご

ざいますから。 
 それから、口之津も、私が知っている限りは、

資料館があるんですけれども、ポルトガル貿易

があったんですけれども、それ以外にも、たし

かキリシタンの墓碑がある箇所にあるというふ

うに私は思っていましたが、白浜だとか何か言

ったと思いますがね。そういう問題については、

ここの中に入れろという意味ではございません

けれど。 
 それからもう一つ、長崎市内の外海の出津教

会、大野教会、これは世界遺産群に外れないで

ちゃんと入っていますが、ド・ロ神父、私たち

はヴォスロール村とかという、ド・ロ神父が生

まれた町にも、実は世界遺産の関係で行かせて

いただきましたが、そこの中で遠藤周作記念館、

これはキリスト教との関係が非常に強いところ

があるんですよ。ご存じの方はたくさんいらっ

しゃると思います。 
 だから、そういうのは、私はこの73の中に入
れろということではないですけれども、世界遺

産の登録を前提として、いろんな観光施策やそ

のほかの施策をやっていく時に、文化遺産的な

取り扱いをするようなこと、それから関連とい

う意味で言いますと、私はやっぱり関連づけて、

ひとつ取り扱いをしていただくことは非常に大

事じゃないかと思いますが、この点について、

私は横瀬浦と口之津と外海の遠藤周作記念館を

挙げましたが、そこに限らずでも結構なんです

けれども、基本的な考え方を聞かせてください。 
【村田世界遺産登録推進課長】 「長崎の教会と
キリスト教関連の歴史文化遺産群」でございま

すけれども、今、「歴史文化遺産群」として位

置づけておりますのは、お手元にございます73
の資産でございます。 
 ただ、このほかに、右側の下のほうに記載を

しておりますが、ウェブサイトの「おらしょ」

というのがございまして、コラムなどを情報発

信しています。その中では、今、委員からご指

摘があった横瀬浦のことでありますとか、たし

か遠藤周作記念館についても触れていたかと思

いますけれども、そういったところで触れなが

ら、情報発信をあわせて進めていくというふう

な方針で考えております。 
【岩田文化観光国際部次長】 今、世界遺産登録
推進課長が申し上げましたように、73の資産と
いうのは、実はまだ固定をしているわけでもご
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ざいません。この外にまだまだあるというのは、

我々も重々承知しているところでございまして、

例えば西海市にしても、島原市にしても、ここ

は登録がございません。 
 この登録につきましては、それぞれの市のほ

うに、こういった関連の資産がないか、ぜひこ

ういったところに登録をしませんかという投げ

かけをずっと今、行っているところでございま

して、この73件の資産につきましては、それ以
外のところについても、関連があるところは随

時拡大を行っていきたいと考えているところで

ございます。 
【吉村(庄)委員】 今、次長から答弁がありまし
た。こういうようなことで私は結構だと思いま

すが、私が言いたいのは、それを絶対入れろと

か、入れるなとか、ここに挙げろとかというこ

とじゃなくて、ウェブサイトでも結構なんです

が、そういうところの宣伝を通じて、いわゆる

長崎県の、今度の登録の名前は、先ほどから話

があったように、イコモスの関係で決められて

結構なんですけれども、要するに「キリスト教

関連の歴史文化遺産群」といいますか、そうい

う位置づけをしているわけだから、そういうこ

との関連で、やっぱり今から先、具体的には、

仮にその地域の周遊ルートをつくるとか、何か

したという時にＰＲをしていただくとか、そう

いうことをやっていかないと、ほかにもたくさ

んあるかもしれませんし、私が知らないところ

もあるし、五島あたりは私は十分知らないとこ

ろはたくさんあるんですけれども、そういう内

容のものをぜひ頭の中に入れて、県当局として

もやっていただくということを特に求めておき

たいと思います。 
 世界遺産の問題について気になる部分で、今

の予定でいきますと、平成30年に登録というこ

とですが、これは部長、自信持って言えますか。 
 その前段でちょっとお尋ねしたいんですが、

7月でしたか、文化庁の審議会に行った時には、
ほかにも候補が何かあったように聞いているん

ですが、まあ、熟度がどうだと。ここら辺の状

況と、将来に向けた、いわゆる平成30年登録に
向けた具体的な成果目標といいますか、ちゃん

と自信を持ってやれるかどうか、これだけ聞か

せてください。 
【岩田文化観光国際部次長】 「長崎と天草地方
の潜伏キリシタン関連遺産」についての平成30
年の登録実現の見込みはというご質問でござい

ます。 
 一度、「教会群」の際には、「世界遺産たる

価値というものを若干修正をせよ」ということ

で、一旦推薦を取り下げました。この間、イコ

モスの助言もいただきまして修正をし、また再

度、国内推薦の決定もいただいたところでござ

います。 
 この登録といいますのは、やはりその後に控

えているところもございまして、国内推薦をい

ただいたところというのは、やはり登録を確実

にとっていくということが求められるところで

ございます。二度の失敗は許されないというこ

とで、我々も平成30年の登録に向けまして、全
力を挙げて取り組んでまいりたいと考えている

ところでございます。 
【吉村(庄)委員】 こういうようなことで、部長、
結構だと思いますが、私はそういうことを前提

にしながらしっかりやっていただくのは当然な

んですが、それと同時に、例えば私のところで

言いますと、佐世保市の黒島ね、これは前から

こういうのがありましたけど、今日もちょっと

出ましたけれど、信者さんたちの祈るところと

いう意味で言うと、あまり騒がしくしてもらっ
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ては困るとか、こういうのは一つあるんですね。 
 だから、それはどういうことかというと、黒

島天主堂なら黒島天主堂に、あるいは集落につ

いて、世界遺産になる価値があると、どこにど

んな価値があるのかということを、その近所の

皆さん方、黒島地区なら黒島地区の住民の皆さ

ん方に、これはキリスト教関係者だけじゃなく

て、もちろん宗教的には仏教徒もいらっしゃい

ますから、そういう皆さん方について、我がと

ころのこの遺産登録をしているところは、教会

は、あるいは集落は、世界遺産的な価値がある

というのはどんなところにあるのかということ

を、強いて認識を新たにしていただくことは、

私は非常に大事だと思うんです。後に影響があ

りますから。 
 観光は、結果的に出てきていいですよ。いい

けれども、世界遺産登録をすることの意味とそ

の価値、これをほかのところも含めて、平戸な

ら平戸のところについても、五島についても、

集落的にという考え方が今回かなり出てきまし

たから、そういうところについて、その価値を

きちんと認識をしてもらう。これが私は非常に

大事だと思いますよ、これからのことについて

ね。だから、その辺あたりを含めて、基本的に

どういうお考えをお持ちなのか、これは部長か

ら聞かせていただきます。 
【松川文化観光国際部長】 世界遺産の価値、そ
れと意義でございますが、私が考えますに、今

回イコモスの中間報告で、禁教期に焦点を当て

ようということになりましたが、私ども長崎県

が持っている「潜伏キリシタン関連遺産」の価

値は、伝来、繁栄、そして厳しい弾圧の中で信

仰を守り抜いて復活を遂げたという、この大き

な流れのプロセスであると思います。 
 やはり信者の方々、地域の方々が、例えば信

者でない方も信徒を守り、かばいながら、何代

にもわたって信仰を守り抜いてきた、そういう

のをご先祖様が守ってきたこと、これが世界的

な価値がある。その信仰形態ですが、そのこと

は地域の誇りでもあり、また、ご先祖様に対す

る崇拝の念でもあろうと思います。 
 そういうことで、世界文化遺産として認めら

れましたら、これはまた、その世界文化遺産を

守っていかなければいけないという責務が我々

に課せられます。イコモスのほうでも、それを

守っていくためには地域のコミュニティーとか、

地域経済がしっかりしてないとだめだと。やは

りサステーナブルといいますか、継続性が大事

だと言われていますので、そのためには一定の

お客様が来て、そこに経済的な潤いが出る、こ

れも必要だと認識をされておりますので、私は

先祖、また現在の住民の方々が守ってきた財産

が世界的に認められることが一つ。そして、そ

のことで地域が継続し、維持されていくという

こと、これが大切な意味だと思っております。 
【山本(由)委員長】 ほかに質問ございませんで
しょうか。 
【山田(博)委員】 二巡目ですので、手短に終わ
りたいと思います。大きく2つお尋ねしたいと
思います。 
 観光振興課長にお尋ねしたいと思うんですけ

ど、まず、クルーズ船の、本会議で私も質問し

たんですけど、松が枝ふ頭の2バース化を目指
して、土木部が今、頑張っているわけでござい

ます。 
 そこで、女神大橋が、インターネットで調べ

たら、海面から65メートルあるんですね。そう
すると、もちろん女神大橋で、海面から65メー
トルのところが通れる船しか来られないわけで

すけど、実際、今、クルーズ船というのは、福
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岡と長崎が一緒になっているわけですね。そう

すると、観光振興課長、海面から65メートルの
船が、世界的に福岡に来ている船とすると、ど

れだけ来られるとか、割合というのは調査した

ことはありますか。 
 それと、世界的なクルーズ船の中で、海面か

ら65メートル以下の船がどれだけ割合を占め
ているかとか、調査したことがあるかないか、

まずそれだけお尋ねしたい。 
 さすがに優秀な浦課長もすぐさま答えられな

くても、あなたの後ろに優秀な部下が控えてい

ますから、多分、その時間が必要でしょうから、

一旦調査をしながら、後でお答えいただきたい

と思います。 
 もう一つ、これは世界遺産登録推進課長にお

尋ねしたいと思うんですが、先ほど基金の話を

しておりましたけど、今回、9月1日に「長崎の
教会群とキリスト教関連遺産」から「長崎と天

草地方の潜伏キリシタン関連遺産」と名称変更

をしたわけね。今、長崎県の条例第60号の条例
基金の名称は、「長崎の教会群とキリスト教関

連遺産基金条例」となっているわけね。つまり、

平成27年12月22日にこの条例が公布されたん
ですけれども、名称がまだ変わっていないと。

それは名称が変わってなかったら、基金のお金

集めをしませんから、それはなかなか忙しかっ

たでしょうから、この条例の基金は今後どのよ

うに名称変更なり、条例のあり方を考えていく

のか、スケジュールを明確にお答えいただきた

いと思います。 
【村田世界遺産登録推進課長】 ご指摘のとおり
でございます。9月1日の市町の首長さん方の推
進会議で名称変更の決定をいただいたところな

のですが、まだこの条例については、名称の変

更ができておりません。 

 これについては、9月1日が決定だったという
こともありまして、今議会に提案することがで

きなかったのですが、世界遺産の名称と同じ名

称にするというのは当然のことだと思っており

ますので、次の議会ではご提案をさせていただ

きたいと考えております。 
【山田(博)委員】 本当は変える予定だったけど、
時間がなかったということですね。文化観光国

際部長、そういうことですね。名称は変えない

といかんというのはわかっておりましたけれど

も、決定機関が9月1日だったから、どうしても
議会に出す準備が整わなかったということで理

解していいわけね。 
 文化観光国際部長、これはそういったことだ

ということで、しっかりとしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。見解を

聞かせていただいていいですか。 
【松川文化観光国際部長】 今月、名称変更につ
いては、首長さんの推進会議で決定したわけで

ございまして、まずもって名称変更になりまし

た段階で、所要の条例、また要綱等がございま

したら、それの改正はしなければいけないわけ

でございます。 
 それにつきましては、今、世界遺産登録推進

課長が答弁しましたように、次の議会でぜひご

審議をお願いしたいと思います。 
【山田(博)委員】 ぜひしっかりやっていただき
たいと思います。 
 それと3億円、目標をしっかり頑張ってくだ
さいよ、3億円。3億円を目指しているのに、今
のところ850万円しか集まっていないと。風前
のともしびですから、ぜひ頑張っていただきた

いと思っております。 
 また、先ほどの質問には、観光振興課長もま

だ資料が整っていないみたいですから、ほかの
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委員の皆さん方の質問の最後にお答えをいただ

きたいと思いますので、一旦終わりたいと思い

ます。 
【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 
【川崎委員】 亜熱帯植物園のことでお尋ねをい
たします。 
 前回もお尋ねいたしましたが、その後の進捗

について。 
 まず確認ですが、閉園の方針でありますけど、

閉園というのは、現行の運営状況を終了すると

いう認識なんですが、そういった認識でいいの

か。完全に物理的に入り口から閉鎖をして、一

切そこから入れなくするというようなそういっ

たことなのか、確認させてください。 
【村山観光振興課企画監】 植物園の今後の運営
の見直し方針についてのご質問でございます。 
 前回の議会でもご報告申し上げたとおり、現

在の植物園につきましては、長崎野母崎振興公

社のほうが指定管理を受けております。その指

定管理の終了期間が来年の3月31日でもって終
了するということでございまして、現在のとこ

ろ、来年の3月31日をもって植物園の営業につ
いては終了するという方針を持っております。 
 その後一定の期間、希少な植物の移譲に向け

て検討を進めてまいりますので、その移譲が進

むまでの間は保全管理というふうな形の中で植

物園を継続していくというふうなことで考えて

おります。 
【川崎委員】 来年の3月末には、今の現状の営
業は停止をして、その後については植物を移譲

していきながら、保全管理もやっていくと。そ

の後はどうなのかということについても、まさ

に今から協議なのかもわかりませんが、活性化

策については市や地元の方とも協議をするとい

うことで伺っておりますが、現在の進捗につい

てお尋ねいたします。 
【村山観光振興課企画監】 野母崎の地域の活性
化に向けて振興策の検討の状況についてのお尋

ねでございます。 
 前回6月定例会の終了後、長崎市とも今後の
地域活性化を検討するにあたってどのような考

え方がよいのか、また、県としてどのような形

でその協議の場に参加するのがふさわしいのか

というふうなところについて協議を重ねてまい

りましたけれども、現在のところ、これまでに

具体的な振興策の検討には至っていないような

状況でございます。 
 また、地元自治会に対しましては、毎月開催

されます定例自治会の連合会の場に毎月参加を

いたしまして、長崎市や振興公社との協議の経

過について、関係者の方々に協議の結果を報告

することで、進捗状況の情報共有を図っており

ます。 
 具体的には、長崎市と6月の下旬、7月の中旬、
8月は上・下旬と2回、これまで4回にわたって
協議を行っておりますけれども、田の子地区の

振興策について、地元のワークショップの中で

さまざまな意見はあるようでございますが、長

崎市全体としてのコンセンサスがまだとれてい

るものではないというところもございまして、

長崎市の、例えば南部の拠点的な施設整備など

についての具体的な振興策についてはなかなか

検討が進まないような状況でございます。 
 こういった中で、現在、県と市の勉強会を立

ち上げて、まず田の子地区のワークショップで

の検討結果の情報共有でございますとか、県の

支援策がどのような形で考えられるのかなどに

ついて、過去の県の支援策等も考えながら、情

報の共有が図れるような事務レベルでの勉強会

の場の設置について、長崎市に提案をしている
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ところでございます。 
【川崎委員】 協議は進んでいますが、まだ中身
がないような認識でございます。 
 この活性化策については、地元の方も非常に

危惧をされておられるようで、それを生かして

いきながらと、要望については重々酌んでいた

だきながらやっていかなければならないと思い

ますけど、一方では、大規模な地すべりという、

安全面では危惧されることについては非常に頭

が痛いところだと思います。 
 先ほど植物については移譲していくというお

話がありましたが、それは現地に生息をする貴

重な植物が多く存在をすると思いますけど、こ

れを移譲というのは、移すということでしょう。

移すというのは、具体的に何か方針があるんで

すか。 
【村山観光振興課企画監】 植物の移譲について
のお尋ねでございますが、現在、亜熱帯植物園

には約1,200種、4万5,000本の亜熱帯植物を保
有しております。その中には日本最古の洋ラン、

通称「グラバーさん」と申しますけれども、そ

ういったものでございますとか、国内最大級の

サボテン「キンシャチ」なども含まれて、希少

な植物が多数ございます。 
 こうした植物の具体的な処分の方法につきま

しては、まずは有識者の方々に相談をしながら、

移譲すべき貴重な植物であるのかどうか、ある

いは移譲の対象となる基準を定めまして、本当

にこの移植が可能なのかどうかというところに

つきましても、専門家の先生方の意見を聞きな

がら、移譲・移植可能な植物か否かを見極める

必要があるということを考えております。 
 その上で、適正に管理できる施設に移植・移

譲することを基本といたしまして、まずは県内

の類似施設でございますとか、その他の県有施

設への移譲先を検討するとともに、そこでも引

受先が決まらないという場合につきましては、

県外への移譲先も含めたところで検討してまい

りたいと思います。 
 現在、希少植物約24種、絶滅危惧種約8種、
そのほかランとか、寄託の植物などについて個

体数の確認でございますとか、腐生条件、ある

いは移植可能な時期などを示した台帳の作成を

終了しておりまして、そういったものの漏れや

追加などがないかにつきまして、植物園の名誉

園長であります中西長崎大学名誉教授のほうに

確認作業を依頼しているところでございます。 
【川崎委員】 ただいまご説明をいただきました
が、1,200種、4万5,000本の植物があり、とり
わけ希少植物が24種、絶滅危惧種が8種、そう
いった希少な植物がこの亜熱帯植物園に存在を

するわけですね。先ほどは適正な場所を見つけ

て移譲できればと、なければ県外も辞さないと

いう話でありましたが、せっかくその場所に長

く生息して、先代の方が努力をしてここまで育

ててこられた植物園でありますから、現状の運

営についてはなかなか困難ということは理解す

るんですけれども、現地においてこれを何とか

残して、さらに研究をしていこうということ、

そういった視点についてもぜひ考えていく必要

があるんじゃないかと思うんですね。 
 いろいろ調べましたけど、いわゆる標本庫と

いうような、標本を残すという意味での施設、

箱もの、それがないのは、九州には長崎だけな

んだそうですね。各県には存在するけれども、

長崎県にはない。それぐらい植物に関する研究

ということについては非常に遅れた地域である。 
 しかし、聞けば、今のように希少な植物が多

く存在をする。活性化策ということ、観光振興

課だから、人が来てもらうということが前提で
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の活性化策になると思うんですが、ぜひこれは

視点を変えて、研究施設という形でいろいろ検

討をまたやり直してみてはどうかなと思うんで

すね。たがら、観光振興課ではなく、例えば教

育委員会だとか、学事振興課だとか、環境部だ

とか、そういった部署での目線といいますか、

そうすると、この植物園の今後のあり方につい

ても、また別の視野が広がっていくような気が

しますが、これは企画監では答えにくいでしょ

うから、部長にぜひお答えいただきたいと思い

ます。 
【松川文化観光国際部長】 亜熱帯植物園の教育
的観点からの活用とか、また、植物資源として

の活用についてですが、この辺につきましては、

実はこの地すべり問題が出る前に、あり方検討

委員会の中でも教育的観点からもっと活用でき

ないかとか、そういう視点で検討を重ねてまい

ったところであります。 
 そういった中では、教育者の関係の意見も聞

きましたところ、やはり距離的なもの、時間的

なものでなかなか活用がしづらいということが

ございました。 
 それはそれとしまして、この貴重な植物資源

をどうするかという新たな考え方でまた考えな

ければいけないということで、これはまた県庁

内の各部とも、前は活用的視点でしたが、今度

は保全・保存という観点で協議をしてまいりた

いと思います。 
【川崎委員】 今のは非常に前向きなご答弁をい
ただいたと思います。活用とすると、どうして

も人に見せるんだ、人を呼ぶんだというような

ことになってこようかと思います。ぜひ研究、

この地域のこういった気候、風土、そういった

ものを生かした研究という視点で、ぜひいま一

度、県庁内でもご検討いただきたいと思います。

今後のあり方の一つの視点として、ぜひ盛り込

んでいただきたいと思います。 
 次に、今度は観光振興課のほうでございます

が、ＤＭＯのことについてお尋ねいたします。 
 これもたびたびお尋ねをいたしておりますが、

現在、このＤＭＯについて、この組成について、

県内の動きはいかがでしょうか。 
【浦観光振興課長】 日本版ＤＭＯに関するお尋
ねでございますけれども、日本版のＤＭＯにつ

きましては、昨年12月に観光庁が、日本版ＤＭ
Ｏの広報法人登録制度というのを創設いたして

おります。 
 これも踏まえながら、長崎県におきましても、

観光によって地域がしっかり稼いでいく、そう

いう力をつけていくということで、地域の多様

な関係者を巻き込んで、経営的な視点に立って

観光地づくりをやっていくということから、Ｄ

ＭＯの機能というのが必要だということで、県

におきましても、今年度当初予算で、この広報

法人の登録に向けて、各地域での取組を支援し

ようということで補助制度を設けたところでご

ざいます。 
 現在の県内の状況でございますけれども、ま

ず、長崎市につきましては、長崎国際観光コン

ベンション協会を一応推進主体といたしまして、

国のほうへ広報法人の登録申請はもう既に終わ

り、登録をされているという状況でございます。 
 それから、登録が済んでいるところは、今、

この長崎市の部分だけですけれども、現在検討

されているところといたしましては、佐世保観

光コンベンション協会を推進主体といたしまし

て、今日もご質問の中で出ておりましたけれど

も、佐世保・小値賀観光圏をベースに、現在申

請に向けて準備を進めているというふうに伺っ

ております。 
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 それから、島原半島観光連盟も、島原半島を

一体的に進めるという動きの中で、現在ＤＭＯ

化に向けた検討を進められているということで、

こちらにつきましては、県の補助金なども活用

して、今後、地域の意識醸成を図っていくとい

うことで、現在聞いております。 
 また、島原市のほうも、既存の市内の観光関

係の4団体を統合いたしまして、新たな株式会
社を立ち上げる予定にしておりまして、こうい

ったところを中心にしながら、今後ＤＭＯ化を

目指していくということも、ＤＭＯ化も視野に

入れた取組ということで、現在取り組まれてい

る状況にあるということで、主なところといた

しましては、県内においてはこういった地域で

進んでいるという状況でございます。 
【川崎委員】 徐々に動きが出てきているように
思います。地域で観光でもって活性化をしてい

くと、一つの地域というところがキーワードだ

ったと思いますので、こういった動きがあると

いうことは非常に歓迎をしたいと思います。 
 小値賀に行かせていただいて、おぢかアイラ

ンドツーリズムの取組を聞かせていただきまし

た。物の本によれば、ＤＭＯの例として、必ず

おぢかアイランドツーリズムの取組が記載をさ

れていますので、非常に注目をしながら聞かせ

ていただきました。 
 小値賀の地域の観光資産を最大限に生かす、

そういったことで非常に成功事例だったんです

よね。「成り立ちは」と聞きましたら、やはり

幾つかあった観光を支援する団体が一緒に結集

をしていってアイランドツーリズムをつくり上

げたということでありました。がちがちな取組

ではなく、成り立ちから少し緩いＤＭＯと言っ

たらあれなんでしょうけれども、全部の窓口を

そこに一本化するのではなく、やりつつ、一方

では直で施設と、いろいろなお客様との契約も

あったりするんでしょう。いい形で運営されて

いるんじゃないかなというふうに思いました。 
 これが、先ほど長崎市の長崎国際観光コンベ

ンション協会が登録をされたということであり

ますが、長崎市はこれだけ広大な面積であり、

また、さまざまな事業者の方がおられる中で、

本当にこれが具体的に成果を生む取組なのかと

いうことについては、非常に懸念といいますか、

うまくいけばいいなと思いつつ、本当にこうい

った大きなテーマを進めていくのに大丈夫なの

かなと。そういった中から、あまり大風呂敷で

ばんとやるんじゃなく、何か少し、もう少し小

ぢんまりとしたものからやっていって積み上げ

ていくということについても、現実的なのかな

と思っています。 
 例えば、夜景が非常に好調であった。世界遺

産の取組も好調であった。世界遺産も、その中

でも特に軍艦島がリードをしていた。しかし、

そこには軍艦島クルーズで何社も、いわゆる競

合状態でやっています。そういった中で観光の

お客様はどういったものを選ぶのか、お客様の

選択は自由なんですけれども、そういった中で

同じようなものがあるよねと。一方では、もう

ちょっと長崎全体のおもてなしとして、軍艦島

をどう見せていくのかということについては、

一定整理された情報が入ってくればいいなとい

うのは、やはり観光者の方はそう思ったりする

わけですね。 
 ＤＭＯのあり方というのは、定義は、恐らく

あるようでないんだと思います。地域において、

どう観光で稼いでいくかということを考えてい

くわけですから、こういったＤＭＯについても

う少しテーマを絞ったような形で推進をしてい

くということもひとつ考えられるのかなと。テ
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ーマ型ＤＭＯとでも言うんでしょうか、そうい

った視点については、県としてどうお考えにな

るか、お尋ねいたします。 
【浦観光振興課長】 今、委員のほうからご提案
がございましたテーマ型、テーマ別のＤＭＯと

いうような形ですけれども、私どものほうとし

ても、正直、そういった観点から捉えたことは

ございませんでした。 
 ＤＭＯ、一番難しいのは、やはりどうやって

自主財源を稼いでいくか、それでうまく機能さ

せていくかというところが大きな課題になって

まいりますので、そういう意味では、確かに委

員ご指摘のように、分野が広過ぎてなかなかま

とまりづらいという懸念もあろうかと思います

し、その一方で、逆にやはり自分たちでしっか

り稼いでいって、うまく回していくことを考え

ると、一定のスケールが必要になってくるとい

うこともあると思いますので、そこは一つのご

提案でございましたので、そういった観点から

の取組が可能かどうかも含めて、地域の皆さん

とも意見交換するなど、今後、ＤＭＯを進めて

いく上で、一つの参考にさせていただきたいと

思っています。 
【山本(由)委員長】 先ほどの山田委員の回答は
出ていますか。（「まだです」と呼ぶ者あり）

まだですかね。 
 ほかにございませんか。 
【浅田委員】 午前中にお伺いしておりました
「食の魅力」総合発信事業の今までの状況と実

態というのをご説明いただけますでしょうか。 
【永橋物産ブランド推進課長】 お配りしており
ます資料をご覧ください。ながさき「食の魅力」

総合発信事業の実績ということで、お尋ねが、

これまでの実績と入札事業者についてというこ

とでございました。 

 まず、1ページの一番上のところ、予算額（委
託分）と書いておりますけれども、予定価格で

はございませんで、県の予算額ということで記

載させていただいております。それと入札結果

（委託額（税抜き））ということで、この内訳

につきましては、一番最後の5ページに入札状
況をつけさせていただいております。平成28年
度は、先ほど「政策等決定過程の透明性等の確

保」のところでご説明した内容、それと、あわ

せて平成27年度、平成26年度の入札状況でござ
います。 
 1ページに戻っていただきまして、本事業の
中身でございますけれども、ＰＲ活動とプロモ

ーション活動、それとマーケティング活動と大

きく分かれております。 
 ＰＲ活動の中身が新聞広告からテレビ番組に

よるＰＲ、それとプロモーション活動がバイヤ

ー産地招へいからその他県産品ＰＲ、それとマ

ーケティング活動が長崎ブランド認知度調査と

いうようになっておりまして、各年度ごとの事

業実績につきましては、右のほうに記載のとお

りでございます。 
 なお、平成26年度の一番下のところ、長崎フ
ェア売上実績（百貨店・高級スーパー）4億3,669
万1,000円と長崎フェア売上実績（ホテル・料飲
店）で3,242万6,000円というふうに書いており
ますけれども、この中身につきましては、平成

26年度分については、4ページのほうに各首都
圏、関西圏のデパートと開催時期を書いており

ます。一番下に売上額を書いております。 
 平成27年度については、3ページのほうに内
訳を書いております。 
 平成28年度については、現在進行中でござい
ますので、今、交渉中もございますけれども、

このような形で進めさせていただいている状況
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でございます。 
【浅田委員】 ご説明ありがとうございます。 
 予算額よりも、やっぱり実際の入札結果が、

最低がないということで、大分下がっているか

なという印象等々と、この黒で塗りつぶしてい

る、これはやっていない状況だと思います。今

年度が新聞とか交通、割と効果がありそうなテ

レビが入っていないという状況、そのあたりは

どのように捉えればよろしいんでしょぅか。 
【永橋物産ブランド推進課長】 テレビにつきま
しては、平成27年度から実は黒く、ブランクと
なっております。 
 これにつきましては、平成26年度は4回実施
しておりますけれども、実施の状況であります

とか、その他パブリシティー、広報戦略に基づ

きまして、県でパブリシティー活動を行ってお

りますので、それとの兼ね合いを見ながら、実

際どちらのほうがよろしいかと。 
 額のほうも、平成27年度予算額は1億597万
4,000円ということで、実際の入札結果というの
は5,999万円となっておりますけれども、この差
のところについては、これが、予定額が上では

ございません。あくまでも予算額を組みまして、

先ほど申し上げたテレビ番組によるＰＲ等を外

したことで、県の積算額も、そして予定額も落

ちております。それで、入札額というのも実際

落ちたというような形になっております。 
 このテレビＰＲについて、我々も確かに効果

は非常に高いと思っておりますけれども、パブ

リシティー等で取り上げていただくものと、お

金を払ってやっていただくものとどちらがよろ

しいのかということを勘案しながら、現在パブ

リシティーのほうでやらせていただくという方

針でさせていただいているところでございます。 
【浅田委員】 実際、売上の実績というのは、参

加している方々にとってはある程度上がってい

るものと、これは見ていいのかどうなのかとい

う部分と、長崎は「食」というのは非常に力を

入れなければいけないというのは私も思ってい

るんですが、他県と比較してこの事業のかけ方

は、ほかとの比較をするとどのような感じなん

でしょうか。 
【永橋物産ブランド推進課長】 他県との比較と
いうのは、正直持ち合わせておりません。 
 本県の場合は、この「食の魅力」発信事業に

つきましては取り組んでおりまして、先ほど下

にお示ししました金額、特に平成27年度で言い
ますと、4億9,046万3,000円といいますのは、
これは先ほどの資料にあるスーパー・百貨店に

聞いた数字の合計でございます。これは、県産

品を幾ら売っていただいたかということでこの

数字になっております。 
 下のホテル・料飲店につきましては、これは

県産品の取扱額ではございませんで、フェアを

やった時に実際売上があった数字ということで、

これは県産品の額とは異なっております。 
 こうした中で、我々はこの事業をやっており

ますのは、ただ単にここでフェアを一過性のイ

ベントとしてやるのではなくて、これをやった

後に、継続的に長崎県産品を取り扱っていただ

きたい。消費者の方にはぜひ県産品を知ってい

ただいて、長崎県産品を引き続き購買していた

だきたいということでやっておりまして、ここ

に数字としてあらわれておりませんけれども、

阪急オアシス、それと京北スーパーさんとパー

トナーシップ協定を結んでやっている企業にお

かれましては、この事業以外でも年間に約15億
円を超える県産品の取り扱いにつながっている

ということで、私どもとしては、この事業につ

いては大変効果があるというふうに考えており
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ます。 
【浅田委員】 売上も上がっていて、県としては
一定の効果があるということで、それは一定の

評価ということでいいのですが、ここの中にあ

る、それではマーケティング活動で認知度調査、

一式というふうにありますが、この一式という

のは何なのかというのと、実際調査した結果と

いうのは、すみません、さっきネットで見ても

よくわからなかったんですけれども、どうでし

ょうか。 
【永橋物産ブランド推進課長】 この認知度調査
といいますのは、インターネット調査を活用さ

せていただいておりまして、「長崎県産品を自

宅で実際に買ったり、飲食店や自宅で食べたこ

とがあるか」とか、「店頭で見たり、テレビ・

新聞などで見聞きして知っているか」とか、長

崎県産品をどれくらい知っているかというのを

インターネット調査で実施しているものでござ

います。 
 分母としては1,000人に聞きまして、県が重点
的に扱っている26品目についてどの程度知っ
ているかというのを集計して、進捗度合いを把

握しているものでございます。（「ネットとか

で探せなかったんですけれど」と呼ぶ者あり） 
 申しわけございません。ネットでは公表して

おりませんので、我々が調査結果を持っている

という状況でございます。 
【浅田委員】 調査していただくことは非常にい
いことだと思うのですが、すみません、我々だ

けが知っていても、そこがどれだけの効果があ

るのかというのを、これだけの予算をかけてい

るので、私たちも知りたいところです。なので、

これはください。どういう調査をしていて、実

際その結果がどうだったというのをお示しいた

だけますでしょうか。 

 例えば平成27年度と平成28年度、これはやっ
ている業者さんも同じですので、どういう形で

やるか、それを本当にやる必要性があるのか

等々も考えるべきところであり、ほかにもっと

かけることはあるのではないかとか、いろんな

ことを分析するところにつながるのではないか

と思います。 
 また、このフェアに出ている業者さんという

のはどういった形で選んでいて、希望者は全部

出られるのか、そのあたりの詳しいところ、ご

めんなさい、勉強不足で恐縮ですが、教えてい

ただけますでしょうか。 
【永橋物産ブランド推進課長】 まず、認知度調
査の結果につきましては、きちんと公表できる

ような形で整理していきたいと思います。 
 それと、フェアにつきましては、このフェア

そのものは、例えば百貨店でありましたら、百

貨店が店頭に県産品を並べて売ると。スーパー

でありましたら、スーパーの店頭に並べて売っ

ていただくと。ただ、物産振興協会とコラボな

どいたしまして、物産振興協会が会員さんを募

って一緒に、例えば我々がやっている横のとこ

ろで物産振興協会の会員の方が来られて実演販

売をやるということもありますけれども、その

辺については、物産振興協会にお願いしながら

やっているところでございます。 
【浅田委員】 取り急ぎ、この認知度調査という
のは、私たちにはすぐいただける感じですか。

すぐネットに出すとかは難しいかと思うのです

が、それとやっぱり参加している業者さんも知

りたいところだと思うんですよね、どういうふ

うに認識されているか。それに基づいてまた、

それぞれが商品開発だったり、ご自身たちの商

品をどう持っていくかというところにもつなが

るわけですから、そういうところを一体的にや
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っていただければなと思います。 
 これに関しては、ほかにもご興味を持った方

がいらっしゃるので、後で質問があるのではな

いかと思います。 
 あと、もう一点だけお伺いしたいのが、世界

遺産関係でいろいろお話が出ていました。私の

中ではここ数年、待ちに待っていたという感じ

なんですが、やっと来年、スコセッシの「沈黙」

が日本でも公開されることになっています。大

きなところだと思うんですが、例えばそういう

ところに県から何らかしらのアプローチ、協力

というとなんですけれども、何かそういうこと

をなさっているのか、あれば教えていただけれ

ばと思います。 
【浦観光振興課長】 映画の撮影に関しての補助
ということですか。（「映画の撮影は終わって

います」と呼ぶ者あり）いや、支援というのは。 
【浅田委員】 支援ではなくて、今後アプローチ、
何らかしら長崎のことも一緒にＰＲができるよ

うな、あまりにもすごい監督ですので、なかな

か難しいことは重々承知の上でお伺いしていま

す。 
【浦観光振興課長】 まだ具体的には、スコセッ
シ監督さんと何か連携してタイアップしたりと

かということは考えておりませんけれども、た

だ、映画の「沈黙－サイレンス－」については、

長崎が舞台になっているということもあるので、

また、実際シナリオハンティングで長崎に来ら

れた時に、連盟のほうですけれども、監督のほ

うに同行して携わっていただいた関係もござい

ますので、我々としてはしっかり世界遺産をＰ

Ｒする上でも、「長崎と天草地方の潜伏キリシ

タン関連遺産」をＰＲする上でも大きなチャン

スだと思っていますので、情報発信はしっかり

やっていきたいと思います。まだ具体的な、そ

ういったタイアップの計画はございません。 
【浅田委員】 残念ながら、これは台湾で撮られ
たんですね、たしか。そういうこともあって、

長崎が撮影の地には選ばれることはなかったん

ですけれども、多分、先ほど来から遠藤周作記

念館にしても、外海の活性化にしても、これは

大きくつながるのではないかというふうに私の

ほうも感じておりまして、なかなかに難しいこ

とではあるんですが、日本人の俳優さんたちも

多数出ていますし、そういうつながりとか、実

際来て、見たというところに同行しているわけ

ですから、今いまから動いていかないと、来年

公開はもう決まっていますので、今からでも遅

いぐらいの話なので、そこはしっかりとやって

いただければなと思います。よろしくお願いし

ます。 
【山本(由)委員長】 できましたか。よろしいで
すか。 
 山田(博)委員、答弁からでいいですか。（「は
い」と呼ぶ者あり） 
 では、どうぞ。 
【浦観光振興課長】 先ほどのクルーズ船のお尋
ねでございますけれども、今、資料としてまと

めたものはございませんけれども、お尋ねの中

で、女神大橋の高さが65メートルということで、
それを上回る船がどれぐらいあるかということ

でございましたけれども、一応今、調べたとこ

ろでは、オアシス・オブ・ザ・シーズという船

がございます。これが約22万5,000トンの船で
すけれども、高さが65メートルほどございます
ので、ちょうど女神大橋とバッティングするよ

うな高さの船になろうかと思います。一応、世

界で見た時に、今、大きな船としては、このオ

アシスぐらいの状況でございます。 
 ちなみに、今、長崎のほうに一番入ってきて
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いる船は、クァンタム・オブ・ザ・シーズとオ

ベーション・オブ・ザ・シーズという船がござ

いますけれども、これが約16万8,000トンで、
今最も大きい船でございます。 
 オアシスにつきましては、まだアジアのほう

には入港した実績はないということで聞いてお

ります。 
【山田(博)委員】 そうしますと、女神大橋が海
面から65メートルあるということであります
けど、世界的な客船の中で影響があるのは1隻
だということで、海面から65メートルの中で女
神大橋が大型客船の入港に関して大した影響は

ないということで理解していいわけですね。 
 県民の皆さん方からそういった声が上がった

ものだから、それを確認していただきたいとい

う話があったものですから、ということでござ

いました。 
 それで不安を払拭したのではないかと思うわ

けでございますので、今後ともぜひ、こういっ

た観光客船の誘致をしっかり頑張っていただき

たいなと思っております。 
 ついでに、長崎港に入っている客船がありま

すよね。次の議会で結構ですから、例えば今、

離島のほうの港がありますね、福江港とか、青

方港とか、厳原港とか、壱岐の郷ノ浦港とかね。

その状況を土木部と協議しながら調査してもら

いたいんですね。どういったところが改善が必

要なのかというのをまとめて、次の議会にまで

報告していただきたいと思いますので、委員長、

よろしくお願いします。 
 終わります。 
【山本(由)委員長】 ほかありませんか。 
 委員長を交代します。 
【里脇副委員長】 委員長を交代しました。 
【山本(由)委員長】 1点だけ、報告も兼ねてと

いうことになりますけれども、私が9月の上旬
に議長の代理でブラジルとパラグアイを訪問し

まして、それぞれの長崎県人会の方と交流をし

てまいりました。それを踏まえまして、ブラジ

ル、パラグアイの長崎県人会の支援について質

問をさせていただきます。 
 ブラジルの長崎県人会は会員数が350名、パ
ラグアイの長崎県人会も65名ということで、県
人会の皆様はブラジルと長崎、あるいはパラグ

アイと長崎との交流のかけ橋として、長年にわ

たって毎年の交流会をはじめ、長崎にまつわる

さまざまな活動をされておられます。 
 特にブラジルでは、毎年8月9日前後に平和記
念式典というのを現地で開催をされておられま

して、長崎から遠く離れたブラジルの地におい

ても、原爆の悲惨さであったり、平和の尊さと

いうものを訴えておられます。また、現地の「日

本祭り」で蛇踊りを披露するために練習をされ

ているというふうなお話もお伺いをしました。 
 このように長崎県とのつながりと、日本の文

化というのを非常に大切にされていて、それを

また次の世代にも引き継ごうとされておられま

す。 
 一方で、長崎県人会の方とお話をする中で、

今後2世、3世、4世というふうな形で世代がか
わるにつれて、ご家庭の中で日本語をしゃべる

機会というのが少なくなってくると。やっぱり

2世、3世の方というのは長崎に来たことがない
という方もいらっしゃいますので、そういう日

本への思いとか、長崎への思いというのが薄れ

てくるのではないかというのをご懸念する、特

に年配の方からそういう声がありました。 
 現在、本県では、ブラジルとか、パラグアイ

とか、ボリビア、アルゼンチンに対しまして県

人会の活動支援であったり、大体10年周期での
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訪問をしたり、それから、技術研修員の受け入

れというものを行っておりますけれども、残念

ながら財政的な問題もありまして、少しずつ縮

小傾向にあるというのが現状かと思います。 
 そこで、これまでの直接的な支援もですけれ

ども、こういう県人会、長崎を大切にして、そ

の関係をずっと密にしておきたいというふうな

県人会の方の思いに応えるような、何らかの新

しい取組ができないかと考えましたけれども、

この点についての見解をお願いします。 
【佐古国際課企画監】 お答えの前に、山本(由)
委員長には、今回のパラグアイ訪問に多大なご

協力を賜りまして、改めて感謝を申し上げます。 
 特に、少し行程上無理を申し上げまして、長

崎出身の方がいらっしゃるイグアス市にも足を

延ばしていただきまして、現地の皆様からも非

常に感動をもって感謝をされておりました。あ

りがとうございました。 
 お尋ねの南米の県人会に対する新しい取組で

すけれども、私も現地の県人会の皆様と意見交

換をする中で、やっぱり一番強く実感しました

のが、日本語の継承というのが非常に難しくな

っている。3世代のご家庭の場合ですと、おじ
いさん、おばあさんと日本語で話すという機会

もあるようなんですけれども、2世代、親と子
というような家庭の場合はなかなか難しい。日

本語を使えと言っても、なぜ使わないといけな

いのかというようなところで、十分説明ができ

ないというようなことでかなり悩んでらっしゃ

るという方もいらっしゃいました。 
 現地の方と意見交換する中で、一つご提案が

あったのは、現地の子どもたちと長崎の子ども

たちで作文を交換をしあうというようなことが

できないかというようなお話もいただきました

ので、これにつきましては、あまり予算も伴う

ものではございませんので、私のほうで県内の

市町の皆様に意見を聞きながら、そういった国

際交流に積極的な学校のほうに出向いて、これ

をぜひ実現できるように取り組んでまいりたい

と思っています。 
【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 
 今、作文の話、私も実は現地でお聞きをしま

したけれども、8月に原爆に関する作文コンク
ールというのを開かれたと。その作文が、日本

人学校になるんでしょうかね、それを長崎の方

と意見交換が学校単位でできないのかというふ

うなご提案がありました。今、国際課企画監が

答えられたみたいに、多分、そんなに費用がか

かるものでもないし、長崎にとっても重要な問

題でもありますし、そういう長崎との関係をつ

なげるというのは非常に重要だと思いますし、

継続的な取組にもできるのかなと思いますので、

ぜひ実現できるようによろしくお願いしたいと

思います。 
 パラグアイの長崎県人会は、今年、創立40周
年ということで参ったんですけれども、ブラジ

ルとかボリビアに至ってはもう50周年を超え
ているというふうな形で、移住から含めて非常

に長い歴史を持って、県人会としてそれだけあ

るということですから、県民の方が渡られてか

らは、それこそ80年とかそういうふうな年次に
なって、その間ずっと長崎とのつながりがあっ

たと。 
 心配されていたのは、せっかくこういうふう

な形で人的なつながりができているのが、一回

切れてしまうと、またこれを一からやるという

のは非常に難しい話になるだろうというお話も

ございました。財政的な問題もありますでしょ

うし、何せ、とにかく距離が遠いということも

ありますので、短期的な費用対効果という意味
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ではなかなかすぐに数字にあらわれるものでは

ないと思うんですけれども、例えばパラグアイ

の80周年記念祭典に行った時に、日本からは眞
子内親王が行かれたんですけれども、パラグア

イ側は大統領も来られている、副大統領も来ら

れている、上院議長、下院議長、最高裁の長官、

それから大臣が全部来られているというふうな

形で、こんな親日的な国はないんじゃないかと

いうのは、ＪＩＣＡの事務所の方もやっぱりお

っしゃっていたということでございますので、

将来的なチャンスという意味では、広い、短期

的な視野だけではなくて長期的な視野でぜひ取

り組んでいただきたいというふうに思いますけ

れども、最後に、部長のほうから一言ご答弁を、

今後の取組についてお願いします。 
【松川文化観光国際部長】 ブラジル、ボリビア、
パラグアイ等の南米諸国との交流でございます。 
 これはそれぞれ私どもの長崎県から、苦労さ

れながら現地で今日まで一つの社会を築かれた

方々でございますので、私どもとしましても、

この方々のご労苦に報い、また、今お聞きしま

すと、長崎のことを忘れず、8月には原爆記念
の行事もやっていただいているということであ

りますので、ここは遠いところでございます。

旅費も大変でございますが、あまり旅費をかけ

ずにできることはないのか、また、今はいろん

な新しいツールがございますので、例えばスカ

イプだとか、ネットとかございますから、何ら

かの形でつながりが切れないような仕組みとい

うのを今後検討してまいりたいと思います。 
【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 
【里脇副委員長】 委員長を交代します。 
【山本(由)委員長】 委員長を交代しました。 
【八江委員】 端的な話なんですけど、前から長
崎県に出向してこられた方々に、「長崎奉行」

というものを発行して渡してあったんですけど、

それは今もあっているんですか。それを確認し

たいと思います。 
【古謝文化振興課長】 当部で所管しているわけ
ではございませんけれども、今でも「長崎奉行」

の認定はしていると聞いております。今でも継

続を。（「あなたも？」と呼ぶ者あり）私は、

国に戻る時に「長崎奉行」の…。（「あるって

ね」と呼ぶ者あり）はい。 
【八江委員】 なんでかというと、私たちが陳情
等に行った時に、やっぱり長崎県に出向して戻

った方々が非常に大きく、長崎県のためには協

力をいただいている。それは事実、それは当た

り前だと思いますけど、私はちょうど30年前に
諫早市の議員をしたんですけど、その時に農林

部長で来ていたのが、この間、農村整備局長に

なって、彼が諫早の干拓について総責任者だっ

た。そういうこともあって、今、展開が大きく

変わってきているのも、そういったこともある

だろうと思うし、それは諫早市の農林部長でし

たからね、県じゃありませんよ。 
 そういうことを考えてみれば、先日、藤井さ

んにもお会いしましたけれども、ずっとそのこ

とは継続しながら、長崎県人の一つの立場で協

力を国のほうにお願いをしたいということ。 
 もう一つ、私は文化振興課長には、文化振興

課は音楽も担当する文化振興課と思うんですけ

ど、その点、音楽には興味があり、また、長崎

県の音楽についてどのように考えているか、一

言お尋ねします。 
【古謝文化振興課長】 音楽についてでございま
すけれども、当然、文化振興の中には「音楽」

という分野も含まれておりまして、実際に文化

振興課のほうでは、2年ほど前までは「ながさ
き音楽祭」ということで、県内各地の音楽イベ
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ントに対して支援をしておりましたし、それは

2年前に廃止をしたんですけれども、引き続き、
離島・半島地域を中心に、文化のちから創生事

業ということで、音楽に関するイベントを地域

の実行委員会をつくっていただいたところに対

して支援を行っているところでございます。 
【八江委員】 なんで言うかというと、長崎は歌
謡曲の発祥の地みたいな形になっていますけれ

ども、歌手で言えば、福山雅治とか、さだまさ

しとか、前川 清とか、たくさんいます。そし

て、マダム・バタフライも含めて、そんなこと

もたくさんありますが、文化振興の中に「音楽」

というものをもう一度考えておかなきゃならな

いのではないかと思って、あなたは音楽に興味

があるのか、その担当としてそうあるべきじゃ

ないかと思ってお尋ねしましたけど、これから

もやっていただきたいと。 
 同時に、観光振興課長にお尋ねしますが、今

のようなことから、長崎は歌のまち「長崎」と、

数千曲と言われるぐらい長崎のまちは歌謡曲そ

の他を含めて、それで日本を制してきたわけで

す。それが、今、長崎の知名度にもつながって

きているということをいま一度考えて、文化振

興課と観光振興課がよく話し合いながら、どう

していけば一番いいのか。 
 ご当地ソングというのも、今少なくなってき

ています。昔はいっぱいあったんですよ。今は

ご当地ソングはありません。少なくなってきて

おります。ですから、そういったものをどのよ

うに企画して、音楽の世界に乗り込んでいくか

とか、あるいは参戦していくかとかということ

を含めて考えていただきたいと思うんですけど、

観光振興課長、いかがですか。 
【浦観光振興課長】 今、音楽の活用ということ
でお話がございました。 

 確かに、ヒットした曲の舞台となった場所が

全国で注目を浴びるということはよくあること

だと思いますし、現に、例えば地元出身の福山

雅治さんが出した「クスノキ」の曲は、あれが

出てから、被爆の片足鳥居のところにお客さん

がたくさん来たという事例も一部ございますし、

観光客を呼ぶ視点としては一つあると思います

ので、しっかり考えていきたいと思います。 
【八江委員】 最後に、それはそれでひとつやっ
てください。我々議員も職員もすべて、海外も

そうかもしれないけど、県外に普及した時に、

何かチャンスがあるはずです。その時に、「長

崎は今日も雨だった」とか、「軍艦島」とか、

そういったものを歌いながら長崎県のＰＲをす

ることをしていたと私は思って、今、自民党会

派控え室には、「軍艦島」という歌謡曲のポス

ターを張っています。軍艦島には全国各地から

やってきております。そのクルーズ船の中で、

やっぱり「軍艦島」という歌も流していると聞

いております。だから、そういったものを含め

てやってくださいという思いで申し上げました。 
 最後に、部長か次長でいいですから、話を合

わせてご答弁いただきたいと思います。 
【岩田文化観光国際部次長】 私は歌は下手です
けれども、「長崎は今日も雨だった」というの

はよく歌っております。 
 ご当地ソングもたくさんございまして、それ

ぞれにどういった曲を、例えば行政として使う

ということになりますと、イメージがいろいろ

あろうかと思いますので、難しいところはあろ

うかと思いますが、今後、こういった映画とか、

マンガとかだけではなしに、歌を活用した長崎

の地域振興ということも頭に入れて考えていき

たいと思っております。 
【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 
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【山田(博)委員】 岩田文化観光国際部次長、先
ほどの答弁は重いよ。しっかり歌わないといか

んからね。八江委員は絶対聞いていますからね。

次の選挙も出ると言っているから、しっかりと

実行せんといかんですよ。また次の選挙も出て

くるんですから。 
 先ほど山本(由)委員長が言われたことで、国
際課企画監にお尋ねしたいと思います。 
 海外の県人会はどれだけ数があるか、大体把

握されているのか。 
 全体的に年数が、例えば40年たっているとか、
何十年たっているとか、どれだけ把握されてい

るのか。 
 それと来年は、例えば記念事業が予定されて

いるのがどれだけあるのかというのを、そこの

3つ、把握しているか、把握していないか、そ
れだけお答えください。 
【佐古国際課企画監】 今、私どもで把握してい
ます県人会の数ですけれども、14の県人会を把
握しております。 
 周年事業ですけれども、今年がパラグアイの

40周年、昨年度がボリビアの50周年、来年度が
ブラジルの55周年という形になります。 
【山田(博)委員】 もう時間ですから、国際課企
画監、後で14の数の資料をいただけますか。 
 それと、先ほど山本(由)委員長が言われるよ
うに、確かに何かのツールでつながりを持たな

いといかんから、毎年メッセージなり、知事の

ビデオレターとか何かを送るなり、そういった

ことにぜひ取り組んで、長崎を忘れないように、

時々諫早の人を見たいと言われるんだったら、

代表で八江委員のほうからビデオレターを出す

のもいいんじゃないかと思うんですよ。 
 ぜひそういったことに取り組んでいただきな

がら、長崎との親交を深めていただきたいと思

います。それはいかがですか、国際課企画監。

そういったのも考えていただきたいと思います。

もししているんだったら、しているで別に構い

ませんが、いかがですか。 
【佐古国際課企画監】 今、毎年のビデオメッセ
ージ等は行っておりませんので、それにつきま

しては検討してまいりたいと思います。 
【山田(博)委員】 やはり長崎県の知事と、どな
たかというか、そういったのをしっかりと皆さ

ん方に披露して、長崎とのつながりをしっかり

ととっていただきたいと思うんですね、国際課

長。そういったことで、どうぞよろしくお願い

します。 
 終わります。 
【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、質疑をとどめ、文化観光国際部関係の審

査結果について、整理したいと思います。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時３９分 休憩 ― 

― 午後 ４時３９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。 
 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、企画振興部関係の審査

を行います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時４０分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年９月２７日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ４時４７分 

於   第 1別館第 1会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君 

副委員長(副会長) 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

企 画 振 興 部 長 辻本 政美 君 

企画振興部政策監 
（ 離 島 ･ 半 島 ･ 
過疎対策担当） 

野嶋 克哉 君 

企画振興部次長 廣畑 健次 君 

企画振興部参事監 
(まちづくり担当) 髙宮 茂隆 君 

政 策 企 画 課 長 柿本 敏晶 君 
政策企画課企画監 
（ Ｉ Ｒ 担 当 ） 北嶋 弘記 君 

地域づくり推進課長 渡辺 大祐 君 

地域づくり推進課企画監 
(離島振興対策担当) 坂本  剛 君 

スポーツ振興課長 井上 和広 君 

市 町 村 課 長 黒﨑  勇 君 

土 地 対 策 室 長 林田 則利 君 

新幹線･総合交通対策課長 早稲田智仁 君 
新幹線･総合交通対策課 
企画監(航空路線担当) 松尾  剛 君 

まちづくり推進室長 前川 謙介 君 
 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】 おはようございます。 
委員会を再開いたします。 
 これより、企画振興部関係の審査を行います。 
 審査に入ります前に、理事者側から、人事異

動に伴う新たな幹部職員の紹介を受けることに

いたします。 
【辻本企画振興部長】 おはようございます。 
 初めに、今定例会から幹部職員の交代があり

ましたので、ご紹介をいたします。 
（幹部職員紹介） 

【山本(由)委員長】 それでは、これより審査に
入ります。 
 企画振興部は、分科会付託議案及び委員会付

託議案がないことから、委員会による審査とし、

部長より所管事項についての説明、及び提出資

料に関する説明を受けた後、所管事項について

の質問を行うことといたします。 
 企画振興部長より、所管事項説明をお願いい

たします。 
【辻本企画振興部長】 企画振興部関係の議案に
ついてご説明をいたします。 
 お手元の「総務委員会関係議案説明資料」の

「企画振興部」のページをお開きください。 
 初めに、議案外の報告事項についてご説明い
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たします。 
（和解及び損害賠償の額の決定について） 
 これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立いたしました１件につき、損害賠償金合計

6万1,458円を支払うため、去る9月2日付けで専
決処分をさせていただいたものでございます。 
 次に、議案以外の所管事項についてご説明い

たします。 
 今回、ご報告いたしますのは、地方創生の推

進について、新・ながさき暮らしＵＩターン促

進プロジェクトについて、雲仙岳災害記念館の

リニューアルについて、ながさき「しまねこ」

プロジェクトについて、スポーツマネジメント

人材育成について、地価動向について、ＪＲ九

州との連携、国際定期航空路線の開設、オリエ

ンタル・エアブリッジ（ＯＲＣ）の新規路線に

ついて、県庁舎の跡地活用についてでございま

す。 
 そのうち、新たな動きなどについてご説明を

いたします。 
 まず、地方創生の推進についてでありますが、

本年度から国において創設された「地方創生推

進交付金」につきましては、本県においては、

「稼げる観光産業」創出や成長が見込める中堅

企業の総合支援などの5事業について、去る6月
に申請を行い、このたび国の審査を経てすべて

採択をしていただきました。 
 また、本年度新たに創設された「企業版ふる

さと納税」につきましては、去る6月に、制度
創設後初めてとなる認定申請において、世界遺

産等の保護、奨学金返済支援による学生の県内

定着等に向けた3件のプロジェクトについて本
県から国に申請を行い、このたび認定を受けた

ところでございます。 
 2ページをお開きください。 

 次に、雲仙岳災害記念館のリニューアルにつ

いてであります。 
 同記念館につきましては、噴火災害の脅威と

教訓を伝承・学習する施設として平成14年に開
館いたしましたが、施設の老朽化、展示物の魅

力減等によって、年々入館者が減少を続けてお

ります。 
 このため、記念館の今後の運営に関する基本

方針について、県と雲仙岳災害記念財団を中心

に検討を行い、財団において基金を活用したリ

ニューアル工事を実施する予定としております。 
 現在、設計業者の選定を行っているところで

あり、平成30年4月のリニューアルオープンを
目指して準備を進めております。 
 次に、スポーツマネジメント人材育成につい

てでございます。 
 スポーツによる本県の活性化を図るため、長

崎県スポーツコミッションにおいて、スポーツ

マネジメント人材育成講座を本年10月から実
施いたします。講義内容は、「スポーツツーリ

ズム論」、「スポーツマーケティング」など16
項目を予定し、講師の活用につきましては、県

内の大学等とも連携してまいります。 
 また、講座修了後には、県内のスポーツ関係

団体や企業への採用機会を提供するため面談会

を開催することといたしております。 
 恐れ入ります、「総務委員会関係議案説明資

料（追加3）」をお開きください。 
 次に、地価動向についてでございますが、去

る9月21日に、「平成28年長崎県地価調査の結
果について」を公表いたしました。本年は、県

下482地点の調査基準地における7月1日現在の
価格について、調査を行いました。 
 その概要を申し上げますと、県下の地価は、

全用途の対前年平均変動率がマイナス1.8％で、
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前年のマイナス2.1％と比較すると0.3ポイント
下落率が縮小しております。 
 緩やかな景気回復基調が続く中、地価の上昇

地点数は昨年より増加したものの、全体として

は下落傾向が続いております。 
 再び「総務委員会関係議案説明資料」の「企

画振興部」関係、4ページをお開きください。 
 次に、ＪＲ九州との連携についてでございま

すが、去る8月31日、本県とＪＲ九州との間で、
九州新幹線西九州ルート開業効果の最大化を図

ることを目的とした包括的連携協定を締結いた

しました。本協定においては、本県の地域資源

を活かした観光振興や沿線地域の活性化など、

ＪＲ九州と連携をして取り組むことといたして

おります。 
 次に、国際定期航空路線の開設についてでご

ざいますが、昨年10月から運休しておりました
長崎・ソウル間の国際定期航空路線が、韓国の

エアソウルによって、本年10月18日から新たに
週4便の予定で開設されることとなりました。 
 今後は、関係者の方々のご協力を賜りながら、

路線が安定的に運航され、韓国との交流がさら

に大きく発展するよう、引き続き県民の皆様方

とともに力を注いでまいりたいと考えておりま

す。 
 恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料（追加5）」をお開きください。 
 次に、オリエンタル・エアブリッジの新規路

線についてでございます。 
 ＯＲＣが運航する本県の離島航空路線は、離

島住民の交通手段及び交流人口拡大のために重

要な高速輸送機関でありますが、人口の減少や

燃油高騰等の影響に伴い、当路線は厳しい状況

が続いております。 
 そのため、県離島航空路線再生協議会におい

ては、平成26年度から5ヶ年計画で当路線の維
持スキームを策定し、ＯＲＣでは、各種の収支

改善に取り組まれているところでございます。 
 このような中、維持スキームに掲げる項目の

「新規路線の検討」は、新たな路線に参入し、

全日本空輸株式会社にコードシェアと一定の座

席買取りを依頼することで、現行路線の固定費

の削減に寄与し、離島路線を含む全体の収支改

善を図る有益な対策であるため、ＯＲＣでは、

来年度後半から路線参入に向けた検討を進めて

まいります。 
 県といたしましては、今後、新たな路線の参

入及び機材・初期費用の課題等に対し、県離島

航空路線再生協議会やＯＲＣ、関係の方々と協

議をしながら、有効な支援策について検討を進

めてまいりたいと考えております。 
 以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。 
 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 
【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。 
【柿本政策企画課長】 「政策等決定過程の透明
性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして提出しておりま

す企画振興部関係の資料について、ご説明をい

たします。 
 まず、資料の 1ページをお開き願います。 
 陳情・要望に対する対応状況でございますけ

れども、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、5 月から 8 月までに県議会議長宛てに
も同様の要望が行われたものは、佐世保市など

からの要望書など計 22項目となっております。
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それに対する県の取扱いは、資料の 1ページか
ら 40 ページに記載をしているとおりでござい
ます。 
 次に、41ページをお開き願います。 
 附属機関等の会議結果でございますけれども、

5 月から 8月までの実績は、長崎県土地利用審
査会など計 7件となっております。その内容に
つきましては、41ページから 48ページまでに
記載しているとおりでございます。 
 また、昨年度の開催分につきまして、ご報告

が漏れていたものがございまして、別冊で追加

分としてお配りをさせていただいております。

深くお詫びを申し上げまして、ご報告させてい

ただきます。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、地域づくり推進課長及びまちづくり推

進室長より補足説明の申し出があっております

ので、これを受けることにいたします。 
【渡辺地域づくり推進課長】 それでは、地域づ
くり推進課から補足説明をさせていただきます。 
 資料が、「長崎県版ＣＣＲＣの推進について」、

「ＣＣＲＣ基本指針案（概要版）」、それから資

料 3「ＣＣＲＣ基本指針案」、あと参考資料とし
て、4つございます。 
 それでは、資料 1「長崎県版ＣＣＲＣの推進
について」と資料 2の概要版で説明をさせてい
ただきます。 
 まず、「長崎県版ＣＣＲＣの推進について」、

1ページ目、国における検討経過でございます。
主なところを説明させていただきます。 
 ＣＣＲＣにつきましては、Continuing Care 
Retirement Community の頭文字をとった略
称でございまして、もともと米国で、高齢者が

健康時から介護・医療が必要となる時期まで継

続的なケアや生活支援サービス等を受けながら

生涯学習や社会活動に参加できるコミュニティ

を指した言葉でございます。 
 このようなコミュニティを日本でも検討して

いこうということで、平成26年12月に、国の地
方創生の総合戦略において、日本版ＣＣＲＣと

して検討していくことが盛り込まれ、国の有識

者会議で検討が進められてきております。 
 それから、太字で記載しておりますけれども、

昨年12月に、国において「生涯活躍のまち（日
本版ＣＣＲＣ）」構想の最終報告が取りまとめ

られており、今年4月に、地域再生法の改正に
より、制度化がなされたところでございます。 
 2ページをお開きください。 
 昨年12月に出された国の最終報告の概要に
ついて、3ページにかけまして記載をしており
ます。基本的な考え方のみ申し上げますが、こ

のＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）構想は、「東京

圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ

地方や『まちなか』に移り住み、多世代と交流

しながら健康でアクティブな生活を送り、必要

に応じて医療・介護を受けることができるよう

な地域づくり」を目指すものとされております。 
 最終報告の中には、構想の意義や構想が目指

す基本的方向が記載されており、基本的には、

この考え方や意義を踏襲しながら、本県の基本

指針の作成を進めてきたところでございます。 
 4ページをお開きください。 
 本県の取組でございます。国の動きを踏まえ

まして、昨年の8月に、医療、介護、住まいや
金融、大学など関係分野の有識者、それから県

内市町、庁内関係部局をメンバーとした長崎県

ＣＣＲＣ推進協議会を立ち上げ、これまで4回、
県の基本指針の策定についてご意見を伺ってま

いりました。 
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 今年3月には、市町や関係事業者等のＣＣＲ
Ｃへの理解を深め、取組の機運を醸成すること

を目的としまして、民間事業者や市町などを対

象としましたシンポジウムを長崎市で開催して

おります。 
 このＣＣＲＣにつきましては、まちづくり・

経済雇用対策特別委員会の付議案件として、今

年3月それから7月に特別委員会でも説明をし
まして、ご議論をいただいてきたところでござ

います。 
 それでは、資料2のほうに移りまして、長崎
県ＣＣＲＣ基本指針案概要についてご説明を申

し上げます。 
 この資料は、先ほどの長崎県ＣＣＲＣ推進協

議会においてご意見を頂戴しながら、また国の

動向や議会のご意見なども踏まえ、庁内関係部

局と調整して策定を進めてきました県の基本指

針案の概要でございます。 
 基本指針の位置付けでございますけれども、

ＣＣＲＣの推進に取り組もうとする県内市町に

対しまして、ＣＣＲＣを推進する際の意義や懸

念される課題、それから地域の住民や関係する

事業者等にＣＣＲＣというものの具体的なイメ

ージを地域モデル等を通してわかりやすくお示

しすることで、ＣＣＲＣを推進しようとする市

町の後押しとして活用いただくことを目的とし

て作成を進めてきたものでございます。 
 1ページ目をご覧ください。 
 基本指針の核となる本県におけるＣＣＲＣ推

進の意義でございます。 
 意義を導くために、ＣＣＲＣを推進する上で

の本県の課題や強みというものを上段に記載し

ております。特に、県外転出超過、若年層の流

出、人口減少に歯止めがかからない状況がござ

いまして、また高齢者の健康寿命は全国と比べ

やや下回っているというような状況もございま

す。このような課題を解決していく必要があり、

地域の活力維持の創出のためには、元気な高齢

者を含め多世代の新たな担い手の呼び込みや定

着が必要ではないかという現状がございます。 
 一方で、強みとしまして、美しく豊かな自然

に恵まれまして、全国有数の暮らしやすさがあ

るということ、多様な歴史文化、個性あふれる

すばらしい地域が離島・半島含め県内各地にあ

るということ、またアジアとの交流で培われて

きた土壌でありますとか、ＵＩターン者の受け

入れ体制として、移住サポートセンターの設置

など、ワンストップで支援する体制があるとい

ったことを、ＣＣＲＣを推進する上で、親和性

や魅力、優位性などがあるのではないかと考え

ております。 
 こういったことで、ＣＣＲＣの意義としまし

て、こちらに記載のとおり、人口減少が進む中、

元気な中高年齢者の本県移住を促進するため、

移住者と多世代の住民が交流しながら、健康で

アクティブな生活を送ることができる地域の仕

組をつくるとともに、更なる移住促進や定住対

策にもつながる持続可能な地域づくりを目指し

てまいりたいと考えております。 
 2ページをお開きください。 
 先ほどの意義を踏まえました長崎県版ＣＣＲ

Ｃの基本コンセプトでございます。 
 まず1点目に、生きがいづくり・健康づくり
の推進、2点目に、多世代交流・支え合いのま
ちづくり、それから3点目が、地域課題解決に
向けた仕組みづくりということで、この3点を
掲げ、その目指す方向性を右側に記載しており

ます。 
 3ページをお開き願います。 
 このような意義、コンセプトを踏まえまして、
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ＣＣＲＣの事業モデルとして、地域の類型別の

イメージというものを3ページから4ページに
かけて記載をしております。この3つの地域モ
デルにつきましては、市町にあらかじめご照会

をした中で、調査等にご協力いただきまして、

それぞれの地域の特性を踏まえた上で、ＣＣＲ

Ｃの推進をした際に考えられるであろうイメー

ジを作成したものでございます。 
 3ページから概要を説明させていただきます
と、3つの類型としまして、まちなか・大学連
携・都市施設型、田園地域・病院連携・健康づ

くり型、それから離島地域・しま丸ごとネット

ワーク型といったところで、それぞれ市町をイ

メージしながら作成しております。 
 資料中段の（4）のところには、それぞれの
地域モデルを先ほどの長崎県版ＣＣＲＣの基本

コンセプトに照らし合わせたものを整理させて

いただいております。 
 それから、4ページをご覧ください。 
 この3つの地域モデルにつきまして、国が「生
涯活躍のまち」構想の最終報告で示しておりま

す具体像、入居者でありますとか、立地・居住

環境、サービスの提供、事業運営でどういった

ものを想定しているのか、どういったサービス

プログラムを提供していくのか、そういったも

のを記載しております。それぞれの佐世保、雲

仙、壱岐といったところを想定しながら、でき

るだけ具体的に記載をしているところでござい

ます。 
 なお、この地域モデルの記載につきましては、

あくまで想定される要素、取組をイメージしや

すいように例示をしたものでございまして、ま

だ取組について確定をしているものではござい

ませんので、ご承知いただきますようお願いし

ます。 

 この地域モデルにつきましては、具体的なイ

メージを示したポンチ絵を別冊の参考としてお

配りしております。 
 続きまして、5ページをお開き願います。 
 ＣＣＲＣの事業の具現化に向けた取組手順に

ついて記載をしております。これは国が示した

「生涯活躍のまち」の制度化をベースにしまし

て、関係主体の手順、それぞれの役割などをコ

ンパクトにまとめたものでございます。こうい

ったものを参考にしながら、市町において今後

取組を進めていただければと考えております。 
 ６ページをご覧ください。 
 こちらにつきましては、想定をしているアク

ティブシニアの方の移住に伴う効果・影響分析

を本県で独自に行っており、その結果の概要を

取りまとめたものでございます。ＣＣＲＣを推

進していく上で、受け入れ自治体において懸念

されております、最初は元気な高齢者であって

も、いずれ介護や医療が必要になってくるとい

ったところで、将来にわたった財政負担など、

そういったものも含めて試算をしたものでござ

います。3つのパターンを想定して、長期的な
スパンで影響額の試算を行っており、この資料

も県の基本指針に添付をしたいと考えておりま

す。 
 試算の方法でございますが、県内のある市町

へ100人の元気な高齢者が移住した場合を仮定
しまして、その100人が一度に来るのか、少し
ずつ移住するのかといったパターン、それから

サービス付き高齢者向け住宅などの施設に入る

のか、施設に入りますと住所地特例という制度

で、移住元の自治体が財政負担をするというよ

うなこともございますので、そういったところ

を踏まえてパターン分けをしております。 
 結果をご説明しますと、これは消費額を240
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万円程度として計算したものですが、50年間の
累計額で申し上げますと、大きい場合で17億円、
小さくても13.8億円の経済波及効果が見込まれ
るという結果になっております。医療・介護の

財政負担への影響につきましては、住所地特例

を使わないで移住されるパターンが一番大きく

なっておりますけれども、それでも2.3億円とい
うことでございまして、小さいパターンでは1.2
億円。税や保険料などの歳入が移住者の増加に

伴って増えることになりますので、そういった

もので試算しますと、最も大きい場合は5.7億円、
小さい場合で2.5億円ということになりますの
で、累計では、経済波及効果を除きましても、

自治体の財政面ではプラスになるのではないか

というふうな試算結果になっております。 
 説明は以上でございます。 
 今回の委員会でのご審議、それから10月のま
ちづくり・経済雇用対策特別委員会のご審議な

どを踏まえまして、県指針の策定を行ってまい

りたいと考えておりますので、ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 
【前川まちづくり推進室長】 資料でございます
けれども、左肩に平成28年9月定例県議会総務
委員会補足説明資料、右肩に、まちづくり推進

室と記載しておりますＡ4縦のホチキス2カ所
どめの白黒の資料でございます。 
 それでは、1ページから説明をさせていただ
きます。 
 まず初めに、県庁舎跡地活用におきまして、

附帯施設として検討いたしておりますバスの乗

降場や駐車場など交通機能についてでございま

す。その整備の実現可能性や課題につきまして

整理をいたしまして、今後の方向性についての

判断材料とするため、現在、調査を行っている

ところでございます。 

 まずは、基礎的なデータといたしまして、周

辺の交通実態調査を本年の5月から6月にかけ
て実施をいたしております。 
 調査箇所は、1ページの図の左上のほうから、
地点1の大波止交差点、下のほうに参りまして、
玉江橋交差点、それから右側下のほうに向かっ

ていきまして、出島側バスベイ、出島橋交差点、

長久橋交差点、図の一番右端のほうになります

が、地点3といたしております中央橋交差点の
計6カ所ございます。 
 県庁坂側の交通量につきましては、出島側と

比べまして、平日で約2倍、休日で3倍程度ござ
いまして、こうした交通量の規模を考えますと、

交通機能の整備は出島側で検討していくのが望

ましいのではないかと考えているところでござ

います。 
 その際には、長久橋交差点を先頭にいたしま

した渋滞に対応するといったことに考慮してい

く必要があるとの結果が得られております。 
 それでは、2ページをお開きください。 
 こうした考察の結果から、交通機能を整備す

る際、その配置を江戸町通り側、すなわち出島

側といたしました場合、バスベイにつきまして

は、2ページの中段、バスベイの現状図、それ
から下段のほうにバスベイ設置の検討図がござ

いますけれども、そこに記載しておりますとお

り、県庁舎跡地が道路に接しております延長、

それから歩行者動線、バスベイへの円滑な出入

り等を考慮いたしますと、道路に隣接して確保

可能なバスベイは2台程度と想定をいたしてお
ります。 
 この場合、観光バスが長時間バスベイに駐停

車いたしますと、路線バス等の定期バスが停車

できず、利用者が乗降できないというふうなこ

とが懸念されますので、バスベイにつきまして
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は、定期路線バスを中心として利用していくこ

とが望ましいのではないかと考えております。 
 観光バスの駐停車スペースにつきましては、

県庁舎跡地内での駐車機能の整備、あるいは出

島側で市のほうで検討されております停車用の

バスベイでの対応が望ましいのではないかと考

えております。 
 なお、バスベイの検討につきましては、利用

が考えられる路線もしくはバスベイのキャパシ

ティーなども含めまして、バス事業者と十分協

議をした上で検討を進めていく必要があると考

えております。 
 続きまして、3ページでございます。 
 跡地の敷地内に駐車場を整備する場合でござ

いますが、江戸町通りの渋滞への対応や敷地の

高低差などを考慮いたしますと、3ページの図
の左側と下側の2カ所に双方向の矢印を点線の
楕円で囲んでおりますけれども、このあたりが

車両の出入り口の候補地として想定できるので

はないかと考えております。今後、どのような

交通処理のあり方が考えられるのか、さらに検

討を進めていきたいと考えております。 
 それでは、4ページをお開きください。 
 県警本部の跡地活用の検討状況でございます。 
 県警本部の跡地につきましては、民間活力の

導入による施設整備の可能性があるかどうか、

今後の方向性について判断材料とするため調査

を行っているところでございます。 
 現在、まちなかで不足が懸念されております

ホテルやオフィス、あるいはこれらを含む複合

施設の整備可能性につきまして、デベロッパー、

ホテルの運営事業者それからオフィス関係の事

業者など20者へヒアリングを行っておりまし
て、現時点での聞き取り状況を説明させていた

だきます。 

 まず、ホテルの整備可能性につきましては、

4ページの下段にございますとおり、ホテル用
地としては全体的に高い評価を得られていると

ころでございます。5ページでございます。ホ
テルのグレード感といたしましては、ミドルか

らハイクラスといった意見もございましたが、

アッパービジネスクラスという意見が最も多い

状況でございます。また、事業形態につきまし

ては、事業採算性の観点から、フルサービス型

ではなく、宿泊特化型との意見が最も多い状況

でございました。次に、参入形態といたしまし

ては、自ら物件を所有したいとのご意見、ある

いは加えて、経営や運営もあわせて行いたいと

のご意見もいただいております。土地所有につ

きましては、借地と売却両方のご意見をいただ

いております。 
 それでは、6ページをお開きください。 
 オフィス整備の可能性についても、ホテルと

同様、オフィス用地としての評価は全体的に高

く、オフィス単体の場合と複合ビルの場合、双

方で可能性があるとのご意見をいただいており

ます。また、事業の参入につきましても、4事
業者が直営での可能性を示唆されておりまして、

また土地所有につきましては、ホテルの場合と

同様、借地と売却両方のご意見をいただいてい

るところでございます。 
 今後、こうした聞き取り結果に、さらに考察

を加えまして、考えられる整備手法や実現可能

性等について、さらに検討を進めていきたいと

考えております。 
 続きまして、7ページでございます。 
 上段のほうには、6月定例県議会以降の長崎
市との協議状況でございます。これは記載のと

おりでございますが、この協議の中で、今後の

検討の参考とするために、県と長崎市共同で文
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化芸術ホールの視察を行ってはどうかというこ

とになりまして、去る7月28日から29日にかけ
まして実施をいたしております。 
 視察先、訪問したメンバーは、7ページ下段
に記載のとおりでございます。 
 それでは、8ページをお開きください。 
 8ページから9ページの中段にかけましては、
視察先のうち、東広島芸術文化ホールに関する

状況の報告でございます。こちらは本年4月に
開館したばかりの新しいホールでございまして、

メインホールの席数が1,206席となっておりま
す。 
 9ページの後段から11ページまでは、岐阜県
にございます可児市文化創造センターに関する

状況のご報告でございます。こちらはメインホ

ール1,019席のホールでございます。 
 双方のホールともに、音響反射板の設置によ

りまして音響面の質の高さが確保されておりま

して、またメインホールでの公演開催がない場

合も、ソフト、ハード両面の工夫でにぎわいの

創出に努められております。今後の検討の参考

にしていきたいと考えているところでございま

す。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、まず、陳情審査を行います。 
 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。審査対象は、17、18、20、21、22、24、
27、32、36です。 
 陳情書につきまして、何かご質問はありませ

んか。 
【山田(博)委員】 おはようございます。 
 今回、県内の各市から要望が上がっている中

で、新幹線のことで、早期完成の話が来ている

わけでございますが、特に、今回の要望書の中

にも新幹線の陳情が多いわけですけれども、ま

ず、現時点でフリーゲージトレインの導入可能

性はどのような状況になっているかというのを

お答えいただけますか。 
【廣畑企画振興部次長】 委員のご質問のフリー
ゲージトレインの開発状況につきましてですけ

れども、現在、不具合の対策を受けて改良した

台車の回転試験を終えて、その台車を分解して、

その状況の調査を国のほうで行っております。

今後、技術評価委員会で、その耐久性とか、

60 万キロメートルの走り込みに耐え得るかど
うかというものを調査、確認しているところ、

また車軸の健全度の判定方法というのも確立さ

れているかどうかという点、あとメンテナンス

コスト等の維持管理費が適正に経営になじむの

かどうかといった観点から評価、検証が行われ

ているところでありまして、その評価結果を待

って、耐久走行試験を再開できるかどうかとい

うものが決定されるところで、秋頃に技術評価

委員会がまた開催されるという予定になってお

りますけれども、いつ開催されるかというのは、

まだ決まっておりません。今、そういった状況

になっております。 
【山田(博)委員】 そうしますと、技術評価委員
会が今年の秋頃に開催されるということでござ

いますけれども、その評価委員会で、フリーゲ

ージトレインが導入されるかされないかという

のは、その時にはっきりわかるということで理

解していいのですか。どうなるんですか。 
【廣畑企画振興部次長】 国のほうといたしまし
ては、秋の技術評価委員会で、予定しておりま

す 3 つの条件、改良した台車が 60 万キロメー
トルの耐久試験に耐え得るかどうかという話と、
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車軸の健全度の判定方法が確立できるかどうか

という話（発言する者あり）車軸の健全度の判

定方法です。検査方法です。あと維持管理費が

適正水準におさまるか、そういった 3条件が示
されておりまして、その 3条件をクリアできる
かどうかというところが走行試験再開の条件と

なっておりますので、そこが秋頃の技術評価委

員会で評価される、結果が出されると聞いてお

りますので、その技術評価委員会で、再開でき

るかどうかというのは判断されると考えており

ます。 
【山田(博)委員】 廣畑企画振興部次長、もうち
ょっと大きな声で言ってもらわないと、インタ

ーネット中継している人や速記の人も聞こえな

いですよ。要するに、3 つの条件を秋頃にクリ
アできるかできないかによって、フリーゲージ

トレインが導入されるかされないかというのは

はっきりわかるということで理解していいわけ

ですね。廣畑企画振興部次長、しっかりと言っ

てくださいよ。これは今日は大切なところです

よ。 
【廣畑企画振興部次長】 秋頃の技術評価委員会
で、その 3条件がクリアできるかというところ
が評価されるというふうに聞いておりますので、

その評価委員会で耐久走行試験が再開されるか

どうかというのが見極めがつくというふうに考

えております。 
【山田(博)委員】 ということは、今年の秋頃に
評価委員会が開催されて、その 3条件のことが
審議されて、3 条件がクリアしなければ、フリ
ーゲージトレインが導入されるかされないか、

はっきりわかると。そうすると、それによって

長崎新幹線のスケジュールが大幅に変わってい

くということで理解していいわけですね。これ

は大切なことですから、もう一度お願いしたい

と思います。 
【廣畑企画振興部次長】 委員がおっしゃるとお
り、秋頃の技術評価委員会で 3条件が評価され
ます。その後のスケジュールについては、まだ

確実なものが把握できておりませんので、どう

いった結果になるかというのはわからないとこ

ろではありますが、その技術評価委員会で、少

なくとも、耐久走行試験が再開できるかどうか

というのが判断されると考えております。 
【山田(博)委員】 廣畑企画振興部次長、その 3
条件をクリアする場合とクリアできない場合と、

2 つ想定されるわけでしょう。そうしますと、
その 2つの、特に、最悪の状態になった場合の
想定というのは、どういうふうな形で考えられ

るのかというのを、あなたは国のほうから来て

いただいたわけですから、そういったものをき

ちんと把握しているというか、それは理解して

いるわけでしょう。もし万が一、3 条件がクリ
アされない場合はどういうふうになる、クリア

したらどうなるかとか、そういうものはきちん

と把握しているわけでしょう。それはどうなん

ですか。しっかりお答えいただけませんか。 
【廣畑企画振興部次長】 3条件がクリアできる
かどうかというのを私が今、国のほうでどうい

う検討状況になっているかというのを聞いてい

るものはございません。結果次第で、もしかし

たら走行試験が再開できないということもあり

得るかもしれません。そこはまず、どのような

評価結果が出るかというのを、しっかりその方

向性を見極めていくことが重要だと考えており

ます。 
【山田(博)委員】 企画振興部次長、私はそうい
うことを言っているんじゃないんですよ。考え

られるのは 2つなんです。この 3条件をクリア
できるかできないか、クリアできる場合にはど
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ういうふうになる、クリアできなければどうい

うふうになるということを想定して取り組んで

いかなければいけないと思うんです。それをち

ゃんとそういった形で取り組まれているか取り

組まれていないかというのをお尋ねしているん

です。私が言っていることはわかるでしょう。

2 つの条件が想定されるわけですから、その想
定に基づいて、どのような対策なり、考えを持

っていらっしゃるかどうかというのを聞いてい

るんです。また、取り組もうとしているのかし

ていないかというのをお聞きしているんです。

まさか、そういったものを想定していないとか

言うわけじゃないと私は思うんです。いかがで

すか。 
【廣畑企画振興部次長】 委員がおっしゃるとお
り、走行試験が再開できれば、スケジュールど

おり進んでいくことになろうかと思います。再

開できなければ、フリーゲージトレインがそろ

うのが遅れたり、一切フリーゲージトレインの

開発はできなくなる、今後進まなくなるという

ことも考えられます。それら予想される状況に

応じて対応は考えていかなければならないと考

えております。 
【山田(博)委員】 企画振興部次長、よろしくお
願いします。私はこれ以上質問しません。 
 続きまして、陳情に関係して、離島の運賃の

ことも書いていますので、その中で関係してお

尋ねしたいと思うんですが、今、離島の運賃の

低減化を求めているということになっています

けれども、今、国境離島新法が制定されました

けれども、ＪＲ運賃並みに船と、また飛行機の

場合にした時に、今日の長崎新聞に、五島市の

ほうは想定された金額がどれぐらいになります

というふうにありましたけれども、現在、五島

市の場合のジェットフォイル、あと壱岐と対馬、

料金は幾らになるのか、それで総額が大体どれ

ぐらいかかるかというのをまず示していただき

たいと思います。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 国境離島
新法に係る運賃低廉化事業の事業費関係の算定

の考え方といたしまして、国のほうでも現在、

制度設計中であります。ですので、恐らく、五

島市におかれても、一定の条件のもとで推計を

されているかと思うんですけれども、国のほう

で、例えば、引き下げの対象者に関しまして、

まず島民の方を対象としてということ、対象路

線として、全ての本土～離島、それから離島間

の部分、それから引き下げの一定の考え方とし

まして、対象航路が属する地域のＪＲの運賃並

み、ジェットフォイルですと特急並み、航空路

ですと新幹線並みという形での試算という形で

条件が設定されているかと思います。そのよう

な中でいきますと、キロ当たりによっても違う

ものですので、ちょっと幅を持ってお答えさせ

ていただきますけれども、長崎～五島地域の長

崎～福江間でありますと、例えば、現在、ジェ

ットフォイルですと 5,010円という形になって
おりますが、これが恐らく 3,500 円から 4,000
円前後でぶれるのではないか、もしくは 3,000
円から 4,000円の間ぐらいじゃないかという形
が推計されます。それから、博多～壱岐、博多

～対馬という形、これもジェットフォイルで申

しますと、現在、博多行きですと 4,040円が、
ここは 2,500円から 3,000円程度の幅になるの
ではないかということが推計されます。それか

ら、博多～対馬のジェットフォイルで申します

と、現在 6,330円が 4,000円から 5,000円の間
ぐらいの幅で推計されるのではないかと思って

おります。航空路につきまして考えますと、長

崎発着の長崎～壱岐、長崎～福江、長崎～対馬
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ということで、これも先ほど申しました一定の

条件のもとで考えますと、新幹線並みというこ

とでいきますと長崎～福江間として 8,000円ぐ
らい、現行運賃がＯＲＣで申しますと 1 万
1,600 円、これが 8,000 円ぐらい、長崎～対馬
の 1万 5,850円が 8,500円程度、それから長崎
～壱岐ですと 1万 100円が 5,000円ぐらいとい
う形での推計になるのではないか。長崎～対馬

ですと、現行ＯＲＣ運賃が 1万 5,850円ですの
で、そこが約 8,000円から 9,000円の間ぐらい
になるのではないかという形での推計になりま

す。これはあくまでも推計でございますので、

今後、国のほうで制度設計して変動があり得る、

対象それからシェアによっても変わるという形

になってまいります。 
 そのため、事業費におきましては、例えば島

民なのか島民じゃないのか、それから島民のシ

ェアによっても変わってまいりますので、事業

費については現在試算中で、国のほうについて

も制度設計をしておりません。それに基づいた

ところは、まだ出ていないという形になりま

す。 
【山田(博)委員】 それで、今の金額ですると、
県として、今、条件とか、島民として、以前、

離島・半島地域振興特別委員会でも、大体どれ

ぐらい予算がかかるかという試算が出たんです

けれども、その時点も含めて、過去の試算とす

ると、大体どれぐらいかかるかわかりますか。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 過去の委
員会の分、私も見ましたけれども、この分は対

象者が航路利用者全てとなっているんですけれ

ども、島民に限ってですとか、島民の利用者を、

例えば観光で滞在するとかいう形で、現在、国

のほうでも制度設計が揺れていますので、そこ

の部分が固まらないと、まだわからないという

形になっています。そこは制度設計の進みぐあ

いで、こちらも推計していきたいと考えており

ます。 
【山田(博)委員】 新幹線・総合交通対策課長、
島民は別にして、全ての往来をした時の試算と

いうのを改めて確認していきたい。以前、幾ら

ぐらいと言っていましたか。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 昨年答弁
した内容を拝見いたしますと、ジェットフォイ

ル、航空とか全部含めますと、大体 20 億円か
ら 30 億円程度かかるのではないかという形で
の試算がなされております。これは全く条件設

定されておりませんので、現在は条件設定が変

わってきていますので、これから大きく変動す

ることはあり得るということを申し添えておき

ます。 
【山田(博)委員】 前回は、島民とかに限らず一
般の往来として、先ほど新幹線・総合交通対策

課長が言われた条件で話をした場合には、大体

20億円から 30億円のお金がかかるということ
だったですね。そうすると、飛行機は新幹線並

みで、フェリーはＪＲ運賃並みで、ジェットフ

ォイルは特急運賃だということでありましたけ

れども、大体 20億円から 30億円ぐらいかかる
となれば、県の持ち出し、先ほどの運賃の割引

をすると、大体県と市と国と、運賃の割引の割

合というのは、金額は総額は別として、割合と

いうのは今、話は出ているのですか。それだけ

お答えいただけますか。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 割合とい
うのは、具体的にはまだ出ていないんですけれ

ども、例えば、他の都道府県を見ますと、奄美

ですとか、国が半分程度、残りは地方団体と。

地方団体は地方団体でそれぞれ協議して国、市

町が決める形になると思いますけれども、そこ
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に地方財政措置、交付税措置が入ったりという

形での取組になっておりますので、それに準じ

た形での検討というのは一定なされるのではな

いかと考えております。 
【山田(博)委員】 これは県、市町とかの財政厳
しい中に、あと運賃もさることながら、いろん

なほかの施策もあるわけです。企画振興部長、

企画振興部長は五島振興局長をされたわけです

ね。そうすると、自治体におきましては、運賃

もさることながら、いろんな施策もあるわけで

す。そうすると、今、条件を観光客も島民も全

てしたら、大体運賃だけで 20億円から 30億円
かかるということであります。全体的な枠が、

国が今、50億円と想定されているわけですね。
そこは企画振興部長、各市町と、いまだに国の

ほうから方針は出ていないのでしょう。何が言

いたいかというと、ほかにもいっぱいあるわけ

ですね。運賃のみならず、子育てもあるし、教

育の分もあるし、医療も福祉もあるわけですね。

そこはきちんと、運賃もさることながら、そう

いった分野もしっかりと議論しながら、国境離

島新法における、また陳情に当たる運賃の低減

化もしっかり取り組んでいただきたいと思いま

すので、それについて最後に見解を聞かせてい

ただいて、運賃に対する陳情の質問は一旦終わ

りたいと思います。 
【辻本企画振興部長】 今回の国境離島新法によ
ります予算措置につきましては、地域の雇用を

生む、地域を活性化するということが第一の視

点になっております。そういった意味では、交

通費の低廉化もさることながら、地域の活性化

のために何が必要なのかということを地域にお

いて十分に議論をし、そういった内容について

国にしっかり提案をしていくということが必要

だと思っておりまして、各市町におきましても、

そういった取組がなされておりますので、県と

しても、そういった取組に対しましては、いろ

いろと支援であるとか、一緒になって協議をす

るとか、そういった形で取り組んでまいりたい

と考えております。 
【山田(博)委員】 あと、この陳情書の中にリプ
レースとかリフレッシュの件も書いているので、

お尋ねしたいと思うんです。リプレース、リフ

レッシュの予算におきまして、これは現状とし

ては、予算的にはどのような状況になっていま

すか。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 船舶リフ
レッシュの関係で申しますと、平成 28 年度に
おきまして、予定額としまして約 4億 1,000万
円となっております。 
【山田(博)委員】 平成 27 年度はお幾らありま
したか。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 平成 27
年度の実績で 11億円となっております。 
【山田(博)委員】 新幹線・総合交通対策課長、
間違いありませんか。そんなに減っているんで

すか。驚きですね。私は初めて知りましたよ、

そんなこと。間違いありませんね。もう一度確

認します。平成 27年度は 11億円あって、平成
28 年度は 4 億円に減ったんですね。間違いあ
りませんか。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 事業の内
容によってもまた変わってきますけれども、現

在のところは、そういう予定という形になって

おります。 
【山田(博)委員】 そうしますと、私は、船舶リ
フレッシュ事業、これは陳情でも、予算確保と

か、リプレースも含めていろいろ要望が上がっ

ていますけれども、これだけ予算が減っていた

ら、島民割引、後期高齢、難病、身体障害者と
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か、いろいろありますね。この制度設計が維持

が大変難しくなってくるんじゃないですか。そ

れはお尋ねしたいと思います。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 リフレッ
シュ関係の予算の確保につきましては、今年度

も国の経済対策も予定されておりますので、引

き続き予算の確保に努めていこうと考えており

ます。それから、お尋ねの割引制度の維持とい

う形に関しますと、リフレッシュ割引の関係に

つきましては、例えば、後期高齢者の方ですと

か、医療関係ですので、そちらのほうについて

はまだ現在、一定の余裕がありますので、現在

のところは大丈夫かと思いますけれども、予算

の確保というものについては、引き続きしっか

りと取り組んでいきたいと考えております。 
【山田(博)委員】 ほとんど前に大体リプレース
をやってもらっている会社もあるわけです。リ

フレッシュ事業が割引制度にも関与するわけで

すね。しかし、今の話では、大丈夫だろうと言

うけれども、これだけ予算が減ってくれば、は

っきり申し上げて、いろんな島民割引制度とい

うのは維持が困難になってくるんじゃないです

か。それはもうちょっと率直に、しっかりとお

答えいただきたい。これは数字を見ただけでも

普通そう思うんですけれども、改めて、もう一

度お尋ねしたいと思います。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 各種の割
引制度につきましては、全ての割引額を当年度

の予算で消化するわけではありません。各年度

に分けて、その年度にあったもの、例えば、昨

年度あったものについては分割した形で実績に

応じて分けていくという形でたまっております。

ですので、過去のリフレッシュの部分が一定た

まっておりますので、その部分で対応はできま

すけれども、これがずっと低いレベルで続きま

すと、やはり厳しくなりますので、そういう意

味で、予算確保にしっかり取り組んでいかなけ

ればいけないと考えております。 
【山田(博)委員】 それはそうですね。これは県
内の離島の要望、町村会の要望にも、そういっ

たものを書いているわけです。ぜひ頑張ってい

ただきたいと思っております。 
 その中で、これは 1つだけ指摘をさせていた
だきたいと思うんですけれども、実は、上五島

航路の「ありかわ 8号」という船がありますね。
副委員長、これは実は、平成 23 年度にリフレ
ッシュ補助金でエンジンをかえているんです。

この時、補助金 1億 2,000万円やっているんで
す。そうしたら、またこれが平成 28 年度に同
じ船に対して 1億 2,000万円のエンジンを買い
替える。同じ船に 1億 2,000万円かけてエンジ
ンをかえているんです。そうしたら、同じエン

ジンに、また同じ金額の 1億円余りのお金をか
けているんです。これは誰が聞いても、誰が見

ても、どうなっているのかと。会社に対しての

補助金ですよ。しかし、同じ船に、エンジンを

かえるのに 2回も補助金を出しているんです。
それも 10 万 20 万じゃないんですよ、1 億
2,000 万円ですよ。私は、この中の検証委員会
というのは何をやっていたのかと。だから、こ

ういったことがないように、しっかりと、これ

は陳情ですから、これだけで、あと議案外でま

た質問させていただきますけれども、企画振興

部長、こういったことがあったということなん

です。これは要望の中には、厳しい財政予算の

中で、確保してもらいたい、それで有効活用し

てもらいたいとか、本当に切実な各市とか町の

要望が上がっているわけです。しかし、その中

で、検証委員会が何をやっているのかというこ

とです。こういった事実あったということをし
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っかりと取り組んでいただきたいと思っており

ます。今後ないように、改めて、場合によって

は議案外でしっかりと質問していきたいと思い

ますので、委員長、これは陳情とちょっと離れ

ていきますから、このぐらいでおさめておきま

すけれども、何か見解がありましたら、お答え

いただきたいと思います。 
【辻本企画振興部長】 今度のリフレッシュ、リ
プレース事業の予算の確保につきましては、ご

指摘のとおり、非常に配分が少なかったという

点については我々も問題意識を持っておりまし

て、国のほうにも陳情しているところでござい

ます。そういう形で、今後の予算配分に当たっ

ても、十分に検討しながら実施していきたいと

思っております。 
【山田(博)委員】 ぜひそういったことでお願い
したいと思っております。 
 ほかにも陳情でいっぱい質問したいんですけ

れども、私ばかり質問できませんから、一旦終

わりたいと思います。 
【川崎委員】 36 番の陳情書、長崎県身体障害
者福祉協会連合会からの要望書の 8番と 9番の
分、ノンステップバスの時刻表への表示、そし

て「大村インター」バス停留所における高速バ

スの利用について、2 点について、県の対応を
お尋ねいたします。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 1点目の
ノンステップバスの時刻表の表示ですけれども、

こちらつきましては記載のとおり、いろいろ事

例等ございます。ですので、こういったシステ

ム的な対応でノンステップバスの位置などがわ

かる方法があるのかとか、ほかの事例を確認の

上、県内バス事業者への照会などを図りまして、

技術課題などを把握していく必要があると考え

ておりまして、研究していきたいと思っており

ます。 
 それから、大村インターのバス停留所におけ

る高速バスの利用ですけれども、こちらのバス

停留所付近につきましては、道路交通法上の高

速道路地帯に位置いたしまして、交通の法律上

の管轄は県の警察本部、それから道路管理は西

日本高速道路という形になっております。大村

市におかれても、以前から課題と受け止められ

て、いろんな手法を検討されておりまして、1
つは、バス停のタクシーの乗り入れなどの可能

性の研究、それからバス停そのものを別の場所

に移すことはできないかなどの研究をなされて

おります。県としましても、ソフト対策などあ

りましたら、バス事業者との協議が必要になっ

てまいりますので、そういったことを含めて協

力していきたいと考えております。 
【川崎委員】 とりわけ大村インターは、ご覧に
なられたかどうか、まず普通車が乗り付けられ

ない。タクシーで行くにしても、駐停車禁止の

場所だったと思います。行く方法は、乗合バス

に乗っていくしかない、もしくは徒歩。こうい

う厳しい条件の中において、車椅子の方とか足

が不自由な方は利用するなと言わんばかりのそ

ういった形状のところなんです。これを大村市

は長年かけて要望されていますけれども、なか

なからちが明かないと。先ほどそれぞれおっし

ゃいましたけれども、道路管理者にしろ、県警

にしろ、県の交通対策の所管をする企画振興部

にしろ、もうちょっと解決に向けた、どうすれ

ばできるのかということを真摯に取り組んでい

く必要があると思うんです。もう長年放置され

ています。ぜひ皆さんも行ってみてください。

こんなところで絶対乗れないですよ。バス停屈

指の悪さですね。そういった実情をぜひ見て、

前向きに改善に取り組んでいってもらいたいと



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２７日） 

- 90 - 

思いますが、いま一度ご答弁を。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 大村イン
ターのバス停の問題につきまして、今ご指摘の

とおり、さまざまな課題がありまして、タクシ

ーベイの設置、高速バス停の移設ですとか、い

ろんな手法、ハード、ソフト両面あるかと思い

ます。大村市とも協議を図りながら、しっかり

と取り組んでいきたいと考えております。 
【川崎委員】 しっかりと協議をして進めていっ
ていただきたいと思います。 
 次に、陳情書 32 番の長崎市の要望、7 ペー
ジ、県庁舎跡地のことについてお尋ねします。

先ほど進捗については説明いただきましたので、

わかりますが、一番最後のくだり、長崎市は、

平成 28 年度中の早期に決定していただきたい
と、整備方針について求められております。ど

うお答えになられますか。 
【前川まちづくり推進室長】 さきの議会でも、
県庁舎の跡地活用につきましては、整備方針を

今年度内にはお出ししたいとご答弁申し上げて

おりますので、長崎市と協議をさらに進めてま

いりまして、しっかり協議を図りながら、県議

会でのご意見もいただきながら、今年度内に方

針をお示しできるように、引き続き取り組んで

まいりたいと考えております。 
【川崎委員】 協議を重ねていきながら、中間報
告もされながら進めていただければと思いま

す。 
 まず、ホールのこと、先ほど説明がありまし

た。長崎市も、ホールのことについて一番気が

かりなはずなんです。公会堂の廃止条例はした

ものの、解体については、解体予算もまた先送

りになったという中、また存続を求める声もあ

る中において、県庁舎跡の整備の中で、とりわ

け、このホールは長崎市は関心事なんです。い

ま一度確認ですが、2 月定例会の一般質問の時
に、ホールの整備は 1,000席程度が優位性があ
るということで、ホール整備が確定をしている

とは、ちょっとそこまでは言いがたいような答

弁だったと思います。しかし、長崎市と共同し

て 1,000席程度のホールの視察も行かれている。
そういった動きの中から、1,000 席程度のホー
ル整備ということは、これは整備方針ではなく

確定したものであるかどうなのか、確たるもの

なのか、しっかりと間違いなく整備するという

ことなのか、確認をさせてください。 
【前川まちづくり推進室長】 2月定例県議会で、
興行を行う場合の採算性につきましては 1,000
席程度のホールに優位性があるというようなご

答弁を知事から申し上げております。その後、

私どもも、さまざまなホールを勉強させていた

だきまして、また長崎市とも一緒に視察等も行

かせていただいております。ただ、1,000 席程
度のホールをどうするのかということにつきま

しては、今後、整備方針をお示しする中で、お

示ししていくということになろうかと思います

けれども、現状は、ホールを長崎市と協議して

いく中で、1,000 席程度というご提案をいただ
いておりますので、市と一緒に連携しながら事

業を進めていく時には、やはりその 1,000席程
度というのが 1つの協議の前提であろうかと思
っておりますので、そこは前向きに、しっかり

検討を進めていきながら、最終的な判断は、整

備方針をお示しする時に、また議会のご意見も

いただきながら、県としての方針をお示しして

いくことになろうかと考えております。 
【川崎委員】 そうしたら、質問を反対から聞き
ますけれども、1,000 席程度のホールを整備す
る方針ということについては今、いろいろ説明

がありましたが、ホールを整備しないという選
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択肢はまだ残っているのですか。 
【前川まちづくり推進室長】 今検討しておりま
す文化芸術ホールにつきましては、長崎市のほ

うから、1,000 席程度のホールを市と連携しな
がら整備できないかというご提案をいただいて

おりまして、それを前提として県としては検討

いたしているものと認識しております。一方、

県単独でホールを整備するということになりま

すと、どちらかといいますと、跡地の整備活用

としてもございますけれども、文化政策として、

県としての県立の文化芸術ホールをどう位置付

けるかという文化振興での考え方というのもご

ざいます。文化政策の面でいきますと、県立の

ホールというのは、佐世保にアルカスＳＡＳＥ

ＢＯを整備しているということで、一定県とし

ての県立ホールはもう整備済みという考えでご

ざいますので、長崎市と連携してやっていくと

いうことであれば、ホールについては引き続き

協議をしていくことになろうかと思いますが、

長崎市との連携がなくなった場合には、1,000
席程度のホールをどうするのかというのは、ま

た議会にもお諮りしながら、さらに検討してい

くことになるのかと思っております。 
【川崎委員】 まだ確たる話ではないようなこと
ですね。協議としては、条件闘争みたいな形で、

市とのいわゆる費用負担とかということについ

てはやりとりがあろうかと思いますが、仮に、

これは整備しない、簡単に言えば、建てないと

いうことになってくると、またまちづくりは大

きな混乱を招きます。ですから、協議の進め方

として、まずは整備をするんだということを確

たることにしながら、じゃ、どうすればできる

のかということをお互い協議をしていく、そう

いったスタンスじゃないと、これはなかなかう

まくいかないし、本当に一からまたやり直しを

するということにもなりかねませんので、いま

一度、市との協議に臨む姿勢について、お尋ね

をしたいと思います。 
【前川まちづくり推進室長】 長崎市との協議に
つきましては、県庁舎の跡地活用を検討してま

いります時に、平成 23 年の 1 月に、議会から
新たな県庁舎に関する意見書をいただきました

中に、跡地の活用については、地元長崎市と一

体となって積極的に検討を進めるようにという

意見書をいただいておりますので、今後、長崎

市とはしっかり協議を進めまして、最終的に県

民にとっても、長崎市民にとっても、県にとっ

ても、長崎市にとってもよりよい活用策になる

ように、前向きに、しっかり検討を進めていき

たいと思っております。 
【川崎委員】 長崎市との協議の内容について確
認をしたいのですが、どういったことが課題と

して、協議のテーマとして挙げられて、どうい

った進捗状況にあるのか。これが調わないこと

には、平成 28 年度中、今年度中の整備方針を
示すということにならないと思うんです。そう

すると、残りを考えますと、時間が余りない中

に、一定進めておかなければいけないというふ

うな感じを持っているのですが、そういった中

身について、いわゆる課題、何がテーマなのか、

それをどう解決していこうとするのかをお尋ね

いたします。 
【前川まちづくり推進室長】 今、長崎市との協
議の中心になっているのはホールの部分になっ

ております。そこにつきましては、県といたし

ましては、音響面、特に、クラシック音楽等で

質の高さというのを体感できるようなホールが

必要ではないのかという考えを持っておりまし

て、市と協議は進めておりました。長崎市のほ

うでは、もともとの発想が公会堂の代替施設、
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代替機能というお考えがございましたので、質

の高さという面でいきますと、どこまで公会堂

の代替機能に質の高さを求められるのかという

ところで市とは協議を重ねてきたところでござ

います。 
 今回、市と共同で視察した先で確認いたしま

したところ、1,000 席ホールで、音響反射板等
を活用されて非常に音響面で評価が高いホール

というものを確認できましたし、長崎市のほう

といたしましては、クラシック等の音楽だけで

はなく、演劇や、お芝居もある程度、質の高さ

を求めていきたいというふうなお考えがござい

まして、私どもとしましては、演劇、芝居がで

きるホールで、なおかつクラシック等の音響面

も確保できるのかというところが一番懸念があ

ったところでございますけれども、そこは協議、

調査を重ねる中で、なおかつ視察も行う中で、

一定近年の技術をもってすれば、そういった芝

居あるいは演劇等にも対応できながらクラシッ

ク等の音楽の質の高さというのは確保できると

いうのは確認できましたので、そこの部分につ

きましては、一歩先に進めたのではないかと思

っております。 
 あとは、ホール以外の部分につきまして、ホ

ールも含めてでございますけれども、私どもと

いたしましては、一定市のほうで計画されてい

る他の大型プロジェクトの進捗との連携、役割

分担というのも必要と思っておりまして、特に

注視しておりますのが長崎駅西側で計画されて

いるＭＩＣＥを中核とした交流拠点施設整備で

ございます。そちらの進捗状況等も長崎市との

協議の中で随時確認をさせていただいたところ

でございます。そちらにつきましては、市のほ

うで 9月の定例会で一定のご説明をなされまし
て、11 月の市議会で、事業者募集選定を行う

予算議案を提案されるとお聞きしておりますの

で、そういったところを踏まえながら、さらに

県庁舎跡地活用を前に進めていけるように、市

との協議を進めていきたいと思っているところ

でございます。 
【川崎委員】 そうしたら、私が確認したいこと
は、ホールを整備するかしないかと、そういっ

た協議がなされているかということだったと思

うんですが、今聞けば、質の話だとか、規模、

交流拠点施設との機能の役割分担とか、ある意

味、県庁舎跡地においてホールを整備するとい

う前提のもとに協議が進んでいると、そういう

認識なんです。そうすると、先ほどの答弁とは

少し整合性がとれない。要するに、もう施設を

整備するという前提のもとに市と協議をしてい

る、だから、そういった認識でいいのでしょ

う。 
【前川まちづくり推進室長】 市との協議という
のは、ホールを整備するということを前提に協

議を進めているのは間違いございません。 
【浅田委員】 私は、この案件に関しましては一
般質問でもご答弁をいただいたりしている経緯

の中で、若干混乱したところがありまして、本

来、一番最初のきっかけというのは、もともと

県庁舎跡地活用検討懇話会の方々からのご提案

にのっとって、広場だったり、情報発信があっ

たり、そしてホールというのがあった。そのホ

ールに関して、長崎市から、公会堂を壊すこと

に当たりまして 1,000席程度という申し入れが
あった。実際、その後に県のほうとしても、そ

れを再三いろんなところに聞き取り調査をした

時に、採算面の優位性からいっても 1,000席程
度なければ、なかなかにプロモーターの方とも、

難しいというご協議だったと認識をしておりま

す。 
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 そんな中で、今、川崎委員もおっしゃってい

たように、何となく、がちっとつくるのかなと

いうのが不安になるのが、今までも、長崎市が

応分の負担をすればというようなコメントとか

がありました。この応分の負担というのは、例

えば、ブリックホールは 2,000 席程度で年間 1
億 6,000万円以上の負担をしている、長崎市公
会堂も 1,700席程度で 5,000万円以上をご負担
している。そういったものを考えても、県の負

担も増えるんじゃないかというようなお話を今

までしてきた中でも、応分の負担をというふう

な考えがあるというようなお答えもありました

し、この間の部長の答弁でも、市とも協議と言

っていました 
 そんな中で、長崎市からは、県がしっかりと

したご提案を協議ができなければ、独自でもホ

ールを建てるという意向があると。ＭＩＣＥ施

設の 3,000席以上のところもそうですけれども、
現在地の市役所を使ってでも、そういう方針が

あるんだというお話も一方ではあるんです。 
 その中で、どのように本当にしっかりと市と

協議をなさっているのかがいま一つ見えない部

分があるのではないかと思いますが、きちっと

協議というのが、どの程度の協議なのかという

のを改めてお聞かせいただきます。 
【前川まちづくり推進室長】 市との協議の前提
になっておりますのは、平成 26 年の 7 月に長
崎市から、県庁舎の跡地で長崎市と県と連携共

同しながら 1,000席程度のホールの整備が進め
られないかというご提案をいただきまして、そ

れが 1,000席程度のホールの協議のスタートと
私どもは認識しております。 
 県庁舎跡地活用につきましては、平成 26 年
の 4月に懇話会から提言をいただいております
けれども、提言の中には、3 つの主要機能の中

にホール機能というご提言をいただきまして、

その提言の中には、文化芸術性に関して質の高

いホールという部分と、それから県民、市民が

使い勝手がいいホールという両面でのご提案を

いただいたところでございます。特に、提言の

中には、その中で具体的に規模感というのはご

ざいませんでしたので、その規模感も含めて検

討していくという中で、具体的に、1,000 席程
度というものを市のほうからご提案をいただき

まして、1,000 席程度であるならば、長崎県県
庁舎跡地活用検討懇話会の提案でいくと、質の

高い、芸術性の高いホールという方向性で検討

していくのではないかということで検討してき

たところでございます。 
【浅田委員】 改めてのご説明、ありがとうござ
います。私も、その流れだったわけです。とい

うことは、もともと市から公会堂の代替案とい

う形での提言がなされなかった場合は、何とな

く 300席から 500席なのか、市民が使いやすい
そのようなホールという認識で、ホールの席数

とかが全然違ったようなイメージだったんです。

それが市のほうからの要望で代替案となると、

やっぱり 1,000席以上、そこにＭＩＣＥの問題
が絡んでくると。さまざまな事情があった中で、

どちらかというと県のホール機能というところ

がすごく混迷している、何か動いている形があ

るんです。 
 先ほどから言うように、時間はないわけです。

これから提案をして、議論をしてとは言ってい

るけれども、長崎市としては、それをしっかり

と県が示さないことには独自案を出すと言って

いるわけです。ということは、今年度に「そう

ですね」と言っても、そこに今度は応分の負担

を市が本当にするのかしないのかとか、そこの

協議によってまた全然変わってくる気がするん
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です。 
 質が高いホールをつくるということは、それ

だけ維持費がかなりかかってくる。そういうと

ころも鑑みて、ちょっと見えづらい気がしてい

るんですけれども、市との協議を、目途として

今年度と言いながらも、そこまでにはっきりし

なければ、市は長崎市の現在地の跡地について

も活用方法を決めていません。そういう状況の

中で、お互いに、それが 1 月までなのか、2 月
なのか、ぎりぎり 3 月で、3 月は終わってしま
ったけれども、来年度にしっかり話しましょう

となっているのか、私は何回聞いても、そのあ

たりが余りにも不確定要素が多い気がするんで

すけれども、いかがでしょうか。企画振興部長

にもこの間、答弁をいただいたわけですから、

そのあたりを含めてお伺いしたいですし、期限

的なものも含めて提示というものをしっかりし

ていただきたいと思うんです。 
【前川まちづくり推進室長】 9月の長崎市の定
例会の中で、今、浅田委員がおっしゃったよう

な議論がなされたというところは、私どもも新

聞情報等で知り得ているわけでございますけれ

ども、まだ私ども、今まさに議会中でございま

して、今後、県議会終了後、長崎市とは、長崎

市の 9月の定例会でどういったご議論があって、
そこでどういったご答弁をされているのかとい

うのも含めて、市と改めてまた 9月議会後の協
議を行っていく予定といたしております。 
 現状では、まだ私どもは、市のほうからは、

先ほども申し上げましたとおり、平成 26 年の
7 月に市からご提案があった部分、県庁舎の跡
地で県と長崎市で共同で 1,000席程度のホール
を整備したいという、そういったご提案が市か

らの最初のご提案と思っておりますので、9 月
の議会でどういった議論があったのかというの

をしっかり今後確認させていただきまして、今

年度中にお示ししたいと申し上げている整備方

針、取りまとめについて、しっかり取り組んで

いきたいと考えております。 
【浅田委員】 仮に、もし市とそこがいかなかっ
た場合、なかなかに進まなかった場合、今も公

会堂のこととかでもめているような状況があっ

たり、よその議会のことですけれども、工事の

進捗も、否決されたりとかという状況の中で、

市の状況を見ていっている間に、どんどん、ど

んどん県としても遅れが出てきたり、市が、ブ

リックホールとかの負担金もあるわけですから、

それを同じような感じで負担するかどうかとい

うのもありますよね。もし市から応分の負担が

得られないという場合には、この採算性の

1,000 席程度の席数とかも考え直すことにもな
るということですか。もとに戻して、1,000 席
を忘れて、もう一回議論を戻すということもあ

り得るのですか。先ほどから川崎委員がおっし

ゃっているように、もうホールというのはつく

るであろうとは思うんですけれども、そこが見

えないんですけれども、いかがでしょうか。 
【前川まちづくり推進室長】 長崎市から応分の
負担が得られないという時には、規模感も含め

て、県議会ともご相談させていただきながら、

またさらに検討していくということになろうか

と考えております。 
【浅田委員】 今、不確かな要素が多いので、ご
答弁もしづらい部分もあろうかとは思うんです

が、それから県議会に示されるとなった場合に

は、今年度はもうすぐですから、時間的には余

りないわけです。特に、県庁跡地に関しては、

長崎市民にとっては本当に一番中心地にある大

きな、皆さんがいつもおっしゃっているように、

この場所だからこその利活用が重要であり、今
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までの県庁があった以上にこの地域に人を増や

さなければいけないということを再三知事も部

長も言っているわけです。そんな中で、もう少

し市との協議をしていただいて、12 月議会に
は今以上に、今年度中には何とか、今年度中に

は何とかをもう繰り返すのではなくて、どうい

う協議をしているんだというのをもう少しお示

しいただくのか、市との協議をオープンにして

いただいて、市民、県民に、どこまでの議論を

しているのかというのを、私は、企画振興部長、

それぐらいもうやらなければいけない時期に来

ていると思っているのですが、それぐらいのご

覚悟でこれに取り組んでいただけているのでし

ょうか。 
【辻本企画振興部長】 県庁舎跡地の問題につき
ましては、既に 2月にお示しした 3つの機能と
いうことで、市とも、その方向性を一にして協

議を進めているというところであります。ただ、

いろいろな要素が時々に入ってきたというとこ

ろもあって、基本的には、当初の予定の方向性

でやっている、時間的にもそれほど余裕がない

というところは認識をしておりますので、その

辺は時間軸をしっかり意識しながら取り組んで

いきたいと思っております。 
【髙比良委員】 所管事項のところで質問をしよ
うと思っていたのですが、こういう話になりま

したので、私のほうからも関連で質問させても

らいます。 
 今、前川まちづくり推進室長がお話をいただ

いた分だけれども、市との協議というのは、そ

れは市が提案をしてきたから、要するに、具体

的なその提案の内容をもって協議をしていると

いう限りの話であって、その市との協議は、言

ってみれば、そこの範囲の話であって、県とし

ては、そういうことも検討しながら、踏まえな

がらということはわからぬでもないけれども、

基本的な考え方、姿勢をもって、要するに、ど

うするかというのを結論を出すというのが本来

のあるべき姿です。だから、市との協議という

のは、言ってみれば、具体的に、最終的にどう

決着をさせるか、どうブレークダウンするかと

いうことの中の 1つのツールでしかないわけで
す。そこが全体のベースになるということでは

ないということをまずしっかり認識というか、

枠組としなければいけないと思います。そうし

ないと、みんな誤解してしまうわけです。変な

議論になってしまう。 
 それともう一つは、文化施設整備基金の話で

す。今、県庁舎跡地について、いろんな考え方

が新たに出てきて、いろんな質問もした、私も

質問もしました。しかし、それは基本的に、言

葉がどうかわからないけれども、証文の出し遅

れですよというような、逆にいえば、これまで

の議論の経緯があって、そこの流れというか、

つくられたレールの上で、さらに具体的なもの

を構築していくんだということが県庁のスタン

スですということで知事もずっと言ってきたわ

けです。 
 そうすると、このホールの話については、少

なくとも、林さんが会長をやっていた跡地活用

検討懇話会の中で、この 3つの機能を持たせよ
うということで、ホールという話が出ているん

だけれども、そこでの考え方を受ける時、ある

いは中に事務局として参画をした時の議論にお

いては、県としては、例えば、アルカスＳＡＳ

ＥＢＯで劇場型、興行型のホールというのはも

う整備済みであるから、長崎歴史文化博物館そ

れから長崎県美術館は長崎市に持ってきた、劇

場型の大型のホール、観劇型というか、要する

に興行型、これは佐世保につくりました。そう
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いうふうに箱物はもう一定整備をしてきたから、

そしてほかにいろんな市町もつくってきたから、

これ以上劇場型のホールをつくるということは

県としてはしないんだということで、文化施設

整備基金というものはやめたんです。だから、

その懇話会の議論の中でも、当然、ホールとい

うことを主張する時には、基本的に、そういう

考え方に基づいた中でホールと言っている。要

するに、中身と想定したものは違うんだと考え

ざるを得ないじゃないですか。そうしないと矛

盾する。そういう経緯がある。しかも、市のほ

うから言ってきているのは、市との協議の範囲

でしかない。 
 これをよしんば最終的に市が主張する、要す

るに、公会堂の代替施設としてのホールだとい

うような位置付け、評価が市のほうでなされる

ようなものとして、仮にそうしましょうと県庁

が言う時は、それは今言ったように、長崎市が

負担をしてつくるべきですよ。今までの議論の

レールの枠組から考えれば、県がつくる話では

ないです。どうぞ江戸町公園とか第三別館のと

ころでおつくりなさいと。それについて県が可

能な限りで助成をするかどうかは別の問題とし

て、市がつくる話ですよということでしょう。

要するに、市が提案し、協議をし、そして市が

望むものをつくろうというのだったらば、県は、

独自に県の立場で文化施設というものを、劇場

型のホールはもうこれ以上つくらないと言って

きた。証文の出し遅れはそのとおりで、要する

に、過去の経緯のレールの中でやっていくんだ

という立ち方をする限りにおいては、そう県は

言わざるを得ないじゃないですか。県がつくる

のに市が応分の負担をするということがどうか

という話じゃないんですよ。理屈で考えた時に、

市がつくると言うんだったらわかる。それが 1

つです。 
 もう一つは、知事もずっと言ってきたＭＩＣ

Ｅの中でのホールの話です。市長は、メッセ型

の平床式の 3,000人ぐらい収容のものを想定し
ている。しかし、よくよくあそこの中を見ると、

劇場型の固定席を持ったホールというものを廃

止されている。そうすると、知事も、要するに、

ＭＩＣＥのところにつくるホールとの機能の重

複は避けるんだという言い方をずっとしてきた

わけです。にもかかわらず、市が提案するよう

なものをつくるという話になったら、そこにも

うそが出てくるという話じゃないですか。だか

ら、認められないんです。 
 したがって、それは仮に固定席のものを持っ

たとしても、興行型のものをつくるという発想

ではなかったという前提に立たないと、ホール

をつくるということについての理屈が立たない

ですよ。あるいは固定席型じゃなくて、例えば、

鹿鳴館型のホールにする、質の高い芸術文化と、

そういうことだったらわかる。私は、そのよう

にこれまでの経緯というか、理屈で整理をした

時は、そうならざるを得ないと思っているんで

す。 
 その辺は私だけの考え方かもしれないけれど

も、市が主張するようなことに仮に決着をする

とすれば、相当な理屈付けをしないと、これは

クリアできない。このことはぜひしっかり念頭

に置いて検討してもらいたいと思います。答弁

は要りません。 
【前田委員】 関連したいんですけれども、また
議案外で質疑をさせてもらいたいと思います。 
 1 点だけ、町村会から出ている要望の 1 番、
「道州制導入の反対について」ということで挙

がっています。「政策等決定過程の透明性等の確

保などに関する資料」の中にも県の考え方が書
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いてあるわけですが、いま一度、県として、道

州制の導入については、どういう認識をしてい

るのか、この際、確認の意味で質疑をさせてい

ただきたいと思います。 
【柿本政策企画課長】 道州制につきまして、町
村会から要望をいただいておりますけれども、

県としましては、道州制ということにつきまし

ては、そういった基礎的自治体のご意見もある

ということも踏まえて慎重な検討が必要だとい

うこと、それから十分な議論が必要だというふ

うなことで認識をしております。 
 一旦、国のほうでも法案を提出するというよ

うな動きがありましたけれども、それが現在、

一旦そういった動きが止まっております。また、

その法案の考え方をどう整理するのかというこ

とで、今、自由民主党を中心にして、そういっ

た議論がまた始められるという動きもございま

すけれども、それに対して、町村会からのこう

いった意見も踏まえて、道州の役割それから基

礎的自治体の役割がどういったふうに整理され

るのか、そういった議論をしっかりした上で、

今後の議論を進めていただく必要があると、そ

ういった認識を持っております。 
【前田委員】 今の答弁は、この「政策等決定過
程の透明性等の確保などに関する資料」の中に

たまさか 9ページに載っていますけれども、こ
の 4つの考え方というので、今、それをまとめ
てお示ししたのかなと思っているんですけれど

も、確認は、ここに書いてある平成 26 年 5 月
に、全国知事会長・地方行政体制特別委員長連

名で道州制基本法案に対する意見書を提出とい

うことで、これは知事会長ですから、長崎県も

当然この中に入っていると思うんですが、この

中での意見書の内容というのは、ざっくりとど

んな内容だったのですか。 

【柿本政策企画課長】 道州制についての知事会
の動きですけれども、先ほど申し上げたような

形で一旦国のほうで国会の道州制基本法提出の

動きがございまして、それが一旦今、法案の提

出自体は見送られたという状況になっておりま

して、基本的には、全国知事会としては道州制

について、従来、推進する立場であったわけで

すけれども、現在（発言する者あり）すみませ

ん、意見書につきましては、現在手元にござい

ませんので、大まかな趣旨としましては、推進

する立場だったということでございます。 
【前田委員】 推進する立場であるというのは、
多分、今もって変わっていないと思うんです。

ただ、ここでも町村会の方々の考え方というも

のは、当然それぞれの自治体によってさまざま

でしょうというような認識をします。 
 それで、平成 25年 10月に、県内市町との意
見交換会というのを県が主体的にやっています

が、この平成 25 年以降に、こういった意見交
換会というのは、ここに記録がないというのは、

やっていないという理解をしていいですか。実

施状況をお知らせください。 
【柿本政策企画課長】 県と市町との道州制につ
いての特定した意見交換というのはやっており

ません。 
【前田委員】 1つ意見して、その認識もお尋ね
したいわけですけれども、要は、道州制につい

ては、今、政策企画課長からおっしゃったよう

な流れだと思いますし、おっしゃる中でのこれ

からの国の動きを見たいというのも十分わかり

ます。しかし、そもそも道州制の起こりという

のは何なのかという話になった時に、これから

の将来を考えた時に、地域完結型の新しい地域

の姿をつくろうというのが大きな趣旨ですよね。

その中で、ここにあるように、「道州制だけが解
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決策ということではないと思うので」というよ

うな県の考え方も示しているわけです。今言っ

たような今後の地域のあり方というのは、道州

制ということにこだわらずとも、新たな形があ

る、ほかの選択肢があるんじゃないかというこ

とは私も認めますし、県の考え方というのは、

それはそれで一定理解をします。 
 だとするならば、国の動きを待つだけじゃな

くて、地域完結型にしていかなければいけない

という方向性、もしくは道州制の推進の立場と

いうことであるならば、やはり県は県で独自に

地域のありようをどういうふうに進めていこう

かというのを、この国の動きは別として、県内

の市町と議論をしていかなければいけないと私

は思っているんです。そこが足りないがために、

単なる道州制導入についての反対というような

話になって、じゃ、これからどうするのかとい

う大きな課題については何の意見も持っていな

い、もしくは県の中でも、そういうことは議論

されていないということは、他県がどうなのか

という状況はよくわかりませんけれども、私は、

県として、もっともっと各自治体交えてここは

研究すべきであるし、道州制にこだわることな

く、新たな地域の形というのを模索すべきだと

思うんですが、そういう検討が止まってしまっ

ているというか、受け身の状態で待ちに入って

いるというふうにしか思えないんですけれども、

私の認識でありますが、そういうことを踏まえ

て、今後どういうふうに取り組んでいこうとし

ているのか、企画振興部長に答弁をいただきた

いと思います。 
【辻本企画振興部長】 委員ご指摘のとおり、道
州制の問題については議論が止まっているとい

うふうな状況もございます。そういった中で、

市町も含めまして、どのようなご意見があるの

かというのは、私どものほうとしても、いろい

ろ意見を聴取していきたいと思っております。 
【前田委員】 道州制が止まっているから意見を
聴取するんじゃなくて、地方の新しい枠組み、

形、広域連合含めたところで、それをどうやっ

ていこうかというのは、道州制の議論は別とし

ながらも、県が率先的に、積極的に議論してい

くべき課題じゃないですかということを意見し

ているんです。それに対してどう思いますかと

いう答弁を求めているわけです。 
【辻本企画振興部長】 時代に即した自治体のあ
り方については、やはり常に議論していくべき

ものであろうと思っています。そういった意味

で、そういった課題について議論する場を設け

たいと思っています。 
【山本(由)委員長】 陳情について、ほかに質問
はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。 
 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料」について、質問はありませんか。 
【吉村(庄)委員】 総務委員会提出資料の陳情に
対する問題ついてお尋ねをいたします。佐世保

市からの平成 29 年度県の施策等に関する重点
要望事項の中のフリーゲージトレインの佐世保

市の乗り入れを含むＪＲ佐世保線等の輸送改善

ということです。県の対応としては、平成 26
年度、平成 27 年度には調査をやったんだと、
こういうことなんですが、この資料も平成 28
年 6月に我々に対して、その時点の調査の結果
を、平成 27 年度調査報告というのを出してあ
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ります。 
 それで、まず基本的には、新幹線の問題で、

最初の約束は、長崎にスーパー特急を入れる時

は佐世保も考えると。それからまた、フルとい

う形で新幹線が導入された時には佐世保も考え

ると、こういう約束が実はされておって、その

間にフリーゲージトレインというのが一つ出て

きた、こういう状況なんです。 
 フリーゲージトレイン、新幹線、フルとか、

そういうことを考える前にも、在来線の改善と

いうのは当然出てくるし、特に、スーパー特急

という考え方をした時には、フリーゲージトレ

インもそうなんですけれども、今の状態からス

ピードを上げるということになると、線形それ

から勾配、一番大きな問題は、早岐駅でＵター

ンというのか、スイッチバックか、今のような

状況になっているようなところについて佐世保

線というものを考えた場合にどうするか。その

中で、新幹線との関係で、長崎に行くというこ

とになっていくと、鳥栖からずっと来る中で、

単線部分をどうするかと、こういうふうなこと

が中心的には実はあったんですけれども、この

中で、この陳情に対して、調査をやっておりま

すよと、こういうことで先ほど言いましたよう

に、新幹線・総合交通対策課から平成 28 年度
結果報告があるんですが、この中で、いろんな

課題がずっと、今後改善していかなければなら

ないとかいうことの中では、今まで言いました

線形等の問題を含めて考えていくと、こういう

ことになるんです。 
 例えば、ハード面でずっとやっていく中で、

あなた方としては、今から測量をやっていくと

いうことになったら、相当な経費がかかるだろ

う、こういうことを実は示しているんですよね。

一応は試算をしてあるんですね。例えば、在来

線特急という言い方で、時速 130キロメートル
にこれを改善した場合には、29億円から 87億
円プラスアルファ、それからＦＧＴ乗り入れだ

と 167億円プラスアルファと、こういうかなり
の金額を要する分が実は出てきているのですが、

こういう課題があるのに、今、この重点要望事

項のことについて県の対応としては、「佐世保

線等整備検討委員会等で検討を深めてまいりま

す」と、こういうことにしてあるんですが、ど

ういう取組を今からしていって、そしてこの結

論はいつ頃出そうとしているのか聞かせてくだ

さい。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 佐世保線
の輸送改善ですけれども、平成 27 年度におい
て、県と佐世保市が共同で輸送改善に係る調査

を行いまして、フリーゲージトレインの乗り入

れ可能性ですとか、在来線の高速化などについ

て調査を行ったところです。 
 今ご指摘のように、この調査を通じまして、

さまざまな課題がございましたので、佐世保線

等整備検討委員会にこの調査結果というものを

諮りまして、佐世保市それから県、ＪＲ九州の

中で協議を行っております。その中で、事務局

であります県としましても、フリーゲージトレ

インに関しまして、現在、開発の途上というこ

とですので、まずは在来線の高速化について進

めることが重要じゃないかということでお話を

しまして、ご提案さしあげたところです。佐世

保市のほうからも、フリーゲージトレインが開

発途上でありますので、在来線の高速化という

ことで県から話があったことについては、そう

いう方向でいきましょうということで話をして

おりますけれども、曲線改良ですとか、地盤の

強化、軌道強化、それから構内の改良という形

で平成 27 年度の調査で具体的な課題が出てま
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いりましたので、これについては今後、佐世保

市それからＪＲ九州で構成する先ほどの佐世保

線等整備検討委員会の中でさらに検討を進めま

して、具体的な実地の中で実際に事業費がどう

変わっていくのか、それから用地関係はどうな

るのかといったことを考えていきたいと考えて

おります。それは今後、会議を重ねまして、必

要でありましたら、また来年度の中で実地の調

査をしていかなければいけないと考えておりま

す。当初の佐世保線の改良も、最初に需要調査、

それから今回の手法の調査、さらにさまざまな

工事手法を机上で含めた部分を実地的にさらに

深めるというような 3段階方式で考えておりま
して、そういうふうな方法で取り組みたいと考

えております。 
【吉村(庄)委員】 だから、佐世保線等整備検討
委員会ですると書いてあるから、いつ頃をめど

に、まずはその方針を決める、具体策を決める

のか、あるいはまた実施する場合には、さっき

の費用の問題かれこれもあるんですけれども、

どうやっていくのかというんですけれども、私

がお尋ねしたのは、佐世保線等整備検討委員会

でどこまで結論を出すかわからないですけれど

も、そういう問題もあるけれども、いつをめど

として結論を出していくのか、答弁漏れです。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 実地のさ
らに精査を行う調査につきましては、来年度以

降になるかと思います。その中で検討をして、

一定の試算ですとか、さらに工事の改良を要す

る箇所、そういったものを整理しまして、スケ

ジュール的なものが決まっていくという形にな

りますので、来年度、調査を行いまして、それ

以降という形で考えております。 
【吉村(庄)委員】 何かおかしいんですよ。一番
最初の約束は、スーパー特急が入る時には佐世

保線にも導入する、長崎にフルが入る時には佐

世保線にもフルを入れると、こういう約束にな

っているのですから、今、新幹線の西九州ルー

トについて、平成 34 年開通というものを考え
てあるとするならば、少なくとも、方針検討内

容の具体化をどうするかということまで含めて、

そういう結論、その程度ぐらいまでが最大で、

最速はもっと早くしてもらわなければいけない

ですよ。そういうものをしていかなければいけ

ないと私は思うんですが、それはいかがです

か。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 平成 34
年度の九州新幹線西九州ルートの開業というこ

とでのそこは一つの目途にしておりまして、そ

ういう中で、平成 26年度、平成 27年度、調査
を行いまして、それからさらに深める調査とい

う形でスケジュールを組んでおりますので、自

治体の調査というものをスケジュールを組みま

して、それから平成 34 年度というのを捉えた
時に、どんな逆算になるかというのをさらに深

めていきたいと考えております。 
【吉村(庄)委員】 私がここでこのことを言って
いるのは、私はいつもこの場でも言っているん

ですけれども、そんな約束になっているにもか

かわらず、佐世保の問題は取り残されているん

ですよ。諫早だって、大村だって、まちづくり、

結構ですよ。武雄から長崎まで 5,000億円ぐら
いかけて、そして県の負担は幾らだと、諫早、

大村にも負担は幾らだと、こういうことでずっ

と進められて、フリーゲージトレインの問題は、

技術的に非常に困難な状態になっていると。だ

から、どういう取扱いをするか知らないけれど

も、とりあえずはリレー方式か云々と、こうい

うふうなこともされる。あるいは本来的にいえ

ば、佐賀あたりも主張しているかどうか知りま
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せんけれども、フルという問題も考えなければ

いけないと、こういうふうになっているんで

す。 
 しかし、そういう状況の中で、端的に言って、

今のスピードだって、三河内から佐世保まで真

っすぐ行った場合には 10 分ぐらいの短縮が可
能なんですよ。だけれども、そういう問題につ

いて、あなたたちは、その約束になっているこ

とについて、国との関係やＪＲとの関係、そし

て県と佐世保市との関係、こういうものについ

て、私は軽視しているというふうに思わざるを

得ないのですが、この佐世保線等整備検討委員

会の結論をいつまでに出すのか、今おっしゃっ

たことの中ではわかったようなわからないよう

なことなんですが、そういうことを含めて、佐

世保線の改善という問題について、確かに調査

はしていただいておりますが、どういうふうに

お考えですか。企画振興部長、見解を聞かせて

ください。 
【辻本企画振興部長】 佐世保線の輸送改善につ
きましては、平成 26年度、平成 27年度の調査
におきまして、ある程度の改良箇所、ある程度

の事業費が出てまいりました。それを踏まえま

して、今、佐世保市のほうと協議をさせていた

だいていまして、早急にそういった協議の場を

設けまして、今後の方向性につきまして議論を

深めていきたいと思っているところでございま

す。今後の費用の膨らみ方、あとは佐賀県との

関係もありますので、そういったところも含め

まして、ＪＲ九州それから佐世保市さんと早急

に協議の場を設けたいと思っております。 
【吉村(庄)委員】 相当な努力をしていただきた
いと思うんです。 
 それで、具体的なところをあと 1点確認しま
すが、早岐のところについての佐世保までの直

線化、このことはこの検討内容の中に具体的に

入っているのですか。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 今回の平
成 27 年度に行いました調査の中では、その早
岐の部分というのは含まれておりません。 
【吉村(庄)委員】 それは非常におかしいんです
よ。新幹線自体は早岐地域を回っていく当初案

があったんですけれども、しかし、それは佐世

保との関係で言うと、ＪＲ佐世保駅、佐世保の

中心部から言うと 4～5 キロメートルぐらいは
距離があった。例えば、市役所から言うともっ

とあるんですけれども、そういう状況だったん

です。しかし、ここはずっと従来からの課題な

んですよ。佐世保線、新幹線が入るとか入らな

いとかというのは別にしまして。だから、今、

ハウステンボス行きと、みどりは 2つに分かれ
て行っていると。ハウステンボスはすっと行く

けれども、佐世保はスイッチバックみたいにな

っているんですけれども、ぜひこれは佐世保線

等整備検討委員会の中に入れていただきたいと、

こういうことを要望しておきたいと思います。 
 それから、先ほど山田(博)委員からいただい
た「政策等決定過程の透明性等の確保などに関

する資料」の 18 ページ、離島振興対策の中の
補助航路の中で、県の対応のところに書いてあ

るように、「佐世保～上五島航路（九州商船）

における老朽船舶の更新への支援であると思わ

れます。」というのは、中身的には上に要望に書

いてありませんが、そのとおりですよ。ところ

が、下に書いてありますように、今の国の補助

制度からいきますと、競合路線というふうにな

った場合には該当しないと、こういうふうな状

態に実はなっているんです。 
 だから、県としては、以前、牧野企画振興部

次長がおられた時にも、国からおいでいただい
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ておったこともありますから、国のほうに対し

て、下に書いてありますように、航路改善計画

に基づき新船建造された場合は特例としてこれ

これの補助対象を国に要望すると、こういう形

で実は終わっているんですけれども、今そのま

まにしていますと、九州商船の中で、上五島航

路には 2隻のフェリーが就航しているんですけ
れども、これは相当古くなっているんです。と

ころが、今のような状況の中では、ここにある

航路改善計画の中で計画をしておったんだけれ

ども、会社だけではやれないということで、ど

うにもならないと、こういう状況に実は陥って

しまっているんです。 
 だから、もちろん競合路線で、ほかの運航者

が入ったということは、入るだけの益というの

があるだろうというふうに国のほうとしては見

るというのはわかりますけれども、今のような

資力の中では、九州商船は佐世保～上五島だけ

ではなくてほかのところもずっとありますが、

そういう状況にならないところについては、九

州のところだってリプレース、リフレッシュ、

そういうものをやられていくんだけれども、佐

世保～上五島に関して、就航しているものにつ

いてはどうにもならないと、こういう状態にな

っているのですが、これについての見解を聞か

せていただきたい。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 こちらの
要望事項で挙がっておりますのが佐世保～上五

島で、具体的には、佐世保から小値賀方面に行

く航路だと考えております。そちらに関しまし

て、佐世保～有川航路が現在、競合航路という

形になっておりまして、佐世保～小値賀のほう

は競合航路となっておりませんけれども、今後、

競合になった場合には、補助航路から外れて、

経営が厳しくなるんじゃないかという懸念を航

路事業者のほうで抱かれておりまして、その関

係で船舶の更新が進んでいないという現状でご

ざいました。ですので、こちらの下のほうに書

いておりますけれども、今年度、政府施策要望

の中で新たに、船舶を建造した後において競合

航路となった場合は特例として認めていただき

たいということで国のほうにも要望するように

しておりますので、そういった側面を含めて、

県としての支援をしてまいりたいと考えており

ます。 
【吉村(庄)委員】 先ほど、平成 29年度が 4億
円、その前が 11 億円と、こういう話もありま
したから、それはそれですが、この航路改善計

画の中では、他社の例えば、崎戸商船の小さい

ものについては、これは船自体が小さいんです

けれども、これは佐世保、崎戸、週によっては

大島、それから江島、平島、友住、上五島、こ

う行くんですが、これは一定の条件に当てはま

っているんです。しかし、先ほどの話は小値賀

路線だとおっしゃっているのですが、宇久の平、

小値賀、そして有川、こういうふうに行くわけ

ですから、有川～佐世保直行という形から言う

とちょっと条件は違うんですけれども、やっぱ

り競合という形に見られるかどうかという問題

もあります。 
 これは私は、そういう意味では、もちろん新

船建造をリプレースその他の補助制度でやった

場合には、利用者に対する還元、こういったこ

とも今の中では条件になっておりますから、そ

ういう意味では、新船建造をやっていくことが

島民の皆さん方、利用者の皆さん方のためには

一定の必要なサービスができると、こういう状

況もありますので、国の制度を変えることも必

要ですけれども、必要な場合は、やっぱり県だ

ってきちっと単独でも一定のことをやるべきだ
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と、こういうふうに私は申し上げておきたいと

思います。要望です。 
【川崎委員】 1点、2ページの佐世保市の要望
のＩＲの件でございます。国における動向につ

いては説明をいただきましたのでわかりますが、

1 点、「カジノが持つ負の要素をコントロール
しながら」というくだりがありますけれども、

さまざまな課題は承知をしておりますが、この

間、県がどのような形でこれを検討し、負の部

分を払拭していこうとされているのか、お取組

をお知らせいただきたいと思います。 
【北嶋政策企画課企画監】 ＩＲの関係のリスク
の面で最も懸念されておりますのがギャンブル

依存症の関係だと思っております。当然、国の

ほうでしっかりとした制度をつくって対応すべ

きだと思いますけれども、地元といたしまして

も、より現場に即した対応が必要だと思ってお

りまして、昨年度、平成 27 年度には、ギャン
ブル依存症に関しまして、病気の回復とか、社

会復帰への支援について取り組んでおります全

国の先進事例を障害福祉課と一緒に視察いたし

まして、依存症に対して支援する枠組を県内で

つくれないかと、そういったところを検討いた

しているところでございます。 
【川崎委員】 ギャンブル依存症が発生した時の
今のご対応の方針だと思いますけれども、まず

はギャンブル依存症が起こらないようなことが

1 つでしょう。その後に、起こった時の対応で
しょう。2 段構えでいく必要があると思います
けれども、こういうことをしっかりと協議して

方向性を決めていく、この時間が今、大事なと

ころじゃないですか。先送りになっているから

先送りじゃなくて、今こういうことだから、し

っかりと議論をしていって、こういう対策をと

いうことを県民に知らせていくということが大

事だと思うんです。そういった姿勢をぜひ望み

たいと思いますが、いかがでしょうか。 
【北嶋政策企画課企画監】 ギャンブル依存症に
ならないための施策、これはＩＲ施設をつくっ

たときに、その施設のＰＲとか広報をさせない

とか、あるいはギャンブル依存症の実態を知ら

しめる施策、こういった対策も必要であろうと

思っておりまして、それを含めて、どういった

施策が必要か検討しているところでございま

す。 
【山本(由)委員長】 それでは、午前中の会議は
これにてとどめ、午後は、1時30分から再開しま

す。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 零時 ０分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 「政策等決定過程の透明性等の確保などに関

する資料」について、ほかに質問はありません

か。 
【山田(博)委員】 「政策等決定過程の透明性等
の確保などに関する資料」の 16 ページに、離
島振興対策の充実ということで、バス運行対策

の補助に対する回答が来ているんですけれども、

現状というのはどのような形で認識されている

のか、まずそれを説明していただけますか。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 県内のバ
ス事業関係の運行ですけれども、現在、制度と

いたしましては、広域的な路線ということで国

と県の協調の補助、準広域的な路線としまして

県単独の補助、それから市単独の補助というも

のがございます。 
 要望等ございますのが、今後、人口減少等を

踏まえまして、バス運行対策費の補助というの



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２７日） 

- 104 - 

も増嵩しますし、乗車人員も減少してくるので、

それに見合った補助制度の創設、それから国の

制度の拡充などについて求めてほしいというこ

とも要望で上がっておりますので、県としても、

政府施策要望等を通じて、現在そのように対応

しているところでございます。 
【山田(博)委員】 要するに、今、バス会社の路
線が、特に、高齢者の方の生活に影響してくる

わけですから、それを考えると、何とかどうい

うふうに確保していくかと。バスに関する予算

というのは、今の状況を説明していただけます

か。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 平成 27
年度のバス運行対策費補助金で申しますと、国

庫補助が２億 5,300万円、それから県単独補助
としまして１億 4,800万円、合わせまして路線
維持費といたしましては約 4億円の事業費とい
う形になっております。これは最近、横ばいの

傾向ですけれども、徐々に増えつつあるという

形になっております。 
【山田(博)委員】 そうすると、これは今、財政
当局におきましては、一定の理解を得ながらや

っていると。船のリプレースとは全然違うんで

すね。リプレースは 11 億円を 4 億円に減らし
たけれども、あっちは極端に減らしますね。あ

っちは減らすけれども、バスはするということ

であります。いずれにしても、今の予算の規模

を確保しながら、引き続きぜひやっていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 
 それと、19 ページです。長崎県の町村会で、
有人離島に関しての予算の確保とありますけれ

ども、これは「特定有人国境離島」とあります

けれども、その一方で、国のほうで、平成 26
年 8月 2日に、尖閣を含む 158の無人島に名称

をつけたとありました。その中に、平成 26年 8
月 2日の報道によりますと、県内で 8つのしま
に新しい名称をつけられたと。所有を今、調査

しているということでありますけれども、その

状況を説明していただけますか。 
【坂本地域づくり推進課企画監】 委員のお話に
ありましたように、平成 26 年 8 月に、領海の
外縁部を根拠付ける離島、全部で 158島、うち
本県 8島分について名称が決定されました。そ
の後、国においては、その所有権等の調査を行

っておりまして、内閣官房にも確認いたしてお

ります。内閣官房によりますと、現在、国有財

産としての登録等に当たり必要となる所在、地

籍の記載内容に係る調査を関係省庁と行ってい

るところであり、引き続き、国有財産としての

登録等が速やかに行われるよう、関係省庁と今、

調整をしていますというお答えでございました。 
【山田(博)委員】 そうすると、158の無人島に
平成 26 年 8月 2 日に名称をつけたと。そのう
ちの 8つ、五島市に 4島、対馬に 4島、新しく
名称をつけたものがあったんですね。今、その

所有を国のほうで調査中ということで理解して

いいんですね。これは大体いつ頃判明するかわ

かりますか。 
【坂本地域づくり推進課企画監】 委員からお話
がありました、いつ頃かということなのですが、

内閣官房にも今、確認をしておりまして、先ほ

どもお答えしましたように、関係省庁との調査

ということで、まだいつになるかというお答え

はもらっておりません。本県の 8島についても、
まだお答えができないという回答をいただいて

おります。 
【山田(博)委員】 この 19 ページ、国境離島新
法が制定されているわけですけれども、私の地

元におきましても、尖閣みたいに中国のああい
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った占領をされるんじゃないと危惧をされてい

るわけです。地域づくり推進課企画監、これは

今のところ、名称がついても、それが所有者が

はっきりしていない状況であれば、例えば、そ

れを外国の方が、これは私のしまと主張されて

も、今はっきりしていないわけだから、そうい

った状態であれば、大変な状況であるというこ

とは間違いないわけですね。いかがですか。所

有者がわからない場合は、外国の人が「私のし

まです」と言われても、今、国もわからない状

態であれば、そういう主張をしてもおかしくな

い状況だということで一定の理解ができると思

うんですが、これはいかがですか。 
【坂本地域づくり推進課企画監】 委員からのご
指摘もありましたように、そこは重要なところ

だと思っております。国も、平成 27年 6月 30
日に、海洋管理のための離島の保全・管理のあ

り方に関する基本方針を定められておりまして、

その中でも、新たに判明した国有地については

速やかに国有財産に登録する必要があるという

基本指針になっております。その指針に基づい

て、今、国が準備を進めているものと理解して

おります。 
【山田(博)委員】 地域づくり推進課企画監、ぜ
ひ今回の国境離島新法の中の国が定める基本方

針、有人離島じゃなくて無人島にも、ある一定

の方向性の保全が保てるような方策もぜひ盛り

込んでいただきたいと思うんです。これは今、

有人のしまであっても、いつ無人になるかわか

らないわけですから、そういった点で国境のし

まじまには、そういった危険というか、状態も

あるということを 1人でも多くの県民の皆さん
に理解してもらって、よりよい国境離島新法の

制度設計をやっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。それについ

て何か見解がありましたら聞かせていただいて、

終わりたいと思います。 
【坂本地域づくり推進課企画監】 山田(博)委員
のご指摘がありましたように、まさにそこは重

要なところだと思っております。有人国境離島

法の中でも、保全という部分につきましては国

がしっかり行っていくと定められておりますの

で、そういった意味で、保全のところも国の基

本方針等に定められてくると思っておりますの

で、そこもしっかり見極めていきたいと思って

おります。 
【山本(由)委員長】 ほかに「政策等決定過程の
透明性等の確保などに関する資料」について、

質問はありませんか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、これに関する質
疑をとどめまして、次に、議案外所管事務一般

について、ご質問はありませんか。 
【山田(博)委員】 新幹線・総合交通対策課にお
尋ねしたいと思うんです。新幹線・総合交通対

策課におきまして、実は、平成 28年 9月 17日
に、福江空港配備の空港用の化学消防車が故障

して走行不能になりまして、結果的にはどうい

ったことが起きたかというと、オリエンタルエ

アブリッジの飛行機が最大で 1 時間 45 分の遅
れになったんです。この現状というのは把握さ

れておりますか。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 申しわ
けありません、山田(博)委員からご指摘を受け
るまで存じませんでした。 
【山田(博)委員】 松尾新幹線・総合交通対策課
企画監、別にあなたを責めるわけじゃないんで

す。これは何と、土木部港湾課が皆さん方に報

告しなかったと。企画振興部長それと皆さん、

これはぜひ聞いていただきたいんです。福江、
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五島つばき空港と壱岐空港と対馬空港に、空港

用の化学消防車があるわけです。化学消防車が

壱岐も対馬も平成 13年と平成 14年に配置され
ているんです。この耐用年数は 15年なんです。
だから、今年、耐用年数が来ているんですよ。

福江空港には化学消防車が 2台あるというんで
す。1 台は県が買ったんですけれども、もう 1
台は仙台から無償でもらったというんです。対

馬空港は東京から無償でもらったんです。仙台

からもらったものは 17 年経過して、東京から
もらった化学消防車は 15 年たっているそうで
す。 
 つまり、私が何が言いたいかといいますと、

福江と対馬と壱岐の空港で、国から指定されて

いる空港用の化学消防車がもう耐用年数を過ぎ

ているんです。耐用年数が過ぎている化学消防

車を置いて、故障して、あげくの果ては、飛行

機が着陸できなかったんです。なぜやっとでき

たかというと、地元の五島市消防署にお願いし

て別の化学消防車を持ってきて、こういうふう

になったというんです。松尾新幹線・総合交通

対策課企画監、これはどう思われますか。化学

消防車がこういうふうな状況だったというのは

ご存じだったか。多分知らなかったと思います。

何で知らなかったか、港湾課が黙っていたのだ

から。これは言語道断だ。財政当局も知らなか

った。言わないほうも言わないほうだ。これは

私も今までこういった事例は初めてです。たま

たまこれが動かなくて・・・どうなるのかと。

新幹線・総合交通対策課企画監、これはどう思

いますか。だって、新幹線・総合交通対策課企

画監が知らないのは当たり前なんですよ、言わ

ないのだから。新幹線・総合交通対策課企画監、

別にあなたを責めているわけじゃないんですよ。

どうですか。 

【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 今回の
ケースにつきましては、故障していることがわ

かって、今回の件については初めてのことで、

大阪航空局等にも相談しながら対応を決めたよ

うでございます。そういう中で、私どもに連絡

がなかったというのは残念ではございますけれ

ども、そういう故障がわかるには、一生懸命点

検はしておられるのだろうなと思っておりまし

た。ただ、こういうことがあるのだなというこ

とは、今まで存じ上げなかったので、そういう

ことかということが今回わかったわけでござい

ます。 
【山田(博)委員】 新幹線・総合交通対策課企画
監、知っているか知らないかということを言っ

ているわけじゃないんですよ。初めての事案だ

ろうが何だろうが、化学消防車が故障するか故

障しないかは、想定されるわけだから。 
 いずれにしたって、まず、こういった事案が

発覚して、これは 9 月 17 日ですよ。それを担
当課のほうに話をしていないというのはどうい

うことか。これは問題ですよ。また、オリエン

タルエアブリッジから、そちらに話をしていな

かったというのも問題ですよ。 
 もう一つは、この化学消防車が耐用年数が過

ぎているということですよ。こういった現状が

あるということなんです。この状態のままで、

果たして空港の運営ができるかということなん

ですよ。普通だったら、あり得ないでしょう。

これは新幹線・総合交通対策課企画監、どう思

われますか。もう一度お尋ねをしますけれども、

私が今、3 つ指摘しましたけれども、今後どの
ように対処していかれようと思いますか、見解

を聞かせていただけますか。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 まず、
県営空港を管理している港湾課と路線を維持管
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理に努めている我々との間での連絡不行き届き

については、今後、よく連絡体制をとるように

努めたいと思っております。もちろん、ＯＲＣ

と県においても、連絡体制は今でもとっている

つもりでございますが、より濃くしていきたい

と思っております。 
 当然、航空にとりまして一番大切なのは安全

でございます。恐らく、これまでも安全管理に

ついて、車両についての点検等は担当部局で行

われていると思いますが、いずれにしても、今

後も安全第一にしていただきたいということは、

今日の委員のお話を含めまして、改めて港湾課

に話をしたいと思っているところでございます。 
【山田(博)委員】 これは港湾課から事案の経緯
等をもらったんですけれども、初めての事案と

言っていました。初めてであろうがなかろうが、

こんなことはあってはいけないわけです。企画

振興部次長、国のほうで、大阪航空局でこうい

うふうにやっていますけれども、率直に言って、

これはどう思われますか。 
【廣畑企画振興部次長】 先ほど新幹線・総合交
通対策課企画監も申し上げましたように、交通

にとって一番大事なのは安全だと思います。空

港の消防施設、私も、別の空港ですけれども現

場を見せていただいたこともありますけれども、

現場の人たちはみんな一生懸命働いておられる

ところもあります。ただ、その前提で、設備の

維持管理は非常に大事だと思います。消防施設

の故障というのはあってはならないことだと思

いますので、そういうことのないように空港の

管理もやっていただきたいと思いますし、我々

としても、丁寧に対応していく必要があろうか

と思います。 
【山田(博)委員】 こういったことがないように、
しっかりやってもらいたいんですよ。こういっ

たことが最低でも担当部署の課に港湾課が連絡

をしていなかったというのは大問題ですよ。た

またま地元に帰った時、私の後援会の人が私に

相談があるというから何かというと、こういう

ことだったんです。こういったことのないよう

に、しっかりと取り組んでいただきたいと思っ

ております。 
 続きまして、スポーツ振興課長にお尋ねした

いと思うんです。以前からプロ野球球団の福岡

ソフトバンクホークスの少年野球教室の開催と

いうのを関係機関と協議しているということで

話をいただいておりますけれども、その後、ど

のように取り組まれているか、お尋ねしたいと

思います。 
【井上スポーツ振興課長】 山田(博)委員からご
紹介いただき、その後も随時情報提供していた

だいておりますけれども、福岡ソフトバンクホ

ークスのＮＰＯ法人ホークスジュニアアカデミ

ーとこれまで協議をしてきております。ホーク

スジュニアアカデミーとしましては、野球を通

した地域貢献活動をしたいということで、県内

の市町に対して、活動内容のプレゼンテーショ

ンを行うことを主な目的として話をお聞きして

おりますが、その際に、少年野球教室もあわせ

て実施をしたいと考えられております。 
 まだ条件面で調整すべきことがありますので、

現時点では、具体的な内容や実施時期などは、

決まっておりませんけれども、五島市を含む幾

つかの市と今後打ち合わせをして、年度内に実

施する方向で協議をしているところでございま

す。 
 スポーツ振興課としましては、引き続き、山

田(博)委員のお力をおかりしながら、ホークス
ジュニアアカデミーと県内市町との調整を図っ

てまいりたいと思います。 
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【山田(博)委員】 委員の皆さん、理事者の皆さ
ん、別に私のことを宣伝すると言っているわけ

じゃないんですからね。これはいずれにしても、

福岡ソフトバンクホークスのほうが、こういう

ふうに善意を持ってやっていただいていると。

さっき五島市と言われましたけれども、ほかに

も開催を希望している市町とかがあるんでしょ

う。それをきちんと明確にお答えいただきたい

と思います。 
【井上スポーツ振興課長】 まだ実施時期につい
てははっきりしておりませんけれども、今のと

ころ希望しておりますのが、五島市以外には、

長崎市と大村市、それから佐世保市でも検討し

ているとお聞きしております。 
【山田(博)委員】 それでは、ぜひこの開催に向
けて、プロ野球選手、またＯＢの方々と少年野

球を通じて青少年の育成、またスポーツ振興に

しっかり取り組んでいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 
 続きまして、広島県の呉市が、実は、戦艦大

和の調査をしているわけでございますけれども、

この事業自体はご存じかどうか、まず担当課の

ほうにお尋ねしたいと思います。 
【柿本政策企画課長】 ご指摘がありました広島
県呉市で、もともと戦艦大和が建造された地で

あるということで、大和関係のミュージアムを

持っているということで、その 10 周年に際し
て、現在、呉市のほうで、海底に沈んでいる大

和の映像を撮影してミュージアムで展示をする、

そういった事業を行っているということで承知

しております。 
【山田(博)委員】 一昨年の 8月に、五島列島の
福江島の東南東約 35 キロメートルの水深 200
メートルのところに、実は、昭和 21 年 4 月 1
日にアメリカ海軍に処分された伊 402の潜水艦

が沈んでいるという報道があったわけです。こ

れは地域づくりの一環としても、五島沖に眠る

巨大潜水艦伊 402の調査発掘にぜひ取り組んで
いただきたいと。呉市が戦艦大和をやっている

わけですね。ぜひこういったものも地域振興の

一環として取り組んでいただきたいと思うんで

す。いかがですか、見解を聞かせていただけま

すか。 
【柿本政策企画課長】 伊 402 号に関しまして
は、委員のほうから前回の委員会からご質問い

ただいて、それも踏まえて種々調査等を行って

きておりますけれども、海上保安庁や防衛省等

国のほうの意見を聞いたりしてまいりました。

国のほうでは、現在、これを直接的に活用する

というふうな考え方は持ち合わせていないとい

うことでこれまで伺ってきたところであります。 
 それと、先ほどご指摘がありました呉市が大

和の事例があるということで、これにつきまし

ても呉市に出向きまして、考え方、どういった

取組をされたかということで情報を収集してき

たところでございます。今回、呉市の場合には、

約 8,000万円の予算をかけてこの調査をしたと
いうことで、海底に沈んでいる大和の映像を撮

影するのに 7,000万円ぐらいの費用がかかった
とお伺いしております。 
 かなり大規模な事業になってまいりますので、

これにつきましては伊 402号について、どうい
った活用するような価値があるのか、それから

活用の方法があるのか、そういったことをまず

しっかり整理をする必要があると考えておりま

す。 
 それともう一つ、呉市のほうでは、所有者で

ある国のほうと協議をする必要があるというこ

とで、大和の場合には、国の財務省、九州財務

局が所有権を有していたということで、そこと
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も協議をしてきたということで、そういった面

も含めて、もう少し状況の把握をしていきたい

と思っております。 
【山田(博)委員】 政策企画課長、私は今日、あ
なたを大変見直しましたよ。私はあなたの評価

は今日は今までと全然違います。あなたがそこ

までやっているとは全く思っていなかった。今

日は大変感動しました。政策企画課長、私はあ

なたのその答弁をいただいて、今日はぐっすり

眠れますよ。本当にどうもありがとうございま

した。 
 いずれにしても、今の五島沖に眠る巨大潜水

艦が九州財務局の所有物になっていると。そこ

で、今、協議をしているということが明らかに

なりましたから、これを引き続き、どういった

形で活用できるかというのにしっかり取り組ん

でいただきたいと思っております。 
 続きまして、第 8回太平洋・島サミットの経
過がどうなっているかお尋ねしたいと思います。

毎回聞いているんですけれども、いつも秋頃、

秋頃と言っているけれども、もうだんだん秋に

近くなるんですけれども、経過をご説明いただ

けますか。 
【坂本地域づくり推進課企画監】 太平洋・島サ
ミットについてですけれども、昨年来、外務省

等にずっと問い合わせをしているのですが、実

を言うと、例年ベースであれば、今年度、照会

があって、手を挙げていくという流れになって

くるんですけれども、外務省に確認をしました

ところ、公募の有無、公募をする場合の時期に

ついても、今は白紙の状態ですと、再検討して

いるところですというご回答をいただいており

ます。 
【山田(博)委員】 以前、これは地域づくり推進
課企画監からもらって、太平洋・島サミットの

次回の開催県をどのように決めるかというと、

平成 28年 1月頃に開催希望県の照会をすると。
続きまして、5 月頃には、照会があったら、そ
の開催の場所とか、開催の理由とかをチェック

して、8 月頃には、総理官邸で開催県を決定と
いうことで、秋には、外務省の中間閣僚会合で

開催県を公表とありますけれども、全く白紙と

いうのは全然遅れているんですね。これはもう

決まっているんじゃないですか。いまだに言わ

ないということは、いずれにしたって、地域づ

くり推進課企画監、本来このようなスケジュー

ルであるにもかかわらず、いまだに白紙という

ことは、次の委員会でまた同じような質問をす

ると思いますから、教えていただきたいと思っ

ております。いずれにしても、私が何が言いた

いかというと、今までは手順を踏んでやってい

るにもかかわらず、今回に限っては、いまだに

白紙だということです。 
【前田委員】 午前中、説明いただいたんですけ
れども、長崎県版ＣＣＲＣについて質問をさせ

ていただきたいと思います。 
 推進する流れで長崎県ＣＣＲＣ推進協議会等

も開かれていると思うんですが、まだ本県にお

いて取組意向がありというところが 7市町にと
どまっているという、結局、取組意向がないと

か、まだ未定というところは、いろんな意味で

懐疑的な思いがあるのかなと思って、それはや

はり今日説明があったように、基本指針を策定

していく中で、そこをきちんと理解してもらう

しかないかなと思っているのですが、最終的に

は全市町が参加していただかないと、なかなか

難しいのかなと思っていて、なぜこういうこと

を聞くかというと、実は、長崎市も取組意向が

ないということをはっきり言っていて、その中

には、今日出たような効果、それに対して、な
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かなかまだ疑問を持っているというようなこと

が主なみたいです。 
 ただ、民間におきまして、有効な土地活用や

社会的な貢献をしたいということで、やりたい

というところは実際出てきているんです。しか

し、今日のこのスキームの説明を聞くと、当該

自治体がやる方向にならないと、なかなかこれ

は進まないんじゃないかと思っていて、そうい

う場合に、どうやってやりたいというところを

フォローできるというか、県として、例えば、

モデル事業的に取り組めるのか、多分難しいと

思うんですけれども、そういう道筋を示してほ

しいのと、あわせて、これは全国的な課題とし

て、国においてもっともっと進めるためのイン

センティブを与えてもらわないと、新型交付金

の話は出てきていますけれども、それ以外に、

いろんな規制緩和とか、財源的なことも含めて

手当てしてもらわないと、これは絵に描いた餅

に終わるのじゃないかと思っていて、そういう

ことを県として、どうやってこれから国に働き

かけていこうとしているのか、そういうところ

を今の見解でいいのでお答えをいただきたいと

思います。 
【渡辺地域づくり推進課長】 ＣＣＲＣの推進に
ついてのお尋ねでございます。委員ご指摘のと

おり、市町においては、当初、意向調査の時に、

7 市町が意向ありということで、その後、地方
版総合戦略を策定する中で、11市町が戦略にＣ
ＣＲＣの検討というのを盛り込んでおります。

ただ、半分ぐらいは、まだそういったことをし

ていないということで、これまで長崎県ＣＣＲ

Ｃ推進協議会の中で検討してきましたけれども、

その中では、20市町は協議会に参加していただ
いて、これまでの検討状況とかはお伝えをして

いるところでございます。 

 今後、先ほどご指摘いただいたように、例え

ば、総合戦略に盛り込んでいない市町には、丁

寧に指針の中身でありますとか、懸念される課

題についてのご説明という形で説明会なりをや

っていきたいと思っておりますし、先行して取

り組んでいる壱岐市、佐々町は、国の交付金を

使っていろんな調査でありますとか、協議会立

ち上げの検討をされておりますので、そういっ

たところの取組をご紹介したり、逆に、そうい

ったところ取組を進めることで、またほかの市

町にも働きかけを強めてまいりたいと考えてお

ります。（発言する者あり） 
 申しわけございません。民間の動きというの

も当然いろんな形で長崎県ＣＣＲＣ推進協議会

の委員さんとか、市町からもお話を聞いており

まして、例えば、西海市では、民間で研究会を

立ち上げて取り組んでおられる事例もございま

す。そういったところとも連携しながら、市町

ともお話をしていきたいと考えております。ま

た、国に対しても、今後、市町が具体化を進め

る中で、どういった支援が必要か、要望につい

ても検討してまいりたいと考えております。 
【前田委員】 その受け入れ体制をしっかり他県
とも連携とりながら行ってほしいということを

要望しておきます。さっき民間のほうで西海市

の事例を出しましたけれども、西海市は取り組

む姿勢を示しているので、そこはいいんです。

具体的に言えば、長崎市が全くそこに手を挙げ

ようとしていない中で、長崎の中で民間事業者

がやりたいと言っているのに対して、どんなサ

ポートができるか、もしくは取り上げて県とし

てモデル事業的な扱いでできるかということを

検討してほしいということを要望しておきます

し、できれば間に入って、長崎市とよく調整を

してほしいと思います。よろしくお願いします。 
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 続きまして、これも午前中に説明を受けまし

たＯＲＣについて質問をさせていただきたいと

思います。 
 再生スキームがあって、その後、維持スキー

ムがあって、それから維持スキームの中に、収

支を改善するという目標の中で、要は、利益を

しっかり上げようというような努力目標みたい

なものがあると思います。それと、もう一つと

しては、機体を増やすことも含めた更新の問題

と、この両立てがあると思うんですが、今日説

明をいただいた新たな路線の参入というのは、

そういう意味では、経営改善に資するというか、

収支が生み出せる本当にいい手だてだと思って

いて、その点は評価するのですが、ただ、こう

いう形で運航した場合に、飛行機は全日空のも

のを使うんですよね。 
 心配しているのは、維持スキームの中に具体

的なところまでの計画はもちろん入っていなか

ったでしょうから、人の手当てとか、人員の配

置というのはしっかりととれるのか、計画に乗

るのかというのを 1点だけ確認させてください。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 まず、
機材については、まだ完全に調達方法は決まっ

ておりませんが、リースなり購入、そのどちら

かの方向で考えると思います。 
 それともう一つは、中身について、今までの

計画にそこまで入っているのか、大丈夫なのか

ということだと思いますけれども、これにつき

ましては我々も基本的には安定的に見込めるの

ではないかと思っておりますが、今後、専門家

の意見、そして県離島航空路線再生協議会の場

でも、もう一度協議をしてもらって、そこら辺、

判断をしていきたいと、その上で、いろいろ支

援等を考えていきたいと考えております。 
【前田委員】 新たな路線に参入することに反対

というか、慎重な意見を述べているんじゃなく

て、実際に飛ぶ時に、具体的に、パイロットの

方もそうですし、機内の乗務員の方、それから

飛行機の整備士とか、そういう人員が手だてで

きるのですかというか、その影響はないのです

かということを質問していますか。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 そこに
つきましては、今後、パイロットについては訓

練をしながらやりますし、整備についても、い

ろいろできるような体制を考えていくことにし

ておりまして、そこは大丈夫な計画であると考

えております。 
【前田委員】 資料の中に、必要な準備として、
乗務員訓練を実施予定となっていますけれども、

要は、新しい路線に参入することで、人がどれ

ぐらい必要なのかとか、人件費もかかわる話で

すし、手当をどうするのかということを含めて、

当然これは収支にかかわってくる話ですから、

これから路線の就航に向けて、そこはしっかり

と委員会のほうにも報告をいただきたいと思い

ますし、安全が一番大事な話の中では、きちん

とした形でスタートしなければまずいと思うの

で、その点、よろしくお願いします。 
 あわせて、ジンエアーが休んだ形で、今度ア

シアナ航空の子会社のエアソウルのチャーター

便が盛況で、定期便就航が実現したということ

で、非常に喜んでおります。ただ、確認させて

もらいたいのは、既に説明もあっているかもし

れませんが、このエアソウルの定期便を就航さ

せるための条件というか、県として、先方側に

どういうふうなインセンティブを与えるような

条件、例えば、離着陸料、金銭的な補助とか、

いろんなことがありますよね。それはどういう

内容になっているのかということと、この定期

便のこれから継続的な就航という中では、搭乗
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率の収支的なことも含めて、どういう先方との

約束というか、何％を維持しますよ、みたいな

話になっているのか、少し内容をお知らせいた

だきたいと思います。 
 あわせて、ジンエアーについては、表現が的

確かどうかわかりませんけれども、残念ながら

福岡空港のほうにとられた中で、運休なので、

これからも再開に向けて努力はするということ

ですが、先般の新聞記事を見ますと、北九州空

港において、ジンエアーが新路線を就航したと

いうことで、それはもちろん北九州の営業活動

の延長線上、もしくはそれぞれのメリット、そ

ういうことで合意したと思っていて、そういう

意味では、ジンエアーというのは、エアソウル

が就航したことによって、今後もう可能性はな

いと見ていいのかどうか、断念したというか、

そういうことについても今日、具体的に答弁い

ただきたいと思います。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 まず、
支援につきましては、国の空港着陸料支援制度

というものがございますが、それをあわせて着

陸料、あるいは航行援助施設使用料などに関し

ては支援を行うということで話をいたしている

ところでございます。具体的には、これは国も

入れたところでございますが、両方合わせて大

体 5,700万円ほど、そこの支払いについては決
めております。利用率につきましては、大体

75％を目標にしているというお話があってお
りますので、それを目指して頑張りたいと思っ

ております。 
 あとジンエアーでございます。航空会社とし

て、アシアナ航空のほうが先に長崎空港の運航

を決めていただいたわけですけれども、ジンエ

アーについても、今後、機材計画等ございます

ので、未来永劫来ないというわけでもないと思

います。ただ、そういう意味では、私どもとし

ては、もし来てくださる航空会社があれば、そ

れはそれで歓迎をいたしますし、決して来るこ

とに対してシャッターをおろすということでは

ございません。ただ、現実的に、エアソウルが

今回 10 月に運航して、ジンエアーのほうが北
九州で運航するということでありますので、す

ぐすぐジンエアーがこちらに来るような話には

なかなかなりにくいのかなと考えております。 
【前田委員】 ＬＣＣについては、他の路線も含
めたところで、今もご努力いただいていると思

いますが、今後もさらにネットワークを張りな

がら、今はまだ上海と韓国だけですから、そう

いう意味で、24時間化を目指すという話の中で
は、人、貨物含めたところで、しっかりとまた

東南アジア等も含めて運動を展開していただき

たいと思っていますし、エアソウルについても、

さかのぼれば、オーシャンローズであったり、

ジンエアーにしても、社長が来た時に、週の便

を増やしたい、ほかの路線も含めて検討したい

とか言っていましたけれども、しかし、結果的

には、ある意味、撤退したわけですよね。そこ

に対して血税という形で税金が入っているわけ

ですから、ぜひ今度のエアソウルについてはし

っかりと、昨日の文化観光国際部の中にも出て

いましたけれども、インバウンドもですけれど

も、アウトバウンドのほうをしっかり韓国とも

連携とりながら取り組んでほしいということを

要望しておきます。 
 最後に、県庁舎跡地について質問させていた

だきたいと思います。 
 午前中にも種々質問が上がっておりますので、

そのことを余り触れるつもりはないのですが、

県立総合体育館や県営野球場が市営から県営に

なった経緯を担当の人に調べてもらいました。



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２７日） 

- 113 - 

それを振り返って見た時に、県と市が十分な連

携をとりながら協議をしながら、うまいぐあい

に成果というか、ゴールを導き出したのだなと

思っていて、今後につきまして、ここまで混迷

しているのは、私も議場で質問しましたけれど

も、跡地だけに限らず、長崎のまちづくりとい

う意味で、やはりどこかで膝を突き合わせて市

長と知事が一度話し合う機会を私は持つべきだ

と思うんです。 
 そういう意味におきまして、1 つお聞きした
いのは、今、ホールについての質疑が随分と続

いております。そのことはそのこととしながら

も、しかし、ホール以外の 2つの柱についても、
これは当然、長崎市とも関係した話ですし、も

しかすると連携しながらやれる部分もあろうか

と思いますので、ホールということに限らず、

跡地活用の整備案をこれからつくり、それから

その後の具体的な経済効果や整備の方法、それ

から財源をどうするかといった話になる時に、

公共交通も含めて、長崎市とこの 3つの柱につ
いてそれぞれ今まで以上にしっかり連携をとっ

て進めていただきたいということを改めて要望

したいと思いますし、今見ている中では、その

部分が非常に足りないと思っていますので、そ

の点について答弁をいただきたいと思います。 
【前川まちづくり推進室長】 ご指摘いただいた
部分でございます。確かにホール以外の部分に

つきましても、3 つの主要機能といたしまして、
広場の部分、それから交流・おもてなしの部分

というところがございます。ここは県として、

3 つの柱を打ち出しまして、県議会からご意見
をいただきながら進めていくということにいた

しておりますけれども、そう言いながらも、県

庁舎跡地自体が長崎市の一番中核になる部分に

立地しているということは間違いございません

し、跡地を整備していく時に、出島との連携は

欠かせない部分だと思っております。そういう

意味で、広場にいたしましても、歴史・情報発

信、交流・おもてなしの部分にいたしましても、

検討を進めていく時には、長崎市としっかり協

議をして、長崎市のほうで進められている大型

プロジェクトとの連携のあり方、役割分担など

をしっかり整理しながら、跡地の整備後の運営

等の財源につきましても、長崎市としっかり連

携を図っていくことも必要だと考えております

ので、ホールの部分も含めまして、市と協議す

べきはしっかり詰めてまいりたいと考えており

ます。 
【前田委員】 ホールについてなんですけれども、
午前中にも、それぞれの委員からの認識とかご

意見がありました。私も、なるほどなと思って

聞かせていただいていたのですが、もともと私

は、整備方針というのを早期示すべきだという

ことで、そのことは年度末までにしっかり示し

たいと。しかし、県が示す整備方針というのは、

私が求めている整備案とちょっと違っていて、

それは単なる方針であって、そこに対する経済

効果であったり、事業の手法、事業費、そして

その裏付けとなる財源等については、その整備

方針策定後 1年かけてつくり上げていくという
ことで答弁をいただいています。そのこと自体

は私は全くもって納得していなくて、本来は整

備方針の時に示さないと、組み合わせも含めて

判断ききませんよねと言っているのですが、そ

こは平行線なんですが、ただ長崎市とのホール

のやりとりの中で、1,000 席ぐらいのところで
優位性があるという中で、長崎市としては、公

会堂の代替ホールとして見れるんじゃないかと

いうような意見も出る中で、今日も午前中出て

いましたけども、その理論付けは別としながら
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も、仮に、長崎市と一緒になってつくるという

ような結論、そういうものを導き出すのが、長

崎市の要望でいけば、年度末までにははっきり

示してくださいと。それが時間切れなので、そ

れがだめだったら、副市長の委員会での答弁で

は、もとの計画に戻して、現在の市役所のとこ

ろに建てますという話をしているんです。 
 となれば、整備方針を年度末に示すのは当然

やってもらわなければいけませんけれども、そ

の中でもホールについては、単なる整備方針で

はなくて、市とそういう話がつくということが

前提であるならば、まさしく規模とか内容、そ

れから経済効果、事業費、財源、そういうもの

はホールに限っては、しっかりしたものを提示

していただかないと、私たちは、そのことに対

して可否の判断はできないと思っているんです。

ですから、既存の流れは流れとしながらも、ホ

ールについては、まだ長崎市とそういう協議を

しているということであるならば、年度末の一

定結論を出す時期には、私が求めたようなとこ

ろまで出せるのか出せないのか、出すことが検

討できるのか、そのことを最後にご答弁をいた

だきたいと思います。 
【髙宮企画振興部参事監】 委員がおっしゃった
ホールの部分につきましては、先ほど来申し上

げましたように、市とさまざまな協議を進めて

いるところでございますけれども、整備方針に

つきましては、これは基本的な方針ということ

で考えておりまして、その後、委員がおっしゃ

るような事業費ですとか財源については、基本

構想の中で詰めていきたいと考えております。

その協議の中で、いろいろ費用負担等も含めて

協議をするところは必要だと思っていますけれ

ども、いわゆる方針として出していくというこ

との中では、整備方針の中で、今そこまで出せ

るということは考えておりませんので、そこは

基本構想の中できちっと詰めていって、お示し

をしていきたいと考えております。 
【川崎委員】 まず、交通政策についてお尋ねい
たします。毎度確認をしておりますが、地域公

共交通活性化再生法に基づく県下の公共交通網

形成計画の策定の進捗状況について、お尋ねい

たします。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 地域公共
交通活性化再生法に基づく地域公共交通網形成

計画の県内の策定状況でありますけれども、現

在のところ、8 市が交通網の形成計画を策定さ
れています。それから、1 市、これは松浦市で
すけれども、今年度に交通網形成計画に着手さ

れている状況でございます。 
【川崎委員】 とりわけ長崎市のことについては、
ずっと注目しながら見ているのですが、市議会

において、この法定協議会、いわゆる交通網形

成計画策定に当たっての協議会の設定を必要で

あれば設置するというような答弁があったのは

承知をしておりますが、まず、この必要があれ

ばということについては非常にあやふやな部分

がありまして、私が仄聞するに、この必要性は

ないとも伺っております。その背景は何かとい

いますと、今、長崎市が立地適正化計画という

ものを進めているわけです。この立地適正化計

画と公共交通網形成計画、この関係性というも

のがいま一、はっきりしないために、少しぼや

けてしまって、この交通網をしっかりと再整備

していく議論が少し迷走しているというか、理

解されていないところがあろうかと思います。 
 この 2つの計画の関係性、つまり、立地適正
化計画というのは、交通に限らず、まちづくり

ということについて含まれていると思いますが、

そうすると交通網形成計画が包含をされる、立
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地適正化計画をつくれば、もうこれはやらなく

ていいと、そういった計画なのか、お尋ねいた

します。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 長崎市で
取り組まれております都市計画関連の立地適正

化計画につきましては、この計画の意義と役割

としまして、この計画の都市全体を見渡した一

つのマスタープランということで、一部の機能

ではなくて、居住や医療、福祉、商業、公共交

通など、さまざまな都市機能と都市全体を見渡

したマスタープランとして策定するというもの

が立地適正化計画でございます。その中で、都

市計画と公共交通の一体化ということで、居住

や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパ

クトなまちづくりと地域交通の再編との連携に

よりまして、コンパクトシティ・プラス・ネッ

トワークのまちづくりを進めるという役割とい

うのがこの都市計画関連の立地適正化計画には

ございます。それとは別に、先ほどお話ししま

した地域公共交通網形成計画につきましては、

先ほどの立地適正化計画におけます地域公共交

通の実現を目指した具体的な計画ということで、

その都市に地域公共交通の網をかける時にどう

なるかということの実現計画でございますので、

その立地適正化計画と地域公共交通網形成計画

というのは別になります。ですので、立地適正

化計画をつくれば地域公共交通網形成計画に掲

げる色々な制度の活用をそのまま適用できるか

というと、そういうことではございません。 
【川崎委員】 そう考えると、公共交通網形成計
画をしっかり策定して、国土交通大臣に認定を

もらうということは非常に大事なことだと思う

んです。そのあたりを長崎市さんがどう認識を

されているのか、そんなところの必要性を感じ

ないように私は受け取れるわけです。そう考え

ると、県の責務として、しっかり指導性も発揮

していただきながら、立地適正化計画は、それ

はそれとして全体のまちづくりですからやると

して、一方では、このように公共交通網のあり

方について、しっかりとしかるべき法定協議会

を設置して進めていくということをぜひ指導を

発揮していただきたいと思うんです。 
 それを含めて、今現在、県がこの計画に取り

組んでいる姿勢について、お尋ねをいたしま

す。 
【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 長崎市に
おかれましては、立地適正化計画の中で、恐ら

く、地域公共交通に係る事業者、バス事業者そ

れから路面電車含めたところでのご意見を今後

伺っていかれる予定だと思います。それから、

長崎市に限らず周辺市町がございますので、例

えば、長与町におかれましては、現在、地域公

共交通にかかわる改善計画というものを予定さ

れています。これは将来の交通の広域的な状況

ですとか、町内の循環、通勤バスなどを見据え

たところでの検討というのを進められるとお伺

いをしております。時津町におかれましては、

逆に、現在、個別地区の課題に対応されている

状況でして、個別課題への対応で充足していく

ということで考えておられます。それから、西

海市になりますと、今、船の改善計画を立てら

れておりますけれども、公共交通に関しての課

題を強く認識されておりまして、今後、地域交

通、広域交通に係る、見据えた取組という形に

ついて、色々県それから国などの意見も伺いた

いというご意向も持たれております。 
 そういうことで、県としましても、7 月から
8 月にかけて、長崎市、それから周辺の長与町、
時津町、西海市など、ヒアリングを重ねまして、

色々な取組課題という認識を持たれているよう
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ですので、長崎地域の公共交通に係ります課題、

それから情報共有、意見交換などということで、

県、市町、そして国など運輸支局交えまして、

長崎地域の交通の連絡会議というのを設けまし

て、地域公共交通網の形成計画、制度も含めた

ところでの議論というのを今後展開していきた

いと考えております。 
【川崎委員】 いよいよ県が出張っていかれると
いう認識をいたしました。長崎市だけじゃおさ

まらない話なんです。長与から通う、時津から

通う、西海市から通うと、当たり前の話であっ

て、そういったことを全体考えていく、そうい

った意味で地域公共交通活性化再生法も、県の

役目をもう一回明示をして、そういった法律が

改正されたわけですから、指導力を発揮して進

めていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 
 次に、地籍調査についてお尋ねいたします。

長崎市の地籍調査の進捗がとりわけ遅いんです。

全体の約 4割と聞いております。全国平均に至
らないということですけれども、遅滞の原因は

何と考えますか、いま一度、確認させてくださ

い。 
【林田土地対策室長】 委員からご指摘ございま
したように、平成 27 年度末現在におきまして、
長崎市の地籍調査の進捗率は 4割程度というこ
とになっております。ただ、ほかの町と比べて

進捗が遅れている原因といたしましては、合併

する前の旧長崎市の地籍調査の開始年度が遅か

ったというのが 1点あろうかと思います。あと、
その後、事業開始されてからは、予算それから

人員体制も整えておられるというふうに思って

おりまして、ただ、何分長崎市につきましては、

特に、市街地を多く抱えておりまして、ほかの

例えば山間部等と比べましたら、市街地のほう

がどうしても予算それから時間もかかるという

こともございまして、遅れている原因といたし

ましては、その辺ではなかろうかと考えており

ます。 
【川崎委員】 予算、時間を要するので遅れてい
るということが原因でしたね。 
 確かに長崎は坂や斜面地が非常に多いまちで

すよね。とりわけ家屋が倒壊をする非常に衝撃

的な映像も拝見いたしましたが、御船蔵の問題

とか、筆界が明確になっていないということも

聞いておりますし、今後の復旧にしても、また

防災・減災の対策を講じるにしても、地籍調査

というのは非常に有益な業務であると認識をい

たします。早期に終了させなければいけない、

それは共通の認識だと思いますが、今ご指摘の

とおり、市街地が多いということ、そして狭

小・多筆の地域、また筆界、筆の境が未定の地

域が非常に多いと、こういった地域から、この

作業の進捗が進むように、しっかりとした予算

措置、適正な積算が必要かと思います。 
 そのために、さまざま法律や施行令などを確

認しますと、縮尺というような考え方もあるよ

うです。国土調査法に基づく作業ということで

すが、この施行令に、主に宅地が占める地域、

その周辺地域は縮尺 500分の 1、そういった図
面を策定するということになっていますが、そ

れは原則として、国土交通大臣が認める場合は

250分の 1を採用してもいいというふうにある
んです。この 250分の 1を採用するというのは、
どういった地形とか場所と解釈をすればいいの

か、お尋ねいたします。 
【林田土地対策室長】 地籍図の縮尺についての
お尋ねでございます。今ご指摘ございましたよ

うに、基本的には、主に宅地の地域につきまし

ては 500分の 1、ただ大臣が特に必要があると



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２７日） 

- 117 - 

認める場合では 250分の 1ということで法令上
は規定がございます。その場合に、その特例措

置である 250分の 1が適用される条件といいま
すか、状況をどういうふうに考えるかというと

ころでございますけれども、今現在、長崎市の

状況からいきますと、500分の 1の縮尺で適当
だというふうに考えております。その場合に、

500分の 1の縮尺で不具合が生じると。不具合
と申しますのは、地籍図、図面としての適切性

が確保できるかという点でございます。例えば、

住宅が密集しているような地域につきましては、

場合によっては地籍図が真っ黒に塗りつぶした

ような状況になるほど集積をしているというよ

うなケースが出てまいりましたら、当然それは

500分の 1ではなくて、もう少し大きい縮尺で
ある 250分の 1を使うのが適当だということに
なろうかと思いますけれども、結局、その特例

措置が適用される条件ということにつきまして

は、地籍図、地図としての適切性で個別に判断

をしていくことになろうかと考えております。 
【川崎委員】 そうしますと、個別ですよね。例
えば、山間部みたいに 1筆で広大な面積であれ
ば、さしてそう難しくないところですけれども、

先ほど申し上げましたように、多筆・狭小の地

域、まさに先ほど例に挙げました地域などとい

うのは、本当にそれに値する地域だと思うんで

す。250分の 1の縮尺のところのいわゆる面積
の部分は 250 平米未満と。約 75 坪。大変失礼
ですけれども、ああいう坂に連なっている住宅

地で、75 坪、宅地としては結構広いほうだと
思うんですけれども、感覚的で恐縮なんですけ

れども、軒並みそういったところばっかり並ん

でいるというふうになかなか思えないんです。

地籍調査作業規程準則運用基準には、調査を実

施する単一規模での各筆の面積の平均ではなく

て中央値に従い、原則として 250 平米未満は
250分の 1の縮尺と、明確に面積のところまで
書かれています。今、土地対策室長がおっしゃ

ったことからすると、個別に判断をすれば、十

分にそういった地域においては 250分の 1の縮
尺で進められると思うんですが、それを判断す

るのは市ですか、県ですか、お尋ねいたしま

す。 
【林田土地対策室長】 まず、地籍調査の事業実
施主体は市町村でございますので、一義的には、

そこの縮尺につきましても市のほうで判断をす

るということになります。 
 ただ、これは最終的には県を通って国のほう

に事業計画という形で提出がされますので、こ

の縮尺につきましても、仮に、例えば 250分の
1 の事業計画で県のほうに提出があった場合に
つきましては、市と県で、250分の 1で適切な
のかというようなことを協議して、その結果と

して、国に提出をしていくということになろう

かと思います。 
【川崎委員】 そうすると、一律 500 分の 1 と
いうことではなく、協議の上、適正に判断をし

て、250分の 1でも採用するというような認識
でよろしいですか。協議をして、この地域は

250分の 1にしなければいけないということが
判断できれば、そのように進めていくというこ

とですね。 
【林田土地対策室長】 1点だけ補足をさせてい
ただきます。考え方としては、そういうことで

す。現在まで、250分の 1の縮尺が適用された
事例は本県においてはございません。現状にお

きましても、500分の 1が適当だろうと考えて
おります。 
 ただ、今後、もっと大きい縮尺でないと地籍

図としての適切性が確保できないというような
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事例が出てきました時には、先ほど申し上げま

したように、担当の市と協議をして、そういう

ふうに判断されれば、国に上げていくというこ

とでございますけれども、先ほど委員から、作

業規程準則運用基準の中で、調査単位面積ごと

の各筆の面積の中央値で判断をして、250 平米
未満であれば 250 分の 1 で、250 平米以上
1,000平米未満については 500分の 1と、そう
いった基準があるではないかというご指摘がご

ざいました。確かに国が定めた運用基準の中に

は、明確にそういう数字的なものも示して、基

準はございますけれども、ここにつきましては、

単純に数字がこれに当てはまったから 250分の
1 でいいんだという判断にはなりません。まず、
前提として、先ほど委員も冒頭おっしゃったよ

うに、国土調査法の施行令の中で、原則、主と

して宅地が占める地域については 500分の 1、
特に大臣が認める場合というような規定の仕方

がございますので、基本的に、まず 500分の 1
というのがあって、それで不具合が生じた時に、

さらに 250分の 1でないとまずいかといった検
討の中で、こういった運用基準等も参考にしな

がら、総合的に判断をしていくということにな

ろうかと考えております。 
【川崎委員】 そう考えますと、市と協議をして、
そして大臣に認めてもらえるような申請をしな

がら進めていくと、そういうふうに理解をする

んですけれども、1 つ 1 つの単位地域ごとを作
業として発注されるわけでしょうが、そういっ

たことを 1つ 1つ協議をしていって、こっちは
250でいきましょう、これは 500でいきましょ
うというようなことを都度決めていくというこ

とではなく、一定の基準みたいなもの、中央値

ということを明確に書かれているわけで、これ

はやっぱり尊重しなければいけないと思うんで

す。施行令が上にあるんでしょうけれども、明

確にこういったことが書かれているわけですか

ら、一定の基準というものをきちんと押さえて

おけば、こういった議論にはならないで済むの

ではないかと思いますが、そういった一定の基

準を設けるお考えはありませんか。 
【林田土地対策室長】 縮尺を決める時の考え方
につきましては、先ほどご説明したとおりでご

ざいます。まず施行令があって、運用基準等が

あるということでございますけれども、考え方

としては、まず宅地については 500分の 1を基
本として考えていくということでございます。

それで地籍図として適切性が確保できないとい

う事例が出てくれば、その時に個別に市と協議

をして判断していくということになろうかと思

います。そこで個別にと私が申し上げておりま

すのは、地形一つとりましても、いろんなケー

スがございますので、1 つの施行令、運用基準
という国が定めたもの以外に、県のほうで、こ

ういうふうに取扱いをしますという基準を設け

て運用するのではなくて、いろんな地形等がご

ざいますので、個別にそこは判断をしてまいり

たいと考えております。 
【八江委員】 ＪＲ九州との連携事業についてで
すけれども、端的なことで、駅部の開発につい

ては、ＪＲの新幹線の終着駅、あるいは諫早駅

それから大村駅ということもあります。それで、

特に、長崎の終着駅については、大がかりな開

発、再編を進めていかなければいけないことで

すから、これは包括協定を結んでいただいたこ

とは非常にいいことだと思いますけれども、そ

の内容について、連携事業は観光振興や地域活

性化に関することとか、駅周辺等のまちづくり

をすること、鉄道輸送の強化とか利用促進につ

いてということを書いていただいておりますけ
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れども、具体的に、どういったものをどのよう

にというのを端的に、簡単に結構ですけれども、

申していただけませんか。どのことを一番契約

締結をされたのかということ。 
【廣畑企画振興部次長】 委員からお話しありま
した、先日、ＪＲ九州と締結しました協定の項

目としましては、先ほど委員がおっしゃったと

おりなんですけれども、その中身でございます

が、まだ具体的に余り進んでいないところはあ

るんですけれども、想定しておりますのは、観

光振興、地域活性化に関することであれば、

10 月から長崎ディスティネーションキャンペ
ーンが始まりますけれども、その着実な実施と、

その後の取組を継続することはできないかとい

う話、また九州各地を結ぶ広域的な観光ルート

を造成することができないかという点、あと在

来線も活用して一定地域振興を図っていけない

かということで、日本遺産肥前窯業圏といった

地域の発信といったものが 1つ目の観光振興の
地域活性化の話です。また、2 点目、駅周辺の
まちづくりに関することであれば、先ほど委員

もお話しありました長崎駅周辺の開発、これは

長崎市さんとか一緒にやっていく話でございま

すけれども、そういったものをＪＲ九州とも一

緒になってやっていけないかと考えております

し、最後の鉄道の輸送力強化と利用促進といっ

たことであれば、現在の利用状況を見ながら輸

送力をどこか強化していくことができないかと、

これはまだ今後の話ですけれども、そういった

ことを具体的に検討できないかと念頭には置い

ております。 
【八江委員】 何でお尋ねをしたかというと、長
崎の前に佐賀県が包括的な締結をしたというこ

と、それから長崎がして、その次は鹿児島が鹿

児島中央に複合施設を行うと。それから、宮崎

も屋上庭園などを含めて駅部の開発をする。今

までには、熊本ももちろんしましたし、博多も

できておりますし、大分も駅部の再開発をする

んだと。そういう中で、開業を目指す長崎ルー

トのことの中で、佐賀と長崎が一致して町部、

駅部の再開発を進めていこうと、両県知事がお

互い認めていただいて、これから一緒にやって

いこうということになった。何をされるかとい

うのは、具体的におよそ見当はつくんですけれ

ども、そういう中で、佐賀県が長崎に先んじて

協定を結んでいただいたというようなことは非

常に大きな意義があることだと私は捉えており

ます。それは何を意味するかというと、新幹線

の問題で今、長崎ルートがフリーゲージその他

で停滞をしている部分があります。ですから、

それを含めて、佐賀県がようやく話に乗ってい

ただく、そういった素地ができつつあるのかな

という好意的な見方で、私は、よかったなとい

う思いであります。 
 そこで、新幹線のことについて、午前中から

話も出ておりましたが、フリーゲージトレイン

の開発が今のところ順調か順調でないかという

のは、午前中の答弁で、明確な答弁は、もちろ

ん発表していないからわからないと。いいのか

悪いのかというのもわからない状況であります

けれども、その点は、むしろ、長崎県がこれま

で 6者協議、あるいはお互い打ち合わせながら
やってきたフリーゲージトレインの路線で走っ

ていくことになっておったのですけれども、昨

年ぐらいになって、フリーゲージトレインが、

どちらかというと、失敗じゃないかもしれない

けれども、停滞をしているということについて

は、むしろ、長崎県としては、ここでしっかり

考えておかなければならないのだという思いで

もって、この際、フル規格の問題がそこにあら
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われてきているのも事実であります。 
 県は国、佐賀県あるいはＪＲといろいろやっ

てきておりますから、方向転換はそう簡単には

できないということは十分承知の上、お尋ねす

るわけですけれども、県はこれから、秋に発表

されるであろう軌間可変技術評価委員会、結論

を出すということですけれども、それを待たず

に、我々はここで行動を起こすべき時が来てい

るのではないかと。出てしまってから、だめだ

った、よかったと言うわけにはいかないと思っ

ているんですけれども、県は、あくまでも国の

指導の中でやっていくべきことなのか、その点

は担当の方、いかがですか。 
【廣畑企画振興部次長】 委員のお話にもありま
した県内に全線フル規格をというお声があるの

は、私も承知しております。ただ、現在の県の

立場といたしましては、先日も本会議で知事か

らお答えさせていただきましたとおり、現在、

台車の分解試験とかも行っております。また、

先ほど申し上げました車軸の健全度の判定とい

った検証も行われていますし、あとメンテナン

スコスト、維持管理費の検証といったものも行

われておりまして、まだ技術評価委員会は開催

されておりませんけれども、その技術評価委員

会の際に、走行試験が再開できるかという見極

めがなされる予定と理解しております。また、

3月には、関係6者で平成34年度に暫定的に開
業するという方向性も県としても合意している

ところでございますので、まずは軌間可変技術

評価委員会のどのような評価結果が示されるの

かというのをしっかりその方向性を見極めてい

く必要があると思いますし、またその状況によ

っては、議会の皆様方を含めて、整備の方向性

について、ご相談させていただくこともあろう

かと思います。 

【八江委員】 県は当然、合意をしているもので、
期待をしながら待っておくというのが順当なこ

とだろうと思いますけれども、これまで私もず

っと委員会でも一般質問でも申し上げてきてお

ったのは、確かに決めてしたのは我々議会でも

ありますし、県でもありますし、また国会の先

生方も含めてやってきたことではあるんですけ

れども、ところがそれが今の時代に即応したり、

あるいは技術的に問題があった時に、そこであ

くまでも追求して最後までそれを続けいかなけ

ればならないかということと、このあたりで方

向転換しなければ長崎県のためにもならない、

県民のためにはならない、そして全国の高速鉄

道網の中で、長崎だけが変則的なものであって

いいのかと考えれば、やっぱりここはしっかり

と考えておく時ではないかなと。それが今、チ

ャンスが到来しているんじゃないかと。ここで

声を出さなければ、長崎の県民から、我々の政

治家活動あるいは行政活動が何をしておったの

かと、一生に悔いを残す思いがあるから、長崎

県下全域の市町の議員の協議会あるいは我々の

活動の中で、この際、しっかりと勉強しながら、

そして新たな道を求めていくべきじゃないかと

いうことの中で、今いろいろ模索をしているし、

また訴えてもいるところでありますから、それ

をあくまでも皆さん方は県で決めたことをやっ

ていかなければならないというのを最後まで言

い続けられるのか、ある時期には、方向転換だ

ってあっていいんじゃないかと言える時期が来

ているのではないかなと思いますけれども、い

ま一度、確認したいと思いますが、いかがです

か。 
【廣畑企画振興部次長】 新幹線の経緯につきま
しては、私以上に八江委員がお詳しいところだ

と思っております。それで、県の立場を転換す
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るといったことは、今の時点では、秋の軌間可

変技術評価委員会に向けて、その動向を見極め

ていくという立場でございます。 
【八江委員】 答えにくいことではあると思いま
すけれども、あえて申し上げておかないとでき

ないということもあります。我々にとっては、

これが一つの大きな分かれ目だと、これが将来

何十年何百年と続くということかどうかわかり

ませんが、フリーゲージが開発できたとしても、

佐賀の 51 キロメートル区間は、幾ら逆さまに
なっても 130キロ以上は走れない。それは 5キ
ロメートルか 10 キロメートルは走られるとし
てもですね。ところが、今は 300キロで大阪に
乗り入れていかなければならない時期に、ＪＲ

西日本は厳しい状況の中で、受け入れ阻止とは

言わないけれども、そういう状況にある中、そ

れを果たして見通してできるとお考えなのかと

いうこともあります。ですから、そのあたりは

よくよく検討しながら、方向を変えるべき時期

にはいつでも変えられるような、そういうこと

は考えておくべきだと、このように思います。 
 中央では、ご存じのとおり、3 兆円近く予算
はかかりますけれども、リニアは 2045 年には
東京～大阪間ができ上がる時代に、まだ 130キ
ロぐらいの列車に甘んじて長崎県の者は乗らな

ければいけないのかと、考えれば考えるほど、

正直言ってぐあいの悪い時期になってきている。

だから、それを我々は申し上げておかなければ

ならない。あなたたちは担当だから仕方ないと

いえども、声を大にして言っておかなければな

らないのが私たち政治家の務めだということを

考えながら、いま一度その辺は、企画振興部次

長はお話しいただきましたので、企画振興部長

としては、この答弁は初めてだろうと思います

けれども、どうですか。あくまでも県民の立場

というよりも、国の立場、決められた立場だけ

を最後まで通そうとするのが務めかどうかとい

うのはありますけれども、いかがでしょうか。 
【辻本企画振興部長】 大変難しいお答えをさせ
ていただきますけれども、現時点におきまして

は、やはり今現在、フリーゲージトレインの開

発が行われており、今その検査をやっていると

いう中において、我々は、当初の姿がどうなる

のかというところを見極める必要があるのかな

と思っております。フル規格の問題につきまし

ても、お隣佐賀県のご理解、あるいは環境アセ

スの問題、財源をどうするのかという問題等々

いろんな難しい課題もございますので、現時点

においては、そういうことでご理解いただきた

いと思っております。 
【八江委員】 十分それはわかりますよ。わかり
ますけれども、我々は、県民の立場で考えて、

全国の高速交通体系の中では長崎ルートだけが

そういう状況であってはならないと、全国網に

従って長崎から東京、札幌まで行けるような列

車をつくりたいというのが我々の夢でもあり、

希望でもあるということだけははっきり申し上

げておかなければならない。そのためには、環

境をいつでも変わっていいように、皆さん方が

そういう時期になれば、いつでも変えられるよ

うな環境づくりはしっかりやっておかなければ

ならないと思いますから、これから我々は市民

運動、県民運動、あるいはそういうことを含め

て国会に対しても強く求めていきたいと思いま

す。その時期には、いつでも転換できるように

努めてまいりますから、アクセルは踏んで加速

をしていただいて結構ですけれども、ブレーキ

はかけないようにお願いをしておきたいと思う

んです。 
【廣畑企画振興部次長】 委員が先ほど山陽新幹
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線の乗り入れの話がございました。ご承知のと

おりだと思いますけれども、これはそもそも国

土交通省が費用対効果の前提としまして、山陽

新幹線直通運転させるんだというのを前提に置

いて、ただ開業後の運行形態はＪＲ各社が決定

するということになっておりまして、そういう

意味で、まだ不確実なところはあると思ってお

られるのだと思います。この点につきましては、

国、ＪＲのほうにも我々も必死に働きかけをし

ていく必要があると思いますし、そこは何とし

てでも乗り入れていただく必要があろうと思い

ます。そういった形で皆さんの不安も払拭して

いきたいと思っております。 
【八江委員】 一番心配をするのは、ＪＲ九州が
10 月に、数千億円の上場をされるということ、
その益金については、使い道はいろいろ決まっ

ているようですけれども、それを全国の新幹線

網の皆さん方が非常に当てにしてといいますか、

それを確保したいという活動が盛んにあってい

るというのは、ご存じのとおりだと思います。

そして、東九州の新幹線も手を挙げて、早く長

崎新幹線に追いつけということじゃないかもし

れないけれども、何年も遅れないようにやりた

いというのが 1つ。それから、山陰新幹線は山
陰新幹線で、総決起大会などをやっておられま

す。四国の新幹線もいろいろやっておりますし、

北海道は北海道で、期間短縮を考えて相当な活

動をしている。そういうことを考えた時に、予

算の獲得合戦が既に始まっている。だから、長

崎県はフリーゲージでいいのかと。ずっとそれ

でよかよかと言っていれば、いつの間にかフル

で北陸新幹線等もとられてしまうというのが一

番心配なんですよ。だから、このあたりで声を

大にしておかなければならない。国会の先生方

は言いにくいかもしれないけれども、そこでは

っきり唱えながらやっていくと。そして、そこ

に佐賀の皆さん方が協力できるような立場に追

い込んでいただきたいなと、また協力できるよ

うにお願いをしていただきたいなと思いますの

で、皆さん方のご協力もなお一層お願いをして

おきたいと思います。 
 時間がありませんから要望にしておきたいと

思います。よろしくお願いします。 
【山本(由)委員長】 しばらく休憩をいたします。
3時 10分から再開をします。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時５８分 休憩 ― 

― 午後 ３時１０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 議案外の質疑を続行します。 
【坂本地域づくり推進課企画監】 すみません、
先ほど山田(博)委員から、国境離島の関係の無
人島の保全も重要ではないか、それについての

見解をということでご質問があって、私が答弁

したのですが、ちょっとわかりにくい答弁にな

っておりましたので、もう一度、訂正をしまし

て答弁をし直したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 
 無人島の保全についてですけれども、有人国

境離島については法の定めがありますが、無人

島についても、領海の外縁部を根拠づける離島

でありますので、我が国の経済的、主権的権利

などの国家利益を確保する上で重要な離島であ

りますので、速やかに所有権を明確にする必要

があると考えております。県といたしましても、

今後も引き続いて国のほうに働きかけていきた

いと思います。 
 以上訂正させていただきます。申しわけござ

いませんでした。 
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【西川委員】 国際定期航路のことについてお尋
ねいたします。 
 委員会の説明資料には、さりげなくエアソウ

ルのことを書いていますが、本当にご苦労さま

でした。国際定期航路にしてもらうには、相当

な努力が要ったことと、敬意を表したいと思い

ます。 
 さて、昨日は文化観光国際部のほうでインバ

ウンドについて質問しましたが、アウトバウン

ドについては企画振興部に聞いてくださいとい

うことで、やはりギブ・アンド・テークで、路

線を維持するためには、日本から、つまり、長

崎空港からの日本人乗客、つまり、県内の人方

を中心に送り込まなければならないと思います

が、恐らく、いろいろな感情のもつれなどがあ

りますので、上海航空路も含めて、アウトバウ

ンドには苦労しているんじゃないかと思います。

県が直接じゃなくて、観光旅行の会社などを通

じての募集などがあっておろうかと思いますし、

またそれぞれ補助金などのこともあろうかと思

いますが、アウトバウンドに対する努力を日頃

どのようにしているのか、お示しいただければ

と思います。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 委員ご
指摘のとおり、国際定期航空路線の維持に当た

りましては、日本からの海外渡航、アウトバウ

ンドの利用が大変重要なものであることは十分

認識しているところでございます。今回、エア

ソウルにつきましては、エアソウルの長崎支店

の開設後、まず県内旅行会社あるいは旅行関係

団体へ、私ども、同行して働きかけを行ってい

るところでございます。また、韓国観光公社、

これは韓国から見たインバウンド、要するに、

日本人観光客を迎えるための韓国の出先みたい

なものでございますけれども、そこにも 2～3

回行きまして、どういうことをすれば日本人が

来やすいかとか、そういう相談をしているとこ

ろでございます。また、旅行社それぞれに対し

ても、特に、過去実績があるような旅行社に対

しては、長崎にゆかりのあるような旅行商品を

つくってほしいということで働きかけをしてお

ります。長崎の皆さんが興味があるような旅行

商品づくりをお願いしているところでございま

す。そのほか、グループ旅行の需要を掘り起こ

すために、これから大学あるいは韓国語講座等

の団体についてもセールスを行いたいと思って

おりますし、企業その他についても、乗り継ぎ

を含めたソウル線の利用促進を図ってまいりた

いと思っております。ＭＵにつきましても、今

年から、支店長とともに新幹線・総合交通対策

課の職員が各企業回りをして利用促進に努めて

いるところでございます。 
【西川委員】 まず、搭乗率はインで幾ら、アウ
トで幾らとか、最近の数字が出ていますか。 
 それと、一時期は日本から修学旅行もあった

ろうと思いますが、教育委員会、教育庁との関

係、連携など、そういう話があっているのか、

そういうところもお願いしたいと思いますし、

また中国、韓国以外の東南アジアなどへの働き

かけは、チャーター便を含めて、その後どうな

っているのかもお示ししていただきたいと思い

ます。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 まず、
搭乗率につきましては、エアソウルは日本の国

内販売がようやく今日あたりから始まるぐらい

の感じなので、まだ搭乗率はつかんでおりませ

んが、一応全体搭乗率 75％で、そのうち 3割ぐ
らいをアウトバウンドで占められないかという

ふうに、これはエアソウルのほうの希望でござ

います。できるだけそれに沿った形で頑張って
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いきたいと思っています。ＭＵのほうにつきま

しては、平成 27 年度の実績で、21.5％の日本
人だったのですが、今年度は少し上がって、

24％の日本人になっているところでございま
す。 
 それから、教育委員会は、先日も高校の校長

会の夏の行事があったんですけれども、そこに

韓国観光公社が呼ばれたと思いますが、そうい

った時に情報提供させていただいておりますし、

今後もそこはぜひ情報提供させていただきたい

ということでお願いをしているところでござい

ます。 
 それと、チャーターにつきましては、今年度

から基本、観光のほうにお願いをしているとこ

ろなんですが、我々としても、24時間も絡んで
おりますので、東南アジア等についてのチャー

ターに同行して、やっております。 
 いずれにしても、ＬＣＣとか、長崎県にゆか

りがある中国の地域、そういったところに我々

としては今からセールスをかけていきたいと思

っているところでございます。 
【西川委員】 ご苦労さまでございます。 
 実は、私の孫がある県立高校に行っているの

ですが、最近、ベトナムに行くような話を聞い

たんです。それで、昨年から県も知事などが訪

問し、今年も引き続き、いろいろ行事などにも

出席しておりますが、ベトナムに対する週 1便
でも 2便でも定期航空路の働きかけをしていて、
それが見込みがないのか、または継続的なチャ

ーター便的な、例えば、先ほどの修学旅行の話

なども含めて、中国、韓国が希望が少ないなら、

一頃はシンガポール、オーストラリアとかも行

っていましたが、ベトナムなどのラインができ

ないのか、その辺は何かトライしていますか。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 ベトナ

ムにつきましては、福岡のベトナム航空の支店

に私もお話をしに参ったことがございます。日

本との交流は大分盛んになってきて、日本に対

する感情もいいということですが、なかなかま

だ一般のベトナムの方たちが日本に旅行できる

ほど成熟しているのかというところがちょっと

課題のようでございます。ただ、ご存じのとお

り、東南アジアは発展しておりますので、決し

て一回だめだったからといって諦めることなく、

ずっと定期的には定点観測しながら、もしチャ

ンスがあれば、そういう働きかけをやらなけれ

ばならないと思っているところでございます。 
【西川委員】 長崎空港の 24時間化のためにも
頑張っていただきますよう、よろしくお願いい

たします。 
【吉村(庄)委員】 お考えのことを 2～3 お尋ね
をいたします。今までに質疑等が行われたこと

と重なりますけれども、教えていただきたいと

思います。 
 まず、新幹線問題でのフリーゲージトレイン

のことなんですけれども、正式な名前はあれで

すが、普通、技術評価委員会というのがあって、

今、議論を進めて検討している。秋には一定の

見解を出すと、こういうふうなことをずっと言

われて、今日も話があったんですけれども、も

う 9月も中旬以降なんです。この技術評価委員
会についての内容報告といいますか、検討結果

の報告、これはいつ頃が予定されているという

のはわかっているのですか。教えていただきた

い。 
【廣畑企画振興部次長】 軌間可変技術評価委員
会の開催時期ですけれども、国のほうからは秋

頃と聞いておりまして、随時問い合わせをして

おりますけれども、まだ開催時期は未定と聞い

ております。 
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【吉村(庄)委員】 私は、フリーゲージトレイン
の技術のところについて素人ですから勝手に判

断するのはいけないですが、私の判断としては、

簡単に言うと、3 万キロメートルを超えるぐら
い走行試験をやって、今のような不具合が出て

きている。そういう状況で、これは一体どうす

るかということで、原因その他を検討して、原

因を突き止めて、改良をやって、あと 60 万キ
ロメートルの走行試験をやって実用化と、こう

いうふうなことを言われていますから、それは

間違いないと思うんですが、今なお技術評価委

員会の原因とかというのは、ある程度わかった

ような話もありましたけれども、それをどうす

ればどうなのかということについても今までに、

幾つかの方法があるとかということで具体的に

説明を受けています。その内容は別にしまして、

今もまだ技術評価委員会の中身がきちっと出て

こないということになっているとするなら、私

は、これは中身として非常に難しい問題を抱え

ているのではないかと勝手に想像するんです。

だから、例えば、今もお話がありましたが、秋

とは言っているんですが、秋といったって、9
月の終わり頃から 10月、11月の下旬、大体そ
の程度の時には、例えば、10 月末ぐらいまで
に報告される内容がきちっと出てくるだろう。

こういうふうなことについてわかっていないと

いうことは、私は非常に不安を感じております。

そのことだけを申し上げておきたいと思いま

す。 
 次に、「生涯活躍のまち」の推進問題です。

基本的なこともお尋ねをしたいのですが、これ

について経過も書いてあります。国の経過も書

いてありますし、また長崎県のところもどうし

てきたということも書いてありますから、それ

はそれでいいと思うんですが、これは概要版が

あって、そしてまた基本指針案が資料 3につい
ているんです。この指針案は、議会に出してあ

るということは、計画案その他重要なものにつ

いては議会の承認を得るということになってい

るわけですが、これはそこまではいっていない

と思いますが、ここに指針案として出してある

というのは、我々総務委員会、少なくとも議会

でこれを承認してくれというふうな意味合いが

あるのかなと思いますので、そういうところま

での考え方で出してあるのか、ぜひ聞かせてく

ださい。 
【渡辺地域づくり推進課長】 今回お示ししてお
りますＣＣＲＣの推進の基本指針案でございま

すけれども、基本的には、総合計画などとは異

なっておりまして、県で一定の施策に対する考

え方をお示しするための指針ということで、議

会のご意見も伺いながら、また有識者による協

議会でもご意見を伺いましたので、その意見を

踏まえながら策定をしたいと考えております。 
【吉村(庄)委員】 「案」を取るという意味で、
基本指針というところまでいくためには、まだ

時間があるのですか。例えば、年末までに、あ

るいは 11 月定例会ぐらいあたりをして最終的
に決めていくのか、その見通しはどうですか。 
【渡辺地域づくり推進課長】 今後の見通しです
けれども、今年度から、まちづくり・経済雇用

対策特別委員会で付議案件にＣＣＲＣ構想とい

うことで盛り込まれており、まちづくり・経済

雇用対策特別委員会で 2回ほどご審議をいただ
いているところでございます。 
 我々としましては、できるだけ早くというこ

とで、もう一度、今度 10 月にまちづくり・経
済雇用対策特別委員会がございますので、今回

の総務委員会のご意見、それから 10 月のまち
づくり・経済雇用対策特別委員会のご意見、そ
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ういったものを踏まえて、できるだけ早い段階

で基本指針というのを市町のほうにお示しした

いと思っております。 
【吉村(庄)委員】 そうすると、先ほど前田委員
から長崎市の問題が、今、佐世保と 3事例が出
ていますね。全国でも、6 月の時点で全部で 7
市町の事例を選定としてありますが、これは事

例選定で、長崎県も 3つの佐世保、雲仙、壱岐。
長崎市は、簡単に言うと、そういうところに手

を挙げていない。だから、積極的に、民間での

話もあるから、そこら辺、県も十分に対応して

もらいたいという話がありましたが、例えば、

ほかの地域あるいは市が、民間も含めてですが、

こういうことをやりたい、この中に入り込みた

いと、こういうふうな意見が出て、そこの地域

あるいは市としては、まとまったものがきちっ

とできて成案があれば、この中に入れる条件が

ちゃんと整っていれば、それはまだ入る余地が

あるというふうに私はさっきのは受け取ったん

です。だから、そういう意味で言うと、議会で

言うと、まちづくり・経済雇用対策特別委員会

を踏まえてですが、今年いっぱいぐらいにまと

めるのかなと思ったのですが、そこら辺の見通

しとしては、そういう理解でよろしいですか。 
【渡辺地域づくり推進課長】 先ほどご指摘があ
りましたとおり、市町において取組状況という

か、意向にちょっとばらつきがあるような状況

がございますけれども、県としまして、これは

基本的な考え方、方向性を示すということと、

取組意欲のある市町の後押しにというような趣

旨で、基本指針案のほうは先に策定を進めさせ

ていただきまして、それと並行しまして各市町

の取組というものも促してまいりたいと考えて

おります。 
【吉村(庄)委員】 それで理解しました。この方

針の取扱いのところに、平成 28 年度中には策
定といいますから、年末か年度末かというのは

ありますけれども、いろいろ意見のあるところ

で、十分対処していただきたいと思います。 
 それで、ちょっと気になったのが、イメージ

の基本指針のところの推進のところのあれです

が、地域別事業モデル例というのがあるでしょ

う。これで一番下に、5月 16日の長崎県ＣＣＲ
Ｃ推進協議会資料 2－2より抜粋ということで、
括弧書きで「委託事業者作成」と書いてあるん

です。これはどういうことなんですか。ちょっ

と説明を要すると。この事例のような事業をし

ていくのは、例えば、佐世保市なら佐世保市が

委託事業者を使ってつくり上げたものであると、

こういうふうな聞こえ方がしますので、どうい

うことなのか聞かせてください。 
【渡辺地域づくり推進課長】 すみません、説明
が不足しておりました。この地域別事業の調査

を含めて、指針のたたき台、骨子のところは、

昨年度、県が地方創生の交付金を活用して委託

をしておりまして、そういった事業者でイメー

ジを作成していただいた資料ということでござ

います。 
【吉村(庄)委員】 私も佐世保市のことについて
は十分チェックをしていないので申しわけない

のですが、佐世保市でも、ここに出ている 3事
例でも結構なんですが、佐世保市なら佐世保市

が、指針案の中に取り入れてもらおうと、そし

て国の方針に基づいて事業としてやっていこう

と、そういうことでつくったという内容、ハウ

ステンボスを中心に云々と、これはもちろん市

の企画部門あたりが一緒になっていると思いま

すが、佐世保市が委託事業者、コンサルとかを

使ってつくって、佐世保市の提案として県に持

ってきたと、こういうふうに理解しておってよ
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ろしいのですか。 
【渡辺地域づくり推進課長】県が各市町のご意

向を確認しまして、その中で、手を挙げられた

ところのご協力をいただける市町について、県

から委託した事業者が調査を行って作成したも

のということでございます。 
【吉村(庄)委員】 私は議会でおりまして、不勉
強で申しわけなかったのですが、これは委託事

業者に対しては、委託契約なんかを結んでずっ

とやってきたと。それは佐世保市からの話とか

というのは当然ある、佐世保市のことも調査し

てもらったと、こういうことなんですけれども、

委託事業者についてはどこだとかいうことにつ

いては明らかにできるのですか。手続はどうい

うふうにやってきたのか、覚えていないので申

しわけないけれども、そこら辺、聞かせてくだ

さい。 
【渡辺地域づくり推進課長】 委託につきまして
は、公募型のプロポーザルを実施いたしまして、

昨年、株式会社三菱総合研究所に委託をしてお

ります。 
【吉村(庄)委員】 それはそれでいいんですけれ
ども、これを考えていく場合に、私からの意見

としては、具体的なところをやる時に、例えば、

佐世保なら佐世保でも結構ですが、やっぱり県

という立場では、同じ地域でも、地域の中のバ

ランスを考えた施策というものを求めていただ

くようなことを私は心がけてもらいたいと思う

部分があるんです。というのは、ハウステンボ

ス等の中では、大学もありますし、こういう考

え方の中でいくと、こういうやり方としては条

件は整っていますよ。しかし、そういうふうな

条件がないところでも、佐世保市内では、例え

ば、平成の合併の時の話として聞いてもらいた

いのですが、そういうところで周辺地区につい

ては商業活動、経済活動含めて、それから学の

関係は、例えば、実業部門の高校なんかはある

ということですが、大学あたりはその地域にき

ちっとあるわけじゃないですから、条件的にど

うだとか、同じことをしようと思えば、もっと

別なやり方を、だから別なやり方を含めて、佐

世保市が考えている、ハウステンボス地域とい

ったら、大体まちづくりというのはずっと今ま

でしてきたような地域であるんです。これは佐

世保市の考え方としたら。しかし、佐世保市が

そういう意見を踏まえながらやっていくについ

ては、それはそれで当然採択してもらって結構

です。しかし、ほかのところでも考えられる時

に、市と打ち合わせされたりする時なんかにつ

いては、そういう条件が整うようなところばか

り選ぶんじゃなくて、バランスを考えていただ

くことが必要だと思います。 
 それで、平成 28 年 6 月に、北九州市など全
国で 7市町の事例を選定とありますが、今の段
階では、もっと増えているということで理解し

ますが、例えば、九州では、佐世保は 3つ事例
がありましたが、ほかのところにはどういう事

例があるというのはわかっていますか。中身は

結構ですから、どこどこというのがわかってい

ましたら。 
【渡辺地域づくり推進課長】 平成 28年 6月に、
国の支援チームで全国の 7市町の事例を選定し
て、今後、その支援チームでは、いろんな関連

施策、実務的な検討を通じて支援していくとい

うことで、その中に、九州地域で言えば、北九

州市が入っております。これは 7市町の事例に
ついては、今のところは 7市町でそのままの状
態でございます。 
【吉村(庄)委員】 わかりました。 
 それで、まちづくり・経済雇用対策特別委員
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会については、私の会派からも委員も出ていま

すから、そういうところについて、それからま

た今からの議論の中でいろいろ意見があるとこ

ろについては、中身については申し上げさせて

いただきたいと思います。 
 それから、土地対策室にお尋ねをいたします

が、先ほどの地籍調査、国土調査について私は

お尋ねしたいのですが、県の立場で言うと、や

っぱり全県的な立場で対処してもらいたいと思

うんですが、事業自体は市町事業でしょうから。

特に、先ほども話題になりましたが、大都市の

長崎とか佐世保というのはずっと遅れているん

です。 
 あなたたちが捉えている内容としては、長崎

市は終了するまで何年ぐらいを目標にしている

と聞いておられますか。佐世保市はどんなでし

ょうか。 
【林田土地対策室長】 もちろん相当期間がかか
るということでございまして、具体的な数字と

しては、両市から終了年度という点につきまし

ては聞いておりません。 
【吉村(庄)委員】 先ほど、運用基準とかという
のを詳しくお話をしておりましたが、私は、県

としては、やっぱり県全体の状況というのを把

握しておっていただきたいと思うんです。私は、

佐世保だと最低 40 年余りかかる、こういう話
を聞いています。そうすると、今から 40 年と
かという単位でしか進まないと。予算の関係も

ある、それから中身が困難だと、こういう状況

があると、いろんなことだって、まちづくりで

公共用地を取得したり、扱っていく時の話とい

うのは、やっぱりこんな状態が出てくるんでし

ょう。例えば、従来からのことがそのままにな

っていると、いわゆる相続が十分きちっとされ

ていない、こういう問題もあるし、それから境

界等の問題は、先ほども出ていましたように、

長崎だけじゃなくてほかのところもあると思い

ますが、不確定。つまり、言ってみれば、法務

局の登記所にある字図、具体的に事業をやって

みると、字図混乱地域というものがあって、あ

る事業をするためには、相当の費用をかけて周

辺地区の字図訂正からやらなければいけない。

しかし、地籍調査が終わっていると、それはそ

このところで終わって、きちっとしているわけ

ですから、すすっといくと、こういうふうな状

況になります。もちろん、それは相続をしてか

ら 10年 20年とたてば、また次の問題が出てき
ますけれどもね。 
 だから、そういう意味でいくと、いろんなこ

とを県が考えたり、国も含めて、あるいは市町

が考える場合に、いろんなところで不都合とい

うのがものすごく大きい問題がそういうところ

についてはあるというふうな認識が当然あると

思うんです。だから、何十年とかかってもらっ

ても、一体どうなるかという問題があるんです。

その間にする事業について、そういうものが先

に済んでいれば、そうかからない費用が、その

事業自体について必要だ。佐世保でも、西九州

自動車道のみなとインターのトンネルのところ

では字図混乱地区が佐世保市大黒町でありまし

た。周囲を全部字図混乱地区を整理するのに年

数もかかりましたし、費用がものすごくかかっ

たんです。だから、こういう問題を考えていく

と、そういうところについて、県の事業ではな

い、市町が事業主体であるけれども、それをも

っと進める意味で、国とのいわゆる財源確保の

問題とか、あるいは事業市との関係において、

もっと先に進めるようなことを県としてはおや

りになるのが県の仕事だと私は思いますが、い

かがですか。 
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【林田土地対策室長】 ご指摘のとおりだと思い
ます。時間も予算も非常にかかるような事業で

ございます。ご指摘のように、事業費の半分は

国のほうで負担をしているということもござい

ますので、まず国庫を十分に確保していただく

ということが肝要かと思っておりまして、全国

の都道府県、事業を実施しております市町村と

一緒になりまして、毎年国に対しては、十分な

予算の確保についても要望しておりますし、県

としての立場から申し上げますと、まず十分な

予算の確保について努めていくということかと

思っております。 
 それからまた、実務的な話になりますけれど

も、例えば、市町、それから登記を行います法

務局、関係機関寄って連絡調整会議等を行いな

がら事業の推進について協議をしていく、ある

いは市町の職員を対象とした研修会等も行って

おりますので、県といたしましては、そういう

事業を通して、少しでも早い事業の完了に向け

て努めていきたいと考えております。 
【髙比良委員】 2つだけお尋ねをします。 
 まず 1点目は、午前中、県庁舎の跡地活用で
お話ししましたけれども、中身の議論はもうし

ませんが、今年度に整備方針を出す予定ですよ

と。そうすると、基本構想をつくります、基本

計画をつくります、それから基本設計だ、実施

設計だ、それから開始できるかどうかは知らな

いけれども、物理的な着工だ、工期はどれくら

いかかるかわからない。その間に、なるべく早

目に現在の建物を解体、撤去して、直ちに文化

財の発掘調査をやって、着工に結びつける、そ

ういう一連の流れというのを仮に円滑に、計画

的にやっていったとして、最終的に跡地の施設

がオープン、供用開始をするというのは、いつ

頃を想定しているかということをお尋ねしま

す。 
【前川まちづくり推進室長】 委員ご質問の部分
でございますけれども、順調にいったといたし

まして、現在の総合計画の期間内に整備に着手

という目標値を掲げておりますので、平成 32
年度着手と考えております。あとは、今後、整

備方針それから基本構想の中で、具体的な施設

の規模等を定めていくということになりますけ

れども、この県庁舎跡地程度の規模でございま

すので、概ね着工後 2年から 3年ぐらいの事業
期間がかかるのではないかと考えております。 
【髙比良委員】 そうすると、うまくいって平成
32年度着工で、2年から 3年ぐらいかかるだろ
う。3年間かかったとして、平成 35年当初、4
月ということですか。そうすると、現時点では、

7 年後ぐらいになってしまうというような想定
だということですね。7 年間、長崎市の文化施
設が使えないということですね。わかりまし

た。 
 別の質問ですが、今回、大分頑張っていただ

いて、エアソウルが就航することになりました。

10月 18日から就航予定ということなんですけ
れども、長崎の場合は、中国東方航空による上

海、それからエアソウルでのソウルと 2路線を
持っているわけですね。それで、圧倒的な一人

勝ちになっているから福岡の国際空港を除いて、

長崎県以外で、九州各県の中で定期の国際航路

を持っている本数というのは大体どんな状況に

なっているのかというのをまずお知らせをいた

だきたいと思うんです。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 現在運
航している便で申し上げますと、佐賀空港が上

海とソウル、熊本が、現在、地震の関係で運休

しておりますが、ソウル、同じく香港、高雄は

運航をしております。大分は、ソウルが運航を
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しております。宮崎がソウル、台北、香港、鹿

児島が上海、ソウル、台北、香港。鹿児島が一

番多いという状況でございます。 
【髙比良委員】 沖縄も別格だから置いておこう。
そうすると、九州の 7空港の中では、鹿児島を
除けば、本県と似たりよったり、どっこいどっ

こいみたいな話なんだけれども、鹿児島が今言

われたみたいに上海、ソウル、台北、香港、か

なり持っているわけですね。航空会社もいろい

ろ入っているということなんだけれども、何で

鹿児島は国際定期航空路線をたくさん持ってい

るんですか。原因はどういうことだと思ってい

るんですか。 
【松尾新幹線・総合交通対策課企画監】 まず、
基本的には、例えば香港は、事務所を持って、

かなり長期間営業活動をしていたという話は聞

いたことがございます。それが 1つ、それとも
う一つは、ある意味、福岡から遠いという地の

利もあるのかなというところも少し感じている

ところでございます。ただ、いずれにしても、

4 路線飛んでおりますので、そこは何らかの誘
致の努力をされたのではないかと考えていると

ころでございます。 
【髙比良委員】 かなりの営業努力というか、航
空路開設に向けての並々ならぬ取組、努力、そ

の積み重ねがあっていると思うんです。特に、

鹿児島は香港に事務所を設けてから、物産とあ

わせたところで頑張って現地事務所を持って第

一線でやっている。私は、そういうことが決定

的に違うんじゃないかと思うんです。長崎県も

上海事務所を持っているんだけれども、今、東

南アジア方面についての人の配置というのが本

当に手薄い。いろいろ物産の振興のほうも出張

っていろんなことをやっている、また上海事務

所の職員もそちらのほうにまで出張っている、

大使館ほかいろいろなことをやっているんだけ

れども、それでは日々の営業活動、アピール度

というか、そういう意味においては、駐在でい

るかどうかと比べると、相当な開きがあると思

うんです。今度、ベトナムにもジェトロに職員

を置きますけれども、東南アジア、香港、シン

ガポール、そういったところもある意味、営業

努力をしてくれる人材を確保して配置をする、

それが県庁の職員なのかどうかというのはいろ

いろあるだろうけれども、今は直に職員を置い

たりしている。 
 人の流れを確保する、それから物の流れを確

保する、あるいは資金の流れを確保するという

のは、これは一体なんだと思うんですよ。そう

いう意味では、物産のほう、これは文化観光国

際部のほうかもしれないけれども、ただ企画振

興部も国際関係、航空路関係を持っているので、

そこは一体となって、もっと言えば、産業労働

部、・・・あたりに委託をして、サポートデスク

なんかを設けてやっているけれども、長崎県の

取扱いの実績がないんですよ。置いてはいるけ

れども、動いていないという話なんです。ただ

置いているというだけじゃだめなんです。そう

いう意味では、やっぱり直にやっていく。そう

いう意味で、産業労働部あたりと一体になって、

昨日もアジア・国際戦略についてもいろいろ岩

田文化観光国際部次長あたりとも話があったん

だけれども、もう少し県庁の総合力を持って航

空路線の開設含めたところで本腰を入れる、こ

ういった取組をぜひ望みたい。 
 鹿児島がこれだけ持っているというのは、香

港に対して相当いろんな取組をしている証拠で

すよ。台北についてももちろんそうだけれども、

台北は環境がなかなか難しいかもしれないけれ

ども、香港というのは特に観光需要というのは



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２７日） 

- 131 - 

非常に成熟をしておって、個人旅行になってい

って、目的型の周遊観光になってきているから、

そういう意味では、非常に狙いどころは大きい

と思うんです。そういうことも手伝っての話で

すが、各部の垣根を越えて総合力で頑張っても

らいたいと思います。アジア・国際戦略という

ことを大々的に出している以上はやる必要があ

ると思っているんです。 
【辻本企画振興部長】 委員ご指摘のとおり、東
南アジア方向でのセールスの関係が若干弱いか

なというふうな気持ちを持っておりまして、ア

ウトバウンド、インバウンドを含めまして、ど

ういった形がいいのかというのは明言ができま

せんけれども、関係部局と十分協議をしながら、

今後の課題として検討していきたいと思ってい

ます。 
【髙比良委員】 喫緊の課題として。 
【辻本企画振興部長】 喫緊の課題として。 
【浅田委員】 先ほどからの続きになるのですが、
再三にわたって申しわけないんですけれども、

跡地について、議会のほうでも、これからいろ

んな市との協議をという流れの中で、さっき前

田委員からも出ていましたけれども、今はトッ

プ同士での会談をするような時期に来ているの

ではないかというようなお話もありましたが、

私が質問した時に、知事からは、残念ながら、

市とそのような協議をするいとまがない、要は、

暇はないということを言われました。 
 しかしながら、県庁を移転する際においても、

跡地のことはしっかりと取り組むということを

私や前田議員の質問の時にも再三にわたってお

答えをしている。にもかかわらず、いとまがな

いとおっしゃいましたが、県庁跡地については、

やっぱり県と長崎市、そして歴史のあるこの場

所においては、非常に重要なこれからのまちづ

くりに大きくかかわる案件なんです。今現在、

市との協議、どういう方々がやられて、これか

ら何度ぐらいやる予定で、そしてさっきから何

度も繰り返しになりますが、しっかりとした結

論を出すということを、私は、年度内といって

も、2 月定例会の時では遅いと思っていますか
ら、議会にも諮らなければいけない時期が来る

ということは、もっと前倒しでやらないと、議

会でも議論をする暇がないということになり、

髙比良委員からも、それは県としても、しっか

りとした表明をという話があっておりましたけ

れども、そういう状況の中で、どういう状態で

実際やっていて、これからやるおつもりなのか

をいま一度、お聞かせいただけますか。 
【前川まちづくり推進室長】 今年度に入りまし
てからは、概ね月に 2回程度、次長級、課長級
レベルで協議を続けているところでございます。

先ほど来、何度も申し上げておりますとおり、

年度内に整備方針をという思いもございますの

で、今後さらにその協議につきましては時間軸

を持ちながら詰めていきたいと考えております。

特に、11 月に市のほうでＭＩＣＥの状況を予
算審議を通じて議論されるということも伺って

おりますので、そういった状況も見極めながら、

しっかりと整備方針取りまとめに向けて協議を

続けてまいります。しかるべき時期には、今、

次長級、課長級で協議をしておりますけれども、

今後、部長級、あるいは副知事、副市長レベル

での協議というものも必要に応じて開催をする

ことになるのではないかと思っております。 
【浅田委員】 もう 9 月終わりですよね。今、
課長級、次長級とやられて、それも非常に重要

なことですが、しかるべきタイミングが来たら

部長が出て、副知事が出て、知事が出て、そこ

から議会に諮るということを考えると、次の
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11 月定例会ぐらいには、ある程度、11 月にＭ
ＩＣＥのことが出るというのもありますけれど

も、そのタイミングでしっかりとお答えをいた

だく必要性があると思います。それは先ほど髙

比良委員も言っていましたけれども、市だけの

問題ではなくて、県としてもきちっと出すとい

う使命がありますので、11 月定例会の時に今
と同じように議論中、議論中というお答えだけ

はやめていただきたいということをこれは要望

として、ここでどんなにまちづくり推進室長に

言っても、まちづくり推進室長もお気の毒な状

況にいるということは理解できますので。ただ

し、次の時には一歩進んだ、二歩進んだご答弁

をいただきますよう、これはしっかりとお願い

をしたいと思います。 
 続いて、これまたお答えづらい部分もあろう

かと思うんですが、フリーゲージトレインに関

しても、私は、一般質問の際にも何度も何度も

しつこく乗り入れの問題を質問させていただい

ております。昨年も質問いたしました。いいか

げんフリーゲージにこだわるのではなく、個人

的には、フル規格を目指すぐらいの勢いを持っ

てほしいと。県民もフル規格を望んでいる流れ

の中において、なかなかに評価委員会の判定が

出ないので、それも知事たちもご答弁しづらい

という部分は一定の理解を示すところであるの

ですが、乗り入れに関しても、実際ＪＲにとい

う部分が往々にしてある状況の中で、今、実際

要望というのは、どの程度ＪＲや国に対してな

さっているのかというのを改めてお伺いできま

すでしょうか。 
【廣畑企画振興部次長】 山陽新幹線の乗り入れ
につきましては、フリーゲージトレインの西九

州ルートの大前提になっておりますので、そこ

は非常に重要なことだと思います。ただ、まだ

国とＪＲに対して要望というものは行っており

ません。といいますのも、まだフリーゲージト

レインの技術検証中でございます。この技術検

証を終えて、耐久走行試験を再開してから、営

業運行される車両、量産先行車と言っています

けれども、その量産先行車が設計されます。な

ので、まだ性能がかっちり決まっていないとこ

ろがございます。例えば、加速性能、ブレーキ

性能とかというところはかっちり決まっていな

いところがあります。なので、再開されれば、

耐久走行試験を見極めていって、フリーゲージ

トレインの量産先行車の設計のタイミングでは、

性能がかっちり決まってくると考えております

ので、それを待つ必要はあると思うんですけれ

ども、ただ技術が完成してしまった後に見極め

ていって、そうしたら山陽新幹線が乗り入れら

れませんとなったら目も当てられないわけです。

それは走行試験を再開してから、早目早目に情

報を入手しながら、そのタイミングを見極めて

いって、試験が完了する前に、どんどん、どん

どん早目に情報収集と働きかけを行っていきた

いと考えております。 
【浅田委員】 もちろん、知事があそこでも明言
しなかった部分があるので、企画振興部次長の

お答えづらい部分もあろうかと思うんですが、

果たしてそれでいいのでしょうか。遅いんじゃ

ないの、というのが私の意見なんです。という

のも県としては、当然フリーゲージで走行でき

るということを思いながら今、動いているわけ

で、そうしないと、これもまた平成 34 年に遅
れ、平成 36 年に遅れということで、どんどん、
どんどん遅れてしまうわけですよね。この間か

ら、これでだめだったら、もうフリーゲージを

諦めて、私は、フリーゲージは来なくていいか

らフル規格を目指してほしいぐらいの思いでい
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るんですけれども、今現在、まだ要望を行えて

いない。じゃ、果たして、それからということ

も不思議でならないというか、こちらとしては、

できるという思いで国もやっていただいている

のであれば、本来であれば、同時進行でＪＲさ

んに確固たるものがあるということを信じて動

いていますので、ぜひとも乗り入れをしていた

だきたいぐらいの要望はできないものなのでし

ょうか。それは無理なことなのでしょうか。 
 そうでないと、何もかもが心配でありますし、

正直言って、過去に長崎は、福岡まで 40 分時
間も早まる、そして経済波及効果も百何十億円

という数字を掲げていたにもかかわらず、それ

が半分近くに下がっていると。県民は、一体ど

れが本当なのかと、現状、本当のところがよく

わからないままにいる感じで、夢を描こうにも、

トンネルだけは完成しています、駅舎はつくら

なければいけないというような状況なわけです

よ。民間の人たちは、一歩も二歩も前に行きた

くても行けない状況かと思うんです。今、私が

思っているところのさっきまでのところをお答

えいただければと思います。 
【廣畑企画振興部次長】 すみません、先ほどの
答弁を修正させていただきます。国に対して要

望を行っていないと言ってしまいましたけれど

も、政府施策要望において、山陽新幹線の乗り

入れを従前から要望を行ってきておりますし、

今後も行っていきたいと思っております。 
 あと委員がおっしゃいましたフル規格になっ

た場合の博多～長崎間の所要時間が 40 分程度
というお話がございました。これは過去、平成

13 年になりますけれども、長崎新幹線建設期
成会が独自の試算を行ったことがありまして、

その際に、所要時間 41 分と試算されておりま
した。ただ、この当時の試算はもう結構古くな

っておりまして、長崎～博多間を最高時速 300
キロで運行するような前提になっておりました。

当然、整備新幹線の最高時速は 260キロとなっ
ておりますので、前提がちょっと違うものとな

っておりましたものですから、今は全然使って

いない状況になっております。 
【浅田委員】 今みたいに、すごくいろんな状況
が変わってきていると。確かに政府に対して政

府施策要望で、私ども県議会としても、乗り入

れというのは言っていますけれども、最終的に

はこれは民間が決めることということを再三、

この間からも部長答弁でもあったところであり

ますので、国にもですし、その思いというのを

ＪＲに対しても強く要望の時期のタイミング、

もちろんタイミングをはかるのは大切なことだ

と思うんですけれども、状況は余りにも変わっ

てきている。 
 記憶が間違っていたら申しわけないのですが、

例えば、大阪までも、今 4 時間 31 分、そして
フリーゲージがそのまま乗り入れじゃなければ、

たしか平均 4時間 12分、最速が 4 時間ぐらい
だったように記憶をしておりますが、それも本

当にそうなるのか、夢で終わるのかというよう

な状況では、長崎が本当にこれから活性化を夢

見るところにもなかなかに行かないのではない

か。ここは本当に、秋に出るということで、こ

れも県庁の跡地と同じですけれども、12 月に
は、もっとしっかりと協議ができることになろ

うと思いますが、それまでにも並行しながらぜ

ひとも動いていただきたいと思います。これは

答弁しづらい部分も多々あろうかと思いますの

で、要望にかえさせていただきます。 
 そして、質問が戻るかのようで恐縮なんです

けれども、跡地活用のところで、県警跡地。こ

ちらは今、いろんなデベロッパーとか、ホテル
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だったり、オフィスというような協議を重ねて

いる中において、売却かどうか、借地としてな

のかどうなのかというような答弁をこの間、部

長からもいただいたところなんですが、こちら

は目指すところ、いつ着手、着工、今、県庁跡

地は平成 32年度着地で、大体平成 34年度ぐら
いという、これでも 7年。県警も同じような形
では困りますし、民間であるところの日生ビル

との兼ね合いも出てくるかと思うんですが、こ

れはどのようにお考えなのか、目途をお聞かせ

ください。 
【前川まちづくり推進室長】 先ほど答弁申し上
げました県庁舎跡地、平成 32 年度着手といい
ますのは、新庁舎ができ上がりまして、その後、

移転、それから現庁舎の解体、埋蔵文化財調査

というような段取りを経ていきますと最速でも

平成 32年度ということで、平成 32年度着手を
予定しているところでございます。県警本部跡

地につきましても、新しい県警本部ができます

のも同じ時期でございまして、移転につきまし

ては、まだはっきりしたスケジュール感は出て

おりませんけれども、県警本部のほうが行政棟

よりも移転は少し時間がかかるのではないかと

いうようなお話もお聞きしております。その後

の解体、埋蔵文化財調査につきましては、県警

本部跡地のほうが若干規模が小そうございます

ので、そこは県庁舎よりもスケジュール感、ス

ピード感としては早められる可能性はあると思

っておりますが、着手の時期につきましては、

今のところ、平成 32 年度中の着手という県庁
舎跡地の着手の時期と、そう大きな差はないの

ではないかと考えております。 
【浅田委員】 ということは、県庁跡地も県警跡
地も、そして新別館に関しましては、大体入る

部署が決まっているというところで、いずれに

しても、平成 32年度着手、平成 34年ぐらいに
は大方このあたりのまちづくりができるという

ご確認でよろしいでしょうか。 
 それと、もう一点、一般質問の際に部長答弁

でいただいたんですけれども、今、ホテルやオ

フィスに関してのいろんな民間の調査を進めて

いると。しかしながら、この地域の方たち、市

民の方たちの声も伺ってほしいとお願いしたと

ころ、そういうこともあろうかとみたいな、ち

ょっと不確かだったんです。それを聞いていた

県民の方からは、地域の声はこれに関しては聞

かないのかというような声が既に上がっている

んですけれども、そのあたりをいま一度、どう

なのかというところをお聞かせいただけますで

しょうか。県民の声を聞くか聞かないか、部長

が「あろう」とおっしゃったんですけれども、

それに関して。 
【前川まちづくり推進室長】 今現在の調査につ
きましては、県警本部の跡地をなるべく県の財

政負担がないように、民間主導で事業が行える

可能性がないのかどうか、できれば県警本部跡

地を活用することによって、負担がないどころ

か、そこで県に財政的なメリットがあるような

形で整備ができないかということで今、調査を

いたしております。そういった形で可能性をは

かりながら、周辺の皆様方の声につきましては、

いろんなご意見を聞く手法はあろうかと思いま

すけれども、いずれかの時期に、いずれかの形

でご意見を伺っていくということは必要かと思

っておりますので、そこも検討していく中で考

えてまいりたいと思っております。 
【浅田委員】 ぜひとも声を聞いていただきたい
と思います。 
 そして、今回、例えば、オフィスとは違って、

マンションになると、このあたり、マンション
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が今すごく増えているんです。長崎市内が町中

に一極集中みたいな感じになっておりまして、

斜面都市のほうは、かなり家が崩されている、

なくなっているような現状があって、町中全体

のいろんなあり方にもかかわってくるものです

から、そういったところも踏まえて、市のほう

とも、長崎市全体のまちづくりという部分にお

いてもお考えいただかないと、いろんな空洞化

だったりとかしてしまうということも念頭に置

いてお考えいただければと思っております。 
 スポーツのことを先にお伺いしたいと思いま

す。実は、私もこれは申し込みたいなと思って

いたんですけれども、スポーツマネジメント人

材育成講座、もう 20 名ぐらい決定して、人材
的なことを 10 月から進めるに当たっての詳し
いところを教えていただけないでしょうか。 
【井上スポーツ振興課長】 これは 9 月 2 日に
募集を開始しまして、9 月 30 日を応募締め切
りとしております。現時点で 40 名の方から資
料請求をいただいておりますけれども、そのう

ち既にお申し込みいただいた方が 7名、そして
あと 3名の方がお申し込みの予定ということで、
現時点では 10 名の見込みでございます。まだ
しばらく時間がありますけれども、7 名の方の
内訳を簡単に申し上げますと、うち 2名の方が
自治体の職員、スポーツ関係団体の方が 2名、
競技関係者の方が 2名、それから観光関係団体
の方が 1名というような状況でございます。残
念ながら、まだ大学生の申し込みがありません

ので、これについては今、事務局のほうと協議

をしているんですけれども、少し締め切りを延

ばして、大学に対する説明会など、別のアプロ

ーチをして、20 名を目指して募集をさらに拡
大していきたいと考えているところです。 
【浅田委員】 これはすごく興味深いと私自身は

思っていて、長崎もスポーツコミッションがで

きたので、実のところ、議員でも申し込めるの

かなと思ったぐらいの内容だったんです。 
 今 20 名ということで、これは県内に限って
ないですよね。そういう中で、定住も含めてと

いうことが入っていたものですから、もっと幅

広く、今聞くと、観光とか自治体の方となると、

もう既に働いていらっしゃる方に限られると思

うので、ここはせっかくこれだけの人材育成講

座、県外からはなかなかに毎週土曜日通うのは

厳しいところはあるかもしれないですけれども、

若い層とか、大学生に向けて、幅広くここはお

示しをいただけると、人材育成ならず定住人口

だったり、スポーツ振興に大きく弾みをかけた

り、スポーツの競技者の方々にとってのセカン

ドライフ、そういうところを考える方たちもい

っぱいいると思うんです。今、スポーツにかか

わっていて、これから先々、年代を超えてどう

しようと思っていらっしゃる方々もいらっしゃ

ると思うので、ここにも書いているセカンドキ

ャリアの部分でしっかりと訴えていただいて、

これを幅広い人材育成にかえていただければと

思っておりますので、もったいないと思いまし

たので、延ばすなりして、もっと周知を図って

いただける事業になり得ると思いますので、お

願いします。 
【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時 ９分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 
【山田(博)委員】 企画振興部長、先ほど質問し
た確認を一括してお答えいただきたいと思いま

す。 
 まず、リフレッシュとかリプレイスの事業な
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んですけれども、特に、「ありかわ 8 号」の平
成 23 年度のリフレッシュ補助金で換装して、
また今年度、平成 28 年度もやっているとあり
ますけれども、なぜ同じ船にエンジン換装とし

て 1億円余りの補助費をやったのかという経過
をしっかりと調査して、次の委員会に報告して

いただきたいと思います。 
 また、尖閣諸島を含む 158 の無人島のうち、
先ほど説明したように、現在、関係省庁と、国

の財産として登録が必要となる所在、地籍の記

載内容についての調整をしているとありますけ

れども、この途中経過を次の委員会で報告して

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 
 続きまして、福江空港における先ほどの化学

消防車の故障事案、これは土木部としっかりと、

なぜこういうふうになったのかというのを次の

委員会までにしっかりとご報告いただきたい。 
 続きまして、第 8回太平洋・島サミットであ
りますけれども、これは担当課のほうに再三再

四話をしておりますけれども、スケジュールが

全く当初の予定と違うということでありますの

で、再度確認して、お願いしたいと思います。 
 それと、伊 402潜水艦に関して、これもまた
経過を報告していただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 
 企画振興部長、次の委員会で途中経過なり結

果を報告していただきたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。それだけお答えください。 
【辻本企画振興部長】 委員から今ご指摘のあり
ました件については、次回委員会でご報告をさ

せていただきます。 
【山田(博)委員】 それで、新しく 3つほどまと
めてお話をさせていただきたいと思います。 
 雲仙岳災害記念館のリニューアルとありまし

て、これは説明の中に「施設の老朽化」とか、

「展示物の魅力減」とありますけれども、「展示

物の魅力減」というのは、ちょっと表現がいか

がなものかと思いましたけれども、いずれにし

たって、これを新しくリニューアルするという

ことで、しっかり頑張っていただきたいと思う

んです。 
 それで、ご存じと思うんですけれども、ここ

は特殊な建物で、建築基準法第 38 条の規定が
ありますね。これは防火、避難と設備関係と構

造関係で大変難しい構造になっておりますので、

そこはしっかりと対応してやっていただきたい

と思います。特に、設計というか、会社なりを

選んだら、そういったものが十分できなかった

となったら大変なことになりますから、ぜひお

願いしたいと思います。 
 それと、これに関して、実は、長崎県美術館

は今、入館者が 40 万人ぐらいいるんです。一
方の雲仙岳災害記念館は 10 万人状態です。私
はよくよくいろいろと聞きましたら、料金設定

が全然違うんです。例えば、入場料が雲仙岳災

害記念館は大人が 1,000円なんですよ。美術館
は、常設展示を含めて、大人で個人は 400円な
んです。私はもっとびっくりしたのは、美術館

は学校の行事でする時には、県内の小、中、高、

特別支援学校生が利用する場合は、引率の教員

を含めて無料になっているんですよ。直された

常設点については、県内在住の小中学生は無料

となっているんです。まず、人を呼ぼう呼ぼう

としているんです。一方、雲仙岳災害記念館は、

県内の小、中、高校生が授業で学校で訪れる場

合にはバス代の助成があるということでありま

す。いずれにしても、同じ県の建物でありなが

ら、これだけ対応が違いますので、ぜひ地域づ

くり推進課におきましては、こういったものも
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しっかりと取り組んでいただきたいと思うんで

すが、見解を聞かせていただけますか。 
【渡辺地域づくり推進課長】 お尋ねがございま
した雲仙岳災害記念館のリニューアルに伴う件

でございますけれども、確かに入館料につきま

しては、雲仙岳災害記念館は 1,000円というこ
とで、割引券も配って 800円というようなこと
も実施しておりますけれども、長崎県美術館な

どと比べると、ちょっと高い設定になっており

ます。いろんな割引についても検討しておりま

すけれども、今回、リニューアル、展示のリニ

ューアルとあわせまして、そういった点につき

ましてもしっかり検討して、対応してまいりた

いと考えております。 
【山田(博)委員】 続きまして、政策企画課企画
監、先ほどＩＲの話をしましたけれども、韓国

は、ギャンブルに規制が厳しくなって、ギャン

ブル依存症をなくすために、韓国はどういった

政策をとったかというのはご存じですか。まず、

それを調べてみてください。私もいろいろと勉

強しましたから。なぜ韓国人が日本に来るのか

と。日本に来て何をやっているかということで、

次の委員会までに調べていただけますか。それ

だけお答えください。 
【北嶋政策企画課企画監】 最もいい例がシンガ
ポールということで、シンガポールの例は研究

しておりますけれども、韓国の例もしっかりと

研究して、次回ご報告させていただきます。 
【山田(博)委員】 アジアで一番近い国でなぜそ
うなっているか、しっかり勉強したほうがいい

と思うんです。 
 続きまして、前川まちづくり推進室長にお尋

ねします。先ほど、跡地跡地と言いますけれど

も、私は県議会議員となって、この建物に愛着

があるわけです。企画振興部長も県庁マンとし

て夢と希望を持って大志を抱いて来たわけです

ね。これが新しい庁舎になったら、壊されるん

ですよ。この建物のすばらしさというのはもっ

とＰＲしなければいけないわけですよ。何か跡

地跡地ばっかり言うけれども、この建物のすば

らしさ。ここで何十年も働いた県庁マンがいる

わけですよ。このよさというのを何でＰＲしな

いのかと。これはいつ話が出てくるかと思って

いたんですよ。まちづくり推進室長、確かに跡

地も大切だけれども、この建物をもっと県民の

皆さん方に、壊されたら、もうこれはないんで

すよ。それをやっぱりＰＲすべきですよ。これ

は企画振興部長、どうですか。ほかの委員の方

はどう思うか知りませんけれども、私はそう思

うんです。移転反対とかなんとかは、今はもう

既定路線になっているわけだから。今の話、既

定路線で、皆さん方が長年働いてきたところが、

あと何年かしたらなくなるんだから。それをど

のようにして思い出を、先輩も、今働いている

人もいるのだから、これをどういうふうに残し

て、ましてや勤務される皆さん方のお子さんと

かお孫さんに、自分たちはここで働いていたん

だよということも非常に大切ですよ。これはぜ

ひ見解をお願いします。 
【前川まちづくり推進室長】 県庁舎の部分につ
きましては、解体後、跡地になってからの活用

を企画振興部で所管させていただいておりまし

て、解体までは、現庁舎は総務部の所管となっ

ておりますので、このご議論がありましたこと

を総務部のほうにお伝えしたいと思います。 
【山田(博)委員】 こういった議論を次にしたい
と思います。どうもありがとうございました。 
【八江委員】 長崎県スポーツコミッション、ス
ポーツマネジメント人材育成、先ほど浅田委員

からもいろいろ貴重な話があっておりましたが、
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私も、いろいろスポーツ競技団体を扱っている

者の 1人として、こういうコミッションも増え
て、過去には、長崎県の 2順目の国体を迎える
に当たって、どうすればいいかということで、

競技力向上対策本部を約 20 年前につくってい
ただいておりました。それでどのようなことを

してもらったかというのは皆さん方、ご存じの

とおりですけれども、競技力を向上させて、長

崎県民がより一層スポーツを中心に、あるいは

それがほかのものに大きく波及して、活気ある

長崎県づくりというのを教育委員会のほうで努

めていただきました。そのためには、特待生も

含めて、そして教員の採用の特別制度、それか

ら子どもたちの育成についてもやっていただい

て、見事 2巡目の国体で天皇杯を獲得できたの
も、そういったものの積み重ねであったろうと

思います。 
 そういう意味で、スポーツコミッションにつ

いては非常に大事なことだと思うし、国体は終

わりましたが、まだまだこれからスポーツを中

心に長崎県もやっていかなければならないとこ

ろがたくさんあります。長崎とか佐世保、島原

半島含めて、観光地のところはたくさんの観光

客が押し寄せて来ると思いますけれども、その

はざまにあるところ、観光地じゃないところに

は、スポーツ観光と言われるものがそこに求め

られてくると。私の住んでいる諫早は端的にそ

のとおりでありまして、「どこに観光地があるの

ですか」と言われるぐらいに観光地は特別あり

ませんけれども、県が県立運動公園陸上競技場

を新たにつくっていただきました。そういうこ

とを考えれば、スポーツで地域のまちおこしと

いうのが非常に大事な役割というんでしょうか、

これは離島の中でも、観光地じゃないようなと

ころには、やっぱりそういうことも必要だろう

と。壱岐も盛んにマラソン初め、福江などもや

っていらっしゃいますように、そんなことを考

えれば、非常に大きな役割を果たせるものであ

ります。しかし、今の話では、2 巡目の募集の
中では 10 名ぐらいしか来ていないということ
ですから、まだまだＰＲが不足しているんじゃ

ないかと思いますので、そのことについてはし

っかり県民に周知徹底を図って、そして若い人

たちがそこに参画できるようなことにしてほし

いと願っている者の 1人で、それと同時に、ス
ポーツの振興も図るということも 1つですけれ
ども、スポーツ施設の充実は、年次ごとに進め

ていかなければならないと思います。私は軟式

野球、馬術連盟とかを仰せつかっておりますけ

れども、まだまだ十分じゃないところもありま

す。諫早にようやく 60 年ぶりに市営球場をつ
くるようになって、既に発注をいたしまして、

来年の 3月に完成の予定です。そうなりますと、
今の球場は、しばらくは残ると思いますけれど

も、新しくできるところにはサブグラウンドも

つくります。そうすると、野球場が増えてきま

す。しかし、野球人口はだんだん減ってきてお

ります。 
 そういったものを考えると、いろんな問題が

ありますけれども、諫早地区のところ 1つだけ
考えて申し上げておくと、野球場とサブグラウ

ンドができて、隣に創成館の野球場があります。

そして、日大高校の野球場があります。300 メ
ートル以内に 4つも球場ができると。そうなっ
てくると、九州地区大会等、そこでいろんなも

のができるということになります。そういった

ものの誘致、そしてまた私もプロ野球のシーズ

ンオフ、キャンプなどを含めて、昔、島原に西

鉄ライオンズなどが来ておったところを目指し

て、もっと長崎県も誘致すべきじゃないかと過
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去に何回も申し上げてきましたが、泊まるとこ

ろはあっても、なかなかそういったものの施設

が整わないと。そうなってくると、施設の充実

も図っていかなければならないのと、スポーツ

のリハビリなどをやる運動施設、屋内と屋外と

を含めた形のものもあわせて充実をさせること

が必要かと思いますので、スポーツ振興課長、

そのことを想定しながら、育成するだけじゃな

くて、育成を広げていって、長崎県の大きな産

業に育てていく、スポーツ産業を育てていくの

が大事なことだと思いますけれども、いかがで

すか。 
【井上スポーツ振興課長】 八江委員のおっしゃ
るとおり、スポーツ振興課の役目としましては、

スポーツを使って地域をいかに活性化させるか、

これに尽きるというふうに考えておりますので、

スポーツ施設については、国体を機に一定充実

しているものと思いますけれども、まだまだ不

足しているところがあるというご意見は各競技

団体の方からもお聞きをしているところですが、

厳しい財政状況の中、難しいところもございま

すけれども、今後、いろんな施設を活用しなが

ら、プロの誘致については、スポーツコミッシ

ョンで、レベルの高いプロあるいは実業団とか、

そういったところは力を入れていくことを考え

ておりますので、いろいろ競技団体の皆さん、

それから各市、諫早市さんとも協議をしながら、

具体的にどんな方法がとれるのか、検討協議を

していきたいと思っております。 
【八江委員】 競技団体の話もよく聞いていただ
かないと、この間、資料を説明された時に、競

技団体は、あれが載っていない、これが載って

いないというのがたくさんありましたよね。そ

れはもう少し細かく競技団体との話と、それか

らもう一つは、教育委員会との連携がまだまだ

必要じゃないかと思います。その点は、よろし

くお願いをいたしておきたいと思います。 
 それでは、新幹線の問題について、先ほど言

い忘れたわけじゃないんですけれども、厳しく

だけ申し上げましたが、対話の姿勢というのも

大事なことですから、県当局が佐賀の当局と十

分話し合いができているのかといったら、なか

なかそううまくはいっていないというようなこ

ともあります。我々も、県議会同士が過去 4回、
今度 5回目をするように、今月あるいは来月に
もとお願いをしております。そして、民間も常

にいろんなことをやっております。そして、国

会議員、知事、そういう方々が、短時間しかな

いと思いますけれども、それも精力的にやって

おかなければならないということだけは肝に銘

じながら、流れに乗っていくということじゃな

くて、自ら解決しようとする姿勢を私は求めた

いと思いますけれども、いま一度、そのご答弁

をいただきたい。 
【廣畑企画振興部次長】 これは恐らく、フル規
格に向けてということだと思いますが、県とし

て、佐賀県側と対話を図っていかなければなら

ないというご意見だと思います。6 月のこの委
員会でも委員からご指摘あったというふうに議

事録で拝見いたしました。ただ、その当時も、

私の前任が回答させていただいていると思うん

ですけれども、まだ佐賀県の知事もフル規格に

向けてということまで、消極的な立場をとられ

ているところでございますので、なかなか県同

士でフル規格という対話をすることは難しいと

考えております。ただ、ほかにも、新幹線に限

らず在来線も含めて、事業促進を図っていかな

ければならないという中で、佐世保線の問題も

含めて、佐賀との協議を図っていくテーマは多

数ありますので、そういった内容で佐賀とは話
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をしていきたいと思っております。 
【川崎委員】 手短に選挙行政について、一般質
問でも種々質問がありましたので承知をしてお

りますが、いま一度お尋ねします。 
 18 歳選挙権が導入されて、残念ながら、な
かなか投票率が上がっていないということが判

明しています。まず、全体の投票率がどうだっ

たのかということと、特に、学校に期日前投票

所等設置をされたと思いますが、その利用状況

について、掌握されていればご報告いただきた

いと思います。 
【黒﨑市町村課長】 まず、今回の参議院選挙に
おける本県の 18 歳の投票率でございますけれ
ども、18歳が 44.16％、19歳が 34.02％、合わ
せまして 39.32％で、今回、総務省より悉皆調
査をしまして、それが実際何名だったかという

ことの調査もございまして、この 39.32％は、
本県では 1万 653人の若者が選挙に票を投じた
ということでございます。大学それから高校合

わせて 8校だったと思いますが、期日前投票所
を設置いたしました。これでいきますと、教諭

もいらっしゃるかもしれませんけれども、大学

で 722名の学生が期日前投票所に足を運んでい
ただいております。それから、高校は 5校でし
たけれども、これは全部で 90 名の生徒、先生
が票を投じたというような実績になっておりま

す。 
【川崎委員】 大学と高校は全部で 8校ですね。
そうしたら、できれば一覧をつくって後でもま

た見せていただければと思います。よろしくお

願いいたします。 
 それで、7 月 10 日が投票日だったと思いま
すが、梅雨時期で余り天気もよくなかったと思

います。そういった中、市中を走っていると、

商業施設にずっと車が並ぶ光景を目にしたんで

す。天気が悪い、外にもなかなか行きづらい、

でもどこか遊びにとなると、大型商業施設あた

りが非常に人が集積をするのでしょう。共通投

票所は県下はなかったはずですね。そういう人

が集うところに共通投票所を設置するというこ

とは非常に効果があるんじゃないかと思うんで

す。今回、18 歳選挙権導入に当たって、教育
委員会も主権者教育に一生懸命取り組まれたと

思うんですが、意思はあっても、当日になかな

かクラブ活動があって行けなかったとか、環境

もあわせて整備をしてあげるということは非常

に大事かなと思っているんです。あと親子で行

けるというような環境整備、そういったことか

らも、商業施設への共通投票所は非常に有効か

と思うんですが、これについて県の選挙管理委

員会のお考えをお尋ねいたします。 
【黒﨑市町村課長】 このたびの選挙で投票率を
上げるのに一番効果があったのが商業施設への

期日前投票所の設置ではなかったかと考えてお

ります。具体的に調べてみますと、今回新たに

商業施設に期日前投票所を設置したのが大村市、

松浦市、五島市、五島市は 2つありましたので、
合わせて 4つ設置したわけですけれども、合計
で 5,489名の方が利用し、期日前投票の全体に
占める割合が初めて 3割を超しました。投票者
数の約 1％弱ぐらいの人数になります。なかん
ずく、松浦市においては、市内の真ん中のハイ

マートという商業施設でしたけれども、主婦を

中心にして、そこにたくさん選挙に足を運ばれ

たということで、投票率で 8ポイント上昇した
という実績が残りました。こういう実績が出ま

したので、今後とも、私どもは各市町の選管の

ほうには期日前投票所、商業施設をぜひ強く念

頭に置いて、効果のありそうなところについて

は、次回の選挙以降活用していただくように、
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意を強くして申し上げていきたいと思っており

ます。 
【川崎委員】 期日前投票所と、そして投票当日
の共通投票所、この 2方面、ぜひご検討いただ
いて、成果が出ているということであれば一層

推進すべきかと思いますので、よろしくお願い

します。 
 最後に、余り言いたくはないのですが、比例

代表選挙で、いわゆる投票用紙をお渡しする係

の方が、投票は個人名と政党名どちらでもよか

ったにもかかわらず、政党名を記入してくださ

いと、そういった形で投票用紙をお渡しされた

ということが実態としてありました。これにつ

いては非常に残念なことなんです。厳正に、公

平にやらなければいけないものが、たったその

人の一言によって大きく投票行動が変わるとい

うことになるわけで、これは許しがたい行為な

んです。これは事実、すぐお伝えをいたしまし

た。手を打たれたと思いますが、厳格に対応し

ていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 
【黒﨑市町村課長】 比例代表における説明の仕
方につきましては、かねてから私どものほうも

注意喚起の意味で周知を徹底しておりましたと

ころ、委員のほうからもそのような指摘があっ

たのは事実でございます。したがいまして、既

に周知しておりましたけれども、その指摘を受

けて、直ちに全市町選管にファクシミリによる

注意喚起を再度行ったところでございます。ま

た、当日、投票の直前には、また改めて、そう

いうことがないようにというようなことで念押

しの通知をいたしました。 
 ただ、特に、市町選管のご判断に委ねるとい

う部分がありましたけれども、今後、いろんな

会議の場を通じまして、簡単なことですので、

具体的に、投票は政党と個人名と 2つあるとい
うふうなことは文書なりメモを携えて実務に当

たるように、例えば、そういった具体的な方法

を示してお願いしていきたいと思っておりま

す。 
【浅田委員】 私も選管、選挙についてなんです
けれども、今まさしく川崎委員がおっしゃって

いたこと、自分がその立場に立った時に、同じ

ことが 3年前にもあったんです。多分、手伝っ
ているそこにいる方は皆職員さんじゃないとい

うのもありまして、特に、参議院の比例はわか

りづらさがあって、「どっち書くんですか」と

言われた時に、「多分、政党です」と軽い気持

ちでおっしゃるのかもしれないんですけれども、

それは出た人間からすると、非常に大きな大き

なことで、入れる側の人も、特に比例の時はわ

からないので「政党を書いとったよ」みたいな

ことを言われて、かなりショックを受けたとい

うのもありましたので、そこは周知徹底はぜひ

とも参院選の比例のことに関しましては声を大

にして私も申し上げたいと思います。 
 これもまた何度も同じことで恐縮なんですが、

一般質問でも質問をさせていただきました。長

崎は確かに選管としても全公立高校での説明会

を行ったということで、一定の評価はというこ

とでご答弁をいただくんですけれども、とはい

っても全国で 37 位、九州でも 6 位と、そんな
に高くないわけですよ。それをやっぱりもっと

真摯に受け止めていただかないと、一定の評価

というのは何をもってしてというところの数値

的な部分で言うと、そんな評価、頑張っていた

だいたことはわかるんですけども、というとこ

ろがあります。 
 そんな中で、この間も申し上げたとおり、私

は、170 ちょっとでしたけれども、大学生のア
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ンケート調査をしたところ、教育長もおっしゃ

っていたんですけれども、指導する時間がない

とは言いながらも、卒業式の前とかに副読本を

もって説明をされたと。卒業式の前日にされて

も、みんな頭にも入らず、よくわからず、余り

主権者教育された、選挙に関しての指導を受け

たというような感覚がないというのが実態とし

てあったんです。そういうところを教育委員会

と細かいところをきちっと分析をしたのか、今

していないのであれば、今後しっかりとやるお

つもりがあるのかをお聞かせいただけますか。 
【黒﨑市町村課長】 何やかや言っても実際、全
国で 37 位であったということは、真摯に受け
止めなければいけないと思っております。当然、

その分析も、県政の側はもとより、教育委員会

と連携を図っていく覚悟でおりますので、教育

長とも一緒にその改善策を今後とも継続してや

っていく所存でございます。 
 特に、主権者教育というのは主に教育委員会

のほうで役割を担っていただくことになろうか

と思っていますけれども、私どもが委員のほう

から見ると歩みが遅いというご指摘でもあろう

かと思いますが、主権者教育をしっかりやらな

ければいけないというふうに今も思っておりま

して、全 3万 4,000人の高校生にまずはじっく
り制度の説明から入った、これは今後とも 3年
に 1回ずっとやっていって、それから教育委員
会と一緒になって主権者教育のプログラムをつ

くっていくという考えでおりますので、それは

非常に急いでやりますけれども、いましばらく

その状況を見ていただければと思います。 
【浅田委員】 今のご答弁であった 3年に 1回、
参議院選挙に合わせての時に徹底してやるとい

うことですよね。一般質問でも私は質問しまし

たけれども、模擬投票とかは、たしかまだ長崎

は 2校程度しかないんです。全国 2位の投票率
を上げている神奈川においては、10 年間にわ
たって全県立高校で徹底してやられていると。

そうすると、当然選挙に行かなければいけない

というのがずっとあるわけです。年内になるの

か、来年になるのかわかりませんけれども、例

えば、衆議院選挙、大きいものもありますし、

それ以外でも、県下で各市町の首長選挙等々も

あります。そういうところにもやっぱり出てく

ると思うんです。それを考えると、「今回は初

めてでした」で、これからをと言えば済むと思

うんですけれども、そうは言っていられない状

況が当然出てくるというところを、教育委員会

の方もおっしゃっていたとおり、時間がない中

でこれをやらなければいけないというのは大変

だということは重々わかっていますし、何より

も、政治家の私たちが発信をしていくというこ

とも重々わかってはいるんですけれども、制度

としても、やっぱり選管としても、そこはしっ

かりと密にやっていただかないと、それぞれが

選管だから、教育委員会だから、投票率を上げ

るため主権者教育というところだけでは、どう

しても解決できないと思うんです。 
 今回に限らず、今までも当然主権者教育とか

はやってこなければいけなかった中で、たまさ

か 18 歳に下がったからというところが強くあ
ろうとは思うんですけれども、やっぱり長崎全

体が今までも 20 代の投票率が低かったという
ことも深く考える必要性があろうかと思うんで

すが、いかがでしょう。 
【黒﨑市町村課長】 そこは委員ご指摘のとおり
だと私も考えております。 
【浅田委員】 考えていただくだけではなく、行
動に出て、数値としてこれは出てくることなの

で、やっていただきたいということと、どうし
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ても離島をたくさん抱えているのでいた仕方な

い部分はあったかもしれないのですが、その離

島にしても不在者投票をというのであれば、い

ろんな事情もあるかもしれませんが、住民票を

移す教育なのかどうかなのか、不在者投票のあ

り方をどうしっかり教えていくのかというのは、

もっと見える形で、知事選だってあるわけです

し、次の時は 3年後ではなくて衆院選の前なの
か何なのかお示しいただくことが必要なのでは

ないかと思いますので、明確なる形と行動を見

せていただきたいと思います。 
【黒﨑市町村課長】 まず今年は、手始めにとい
うことになりますけれども、高校生に不在者投

票の仕方、請求の仕方、投票の仕方も入れたと

ころの有権者のしおりというような形で全高校

生にお配りすることを考えております。これは

ほんの手始めですけれども、先ほど申し上げた

ように、残念ながら神奈川県さんがやっている

ようなプログラムをまだ持ち合わせておりませ

んので、それをまず早急につくらなければいけ

ないと。それをまずモデルの 2校でやってみて、
検証も重ね合わせながら、それをどんどん横に

広げていくというふうなことで考えておりま

す。 
【浅田委員】 学生の方もなんですけれども、何
よりも、親御さんと政治の会話をしているとこ

ろ、選挙に行くところが必ず若手の選挙投票率

も上がるというような調査も出ていました。ひ

とり暮らしの 7割は実際住民票を移さないとい
うような現状もありますので、学生だけではな

く大人の人も含めて、もちろん保護者の方がど

う自分の家庭で教育するかということとか、私

たち大人がどう子どもたちに広げていくかとい

うことも重要な部分だと思いますので、ぜひと

もしっかり取り組んで、次、もっともっと全国

のこの投票率が上がるようにご努力もお願いし

たいと思います。もちろん私たちもしっかりや

っていきたいと思っています。 
【山本(由)委員長】 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、議案外所管事務一般についての質問を終

わらせていただきます。 
 ほかに質問がないようですので、企画振興部

関係の審査結果について、整理したいと思いま

す。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時４６分 休憩 ― 

― 午後 ４時４６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、企画振興部関係の審査を

終了いたします。 
 本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、出納局及び各種委員
会事務局関係の審査を行います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時４７分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年９月２８日 

自  午前１０時 １分 

至  午後 ４時１０分 

於  第1別館第1会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君

副委員長(副会長) 里脇 清隆 君

委 員 八江 利春 君

 〃   吉村 庄二 君

 〃   坂本 智徳 君

 〃   山田 博司 君

 〃   髙比良 元 君

 〃   浅田眞澄美 君

 〃   西川 克己 君

 〃   川崎 祥司 君

 〃   前田 哲也 君
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し
 
 

５、県側出席者の氏名 

会 計 管 理 者 新井 忠洋 君

会 計 課 長 馬場 直英 君

物 品 管 理 室 長 吉野ゆき子 君

出 納 室 長 友田 卓志 君
 

監 査 事 務 局 長 辻  亮二 君

監査事務局次長 
兼 監 査 課 長 神崎  治 君

人事委員会事務局長 大串 祐子 君

職 員 課 長 松尾 康弘 君
 

労働委員会事務局長(併任) 大串 祐子 君

調 整 審 査 課 長 山田  健 君

議 会 事 務 局 長 山田 芳則 君

総 務 課 長 高見  浩 君

議 事 課 長 篠原みゆき 君

政 務 調 査 課 長 本田 和人 君

警 務 部 長 壱岐 恭秀 君

首 席 監 察 官 池田 秀明 君

総 務 課 長 森﨑 辰則 君

広 報 相 談 課 長 草野 和幸 君

会 計 課 長 髙橋 雄二 君

警 務 課 長 田尻 弘久 君

装 備 施 設 課 長 久保 宗一 君

監 察 課 長 北村 秀明 君

教 養 課 長 近藤 生 君

厚 生 課 長 山上 信弘 君

留 置 管 理 課 長 吉永  靖 君

生 活 安 全 部 長 駒田 敏郎 君

生活安全企画課長 福山 康博 君

地 域 課 長 赤瀬 幸利 君

少 年 課 長 平戸 雄一 君

生 活 環 境 課 長 古田  豊 君

刑 事 部 長 平 新一郎 君

刑 事 総 務 課 長 宮崎 光法 君

捜 査 第 一 課 長 平尾 公徳 君

捜 査 第 二 課 長 山口 善之 君
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組織犯罪対策課長 細田 茂則 君

交 通 部 長 秋泉 尚寿 君

交 通 企 画 課 長 井川光一郎 君

交 通 指 導 課 長 佐々 靖弘 君

交 通 規 制 課 長 大塚 祥央 君

運転免許管理課長 式場 龍明 君

警 備 部 長 長谷川伸彦 君

公 安 課 長 原口 泰英 君

警 備 課 長 池園 直隆 君

外 事 課 長 鷺池 満治 君
 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 １分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。 
 出納局及び各種委員会事務局は、分科会付託

議案及び委員会付託議案がないことから、委員

会による審査とし、関係局長より所管事項につ

いての説明及び提出資料に関する説明を受けた

後、所管事項についての質問を行うことといた

します。 
 では、人事委員会事務局長より所管事項説明

をお願いいたします。 
【大串人事委員会事務局長】 人事委員会事務局
関係の所管事項について、ご報告いたします。 
 「総務委員会関係議案説明資料」の「出納局・

各種委員会事務局」の項、1ページをお開きく
ださい。 
 平成28年度長崎県職員採用試験について。 
 大学卒業程度の「行政」など15職種にかかる
試験及び警察官Ⅰ類（男性・女性）の試験をそ

れぞれ実施し、最終合格者を発表いたしました。 

 短大卒業程度試験、高校卒業程度試験及び警

察官Ⅲ類（男性・女性）の試験の実施予定につ

きましては、それぞれ記載のとおりであります。 
 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

報告を終わります。 
【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、労働委員会事務局長より、所管事項説

明をお願いいたします。 
【大串労働委員会事務局長】 労働委員会事務局
関係の所管事項についてご報告いたします。 
 同じ資料の2ページと、同資料（追加1）、「出
納局・各種委員会事務局」の1ページをお開き
ください。 
 調整事件について。 
 前回報告以降、新たに申請があった事件はな

く、この間、1件は打切りにより終結しており、
現在調整中の事件はありません。 
 審査事件について。 
 新たに申し立てられた不当労働行為事件は1
件で、この間、1件は関与和解により終結して
おり、現在審査中の事件は4件であります。 
 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

報告を終わります。 
【山本(由)委員長】 次に、提出のありました政
策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料について、説明を求めます。 
【馬場会計課長】 「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について、

ご説明申し上げます。 
 資料の1ページをご覧ください。 
 1,000万円以上の契約案件について、本年5月
から8月の実績は、記載のとおり4件となってお
ります。 
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 次に、資料の6ページをお開きください。 
 附属機関等会議結果報告について、本年5月
から8月の実績は、長崎県政府調達苦情検討委
員会の1件で、その内容については7ページに記
載のとおりでございます。 
 以上でございます。 
【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、所管事務一般に対する質問を行うことと

いたします。 
 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 
【山田(博)委員】 物品管理室が所管課で入札を
いろいろやっていますね。 
 長崎県警察組織犯罪対策要綱というものがあ

るんです。物品管理室長、この対策要綱をご覧

になったことがありますか。 
【吉野物品管理室長】 暴力団対策要綱につきま
しては、読んだことがございます。 
【山本(由)委員長】 大きな声でお願いします。 
【吉野物品管理室長】 読んだことがございます。 
【山田(博)委員】 長崎県警察組織犯罪対策要綱
は読んだことがあると。 
 入札に関して、「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づく提出資料がありますけれど

も、長崎県警察組織犯罪対策要綱に基づいて、

こういった入札をやられているか、やられてい

ないかということをお尋ねしたい。 
【吉野物品管理室長】 入札の際に公告をいたし
ますが、その公告の中に、「長崎県が行う各種

契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置

を受けている者、又は受けることが明らかであ

る者は排除する」と盛り込んでおります。 
【山田(博)委員】 室長、申し訳ございませんけ
ど、声が聞こえにくいので、もう一回説明して

いただけますか。 
【吉野物品管理室長】 すみません。入札の公告
におきまして、入札参加資格の中に、長崎県が

行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき

排除措置を受けている者、又は受けることが明

らかである者を排除できるよう盛り込んでおり

ます。 
【山田(博)委員】 これは長崎県の建設工事暴力
団対策要綱です。そこにはどういったことが書

いてあるかというと、有資格者等が暴力団関係

者と密接な交際等を有していると認められる時

とあってですね。要するに、今の室長が言われ

たよりも、明らかに暴力団と認められますよと、

そういった人たちに排除があったとかというふ

うな人に対してはあるけど、これはもっともっ

と踏み込んでいるところなんです。私は、温度

差が違うんじゃないかと言っているわけです。 
 土木部に確認しました。委員の皆さん方にも、

八江委員は特に関心があるみたいですので、ぜ

ひ聞いていただきたいんです。長崎県警察組織

犯罪対策要綱の中に「特殊知能暴力集団等」と

あるんです。土木部に確認したら、こういった

暴力団の定義にかかわる関係者というものに含

まれると知らなかったと言うんだ。 
 じゃあ、もう一度お尋ねします。 
 特殊知能暴力集団は暴力団関係者と認知され

ているんです。先ほどの長崎県警察組織犯罪対

策要綱の中にうたっているんです。用語集の中

に用語の定義ということで、長崎県組織犯罪対

策に特殊知能暴力集団等というのが含まれてい

るんです。 
 物品管理室長、特殊知能暴力集団が暴力団対

策要綱の中に暴力団と認知されているのはご存

じだったかどうか、お尋ねしたいと思います。 
【吉野物品管理室長】 その特殊知能暴力集団等
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につきましては、申し訳ございません、把握し

ておりません。 
【山田(博)委員】 これを把握していないという
のはごもっともと思うんですよ。私も最近、い

ろいろ勉強させていただきましてね。 
 平成19年に水産部において、器物破損の方が
逮捕されて、行政対象暴力です。これが平成19
年5月19日です。その後に、暴力団関係者が県
議会議長らの就任祝賀会に出席しておったとあ

ったんです。この中の方が、特殊知能暴力集団

の対象者となっていたんです。器物破損した方

が、特殊知能暴力集団に、この記事を読んでい

たら整合性が立っていくわけです。 
 こういった方々もいらっしゃる中で、建設工

事に当たっては、こういったことをしっかりと

含んでいるんです。何が言いたいかというと、

物品とか入札に関しては、土木工事の要綱に比

べると、まだまだ甘いというんです。 
 実際、土木部も知らなかった。私も知らなか

ったんです。最近、県警の方々に、この特殊知

能暴力集団とはどういったことですかと聞いて

はっきりわかりまして、こういったことをきち

んと対象者に含めないといけないということな

んです。こういった入札におきましては、長崎

県警察組織犯罪対策要綱をしっかりと把握して、

その方々も暴力団関係者ということで。 
 私は、特殊知能暴力集団だけのことを言って

いるんじゃないですよ。例えば共生者とか、社

会運動等標榜ゴロとか、総会屋等とかあるんで

すよ。この方々も暴力団集団に認定されている

わけだから、そういったこともきちんと対象に

なるように、入札から排除できるようなシステ

ムにしないといけないと私は言っているわけで

す。 
 これは物品管理室、会計課になるんですか、

会計管理者ですか、どちらになるんですかね。

入札もさることながら、お金を出す先もきちん

とせんといかんと思うんですよ。そういった点

で見解を聞かせていただきたいと思います。 
【馬場会計課長】 委員ご指摘の点につきまして
は、土木部の要綱等も十分拝見させていただい

た上で、内容を検討していきたいと思います。 
【山田(博)委員】 そうでしょう。 
 これは土木部も、正直言いまして目からうろ

こでしたよ。びっくりしていました。自分たち

がちゃんとやっていると思っても、要綱を見た

ら、そういったことがあるんですねと、知らな

かったんだから、別に出納局の会計課長がね。

それは土木部でさえ知らなかったんだから、別

にあなたたちが、なかなかこういったところま

でですね。私も恥ずかしながら、最近やっと知

識を得たわけでございますので、ぜひこれはし

っかり取り組んでいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
 私ばかり質問できませんので、これで終わり

たいと思います。 
【山本(由)委員長】 ほかに、政策等決定過程の
透明性等の確保に関して、質問はありませんか。 
【西川委員】 入札結果の4ページと5ページ、
これは同じ組み合わせなんですね。ＮＢＣ情報

システムと扇精光です。ほかに業者がいなかっ

たのか、なんで応札がなかったのか。前との更

新で、どうしてもこの流れ、メーカーとか機械

の特徴とかでこうなったのか。 
 そして、不思議なことにどちらも20～30万円
しか差がなくて、悪く言えば交代で取ったよう

な感じにも見えるんです。こういう疑義を生じ

させるような入札結果は、できるだけ避けるべ

きだと私は思いますが、これはどういう経過で

こうなったのか。それと考え方をお示しくださ
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い。 
【吉野物品管理室長】 3番と4番の件だと思い
ますけれども、どちらも扇精光ソリューション

ズとＮＢＣ情報システムの入札ということにな

っております。 
 やり方といたしましては、どちらも一般競争

入札、下の4番の校内ＬＡＮ用サーバーにつき
ましては3,300万円を超えておりますのでＷＴ
Ｏ案件ということで、特に地域要件の制限もな

く誰でも参加できるという状況での入札になっ

ておりまして、その中で結果、2者がとったと
いうことになります。 
 そこにつきましては、特に2者でどうという
ような情報はこちらでは受けておりません。 
 県内の各地の学校に配付するものであったと

いうことで、対応できる業者が、なかなか手を

上げるところが少ないのかなというのが現状か

と考えております。 
【西川委員】 再確認しますが、私は、県外から
入れろとは全然思っていないんです。ただ、県

内でこういうＩＣＴ関係の業界の育成、会社が

ほかにできていないのかなという気持ちから聞

いたんです。ほかの応札がなかったわけですね。

わかりました。 
【吉野物品管理室長】 ここにあります2者のほ
かにも、いろいろと県内には企業がございます

が、結果、入札の要件を、仕様書の要件を見て

手を上げなかったということかと考えておりま

す。 
【山本(由)委員長】 ほかに、政策等決定過程に
関して、質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 それでは、政策等決定過程
の透明性に関する資料についての質疑を終了い

たします。 

 次に、所管事務一般について、ご質問はあり

ませんか。 
【吉村(庄)委員】 人事委員会と労働委員会にお
尋ねをさせていただきます。 
 まず、人事委員会です。今年の人事委員会の

給与問題を中心とした勧告は、いつごろを予定

されているのか。言える範囲で結構です。大体

10月の初めぐらいにやられていますが、予定さ
れているならば教えていただきたいと思います。 
【松尾職員課長】 今年度の人事委員会勧告、報
告につきましては、現在、人事委員会で検討、

協議をしていただいているところでございまし

て、時期としましては、例年10月の早い時期と
いうことで目指してやっております。 
 ちなみに昨年は10月9日でございましたので、
そのあたりを目指して今、鋭意取り組んでいる

ところでございます。 
【吉村(庄)委員】 国家公務員の人事院の勧告が
出ましたね、8月に。これは国家公務員に対す
る人事院の勧告ですから、いろいろ問題はあり

ますから、そういう問題は問題として、私の理

解としてはあるんですが、問題も当然あるんで

すけどね。 
 長崎県の人事委員会の勧告は、通常ですと国

家公務員の人事院の勧告と一緒になって、絶対

に100％とは言わないけれども、そういう状態
ですが、特に俸給表の扱い、給与改定の扱いの

ところで、地方自治体になじまない内容を持っ

ているというふうに、官民調査の結果のところ

から思っていますから、それがどういう形で出

るか注視をしたいと思うんですけど、私は、そ

ういう問題意識を持っていることを申し上げて

おきたいと思います。 
 それから労働委員会、後から訂正というか、

今の状況は審査中が4件だということです。最
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近、申立てがあったのじゃないかと思うんです

が、この4件の審査状況について、お知らせで
きる範囲で教えていただきたいと思います。 
【山田調整審査課長】 現在は4件が係属中でご
ざいます。1件追加でお知らせをしたのは、9月
に申立てがあったものでございまして、これは

まだ調査自体も開始をしておりません。残る3
件の中には、係属してもう1年以上経つものも
ございまして、調査を終わって審問に入ってい

るものもございます。それ以外は調査段階、委

員調査の段階で具体的に進めているところでご

ざいます。 
【吉村(庄)委員】 今お話がありましたように、
調査段階を終わって審問に入っているものがあ

ると。 
 1番、2番、3番、4番というふうに番号を付け
ていいと思いますが、申立ての順番でも結構で

すが、まず、1番はいつの申立てで、審問状況
に入っているなら入っているで構いませんが、

その状況についてと、2番目はいつ申立てでと、
こういうふうな順番で、内容について全部を詳

細に明らかにすることはどうかと思いますから、

報告できる範囲で教えていただけませんか。 
 私は、具体的に指摘をしたいということでは

なくて、比較的長くかかっているものがあるの

ではないかと思いまして、そういうものはどう

かなという感じがしています。だから、参考の

ために、これは事務的にお聞きしてもよかった

ことですが、せっかくの機会でありますから教

えてください。報告できる範囲で結構です。 
【山田調整審査課長】 では、順番に1件ずつ述
べさせていただきます。 
 まず1件目、時系列で申しますと、平成27年3
月に申立てがあったのが一番古いものでござい

まして、委員調査をやって、もう審問に入って

おります。近々結審になるだろうと思っていま

す。 
 2件目が、平成27年8月に申立てがあっている
事件でございまして、これは委員調査の段階で、

もう9回ほど委員調査をやって、まだ調査を継
続中でございます。 
 3件目は、平成28年3月に申立てがあった事件
でございまして、これはまだ委員調査の段階で

ございます。 
 4件目が、9月に申立てがあった事件で、追加
でご報告をさせていただいたところでございま

して、まだ調査にも入っていないところでござ

います。 
【吉村(庄)委員】 最初のものは、もう近々結審
の状態ということです。これは、1年半ぐらい
かかっている格好ですね。通常はこういう状態

ですか。 
 内容によっては、できるだけ期間を短縮して

解決するなり、いろいろな形があるでしょうけ

れども、ずっと審問状況を見ていて申立て側が

取り下げる場合もあるだろうし、あるいは結審

までいってどういう結論を出すかと。 
 近々結審ということですけれども、平成27年
3月の分が1年半かかっているのは、期間的にど
うなのか。通常、大体このぐらいかかるのか。 
 それと同時に、急ぐ内容の問題ではなかった

のか。内容を明らかにできるならば、どういう

問題なのか。例えば、労組と理事者側との団体

交渉の何とか事件だとか、そういうことなのか

どうなのかわかりませんけれども、それをどこ

まで言えるかはわかりませんが、明らかにでき

る範囲で教えてください。 
 1年半というのは、私は、やっぱり1年ぐらい
で何とかできるものならやってもらいたい。も

っと長くかかるものが中身によってはあると思



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２８日） 

- 150 - 

います。それは事情によると思いますが、どう

いう状況なのか教えてください。 
【山田調整審査課長】 1件目は、もう1年半ほ
どかかっているということでございます。審査

事件は、ご存じのとおり裁判と似たような手続

で行いますので、一定の時間がかかっていると

ころでございます。私どもも、1年以内に終わ
ろうという目標を立てていますけれども、実際

にこれは1年を超えているところでございます。 
 例えば過去5年ぐらいで見ますと、11件ぐら
いが終結をいたしておりますが、平均して所要

日数は411日ほどかかっています。私どもの目
標がなかなか達成できていないところでござい

ます。 
 短いものは、例えば3カ月で和解をするとい
うこともございますけれども、長いものは、中

身にもよりますけれども逆に2年以上かかった
りするものがございます。 
 1番目の1年半かかっているのはどういう内
容かということをつまびらかにご説明するのは、

難しゅうございます。すみません。 
【大串労働委員会事務局長】 継続して期間が少
し長くかかっている、私どもの目標もなかなか

達成できないという状況でございますが、先ほ

ど課長が説明しましたとおり、委員調査に結構

時間をかけております。 
 なぜかというと、労使の関係は、この申立て

が終わってもずっと続く関係でございますので、

まずは審査委員長のほうから、和解の糸口がな

いのかといったことを中心にしながら委員調査

を重ねる状況です。 
 先ほどの長いと言われた事件についても、委

員調査を5回経た後、審問は2回ということで、
審査自体に入ると、争点の整理はついておりま

すので、比較的短い時間で結審をしたら3カ月

程度で命令書を発出するという状況でございま

す。 
【吉村(庄)委員】 1番目の事件は1年半ぐらいと
いう状況ですが、それなりの理由があって時間

がかかっているのをだめだとは私は言わないで

す。なるべく早く解決してほしいですが。 
 労組間の関係も含めて、結審の結果、何とか

命令書というものが出るような状況になってい

るんですか。そこだけ教えてください。 
【山田調整審査課長】 先ほど、結審近々と申し
ましたけれども、結審をして、これは命令とい

うふうになるという予想をいたしております。 
【山本(由)委員長】 ほかに、議案外全般につき
まして質問はありませんでしょうか。 
【浅田委員】 議会事務局に、これはあえて質問
しますけど、今までホームページで議会の中継

とかいろいろ見られたんですが、最近、あまり

に短期間に見られなくなっているようなんです

けれども、これは何か変更とかあったんですか。

個別に聞いてよかったんですが、情報発信のと

ころなので、あえて委員会で。 
【本田政務調査課長】 ただいまのご質問は、委
員会のユーストリーム中継のお話かと思います。

生中継の後、録画放送につきましては、ユース

トリームのシステム上、1カ月の保存期間とい
うことで、その期間中は録画が放映できるとい

うことになっています。 
【浅田委員】 それも、残っているものと残って
いないものがあったり、わかりづらい。 
 私が聞きたかったのは、そっちじゃなくて本

会議です。次の議会までにはもう見られなくな

っているんです。ただし、再生という形でどの

ページも残っていたり、すごくわかりづらいん

です。 
 例えば6月定例会だったら、前は何年も前の
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ものまで見られたんですけど、今は見られなく

なっている。「プラグインできません」という

のが、どの議員の時にもあるんです。前は、数

年前のものまで振り返って見ることができたん

です。 
 議会事務局の方も把握していないのかなと。 
 いろんな質問とか、議会のこととか、政治の

ことを知ってもらうために、こういうページも

あると思うんですけれども、全然見られないん

です。この間の6月定例会の時にも思いながら、
それがなかなか言えていなかったんですが。 
 私、実際にここでチェックしているんですけ

れども、見られないので、私だけが見られない

わけではないと思うのですが。 
【本田政務調査課長】 本会議の画像データ等に
つきましては、過去のものも含めて数年間分が

保存されておりますので、基本的には見られる

ようにしなければならない、なっているはずで

ございますが、もし不具合により閲覧ができな

い部分がございましたら、早急に調査をいたし

まして改善をしたいと思っております。 
【浅田委員】 この間、予算の関係でみたいな話
も若干聞いたのですが、そういうことはないで

すか。数年間は見られるようになっていますか。

そういうところはちゃんとチェックを日々して

おいてもらえればありがたいなと。数か月前か

ら、私は何回チェックしてもそうだったのにず

っと言えていなかったんですが、何かしらの理

由でそれができなくなっているのか。 
 予算の関係というのは、ずっととることがで

きないとなっているのでという話も聞いたもの

ですから、間違いないですか。 
【本田政務調査課長】 県議会のホームページに
おける映像の中継録画放送等につきましては、

サーバーを借りて、そこに保存をしております

ので、サーバーを増やすために予算が必要だと

いうところまではいっていません。そういう放

送を始めた時期から保存をしている状況でござ

いまして、一部見られない部分がございました

ら、それは何らかの不具合があるかと思います

ので、そこは早急に調査をしたいと思います。 
【浅田委員】 今でも見てください。そこをきち
っとしてほしい。皆さんもずっとチェックして

いないということにもなりかねないので、お願

いします。 
【山本(由)委員長】 浅田委員、よろしいですか。
（「はい」と呼ぶ者あり） 
【前田委員】 先ほど、物品の入札についての質
疑が行われておりましたが、同じような物品の

入札について質問したいと思うんです。 
 業種や会社の規模によって、物品の入札に対

する県の入札のルールというんですか、方針に

対してさまざまな要望があると思うんです。そ

れは建築のほうもそうでしょうけれども、日ご

ろからそういう企業の方の声も聞きながら、よ

き方向の入札の制度の見直しをされていると思

うんですが、そういう意見聴取は随時やってい

ると認識を持っていいですか。 
【吉野物品管理室長】 物品の調達につきまして
は、工事とか製造の請負の契約と異なりまして、

県が要求する仕様を満たすような物品が納品さ

れれば、それで品質等は確保されているとみな

しますので、事業所の経営規模等によるランク

づけといいますか、格付けは行う必要はないの

かなということで、こちらのほうではそういう

格付け等は行っていないところでございます。 
【前田委員】 事前に話したわけじゃなくて、ラ
ンク付けの話がどうして出てきたのかなと思っ

ているんですが、私が聞いているのは、業種と

か会社の規模、まさしくランク付けの話を今か
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らしようと思っているんですけれども、いろん

な企業がある中で、県の物品の入札は、こうい

うルールでやりますよというルールのもとにや

っていると思う。もちろん最低制限は引いてい

ますよね、物品だから、製造物じゃないからで

すね。 
 それでやっている中で、いろんな声があると

思うんですよ。ここをこういうふうに改善して

ほしいとか、市とか町の入札ではこうなのに、

どうして県ではこうなんですかとか、いろいろ

あると思っています。今のルールが全ていいと

いうことではなくて、見直しをしたり検討した

りする事項が、その時、その時で出てくると思

うんです。 
 そういうことを絶えず建設についてはやって

いますよね。物品についても、そういう意見を

聞きながら定期的に検討して、変えるところは

変えるでしょうし、変えないところは変えない

でいいんだけれども、そういうことをやってい

ますかと質問しているんです。 
【吉野物品管理室長】 業者のご意見を聞いてい
るかということでございますが、例えば印刷業

者とは定期的に意見交換会をしております。ほ

かの物品の関係につきましては、定期的なもの

は行っておりませんけれども、入札等でいろん

なやりとり、書類のやりとり等をさせていただ

く中で、ご意見があれば、その都度お伺いして

いるという状況でございます。 
【前田委員】 これから先のことでいいんですが、
意見を聞く中で、どういう声が出ているかとい

うのを議会にもお知らせをいただきたいと思っ

ております。 
 どうしてこういう質問をしているかというと、

新県庁舎を今、建設していますが、当然それに

伴って、かなり大量の物品の購入があると思っ

ています。備品の仕様決定は今年度やって、備

品の発注、調達については平成29年と県庁舎建
設課からお聞きしております。発注方法につい

ては当然一般競争入札で、3,300万円以上はＷＴ
Ｏ対象で最低制限価格は設定できないと聞いて

おりますが、これからの作業として、県庁舎建

設課とも連携をとっていると思うんですが、物

品管理室において、今からどんな検討とか作業

があられるか、少しお知らせをいただきたいと

思います。 
【吉野物品管理室長】 県庁舎の物品の調達に当
たりましては、現在、委員もご指摘のとおり県

庁舎建設課でいろいろ検討されておりまして、

新たに購入する物品等の内容と数量等を検討し

ているところです。まだそれが確定していない

状況と聞いておりまして、まずは購入する物品

が確定した後で、具体的な発注方法については

県庁舎建設課と物品管理室で協議をしていくこ

とになると思っております。 
【前田委員】 県庁舎建設に伴って、かなりの量
の物品の発注が出てくるわけで、当然これは地

元に優先的に発注してほしいと私は思っている

んです。 
 今回のことを一つの契機として、物品の入札

の在り方について、種々現場のというか地元の

方の声を聞き、本当に地元の企業に発注率が高

くなるというか地元の企業が受注できるような

態勢をとってほしいと思うんですが、今、業者

の方から県に、ここを検討してほしいみたいな

提案とか声は上がっているのか、もしくはそう

いう声をこれから聞こうとするのか、その辺に

ついて考え方を示してください。 
【吉野物品管理室長】 現在のところは、地元の
業者の方から特にご意見等は承っていない状況

だと考えております。 
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 これまでも物品調達につきましては、県内企

業等への優先発注に努めてはきておりますけれ

ども、今後も機会を見て地元の企業の方のご意

見を吸い上げていきながら、考えていきたいと

思っております。 
【前田委員】 一例を挙げますと、先ほど課長が
少し言われたランクづけの問題です。建設等で

Ａランク、Ｂランクとあって、企業の方からす

ると、1人でやっているところ、極端な話、100
人でやっているところ。100人の方を雇用して
いるところは、100人の方々が税金等を納めて
いることで企業としての貢献度が違うんじゃな

いかと。どこもそうかもしれないけれども、そ

こを一緒くたにするやり方を今までやっていま

す。やはりこういう大型物件、もしくはいろん

な物件についてはランク付け等も検討してほし

いみたいな声も届いているんです。 
 今回、県庁舎も一つの区切りとする中で、こ

ういうことは検討できるんですか。 
【吉野物品管理室長】 先ほどもお答えさせてい
ただいていますが、物品の調達というのは、工

事とか請負契約、製造の請負等と違いまして、

仕様書に沿った物品が納入されれば、それで品

質は確保される状況にございますので、現在の

ところは、経営規模等によって業者の方の格付

けをしていくことは必要がないのかなと考えて

いるところです。 
【前田委員】 そういう答えになるんだと思うん
ですが、この際、そういったランク付けの問題

とか参加資格の問題、それから同等品の基準の

問題等、いろいろとお声が届いているんです。

個々に相談するというよりも、これは県庁舎に

限った話ではなくて全庁的な物品の購入に係る

ことですから、できましたらこういう機会に、

どういう業者の方に声をかけるかはわかりませ

んけれども、取引しているところはたくさんあ

ると思うので、アンケート形式でもいいから、

日ごろの物品購入も含めたところでお声を拾っ

てもらえませんか。 
 その中で検討できることは検討してほしいと

思いますし、できないことはできないで結構で

す。もしくはスパンを決めて、何年か検討させ

てください、みたいな話があると思うので、そ

こはやってもらえますか、今回の県庁舎の備品

の入札に当たって。それだけは返事してくださ

い。 
【吉野物品管理室長】 地元の企業の方の声を拾
うことにつきましては、こちらのほうで協議さ

せていただきたいと思います。できるだけ拾え

るように、どのような形で拾っていくかという

ことを考えていきたいと思います。 
【前田委員】 わかりました。前向きに取り組ん
てほしいと思っています。 
 1点、確認させていただきたいんですけど、
県においては、備品の発注において、同日の複

数入札の重複落札なしという制限は実績として

あるんですか。 
【吉野物品管理室長】 そういう制限はございま
せん。 
【前田委員】 ということは、同日に例えばパソ
コンとかの入札を4つぐらいに分けて、1件目を
取ったところは2件目を外れる、2件目を取った
ところは3件目を2つ外れるみたいなことはや
っていないと理解していいですか。 
【吉野物品管理室長】 委員おっしゃるとおり、
やっていないということでございます。 
【前田委員】 やらない理由は何ですか。 
【吉野物品管理室長】 物品調達につきましては、
できるだけ幅広く多くの業者の方が参加できる

環境づくりを目指しておりますので、特に1件



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２８日） 

- 154 - 

目を取ったらというような制限はかけずに、同

じような形で参加をしていただいている状況で

す。 
【前田委員】 今の答弁で、市とかの自治体にお
いては、多くの業者に仕事を出してあげたいの

で外れてくださいと言っているところがあるん

です。今の話は、多くのところに取らせたいか

ら外さないということでしたが、取ったところ

は外れてくださいという行政側の、発注側の言

い分は、もう取ったんだから、ほかに回してく

ださいよと、そういう答弁になっているんです。 
 そうじゃなくて、県はどうしてそれをやって

いないかという理由が明確にあるなら、ご答弁

いただきたいと思います。 
【吉野物品管理室長】 市のほうでそういうこと
をやっているということは、私どももお話を聞

いたことがございますけれども、現在のところ

県のほうでは、そういう制限はせずに、平等な

機会をもってやる中で、制限はかけないでやっ

ています。 
【前田委員】 担当部局が認識しているので、自
治体の名前を上げますけれども、長崎市でそう

いうことをやっていたんです。そういうことに

対していろんなご意見が出る中で、データをと

っていくと、1件目に取った後、2件目、3件目、
4件目と、だんだんと落札率が高くなっている
んです。ということは、公平という名目のもと

にやっているけれども、入札の在り方としてい

かがなものかという話で、そこは担当部局にお

いてしっかり認識。市議会の委員会で質問が出

て、そこをしっかり調査した結果、そういうこ

とになっているから、これからは重複落札の制

限はかけないというふうにしたそうです。 
 ですから、県として今やっていないのを私は

了とするんですけれども、そこをどうしてやら

ないのかという理屈をしっかりと持って、これ

から臨んでほしい。 
 というのは、県としても今後そういう入札を

やられるんじゃないかというような懸念があっ

てお尋ねがありましたので、そういう認識のも

とにやらないということをきちんと方針として

打ち出していただきたい。 
 そして、他都市においてそういう実態がある

ならば、指導とは言わないまでも、そういう理

由で県はやっていないんだと認識してもらうた

めに、そこは明確に意思をもってやってほしい。

今のところを確認していただければということ

で質問させていただきました。今後についても

そのように取り組んでいただきたいと思います。 
【八江委員】 物品調達というよりも、印刷物の
ですね。先ほど前田委員から出たランク付けの

問題は、前から我々も要望しておりました。印

刷の発注関係で、非常に不透明なところがたく

さんありました。活版印刷、名刺印刷からはが

き印刷、カラー印刷までした場合、実績に応じ

て入札参加はあるんでしょうけれども、能力と

技術と規模があると何回か申し上げたことがあ

ったんです。 
 今の話は声が小さかったから、半分以上はわ

からなかった点もありますけど、我々もそうい

う思いを持っておって、前向きな答弁をいただ

いたものとは思いますけど、（発言する者あり）

前向きな答弁はいただいていないということで

す。 
 工事にしても、実績も大事なことですけど、

それにふさわしい人たちが応札できるような環

境づくりをしていかないと、「皆さん、どうぞ

応募してください」というだけではないと。そ

こには線引きをして、金額が幾らから幾らとい

う問題もありますけど、そういうものをいま一
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度考えておかないと。 
 印刷業務というのは、大きな事業の中の一つ

だと私は思います。だから、そういう意味で再

検討する必要があるところは再検討しながら、

的確な受注、発注という形につなげてほしいと

思います。 
 前向きな答弁をしていなかったかどうか知り

ませんけど、私は、ランク付けなどはしっかり

としておく必要があると。県外と県内の業者、

地元業者というのをですね。 
 地元業者というと、長崎市内が地元業者とい

うのか、県だから、県内におるのが地元業者と

いうのか、その辺ははっきりしておったほうが

いいと思います。その辺も含めてご答弁をいた

だきたいと思います。 
【吉野物品管理室長】 県内企業につきましては、
県内に本店を有する企業と、県外に本店を有し

ながらも本県の中に支店を有する企業を含めて

県内企業ということで、優先発注をさせていた

だいているところです。 
 印刷物につきましては、一定金額以上の印刷

物ですと製造の請負とみなしておりますので、

それについてはある程度、印刷会社の規模、で

きる機械を持っているかとか、そういうところ

からランク付けをさせていただいておりまして、

一定の金額以上に参加できる印刷会社は決めら

れている状況になっています。 
 ただ、先ほども申しましたけれども、物品に

つきましては現在のところ、そういう製造の請

負とはちょっと違いまして、売買契約でもござ

いますので、仕様書に沿った物品が納品される

ことでこちらとしては了としておりますが、引

き続き、県内の中小企業の方が参加しやすい環

境づくりに配慮しつつ、競争性と公正性を確保

しながら進めていきたいと考えております。 

【八江委員】 県内企業の育成だけにとらわれて
はいけない部分もありますけど、大きなイベン

ト等があった時に大手の企業が、中央の企業が

参入してくる。それがひいては、どこかの企業

を経由して、ほとんど中央で印刷をされて持っ

てくるというケースは過去にたくさんあったと

私は記憶しておりますので、発注形態について

も、大手を全てはき出そうという意味ではない

ですけど、技術ができない、追いつかないとこ

ろは大手も、県内の支店、営業所その他も大事

でありますけど、やっぱり県内育成の立場から

いけば、印刷物は非常に大きな影響力もあろう

と思いますので、私からは、その点を含めて強

く要望しておきたいと思います。 
 その点、最後に一言だけ確認して終わりたい

と思いますが、いかがですか。 
【新井会計管理者】 これまでの物品調達は、入
札参加者を増やして、予算をより効率的に、効

果的に使うということで、このようなやり方に

なっているんだろうと思っております。 
 ただ、委員ご指摘のような県内の企業の育成

ということも重要な観点でございますので、そ

こも含めて今後どういうことができるのか、部

内で検討してまいりたいと、県庁全体として検

討してまいりたいと思っております。 
【本田政務調査課長】 先ほどの県議会の本会議
のインターネット中継の件でございますが、補

足してご説明をさせていただきたいと思います。 
 録画中継につきましては、過去2年分を保存
しておりますので、現在は平成26年2月定例会
からの分が保存されておって、見られるように

なっております。 
 なお、一部見られないというご指摘でござい

ますが、これは平成17年9月定例会から映像配
信を始めたんですが、そのころからウインドウ
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ズのメディアプレイヤーというソフトウエアで

見られるようになっております。当時、それが

主流だったものですから、それのみに対応する

方式でやっておりました。マックのアイチュー

ンとかでは現在見られない状況になっておりま

す。それから、最近特に必要性を求められてお

りますスマートフォン等のソフトでも見られな

いということでございます。 
 この点は以前にもご指摘がございましたこと

から、現在、ウインドウズのパソコン以外、ス

マートフォンを含めて見られるようなシステム

に変更ができないかと検討しておりまして、そ

のためのシステムの追加の費用が若干、数十万

円かかると業者から聞いておりますので、特別

な予算はございませんが、規定予算の中でやり

くりしながらできるかどうか、早急に検討した

いと思っております。 
【浅田委員】 お答えいただいてありがとうござ
います。 
 というのも、もともとなんでだろうと思って

見たのが、有権者の方からメールがきまして、

見られないものが多いということと、実はもう

辞められた元議員の方で載っている方がいらっ

しゃるんですが、「該当ありません」と。例え

ば加藤寛治代議士とか金澤市長は、「該当のも

のはありません」と出るんですけど、名前だけ

は載っているわけです。これは何年何月から見

られないとか、そういう記述がない。 
 昨日、選管に、これからの投票率とか、政治

に対しての関心を持ってもらうために。 
 若い人たちは、こういうものを利用するんで

す。補足の説明もなかったり、ばーっと出てい

るけど該当がなかったりと指摘されたものです

から、委員会で言わなくてもいいかなと思った

んですけど、予算のこともありましたし、いろ

んな業者さん関係とか含まれてくるなと思った

ので、あえて委員会で取り上げさせていただき

ました。 

 状況等々、議会にも、何が不備しているとか

ということの説明をしっかりとしていただく必

要があると思いますので、引き続きお願いしま

す。 

【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 

【前田委員】 人事委員会に確認したいんですけ

れども、専門職の方々の配置だとか、人事がま

ず必要なことを決めると思いますが、今、県の

職員の中で不足している職種があるんですか。

それはここで答えきれるのかな、人事ですかね。

人事ですよね。 

 そうしたら、詳細は人事として、以前、獣医

師が不足しているという話で、人事委員会に給

与等の見直しについて要望したんですが、その

後の検討状況並びにこれからの取り組み、今の

状況も含めて報告してください。 

【松尾職員課長】 獣医師の件でございますが、

確かに獣医師はなかなか確保が難しい職種とい

うことで、いろんな形の要望等もあったところ

でございます。 
 最近の状況といたしましては、確保対策とし

て人事委員会としましては、平成22年に人事委
員会報告という形で初任給調整手当の導入につ

いて言及をいたしまして、その翌年、平成23年
4月から導入が図られたところでございます。 
 その後もなかなか確保が芳しくないというこ

ともございまして、平成26年の人事委員会報告
におきまして、他の都道府県の動向に留意して、

獣医師の安定的な確保のための初任給調整手当

改善について検討する必要がある旨、言及をさ

せていただいたところでございます。 
 これを受けまして、平成23年4月には3万円の
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手当額が10年間かけて、毎年逓減していくとい
うような手当になっておりましたけれども、そ

れを、平成26年の報告を受けまして、知事部局
では3万円を10年間、逓減せずに支給をすると
いう改善がなされたところでございます。現在

は、そういう形で平成27年に改定されておりま
すので、その状況の推移を見ているところでご

ざいます。 
【前田委員】 取組としてはわかるんですけれど
も、採用されても採用辞退が発生しているやに

聞く中で、今の人事委員会の取組は調整手当の

中で、やれる範囲でやってもらっていると思う

んですが、やっぱり俸給で見直しをかけていた

だかないと、なかなか難しいと思っています。 
 平成26年の人事委員会の報告を受けて、10年
間という話なので、長崎に職を求める方からし

て、そこがインセンティブになるのかなと思っ

たりするんです。 
 他県等と比較して、長崎県の本給は実際にど

うなんですか。そこを見直す考え方は今後、検

討できるんですか。 
【松尾職員課長】 初任給調整手当につきまして
は、九州各県いずれも最初は3万円という形で、
あとは減らし方とかが若干違うところはござい

ますけれども、比較的同じような制度になって 
います。 
 また、獣医師の初任給につきましては、適用

給料表は医療職給料表（二）ということです。

九州各県も、以前に国の指導等もあっておりま

して、医療職給料表（二）を適用いたしており

ます。 
 初任給については、基準に若干差はございま

すけれど、本県は平成27年4月現在で20万5,800
円で、他県につきまして若干高いところはござ

いますけど、ある程度均衡がとれているような

状況になっております。 
【前田委員】 わかりました。国がなすべきこと
もあるのかもしれないので、少しそこら辺はま

た勉強しながらご相談させてもらいたいと思い

ます。 
 これで質問を終わりますけれども、さっきの

入札の件で、同等品の基準等についても今後検

討してほしいと発言しています。県庁の備品の

入札が迫っています。具体的に議事録に残した

いので話をしておきます。 
 同等品の基準について、長崎県とか長崎市と

長崎大学を比べた場合に随分と違っていて、同

等品の不可についてはどっちもありということ

ですけれども、価格については、長崎県の場合

は同等品申請時にカタログ上の定価は考慮して

いないということですが、長崎大学の場合は、

オープン価格製品はメーカー発行の定価証明書

が必要となっております。 
 それから製品仕様につきましては、長崎県で

は寸法程度の緩やかな記載で、材質などの指定

はあまり見られないということですが、長崎大

学の場合は寸法、工法、製造法、材質、製造工

場などを細かく記載しております。制限項目と

して、長崎県にはございませんが、長崎大学に

はグリーン購入表、ＪＩＳ規格等があるという

ことで、随分と違うんです。 
 これは業界の方から聞いている話で、そうい

う要望がたくさんあるんですよ。それが全て正

しいかどうか、適切なのかどうかはわかりませ

んが、要望があるので、せっかくですから、来

年はそういう仕事が出るでしょうから、とにか

く現場の声を拾ってください。さっきは検討す

るということでしたが、仕様一つをとってこれ

だけありますから、ぜひお願いしたいと思いま

す。終わります。 
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【山田(博)委員】 まず、職員課長にお尋ねした
いと思うんです。 
 私の地元で、農業の中で畜産業が盛んで、獣

医師の先生が奮闘して頑張っているという声を

聞いているんです。獣医師不足ということで、

獣医師以外に、どういった職種の方が不足して

いるかということを含めてお答えいただけます

か。県で採用する中で、専門職として獣医師だ

けが不足しているのか、ほかにもあるのか、お

答えいただけますか。 
【松尾職員課長】 人事委員会の立場でのお答え
となりますが、今回、15職種で試験をしており
ますが、その中で応募が少ない職種は、畜産職、

農業土木職、土木職、建築職です。これらの職

種は最終的な競争倍率が2倍以内という形で、
採用自体はできているわけですけど、応募が少

ない職種でございます。 
 その他、獣医師も含めまして薬剤師等、医療

職につきましては任命権者で選考採用試験を実

施しておりますので、応募が少ないという状況

は聞いておりますけれど、そこの過不足につい

て詳細は把握しておりません。 
【山田(博)委員】 今、畜産とか農業土木とか土
木とか建築の倍率が低くなっているということ

でありまして、2倍以下ということであれば応
募が少ないと。つまり優秀な人材の応募が少な

いということで、長崎県の将来の行政におきま

して大きな影響が出てくるだろうと認識してい

るのであれば、これをどういうふうにしていく

か考えないといかん。 
 五島振興局の藤田保健部長かな、局長、知っ

ているでしょう、おったからね。あの人なんか

は、県央に行ったり上五島に行ったりしておっ

とですよ。あの人はなんでいないのかと。「先

生、どこにおるとですか」と言ったら、「今は

本庁にいるんです」とか言ってね。あんなに掛

け持ちしたら、ただでさえ痩せ細っているのに、

これ以上痩せたらどうするのかと心配になって

ですね。 
 そういったことをきちんと、足りないんです

よと言って、もっとどんどん応募するようにね。

そういったものは県全体で取り組むのがいいの

か、人事課が取り組むのがいいのか、そこを含

めてしっかりと取り組んでいただきたいと思う

んです。 
 職員課長、いかがですか。 
【松尾職員課長】 受験者の確保対策でございま
すけれど、近年、受験者が減少傾向にあるとい

うことで、人事委員会としましては、従来から

各大学主催の説明会や就職支援関連会社主催の

説明会への参加をしております。それに加えま

して昨年度は、本県主催の採用ガイダンス、九

州各県と共同での説明会の実施、若者の利用が

多いフェイスブックを利用した広報など新たな

対策も打ちまして、受験者確保対策を強化して

きております。 
 また、任命権者におきましても、先ほど申し

ました受験者の少ない職種の担当部局を中心に、

独自に大学訪問をするなどの努力もしておりま

す。 
 公務員試験への応募状況は、民間の景気動向

に左右されることが多い傾向がありますけれど、

有能な人材を確保するためには、我々県職員の

仕事の魅力を発信し、多くの方に受験をしても

らうことが重要でありますので、引き続き、任

命権者や担当課と検討、協議し、受験者確保対

策を強化していきたいと考えております。 
【山田(博)委員】 そうしたら職員課長、任命権
者というのは、例えば福祉保健部で医師とかを

すると理解していいんですか。私は勉強不足で
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申し訳ございませんけど、お答えください。 
【松尾職員課長】 任命権者は知事部局で、担当
は人事課でございますけれど、実際の試験、募

集をしているのは、保健所の医師であれば福祉

保健課でやっております。福祉保健課としまし

ても、医師が一番の採用困難職種になっており

ますので、もちろん医師会を通じてとか、各大

学とか、募集も年間を通じてやるという形で対

応しておりますけれども、本県の立地、離島を

含むこと等もあるのかもわかりませんけれど、

確保が難しくて、各保健所の兼務が多いという

ふうな状況になっているところでございます。 
【山田(博)委員】 職員課長、学生の立場からす
ると、長崎県で働きたいのであれば、農業土木

は人事委員会ですよと、医者は福祉保健部です

よと、受ける側の立場からすると長崎県で同じ

なんだから、両方とも話ができるとしないとね。

あなたはこっちに行ってください、こちらは違

うんですよと言われたらね。同じにできるよう

に、窓口で相談にのれるとか、聞けるとかとい

う状況をつくらないといかんと思うんですよ。 
 いいですか、わかりますか、私の言っている

ことが。医師が長崎県で働きたかったら福祉保

健部に行ってくださいとかじゃなくて、全部そ

こも人事委員会でも対応ができるような形にし

たほうがよろしいんじゃないかと、そういうふ

うにすべきじゃないかと私は思うわけです。 
 受験する側からすると、情報でもいろいろ共

有できるでしょう、学生からすると。そういっ

たことはどうですかとお聞きしているんです。

いかがですか。 
【松尾職員課長】 採用に関してのことでござい
ますので、もちろん人事委員会にそういうお問

い合わせがあったり、受けたいという方が例え

ばドクターでいらっしゃるということであれば、

業務の所管課は福祉保健部ですので、そちらに

そのあたりの情報を提供し、連携を図って、県

全体としていい人材が確保できるような取組を

やっていきたいと考えております。 
【山田(博)委員】 人事委員会では、畜産系とか
農業土木とか土木、建築とかが少ないからじゃ

なくて、医師のほうも一緒に広報して取り組ん

でいただきたいと言っているわけです。ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。また次の委員

会の時に、その経過をしっかりご報告いただき

たいと思います。 
【松尾職員課長】 基本的に今、業務の割り振り
として、選考職種である医師、獣医師等につい

ては各任命権者のほうで採用事務、受付等もし

ているところでございますので、窓口は一つに

して、我々のほうに問い合わせがありましたら、

それを速やかにそちらの部局につないでいくと

いう形で対応させていただきたいと考えており

ます。 
【山田(博)委員】 問い合わせがあったらじゃな
くて、長崎県でもこういった募集をしています

よという情報提供をしたらどうですかと私は言

っているわけです。それを、自分たちが全部す

るんじゃなく、じゃ、こっちに行ってください

と。募集していますよという情報を提供したら

どうですかと私は言っているわけです。 
 わかりますか。問い合わせがあったら教えま

すというんじゃなくて、長崎県の他の部署でこ

ういった募集をしていますというのを広報した

らどうですかと私は言っているわけです。それ

はやっぱり縦割り行政でできないのかな。 
【大串人事委員会事務局長】 もともと地方公務
員の採用につきましては、競争試験が本旨でご

ざいます。それで15職種は私どもでやっている
状況ですが、中で特殊な資格が要るものについ
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て選考試験として、ここのこの職にそういう能

力の人を充てたいという試験が実施できます。

それを任命権者が申請をしてきて、人事委員会

で認められた場合に、その試験が可能となって

いる状況です。医師の募集をする時には、必ず

人事委員会に、こういう募集をしますという委

員会にかける案件となっています。 
 そういったところから、広報については県の

ホームページで、同じように県の人事委員会事

務局のホームページには一般の15職種などが
載るんですが、各任命権者のホームページでお

知らせをしておりますので、私どものホームペ

ージに「医師等の受験についてはそれぞれのホ

ームページに飛んでください」か、あるいは飛

ぶバナーをつくるか、どういった方法が可能か

検討をしてみたいと思っております。 
【山田(博)委員】 ぜひそういうふうにしていた
だきたいと思うんです。 
 さすがですね、局長、すばらしい。隣で余計

なことをがたがた言う人がおったけどですね。 
 いいですか、続きまして物品管理室長、張り

切ってですね。どうしたんですか、声が小さい

からですね、お願いしたいと思います。 
 今、いろいろ議論がありましたけれども、ま

ず物品管理室がどういったことでできたかとい

うのを、設立経過と目的というのをですね。 
 いいですか、吉野室長、私が記憶しているの

は、物品管理で「預け」とか、いろんな問題が

あったんです。それで、全部一元化をして、そ

ういったことがないようにということで物品管

理室ができて、一元化して入札をしたと私は記

憶しているわけですが、それで間違いないか。

それに付け加えて何かあれば、見解を聞かせて

いただきたいと思います。 
【吉野物品管理室長】 物品の調達につきまして

は、昭和30年ごろから集中調達という形でやっ
ておりました。 
 ただ、先ほど委員が言われた平成19年ごろの
不適切な物品問題がございまして、さらに集中

調達の部分で、各課と業者さんが直接接触しな

いように物品管理室で業者さんとのやり取りを

するという流れをつくらせていただいて、現在

の状況になっているところです。 
【山田(博)委員】 物品管理室で年間どれだけの
件数をやって、金額はどれだけやっているのか、

お答えいただけますか。大体でいいですから。 
【吉野物品管理室長】 調達実績でございますが、
平成27年度で件数として2,203件、金額といた
しまして10億3,492万7,000円になっておりま
す。 
【山田(博)委員】 これは大小を問わず、特に驚
いたのは件数です。大きかろうが小さかろうが、

手間はほとんど変わらないでしょう。 
【吉野物品管理室長】 こちらで行っております
のが入札と随契ですけれども、入札になります

と若干、契約等もございますが、手間といたし

ましては同じぐらいの手間をかけてやっており

ます。 
【山田(博)委員】 2,200件余りの調達があった
んですね。 
 いろんな物品問題があった時の職員数と件数

はわかりますか。わからないね、あなたはその

時にいませんからね。わからないでしょうね。 
 そうすると、今、職員数は何人いらっしゃる

んですか。 
【吉野物品管理室長】 職員9名と嘱託5名でや
っております。 
【山田(博)委員】 県の出先機関でも、道路課、
河港課、農林部は林務課とかあるわけです。委

員の皆さんにご理解いただきたいのは、出先は、
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その課ごとで指名定数があるけれども、少なく

とも2,200件もないわけね。職員9名、パート5
名で2,200件もやっているんだよ。 
 私は何が言いたいかといいますと、手間がか

わらないで2,200件あって、職員は9名で、それ
でランク付けをこうしろ、ああしろと言ったら、

大変だろうと思っているわけよ、はっきり申し

上げて。ただでさえ今の日常業務で大変なのに、

ランク付けをしろとかああしろとか、気持ちは

わからないではない、委員の皆さん方が言って

いるのは。県内企業の。この職員数の中でそれ

をやれと言ったら大変じゃないかと。 
 委員の皆さん方がおっしゃることはなるほど

と思うんですよ。ランク付けしてこうしたらど

うかと、確かにそういうのはあるんです。その

前に日常業務でこれだけ2,200件もあって、大変
じゃないかなと。 
 室長、率直に言わないといかんよ。私はそう

思うんだよ。出先で、道路課とか河港課とか、

現場見ているのに大変なのに、件数も2,200件も
ないけど、ほとんど道路課とか河港課とか、そ

れぐらいの人数でそれでもやっているんだ、大

変なのに出先だって。 
 これで県全体の他の部署、例えば今回出てい

るもので、政策決定等の中で出納局が物品管理

とやっていますけど、一番最初の市町村課でし

ょう、漁政課でしょう、教育庁総務課と、そう

いうのを全部受けてやっているんだから。各出

先の担当課と、どういうふうにしたらいいかと

打ち合わせしながら入札をして、大きな金額に

なろうが手間は変わらないということで2,200
件もやっているんだから。 
 会計管理者、物品管理室に先ほど、いろんな

委員の皆さんから、ランク付けをしたらどうか

とか要望があるとかとありましたけど、まずは

こういった職員の負担を軽減をしてから、そう

いった議論をすべきじゃないかと私は思ってい

るわけです。 
 確かに委員の皆さん方の言っていることはご

もっともな点もありますよ。県内企業とか、ラ

ンク付けとかいろいろありますけど、ただでさ

え2,200件もあるんだから、会計管理者としては、
まずはこの職員の負担を軽減してから、そうい

ったことに取り組まないと。あれもやれ、これ

もやれと、ただでさえ日常業務で大変なのに、

やるんだったら、順番をそういった形でやって

いただきたいと言っているんです。見解があり

ましたら聞かせていただけますか。 
【新井会計管理者】 職員の負担を軽減してとい
うことでございます。職員の負担の軽減の仕方

はいろいろあろうかと思います。業務のシステ

ム化とかですね。新しい物品の会計システム等

も開発したところでございます。そういうとこ

ろも重々やりながら負担を軽減していかないと

いけないと思います。 
 ただ、委員の中で今回議論がありました、い

ろんな物品の発注の仕方につきましては、いろ

んな方のご要望があるということも承知してお

りますので、そこについてはどういうことがや

れるのかということも、引き続き併せて検討し

ていきたいと思っております。 
【山田(博)委員】 職員の皆さんはただでさえ日
常業務に忙しいのに、またこうしていたらね。

ただでさえ県の職員の中でも負担があって体調

不良を訴える人がいるわけだから、そうならな

いように、しっかりね。いろんな入札制度を変

えるというのは、日進月歩せんといかんところ

はあるんですよ。しかし、その一方で職員の負

担軽減にも取り組まないといけないと、一緒に

同時進行でやっていただきたいと思います。 
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 一旦終わって、また2巡目をしようかね。 
【山本(由)委員長】 ほかに、議案外につきまし
てはよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山田(博)委員】 物品管理室長、もう一つです。 
 実は、長崎県の建設工事暴力団対策要綱を見

たら、有資格業者が暴力団または暴力団関係者

から不当要求を受けたにもかかわらず警察へ届

けなかった時とか、県発注の建設工事等に関し

て有資格業者が暴力団または暴力団関係者から

不当要求を受けたにもかかわらず警察へ届け出

ず、かつ県発注機関へ報告しなかった時は、い

いですか、指名停止になるんです。指名停止に

なるんですよ。それだけ厳しいんです。 
 だから物品管理室でも、県内企業も大切に、

入札に参加するという資格もありますけど、そ

の前にやらなきゃいけないことがあるんです。

大変厳しいんです、土木部におきましては。先

ほど物品管理室長から話がありましたけど、届

け出があったとか、暴力団化関係者というけれ

ども、もっと厳しいんですよ、これ。 
 県の入札の要綱は、ほとんど土木部に見習っ

ているところがあるんです。しかし、物品管理

室ではそれがうたっていなかったわけです。入

札のランクとかなんとかをする前に、これをま

ずやらないといかん。いかがですか、室長、お

答えください。 
【吉野物品管理室長】 会計課長からも答弁がご
ざいましたけれども、土木部の要綱等を拝見し

まして、こちらでできることを考えたいと思い

ます。 
【山田(博)委員】 いいですか、監査事務局長、
監査の件でも見解を聞かせてもらいたい。 
 物品管理室長、日常の業務で大変お忙しいと

思うので、いろいろ言いません。 

 実はこれは昭和63年からできているんです。
こういった要綱にうたわれているにもかかわら

ず、他の部署では全く指摘観点がなかったとい

うことですから、ぜひ、監査事務局におかれま

しても、こういった視点をもって今から調査と

いうか、監査をしっかりとやっていただきたい

と思うんです。昭和63年からできているんです、
これは。監査事務局長、いかがですか。これは

どちらがいいんですか、監査課長がいいのか、

次長がいいのか、どちらか答えていただけませ

んか。 
【辻監査事務局長】 監査におきましては、合規
性というもの、要するに県の中で定められたル

ールをいかに守っていくかというのが監査の基

本でございますので、要綱も含めて、さまざま

なルールにのっとって事務が執行されているか

というのは、今後とも監査の中でしっかりと見

てまいりたいと思います。 
【山田(博)委員】 ぜひやっていただきたいんで
す。これは昭和63年からですよ。私が県議会議
員になったのは平成18年2月でしたから、こう
いったものを知らなかった。大変反省している

んです、私も。反省の上で、ぜひ理事者におか

れましても、昭和63年からこういうふうにうた
っているわけだから、改正の部分があったかも

しれませんけど、改めて調整してもらいたいと

思います。 
 最後に議会事務局にお尋ねしたいと思います。

長崎県警察組織犯罪対策要綱の中に、特殊知能

暴力集団とか、共生者とか、総会屋とか、いろ

いろあるわけです。議会の傍聴をする時、確か

に不穏な行為とか何かがあった場合には議場か

ら退場させることがありますけれども、どうい

った人が対象者にいるかというのはきちんと情

報収集して、やっていただきたいと思うんです。 
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 いいですか。こういった要綱があること自体

は知っているところもありましたし、知らない

ところもあったわけですけど、こういったこと

もしっかり認識しながら、今後取り組んでいた

だきたいと思うんですが、いかがですか。見解

を聞かせていただけますか。 
【高見総務課長】 そういったことも把握しなが
ら、傍聴の取締りにつきましては取り組んでま

いりたいと存じます。 
【山田(博)委員】 総務課長にお尋ねします。衛
視がいるでしょう、議会とかなんとかの。あの

衛視の所管課はどこになりますか。議会になる

んですか。4階の人は議会で、そのほかはどう
なるんですか。 
【高見総務部長】 議会の衛視3名につきまして
は、議会事務局の総務課の所属になっておりま

す。 
【山田(博)委員】 それでは、やはりそういった
情報を、個人情報もありますけれども、確認し

ながらしっかりと取り組んでいただきたいと思

います。 
 以上をもちまして、私の質問を終わりたいと

思います。 
【山本(由)委員長】 ほかの方はよろしいでしょ
うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、出納局及び各種委員会事務局関係の審査

結果について整理したいと思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時２６分 休憩 ― 

― 午前１１時２６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了します。 
 午前中の審査はこれにとどめ、午後は2時15
分から再開し、警察本部の審査を行います。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時２７分 休憩 ― 

― 午後 ２時１５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これより警察本部関係の審査を行います。 
 審査に入ります前に、理事者側から、人事異

動に伴う新たな幹部職員の紹介を受けることに

いたします。 
【壱岐警務部長】 本年8月22日付けの人事異動
で着任しました、警務部長の壱岐でございます。 
 長崎県は、治安水準が全国のトップレベルに

位置しているというふうに言われております。

総務委員会におきまして、高い治安水準の維持、

向上を含めた警察運営に関しまして、委員の皆

様方のご指導を賜りながら、しっかりと対応す

るよう努めますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 
【山本(由)委員長】 それでは、これより審査に
入ります。 
 警察本部は分科会付託議案がないことから、

委員会による審査を行います。 
 議案を議題といたします。 
 警務部長より総括説明をお願いいたします。 
【壱岐警務部長】 警察本部関係の議案について、
ご説明いたします。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第120号議案「警察本部の組織に関する条例の
一部を改正する条例」であります。 
 この条例は、都道府県警察本部の内部組織の

基準を定める警察法施行令の改正に伴い、警務

部の所掌事務に「国外犯罪被害弔慰金等の支給
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に関する法律第3条に規定する国外犯罪被害弔
慰金等に関すること」を加えようとするもので

あります。 
 なお、本条例の施行日は、平成28年11月30
日を予定しております。 
 次に、議案外の報告事項について、ご説明い

たします。 
 まず、和解及び損害賠償の額の決定について

であります。 
 内容としまして、公用車による交通事故につ

いて6件、その他の事案について2件の合計72万
8,446円を支払うため、9月2日付で専決処分を
させていただいております。 
 このうち、交通事故以外の2件につきまして
は、1件目が、佐世保警察署の職員が交通事故
処理中に相手方がバイクのミラーにかけていた

ヘルメットに誤って接触し、落下させて損傷さ

せた事案であります。 
 2件目は、公舎の老朽化したスレート板が強
風により落下し、駐車中の車両に損害を与えた

事案になります。 
 この損害賠償事案2件分の12万4,760円は、全
額県費から支払われることになっております。 
 公用車による交通事故につきましては、発生

状況に応じた指導や技能訓練等を繰り返して事

故防止に取り組んでいるところでございます。 
 今後も引き続き、交通事故をはじめとする損

害賠償事案を起こすことがないよう、指導を徹

底してまいりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 
 このほか、犯罪の一般概況について、ストー

カー及び配偶者等暴力事案の認知状況について、

特殊詐欺の被害防止対策について、暴力団対策

について、少年非行の概況について、生活経済

事犯の取締り状況について、交通事故の発生状

況についてにつきましては、総務委員会関係議

案説明資料に記載したとおりとなっております。 
 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。 
 次に討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 
 第120号議案は、原案のとおり可決すること
にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、議案は原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。 
 次に、提出のありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について、説明

を求めます。 
【壱岐警務部長】 「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出しました

警察本部関係の資料について、ご説明いたしま

す。 
 1,000万円以上の契約状況につきまして、5月
から8月までの実績は、資料に記載のとおり22
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件となっております。 
 このうち、レーダー式車両速度測定装置購入

など2件を随意契約しているところであります。 
 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(由)委員長】 次に、議案外の所管事務一
般に対する質問を行うことといたします。 
 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 
【山田(博)委員】 全般的に今回の入札を拝見し
ますと、辞退者がいらっしゃるわけですね。辞

退するぐらいだったら、辞退しないような会社

をしっかりと入札で選んでいただきたいと思う

わけでございます。入札に入りたくても入れな

かった会社がある中で、辞退するとはどういう

ことかということでございますのでね。 
 その対策というのはどうなんですかね。会計

課長、私から同じような質問をされて、もう嫌

かもしれませんけど、あなたみたいな優秀な会

計課長は、そこは対策を考えていると思ってい

るんです、私は。対策を考えたにもかかわらず、

こういった状況というんだったらわかるんです

けど、どうでしょうか。 
【髙橋会計課長】 ただいまご指摘のございまし
た入札における辞退の状況について、ご説明を

させていただきます。 
 建設工事にかかる契約における入札の辞退に

つきましては、県の規則におきまして、指名競

争入札に参加する者につきましては、当該入札

執行の完了に至るまではいつでも辞退をするこ

とができることとされておりますので、辞退す

るか否かの意思表示につきましては、その時期

も含めまして指名を受けた業者側にあるという

ことについて、まずご理解をいただければと思

っております。 
 その上で私どもにおきましても、指名競争入

札に当たりまして限りなく辞退者を少なくする

ため、年度当初におきまして、例えば道路標識

標示の工事に関しましては、指名選定基準に該

当する者の中で、本当に入札に参加していただ

けるかどうかということの意思確認をいたしま

した。その上で「入札の意思なし」と回答した

業者につきましては、年度の当初から指名対象

から除外をしております。 
 そうした必要な措置は講じた上での話であり

ますが、今回、道路標識標示の工事に関しまし

て辞退者が何者か出てしまいました。その辞退

した方々にあっては、調査時点においては明確

な意思の表示がなかったわけでございます。業

者としては、工事内容次第では入札に参加する

旨の意思を表明していたところ、結果的に辞退

をされたところであります。 
 辞退が生じましたことにより、例えば代替の

業者を指名すればよろしいんじゃないかという

ご意見もあろうかと思いますが、既に指名をし

たその他の業者にありましては通知書を受けて

見積り準備に入っている中にあって、一方で急

きょ指名を受けた業者としては短期間に見積り

作業を行わなければならず、非常に不利な状況

での手続を強いられることになります。その上

で落札すれば結構ですが、結果的に落札に至ら

なかった場合にも指名回数1とカウントされて
しまいますので、次回以降の指名選定において

不利な状況に陥ってしまうことから、そういう

リスクを負わせてまで入札に参加させる必要は

ないのではないかという判断で、一般的には、

改めて代替の業者を選定するということは行わ

れておりませんし、私どもとしても、同様の考
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え方により処理をしているところでございます。 
 しかし、引き続き、貴重な入札参加機会が有

効に活用できるよう、限りなく辞退者を少なく

させるため、所要の手続を励行してまいりたい

と考えております。 
【山田(博)委員】 会計課長、入札の指名をする
業者の数は何者になっているんですか。規定が

ありますか。 
【髙橋会計課長】 指名数に関しましては、250
万円を超え1,000万円未満の場合は7者、1,000
万円を超える案件につきましては15者を指名
しております。県の入札手続に比べて、私ども

のほうは入札参加指名者を多めにとっている状

況でございます。 
【山田(博)委員】 1,000万円を超える入札では
15者ですね。 
 18ページ、これは私の数え間違いですかね、
17者になっていませんか。 
【髙橋会計課長】 指名する際の選定基準に幾つ
か要件がございまして、それを総合的に順位づ

けをした上で指名するという形になるものです

から、最終的に15位の者が複数者おりますと、
結果的に17者、18者という指名形態になります
ので、その点はご理解いただければと思います。 
【山田(博)委員】 実は私、入札をいろいろ調べ
たんです。県警の会計課は、土木部と大体類似

してやるわけですね。それは間違いございませ

んね。 
【髙橋会計課長】 私どもの工事の入札に関しま
しては、土木部の規定にならって手続をとって

いるところでございます。 
【山田(博)委員】 私がいろいろ調べましたら、
土木部の入札要綱は、1,000万円以上は10者す
ると規定があるんですよ。びっくりしましたよ。

その通達を出しているんですから。土木部が、

出したところが守っていないんですからね。い

いですか。昭和48年だったと思います。通達を
出しているんです。この通達は生きているかと

いうと、生きていますと言うんです。10者と書
いているじゃないかと、あなたたちは守ってい

ないじゃないかと言ったら絶句したんですから。 
 会計課長、土木部の建設企画課と再度、協議

していただきたいと思います。こういうことが

あるんです。 
 委員長、これは大事なところだから、5時ま
でには終わりますので、建設企画課の通達文書

があるんですよ、それを委員の皆さんにお配り

いただきたいと思います。ぜひ、そういったこ

とで通達文書を出してもらいたいと思うんです。

そういった文書が出ているんです。発注してい

るところが守っていないんですから。自分たち

が守っていないのに、警察関係にもそういうふ

うにしなさいと言っているわけだから。あくま

でも警察の会計課は土木部にならってやってい

るけど、その土木部が、自分たちが規定したも

のを守っていないんですから、実際にそういっ

た事実があったということをお知らせしたいと

思いまして、これは出してもらったほうがいい

と思いますので、委員長、一旦この質問は終わ

りたいと思いますけど、そういった事実があっ

たと。その書類がないと議論のしようがないで

しょうから、言った、言わないというよりも、

現物を見て議論したほうがいいでしょうから、

ぜひですね。一旦、これはこれで終わりたいと

思います。これ以外で、再度質問したいと思い

ますので、よろしくお願いします。 
【山本(由)委員長】 会計課長、答弁とか、いい
ですか。 
 しばらく休憩します。 
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― 午後 ２時２８分 休憩 ― 

― 午後 ２時３０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
【山田(博)委員】 今言ったのは、土木部として
はそういったことをやっているということを理

解していただければということです。 
 しかし、県警は県警で独自にやっているとい

うことですね。わかりました。 
【山本(由)委員長】 ほかに政策等決定等につい
て、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 それでは、政策等決定過程
の透明性等についての質疑を終わりまして、議

案外所管事務一般について、質疑を行いたいと

思います。 
 質問はありませんか。 
【山田(博)委員】 それでは、幾つかお尋ねした
いと思います。 
 昨今、クルーズ船の入港が多くなってきてい

るわけですが、福岡、長崎ではクルーズ客34人
が失踪しているということであります。こうい

ったゆゆしき事態になっているわけですが、県

警として、これについてどういうふうに取り組

まれているのか、ご説明いただけますか。 
【鷺池外事課長】 国際クルーズ船の入港に際し
ましては、一度に多くの外国人の方が入国する

ということ、また、その入国に伴いまして多く

の人や車両が港付近に集まるということから、

県警としましては、事件・事故の未然防止と不

測の事態等に備えまして、入国管理局をはじめ

とする関係機関などと連携しながら警戒に当た

っております。 
 また、かかる事態に迅速に対応するために、

平素からの協力関係の構築によりまして、入国

管理局等の関係機関や船舶代理店等と情報交換

を行っているところであります。 
【山田(博)委員】 最近失踪した人数を把握して
いますか。把握していたら、言っていただけま

すか。 
【鷺池外事課長】 県内の港に国際クルーズ船で
入国した外国人が、いわゆる失踪という扱いに

なったケースにつきましては、県警としまして、

平成27年中は11人、平成28年、今年はこれまで
6人、計17人を把握しております。 
【山田(博)委員】 平成27年と平成28年というこ
とですが、それ以前は把握していないんですか。

どれくらいの累計になるか、教えていただけま

すか。 
【鷺池外事課長】 平成27年、平成28年以外に
つきましては、特に把握はしておりません。 
【山田(博)委員】 把握をしていないということ
は、いなかったんですか、いたんですか。 
【鷺池外事課長】 ここ5年間につきましては、
そういったケースはないと承知しております。 
【山田(博)委員】 そうしたら、なぜ去年と今年
に出たんですかね。 
【鷺池外事課長】 出入国管理につきましては入
国管理局の業務になりますので、その全体につ

いて県警としてお答えする立場にはないと思う

んですけれども、近年、確かに国際クルーズ船

で入国される外国人の方が増えている情勢はあ

ります。これにつきましては、これは一般論で

すけれども、入国審査が簡素化されたところが

あるというふうに聞いております。ただ、これ

はあくまでも警察としての意見ではなくて、一

般論という形でお答えしたいと思います。 
【山田(博)委員】 去年は11人、今年はもう既に
6人ということであります。これは不法就労の
ケースもあるということで、長崎県の治安の大
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きな不安要素になりますので、ぜひ、しっかり

と取り組んでいただきたいと思っております。 
 失踪した17人は、その後、どのような形で対
応できたか、言えますか。なかなかここは言い

にくいところがあって実際に言えませんとか、

言えますとかと正直に言っていただければいい

ですから、お願いします。 
【鷺池外事課長】 先ほど申しました17人につ
きましては、これまで10人を発見しております。
うち1名につきましては県内で発見されまして、
残り9人につきましては関東方面等におきまし
て警察に逮捕、あるいは自ら入国管理局に出頭

という形で把握をしております。 
【山田(博)委員】 今、17人の中で10人が逮捕さ
れたんですね。違うんですか。 
【鷺池外事課長】 警察に逮捕されたのは5人で
す。ほかに自ら入国管理局等に出頭したケース

がありますので、これら把握しているうちで言

えば10人中5人が警察に逮捕されていると承知
しております。 
【山田(博)委員】 そうしたら、あと7人が行方
不明の状態にあるわけですね。今、捜査に取り

組んでいると。 
 こういったことは外事課長、普通は発表する

んですか、しないんですか。実際にこれだけが

こういうふうになっているということで、注意

喚起を促す上で、どちらが適切なのかわかりま

せんけれども、どういうふうな判断をされてい

るのか、お尋ねしたいと思います。 
【鷺池外事課長】 失踪という形につきまして、
犯罪を構成するか否かということに関しまして

は、個々の事案の状況とか、あるいは収集した

証拠をもとに判断するという形になりますので、

失踪したことで入管法違反になるケースばかり

ではないということであります。 

【山田(博)委員】 そうすると、なかなか発表が
しにくいということですね。わかりました。 
 続きまして、対馬南署の石塀ですか、これが

一部のマスコミで報道されておりました。対馬

南署の敷地内に積まれた石塀が撤去をされて放

置をされたと、後からそれは復旧したというこ

とですけど、なぜこういうふうになったのか、

ご存知ですか、説明していただけますか。 
【久保装備施設課長】 今、委員がお尋ねの対馬
南署の石積み塀の関係でございます。これは、

平成26年11月に、対馬南署の前の国道の拡張で、
石積み塀を撤去しました。道路拡張後に石積み

塀を復旧するという形で複数の入札をやったん

ですが、現場の技術者とか石積みの職人等が不

足しているということで、全てが不調になった

ということでございます。 
 そうした中にあって対馬南署の前の塀がない

状態が1年以上続いていたものですから、我々
警察活動上支障があるということと庁舎管理上

の支障、また景観的にも問題があるということ

で、早急な塀の建設の必要性があると対馬市と

も協議をしながら検討して、やむなく石積みで

はなくて石造りのコンクリート塀に仕様を変更

して入札をかけて落札した状況がございました。 
 そうした中にあって昨年10月ごろ、工事着工
の間際になって、対馬市議会等から、石積みで

工事を着工してほしいという要望がございまし

て、再度検討を重ねました結果、石積みの職人

が確保できる情勢になったものですから、落札

業者が工事の変更をして石積みで塀を復旧した

という経緯がございます。 
【山田(博)委員】 これは、県が道を拡幅したわ
けですね。県が石積みを壊してそのまましてい

た。結局は、治安とかいろいろな問題があるか

らということで、県警で工事を請け負った形に
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なったと理解していいですか。 
【久保装備施設課長】 県の事業で拡幅をしたん
ですけれども、石の塀は警察署の管轄というこ

とで、警察がそれを復旧するとして、県がやる

ものではなく警察がやるということで入札をか

けたという状況です。 
【山田(博)委員】 いやいや、それはわかるんで
すけど、県が、道路を拡幅して石積みをどけた、

道路の拡幅に伴って壊したんだから、県の工事

で普通はやるんじゃないかと理解するわけです。

それを県警がやったというふうに理解していい

のかとお聞きしているんです。 
【久保装備施設課長】 県の工事で取り壊したも
のですから、県からその分の移転補償を受け取

った上で県警において工事を着工するという流

れになっております。 
【山田(博)委員】 1年以上こうだったと、私が
思うには、県の土木部と県警と連絡を密にせん

とですね。住民もそうですけど、一番困る県警

も、極端に言うと、あまり慣れていないのに、

これは大変だったろうなと思ってですね。今後

こういったことがないように、しっかりとです

ね。 
 私から言うことでもないんですけど、県警の

ほうが被害者というか、そう感じないでもない

ですね。県がやったんなら県でやらないといけ

ないと私は思うんですよ、本来であればね。予

算をもらって県警でやりましたということです

けど、本来であれば、道路拡幅をした原因者が

やらないといけないんじゃないかと私は思うわ

けであってですね。 
 しかし、県警で住民の要望を受けて対応して

いただいたということであります。本当にそう

いった点では大変ご苦労さまでございました。 
 私からすると、土木部は何をやっているのか

と。次に土木部の委員会に行くかもしれません

けど、その時にまたこの問題を指摘したいと思

っております。 
 続きまして、対馬市で花火大会を以前やられ

た時に、中止をしなさいと言ったけど、結局強

行して、住民にトラブルがあったと、この状況

を説明していただけますか。 
【古田生活環境課長】 ただいまの案件につきま
しては、平成27年、昨年の10月25日に、対馬市
の上対馬町におきまして、対馬国境花火大会と

いうものが開催されまして、打ち上げた花火の

火の粉が付近の枯草などに燃え移って、畑や林

野、約1ヘクタールほどを焼損した火災が発生
したと承知しております。 
【山田(博)委員】 実は当日は強風波浪注意報が
出ていたと、県警の幹部は2度にわたって口頭
で中止を要請したけれども、簡単に言うと対馬

市は言うことを聞かずに、あげくの果ては雑木

林が約1万平方メートルも焼ける火事が発生し
たと、これは大変な問題なんですよ。私の地元

の五島であったら大変な問題ですよ。 
 それでお尋ねしますけれども、こういった時

のガイドラインはないんですか。今後、似たよ

うなことがあると思うんです。 
 花火大会で住民の方が将棋倒しになったじゃ

ないですか。事故があってから、ああすればよ

かった、こうすればよかった、じゃなくて、今

回はこの機に何らかのガイドラインを作って対

応をするようにしたのかどうか、お尋ねしたい

と思います。 
【赤瀬地域課長】 花火大会というのは一つの事
例でございますけれど、特定または不特定多数

の人員が集まっての花火大会とか、そういうも

のが開催される場所や近隣において発生する事

故や混乱を、警察では雑踏事故と表現をします。
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特に群衆事故ということで、過去には、先ほど

委員からもありましたが、多数の死者が出た事

例もございましたので、それに基づきまして反

省、検討を踏まえまして、雑踏事故に対する考

え方というのが基本的にございます。 
 それにつきましては主催者側と警察側、主催

者側も雑踏の責任者として自主警戒をやってく

ださいと。警察も当然、警察の責務として未然

防止対策を図ってくださいと。その事前の協議

の中で、警察の部隊投入の必要性があれば、事

前に現地を調査して、所要の対策をとって、当

日はお互いに連携をとって主催側、警察側は雑

踏事故防止を図るようにと、これが大きなガイ

ドラインとして対応をしているところでござい

ます。 
【山田(博)委員】 今回の対馬の事件を機に、そ
ういったガイドラインみたいなものができたと

理解していいんですか。 
 隣の吉村(庄)委員がいろいろ言うものですか
ら、大事なところを聞き漏らしたんですよ。や

かましいんだ、この方はですね。集中できない

んですよ、隣の人がやかましいものだからです

ね。 
 申し訳ございません。この機に、ガイドライ

ンみたいなものを作ったんですか。そこを説明

していただけますか。 
【赤瀬地域課長】 昨年の対馬の花火大会を受け
て対応しているというわけではございません。

これはご記憶があると思いますけれども、平成

13年の兵庫県明石事件、花火大会で多数の方が
亡くなったことを踏まえまして、それ以後、雑

踏警備につきましては、主催者側と警察側で連

絡調整をして未然防止対策をしていこうという

ものです。これは、警察だけではなくて主催者

側も、最低限の必要な対策をとってくださいと

いう内容で、これに基づいて現在も雑踏警備の

対応をしております。 
【山田(博)委員】 そうしたら、平成13年の事件
を踏まえて対応ができておりながら、平成27年
に対馬市の問題が発生したわけですね。どうい

うふうに説明していただけますか。 
 この機にだったらわかるんですよ。平成13年
の事件で対策ができておって、今になってこう

いうことが起きたとなれば、要するに対馬市が

暴走して警察の言うことを聞かなかったと、本

来だったら事情聴取をして罰金刑じゃないかと

思うぐらい重い大変なことだったんじゃないか

と思うんです。 
 それについて、見解を聞かせていただけます

か。 
【赤瀬地域課長】 昨年の対馬の花火大会につい
て申しますと、事前に雑踏警備計画を立ててお

ります。それに基づいて、当日、先ほど説明が

あったように風が強いということでしたから、

警察側としては主催者側に、風が強いので花火

大会の中止を検討してみてくださいということ

を2回投げかけました。主催者側は主催者側と
して当然責任があるんですよと、雑踏の原因と

なる当事者になるわけですから必要な対策を講

じてくださいということで対応をお願いしてい

るわけです。警察の助言に対して全然反応しな

かったというんじゃなくて、対馬市側も必要な

対策を講じております。 
 お聞きしますと、風が強いけれども、当時の

気象状況は今後風が弱まるという情報や、さら

に消防団員を増員するとか、事前に水をまいて

いたそうです。ですから、市側も市側の責任と

して、主催側として必要な対策を講じた上で、

結果的には結論は、実施は主催者側がしますか

ら、その中で不幸にして花火の火が移って燃え
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てしまったという結果になったと思います。 
 そういう状況で、お互いに警察側も主催者側

も連携した上でですけれども、主催者側の判断

が結果的には少し甘かったかなという判断はあ

ると思います。 
【山田(博)委員】 判断が甘かったということで
ありますけど、やるかどうかは最終的に主催者

側の責任です。 
 今回のことに関して対策を講じるということ

は、特段今のところは。昨年の対馬の花火大会

でこうした事故が起こりましたけど、それにつ

いて何らかの対策なり改善をしたということが

あるか、ないか。もしあるんだったらお示しい

ただきたいと思います。 
【赤瀬地域課長】 昨年10月の対馬市の花火大
会の関係は今ご説明したとおりです。その前に

平戸のほうでも、同じように花火の関係であり

ました。 
 本来、花火の関係の許可は県になりますので、

県に一応、こういう事故が続いておりますと、

許可についてのいろいろな指示をよろしくお願

いしますと、また、警察も連携、調整していき

ましょうという申し出をしております。 
 今年になりましても、今から花火大会が増え

ますので、同じような趣旨で地域課としても、

打ち上げ花火に伴うイベント事故防止、主催者

側と連携をとるようにと各警察署に通知して、

再発防止に対応しているところでございます。 
【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 
【川崎委員】 免許行政についてお尋ねいたしま
す。これも時々確認をして、質疑もあっていま

すが、認知症患者への対応です。 
 2025年に団塊の世代の皆様が全て75歳以上
になり、700万人の方が認知症になるといわれ
て、65歳以上の5分の1、すごい割合で増えてい

くわけで、対策の強化が必要であると思ってい

ます。 
 そういった中でさまざまな事故があっている

のは承知していますが、その対応として免許の

返還を推進していく動きもあっているようです

が、免許の返還の実情といいますか、どういっ

た形で返還を促していくのか。 
 また、運転経歴証明書は警察が発行するんで

しょうか、そこのシステム、制度がどうなって

いるのかということをお尋ねしたいと思います。 
【式場運転免許管理課長】 まず、運転経歴証明
書についてご説明いたします。 
 これは、平成14年から導入されまして、運転
免許証を自主返納した人の中で希望する人に対

して交付するものです。運転経歴証明書の中に

は、住所、氏名と生年月日のほか免許の種別も

記載しております。交付する対象者は、免許証

の全ての種別を取り消した方に対して行ってお

ります。 
 運転経歴証明書は、平成24年の道路交通法の
改正によりまして、申請期間が従来は取り消し

てから1カ月間だったのが、5年以内に延長され
ています。本人確認のために氏名、住所等が、

以前は6カ月間有効だったものが無期限に延期
されております。 
 免許証の自主返納というのは申請の取り消し

のことをいいまして、免許証を持っている人は、

その者の住所地を管轄する警察に対して、自ら

免許の取り消しを申請できます。高齢者におか

れては身体機能の低下とか、運転を継続する意

思がないといった方が、上位の免許は取り消す

けれども、下位の免許だけ残したいといった人

がいらしたので、それに対する制度ということ

で平成10年からやっております。 
 なお、免許証の自主返納は、免許を持ってい
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る方本人の意思ですので、高齢者に限られたも

のではありません。 
【川崎委員】 質問の趣旨は、自主返納ですから、
警察は申し出があれば取り組むという制度でし

ょう。促すきっかけとして、看護師さんを配置

して水際で見極めてアドバイスをするといった

ことも今年度から取り組まれていますね。 
 運転経歴証明書を持つことによって、利用者

はこれが身分証明書の代わりにもなるというこ

とで重宝がられていると思います。 
 一方で、運転免許証を返納すると当然のこと

ながら車を運転できないわけですから、公共交

通機関を使わないといけない。それぞれの自治

体さんと連携をしながら、例えば定期券の補助

といったものもいろいろ制度としては事例が出

てきていると思います。 
 こういったことを自治体とタイアップしなが

ら、「返しなさい」とはなかなか言いづらいの

かもわかりませんが、促す取り組みをぜひ自治

体と協力してやってみてはどうかと私は思うん

です。今は、言ってこられたらやりますよとい

う受け身の姿勢だと思いますが、ぜひそういっ

たことについて前向きに働きかけていただきた

いと思うんですが、いかがでしょうか。 
【井川交通企画課長】 現在、運転免許証自主返
納者に対する支援としては、県内では、自治体

による公共機関の利用料金の一部の助成、タク

シー業者による運賃の1割引きなどが行われて
おります。 
 また、今年6月から県営バスが、諫早市と大
村市に住んでいる運転免許証を返納した人に対

して、路線バス1カ月3,000円で乗り放題という
免許証の返納者パス券を発行する社会実験を行

っているところです。 
 県警の支援の取組としては、県知事が会長と

なっている111機関・団体で構成される長崎県
交通安全推進県民協議会というものがありまし

て、この下に高齢者の交通安全対策について協

議、検討をいたします高齢者対策部会がありま

す。この幹事会が毎年開催されております。こ

の幹事会には県のタクシー協会、長崎県のバス

協会などの公共機関の代表者も構成員になって

おりますので、この会議の時に、知事部局と一

緒に支援を働きかけると、今後も働きかけてい

きたいと考えております。 
 それからもう一つ、九州陸運局の自動車事故

防止推進協議会というものもあるんですけれど

も、この時にもお願いをしているところでござ

います。 
【川崎委員】 既にタイアップしながらやってい
ることについてはわかりましたし、姿勢につい

ても理解をしました。ぜひ、そういったところ

を促進していただいて、事故を未然に防ぐ努力

を、各関係者とタイアップしながらやっていた

だきたいと思います。 
 1点確認ですが、運転経歴証明書を発行する
に当たって、有料ですか。 
【式場運転免許管理課長】 手数料が1,000円か
かります。 
【川崎委員】 そういったところもぜひ見直して
いただいて、もちろん経費がかかるのは承知を

しておりますが、ここのところも軽減をしてあ

げることで、少しそういったきっかけにもなろ

うかと思いますので、発行手数料についてもぜ

ひ見直しをしていただき、促進を図っていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 次に、総務委員会の陳情に上がっていた分で、

県警の審査の対象にはなっていなかったんです

が、高速道路の大村インターの高速バス停のこ
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とです。 
 これは形状のことだから、私は道路管理者な

のかなと思っていましたが、先般、交通の担当

の方から説明をいただくと、さまざまな部署が

絡んでいると。その中で、一つは道交法上の問

題があって県警も関係しますというご説明だっ

たんです。 
 要するに、そのバス停に足の不自由な方、車

いすの方が寄り付けない、普通車で近くまで寄

ることができないということです。それを邪魔

しているのが道交法なんです。法律だから、そ

れは守るのが当たり前というのは重々わかるん

ですが、一方では、足の不自由な方がそのバス

停に行けない、つまりバスに乗ることができな

い。こういったことについて長年の課題なんで

すけど、進んでいないんです。関係各者で寄っ

て、しっかりと解決してほしいと思うんです。 
 県警に見解をお尋ねしたいと思います。 
【大塚交通規制課長】 長崎自動車道大村インタ
ーチェンジの高速バス停留所と隣接する一般路

線用のバス停と隣接駐車場を結ぶアクセス道路

が急こう配で、段数の多い階段となっているた

め、大村市内の高齢者や障害者の方々から、バ

ス停までのタクシーの乗り入れを可能にしてほ

しいという声が上がったことを受けまして、大

村市等から県警、ネクスコに対しまして、タク

シーの乗り入れについての要望がなされており

ます。 
 現在、要望の一般路線バス用ランプウエイに

ついては、ただいま委員ご指摘のとおり、公安

委員会の交通規制により、路線バス及び道路管

理車両を除く車両の通行を禁止しております。

これは、道交法第75条の8の規定におきまして、
この種のランプウエイを含む高速自動車国道に

おきましては、故障車両がやむを得ず路肩に

駐・停車する場合や、法律により定められた車

両が停留所において駐・停車する場合等を除き、

駐・停車してはならないとされていることに加

えまして、仮に同ランプウエイにタクシーや一

般車両を乗り入れさせた場合、客待ち等を目的

としたタクシーが多数駐停車する、一般車両の

不要な通行、駐・停車等を助長するなどのおそ

れがありまして、料金所を通過した一般車両と

同ランプウエイを通行する車両が交錯する交通

事故の発生が予想されるなど、一般路線バスの

運行を含む他の車両の交通の安全と円滑の確保

に支障を及ぼすことから、先ほど申し上げたよ

うな規制を実施しているところでございます。

したがいまして、タクシーや一般車両につきま

して、通行禁止の対象から除外したり、通行の

許可をすることはできません。 
 このような状況にありますので、県警におき

ましては、大村市等に対しまして、バス停と隣

接駐車場を結ぶスロープ、エレベータ等の設置、

高速バスの一部を一旦一般道路に流出させ、平

坦な停留所を経由する運行ルートをバス会社に

働きかけること等の代替案を提案しているとこ

ろでございます。引き続き関係機関に対して、

高齢者や障害者の方々の利便性に配意した他県

の好事例も紹介しつつ、交通の安全と円滑に関

して責任を有する交通管理者として、可能な範

囲で協力をしてまいりたいと考えております。 
【川崎委員】 詳しい説明をありがとうございま
した。 
 そうなんでしょうね、法を破るわけにはいか

んのでしょうが、そういった困っていらっしゃ

る方に寄り添うというのも県警の姿勢としてあ

ってしかるべきだと思うんです。排除という考

え方ではなく、どうすれば解決できるのか、道

路管理者に一方的に負担を押し付けるというこ
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とではなくですね。 
 恐らく特殊な場所ですよ。九州の中でも屈指

のそういう不便なところであると聞いておりま

すので、ぜひ、いろんな知恵を絞って取り組ん

でいただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
 次に、警察署の統廃合のことですが、長崎署

と稲佐署が統合して新しく設置されます。大浦

署も、かねてから適正配置ということ、建物の

老朽化も聞こえておりますが、この3つの警察
署について、今後いろいろ動きがあろうかと思

います。 
 まとめてお尋ねいたしますが、長崎署と稲佐

署を統合して、跡地の活用について検討に入ら

ないといけないと思います。たびたび伺ってお

りますが、進捗についてお尋ねしたいのと、併

せて大浦署についての方針があれば、お願いい

たします。 
【田尻警務課長】 私から、稲佐署の跡地活用に
つきましてご説明したいと思います。 
 跡地活用につきましては、あらゆる可能性を

排除せず検討しているところでございます。こ

れまで、跡地活用の方向性として、この委員会

の中でも説明してきております。現在のところ、

一つは売却する、もう一つは警察施設として活

用していくという2つの方向性が考えられてい
るところでございます。 
 警察といたしましては、住民の不安を払拭す

るということも含めて、今後とも警察施設とし

て利用していくことが望ましいとは考えており

ますが、県の財政状況等も非常に厳しい状況で

ございます。このような状況を踏まえ、今後さ

らに検討を進めてまいりたいと考えております。 
【久保装備施設課長】 それでは、私から長崎署
の跡地と大浦署の計画についてご説明をいたし

ます。 
 まず長崎署の関係でございますが、ご承知の

ように新しい長崎署を建設する方向で進めてお

りまして、その跡地につきましては、現在は売

却する方向で検討を進めている状況でございま

すけれども、跡地活用の具体的な内容について

はまだ白紙の状態、検討に入っていないという

状況でございます。 
 大浦警察署が大分老朽化しているんじゃない

かということですけど、まだ大浦署については

具体的な検討はしておりません。 
 なお、大浦署のある松が枝地区を、県で港湾

の整備計画が今進められていると、大浦警察署

もその中に入るということでございますが、現

在はまだ具体的な進捗がないということで、今

後は県と連携しながら検討を進めていきたいと、

そのように考えているところでございます。 
【川崎委員】 長崎署は、選択肢は売却のみです
ね。 
【久保装備施設課長】 現段階では、売却の方向
で検討を進めております。 
【川崎委員】 わかりました。また、進捗を折に
触れて伺わせていただきたいと思います。 
 次に、事件・事故の報告書をいつもいただい

ておりますが、まず薬物情勢ですけど、平成28
年度は急激に薬物が増えているという報告でし

たが、これは一過性のものでしょうか。中身に

ついてお知らせください。 
【細田組織犯罪対策課長】 端的に言えば一過性
のものでございます。 
 ご承知のとおり2グラム、3グラムといえば、
1回の使用が0.03グラムでございますので、かな
りの量でございます。 
 諫早市で窃盗事件の被疑者を逮捕しました。

これが約20グラムの覚せい剤を持っており仕
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事仲間である広島県の者から譲り受けたという

ことで、そちらを逮捕しまして、営利目的のた

めの譲り受けということで、今回、20グラムが
押収できております。 
【川崎委員】 参考までに、末端での売買価格に
直すとどの程度になるんですか。 
【細田組織犯罪対策課長】 末端で、変動がござ
いますが、1グラム当たり7万円から9万円の間
で動いております。8万円で換算しても160万円、
大体そのぐらいの量です。 
【川崎委員】 わかりました。ありがとうござい
ました。 
 今、報道でも覚せい剤のことを非常に多く取

り上げられていまして、若年層の使用とか非常

に気になりますから、これについては徹底した

取締まりをよろしくお願いいたします。 
 最後に、特殊詐欺については非常に努力をさ

れて、随分軽減していることについては敬意を

表したいと思います。 
 ただ、まだゼロにはなっていないと思います

ので、いま一度、ゼロに向けた決意、取り組み、

お尋ねしたいと思います。 
【福山生活安全企画課長】 特殊詐欺につきまし
ては、本年8月末現在で67件の認知、前年同期
比マイナス14件です。被害総額は9,360万円、
前年同期比でマイナス約1億7,300万円と減少
傾向にあります。 
 ただ、委員ご指摘のように予兆電話等も県内

にかかってきておりますので、これまでと同じ

ように、特殊詐欺の被害が発生した場合や予兆

電話がかかってきた場合には、積極的に報道に

発表するなどして県民に注意喚起をするととも

に、安心メールキャッチ君等を活用して防犯意

識を図るように考えております。 
 また、今年度から県と共同で、特殊詐欺や悪

質商法被害防止のためのコールセンター事業を

運営しておりますので、ここも有効に活用して、

そういう予兆電話がかかってきた地区、あるい

は被害が発生した地区を中心に積極的に広報、

手配をして被害防止を図っていきたいと考えて

おります。 
【浅田委員】 先ほど、川崎委員からも高齢者の
運転免許の返還についての質問がありました。

それに関連しますが、認知症の診断義務化が来

年3月から始まるということで、この間の新聞
記事では、長崎県は、これから診断書を求めら

れる高齢者数を大体700と出しておりますが、
2015年度に実際に出された数が14人と、ほかの
都道府県と比べてすごく低かったんです。 
 今、事前の医療機関との連携とか、今後どう

いうふうに対策していくかというような具体的

な動きをなさっているのかどうか、お聞かせい

ただけますか。 
【式場運転免許管理課長】 来年の700人という
予測でございますが、免許証を持つ75歳以上の
高齢者が免許の更新の時に認知機能の検査があ

るんですけれども、今の法律では、認知症のお

それが高い第1分類となった方が、その後3年間
の更新までの間に違反をされた時は医師の診断

書の提出が求められるんです。その方が41人お
られました。 
 その41人中、自主返納された方が16人おられ
まして、再度認知機能検査を受けて第2分類や
第3分類になる方が11人いました。14人の方が
残りましたので、診断書の提出を求めたという

形になっております。 
 法律が変わりまして、来年から、75歳以上に
なりましたら更新の時に認知機能検査を全員受

けてもらって、いわゆる第1分類になった方は
全員、診断書の提出対象になります。そのほか
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の第2分類、第3分類になった方も、その後、一
定の違反をされたら診断書の提出対象になって

きます。そういった形で来年は700人と見てお
ります。 
 来年から認知症に関する診断をお願いする件

数が増えると見ておりますので、現在、医師会

と連携しまして、認知症を診断してくれる病院

を増やすことを検討しているところです。 
【浅田委員】 各都道府県を調べた新聞の記事だ
ったわけですけれども、なかなか専門医がいな

いと、数が足りるのかと。それだけ急に膨れ上

がっていく中で、今はお願いしているというこ

とでしたけれども、実際にそれが大丈夫なのか

というところ。 
 中には、それを言うことによって高齢者の

方々は交通手段を失うことにつながるので、そ

れはやはり言いづらいというお医者様のお声も

あると聞いているんです。 
 長崎は、実態としてそこまで踏まえた上で、

きちっと医師会とお話をなさって協力体制をし

いているのか、そこをもっと詳しくお伺いした

いと思います。 
【式場運転免許管理課長】 認知症の専門医とい
うくくりは、長崎県の医師会では特に規定がな

いそうなんです。現在、認知症サポート医とい

うものがございまして、認知症に関して全国的

な研修を受けた方です。研修を受けると、地域

におられる内科医とか主治医の方々に対してサ

ポート、助言ができます。これが現在82名おら
れます。今後、それを増やしていきまして、今

年度中に118名まで拡充するということになっ
ております。 
 そういった認知症サポート医と、現在、県内

5カ所に認知症疾患医療センターがございまし
て、そこと連携を図りながらやっていきたいと

思います。 
 特に離島とか郡部地域に専門的な医師が少な

いということですので、サポート医とかセンタ

ーと連携しながら、認知症の診断についてやっ

ていきたいと考えます。 
【浅田委員】 75歳を過ぎても、私も身近に2人
ほどいるんですが、制度的に信号無視をしたら

認知症とみなされるのか、でも、本人たちは、

それは別に認知ではないと。そういう判断が非

常に曖昧なところがあって、なかなか今までも

返納しづらかった。 
 しかしながら、今後、長崎での高齢者の事故

を少しでも未然に防ぐために、把握してくださ

っていましたけれども、さらに連携をとってい

ただいて、自治体と、交通網のフォローをどう

するかということも併せて引き続きやっていた

だければと思います。 
 もう1件、別の質問になりますが、これは県
警にご協力をいただきまして、速やかに条例も

改正されました駐車許可の関係様式、ホームペ

ージ等でも細かくいろいろ書いてくださってい

ます。 
 過去の委員会でも質問したんですけれども、

この説明がそれぞれの警察署によって曖昧なと

ころがあったり、ゆるいところ、厳しいところ

があって、なかなかに一様ではないというクレ

ームがきていたんです。 
 9月1日に改正されたばかりですが、そのあた
りが徹底しているのか、新たな申請制度になっ

て許可証等々が増えているかなど現状を把握な

さっていれば教えていただけますか。 
【大塚交通規制課長】 駐車許可の手続につきま
しては、長崎県道路交通法施行細則第9条第1項
において手続を定めておりまして、委員からの

ご指摘も受けまして、駐車許可手続の様式と緊
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急時における駐車許可手続につきまして長崎県

道路交通法施行細則の一部を改正しまして、本

年9月1日から施行をスタートしております。 
 県民の皆様方に対しましては、これも委員か

らお話がありましたとおりホームページを通じ

まして周知を図っているところでございまして、

県警の各警察署の窓口業務担当者に対しまして

教養資料、マニュアルを配付するなどしまして、

この手続の周知を図っております。 
 手続についての具体的な件数につきましては、

9月に始まったばかりでございまして、毎月の
月報という形で数値を整理しておりますので、

現時点ではまだ把握しておりません。新制度が

始まって、今のところ具体的に各署から問い合

わせとかはないような状況ですので、大きな混

乱等はないというふうに考えております。 
【浅田委員】 これは多分、去年の9月か11月に
最初に質問させていただいて、いろんな改正が

要るということで、今回ようやくというふうに

なったわけですが、国も在宅介護を進めている

中で、今まで訪問介護の方々や薬剤師の方々が

ご苦労なさっているということで、長崎の条例

の中にしっかりと入れていただいたのはありが

たいことだと思います。 
 まだそういったところに実は知れ渡っていな

い。やっている業者さんで知らない方がいたり

しますので、せっかくこれだけ県でやっていた

だいていますし、ホームページ等々もしっかり

やっていただいていますので、よろしければそ

ちら側からも、こういうふうに条例が変わって

いますということをいま一度お知らせするよう

な形で、従事している方々がもっともっとやり

やすい形で、これは命にかかわる問題ですので、

そのあたりも徹底してやっていただければあり

がたいと思います。 

 もう一つ、道路関係でお尋ねしたいんですけ

れども、特に長崎市の真ん中と言うと語弊があ

りますが、浜の町付近とか、この県庁周りの付

近は、時間帯によって一方通行になるところが

非常に多くて、皆さんご存じのように、このあ

たりにすごくマンションとかが増えて、ご高齢

の方が高台からこっちに降りてきているという

状況なんですけれども、そんな中で時間によっ

てはタクシーで降りられなくて、逆に歩かされ

る不便なところがあると。 
 聞くところによると、何十年も前に子どもた

ちが多かった頃に、地域の人がうるさいからと

いうことで、時間制限で一方通行になったりし

ているようなんですけれども、いろんな方々か

ら、逆にそれで危ないという声も伺うんです。 
 まず自治会の方にそれはご相談くださいとい

うふうには言っているんですけれども、警察の

ほうでも高齢者の方々の動きを把握してほしい。

まちなかに降りてきて、築町あたりもあるんで

すけど、時間帯によっては駐車場があっても行

けないとか、雨の中、1人で住んでいるおばあ
ちゃんが歩かなきゃいけないと、前にもお話し

しましたが遭遇しております。 
 そういう見直しというか、これからのまちづ

くりの一環として、地域の方々との話し合いだ

ったり、お声かけだったり、実情と今の実態が

見合っているかどうかという調査等々をぜひし

ていただきたいと思っているんですけれども、

県警のほうにそういうお声が直接上がったりは

していないでしょうか。 
【大塚交通規制課長】 ただいま委員からご指摘
いただきました点は、長崎市築町周辺の夜間に

おける歩行者用道路規制についてだと思います。 
 通行車両や駐・停車車両による騒音を防止し、

周辺住民の夜間における平穏を守るため、同住
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民からの要望を受けまして昭和50年代から実
施しているものでございます。 
 本規制箇所につきましては、規制実施から25
年以上経過しているということもありまして、

その後、交通環境は当時と比較して大きく変化

しているものですから、数年前に周辺住民に対

しまして交通環境の変化を説明し、現状の交通

規制の存否を確認いたしました。 
 その際、同住民からは規制継続の意向が示さ

れたことから、警察におきましては、そこに居

住し生活道路としてその道路を利用する同住民

の意見を尊重しまして、本規制の見直しについ

ては慎重に判断すべきと考えております。 
【浅田委員】 築町もそうなんですね。私は万屋
町の方から言われたものですから。あのあたり

は特にお店等々が増えて、タクシーがつかまら

ないので、酔っぱらいの方が多かったりとか、

そのおかげでの騒音があったりして、これだっ

たら車を通してほしいみたいな話もあったんで

す。 
 今はたまたま築町の例が出ましたけれども、

ほかのところの調査もそういうふうな形でやら

れているんでしょうか。 
【大塚交通規制課長】 今、例に出しました長崎
市築町周辺以外も、さまざまな機会を通じまし

て、我々警察の立場から、交通環境の変化、道

路環境の変化を見ながら、その路線の交通規制

につきまして、住民の方々の意見も聞きながら

必要な見直しを現時点も行っております。 
【浅田委員】 わかりました。しっかりとそうい
う取組をしていただいているということで、あ

りがたく存じます。 
 今、私のところに声が上がっている方たちに

は、まずは自治会なりとしっかりお話をしてい

ただいた上で、警察に相談をということが一番

適切ですね。了解いたしました。ありがとうご

ざいます。以上です。 
【山本(由)委員長】 ほかに、議案外で質問はご
ざいませんでしょうか。 
【髙比良委員】 まず、偽造カードを使ってＡＴ
Ｍから同時多発的に多額の金額を搾取するとい

う事案が発生した。そのことについて、これは

市民生活への影響が大きいし、金融システムの

破壊にもつながるようなたぐいのものだから、

徹底した捜査をやって、実行犯の逮捕にしっか

り取り組んでもらいたいと、さきの委員会でそ

ういう話をしたんですが、それに対して所管課

長は、「よし、頑張る」というような強い決意

が示されたんですが、果たして今日までの捜査

の状況はどうなっているのか、お示しをいただ

きたいと思います。 
【細田組織犯罪対策課長】 本年5月15日早朝、
長崎、諫早、長与の3市町のコンビニエンスス
トア13店舗のＡＴＭ機から、偽造カードを使っ
て690万円が引き出されました。全国で同様の
事件が同時発生いたしまして、被害合計18億円
に上っております。 
 6月定例会の委員会で、どうなっているのか
と委員から言われまして、私は、必ず捕まえる

と、今言われたように約束いたしました。 
 大きな事件でしたので、本部関係捜査部並び

に4署の警察署と合同捜査本部を立ち上げまし
た。最大捜査員は60人を超えております。捜査
本部に準ずる体制で鋭意捜査を進め、かなりの

捜査をしまして、福岡県、中国、四国、近畿ま

で伸びまして、関係他県とも共同の捜査を展開

した結果、8月17日に、本県で犯行した5人全員
を1人残らず逮捕いたしました。 
 9月7日に全員を起訴していただいて、現在も
捜査中ですけれども、暴力団の介在を視野に入
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れまして、今後とも、上部組織の解明、そちら

の検挙に向けて、まだまだ鋭意捜査中でござい

ます。 
【髙比良委員】 大変なご苦労に対して、多とし
たいと思います。 
 他県の捜査状況はどういう状況ですか。ほか

に被害が発生したところも多々あったと思いま

すが。 
【細田組織犯罪対策課長】 これは、他県独自に
捜査をやっております。お答えできない部分が

ありますけれども、全国的な展開ですから、警

察庁も音頭をとっております。聞くところによ

りますと、100人に至らぬぐらいの数はもう、
全国で逮捕、検挙をしているということは耳に

しております。 
【髙比良委員】 大変すばらしい成果を出してお
られることに対して、敬意を表したいと思いま

す。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
 それでは、交通部にお尋ねをさせてもらいた

いと思います。 
 九州新幹線西九州ルートの開業を天井として、

いろんなまちづくりが進んでいる。そういう中

で、長崎駅周辺の再開発の計画が進んでいるん

ですが、そのことについてはご案内のとおりだ

と思うんです。 
 その中で、駅の駐車場の上、現在の高架広場

と国道202号の横断陸橋の取扱いが問題になっ
ているんです。 
 事業の全体的な中心母体である長崎市におい

ては、基本的に国道202号については平面交差
を視野に入れたいというようなことを言ってい

るんだけれども、その一方で、先般、土地区画

整理事業の対象地を含めた全体的なエリアにつ

いてのデザインをやっていこうと業者を選定し

たんですが、そのプレゼンをした企画書には高

架のコンコースが描かれているんです。 
 ですから、今後さらに多角的に検討し、どう

するかといったことの整理をしていくと思うん

ですが、高架でやるか、平面交差でやるか、い

ろいろ一長一短はあるんですけれども、いずれ

にしても、そもそも平面交差にするためには、

そこはご案内のとおり九州を代表するような交

通量のあるところですから、円滑な交通流管理

が確保されるかどうかということにひとえにか

かってくるのではないかと思うんです。 
 そこでお尋ねしますが、平面交差が可能かど

うかという検討作業、シミュレーションをして

いかなきゃいかんと思うんですが、これについ

ては交通規制の問題もあるので、県警もそこの

作業に関わっていくという認識でいいのかどう

か、まずはお尋ねしたいと思います。 
【大塚交通規制課長】 今、委員からご指摘があ
りました、新幹線の開業に向けた長崎駅周辺土

地区画整理事業の交通処理対策につきましては、

長崎駅前の国道202号に新交通広場からのアク
セスのための新たな交差点設置、新駅から大黒

町商店街方面への歩行者横断及び駅前電停のバ

リアフリー化を目的とした横断歩道の新設が長

崎市により検討、要望されており、よりよい交

通環境の整備のため、警察として積極的に協議

に関与をしております。 
 当該箇所は、12時間でいいますと4万8,820台
と県内で最も交通量が多く、主要渋滞個所とな

っているうえに、既設交差点間が近くなり交通

信号処理には限界があることなど、新設の交差

点設置と平面横断化がなされれば、さらに渋滞

が助長されるなどの交通問題が発生するため、

今後も協議に当たりましては市と十分に協議を

進め、交通処理対策に当たる考えでございます。 
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【髙比良委員】 そうであれば、内容に入りたい
と思うんだけれども、おっしゃるように平面横

断のための歩行者の安全をしっかり確保すると

いう意味で、信号が通常よりも長くなるだろう

と思うんです。 
 今でさえあれだけの交通量がありますから、

あるいは新たな信号機の設置もあるのかわかり

ませんが、そういったことが仮に手伝うとすれ

ば、さらに信号待ちの車両の縦列が長くなると、

要するに渋滞がより大きくなるだろうと思うん

です。 
 そこで、そういったことがどれだけであれば

許容範囲であるといえるのか、逆にいえばそれ

を超えるのか。したがって、他の選択肢に寄ら

ざるを得ないというふうに結論づけられるのか。

そういったことについて、何か具体的なメルク

マールはあるんですか。お示しをいただきたい。 
【大塚交通規制課長】 信号機の設置につきまし
ては、地元の住民の方々のご意見や、あるいは

その道路利用者の方々のご意見も聞きながら、

交通信号機の設置や現示の調整等を行っており

ます。 
 国道202号に関しましては、県内で最も交通
量が多い状況にありますので、少なくともこれ

よりも交通量が多くなり渋滞箇所がさらに増え

るということは、住民の方々や道路利用者の

方々からするとなかなか受け入れがたいところ

が多いと思いますので、現状の4万8,820台とい
うことを見据えながら、県警としては市ととも

に協議をしてまいりたいと考えております。 
【髙比良委員】 よくわからないんだけど、その
付近住民の皆さんの意見とか交通利用者という

か車両運行者の意見とか、そういったことをし

ん酌するということだけれども、では、例えば

ロットがどれだけあれば、それはやっぱりでき

ないんだ、難しいんだという話になるのか、い

ろんな意見があろうと思うんですよね。 
 具体的に渋滞がどの範囲で許されるかという

メルクマールがないとすれば、今言われたよう

な意見聴取も必要だろうけれども、そのほかに

交通量の負荷として、あるべき状態としてどこ

までが許されるのか。 
 渋滞箇所はたくさんあると思うんですよ。信

号機が、長崎市内のあるところよりも非常に長

いと。例えば福岡の天神駅前なんて、本当に長

いですよね。全国レベルで見ればいろいろある

と思う。そういうことから考えても、本当に平

面交差で可能かどうかと判断するトータルの判

断要素は具体的に何に求めて結論づけられるの

か、そのことについてどうお考えですか。 
（「休憩をお願いします」と呼ぶ者あり） 
【山本(由)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ３時３７分 休憩 ― 

― 午後 ３時３８分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
【大塚交通規制課長】 交通渋滞につきまして、
数値的な基準は特には設けておりません。基本

的に、そこの道路がどういう構造なのか、車の

交通量がどれほどなのか、横断歩行者がどれだ

けなのか、そういったことを総合的に判断しま

して、各道路の路線ごとに総合的に判断をして

いるところでございます。 
 定量的な検討の仕方としましては交通量の解

析を行うなどの手法がございますけれども、交

通量の解析には時間も予算もかかってくるもの

ですから、基本的には先ほど申し上げたような

車の量、人の量、道路形状を考えながら総合的

に判断をしております。 
【髙比良委員】 ある意味では長崎の100年のま
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ちづくりの根幹の部分でもあるので、横断をど

ういう手法でするかというのは非常に大きな問

題だと思うんです。 
 今言われたように多角的にシミュレーション

もやりつつ検討されると思うんですが、解析も

やる必要があるんじゃないかと私は思っている

んです。今回はこれぐらいにしますけれども、

少し私もいろいろ勉強していきたいと思うので、

委員会外においてもいろいろと協議をさせてい

ただきたい。よろしくお願いします。 
【前田委員】 子どもが小さい時に、10円玉を
拾ったと交番に届けたら、書類を書いてもらっ

たと、今はそんなことはないんでしょうけれど

も、にこにこして、「いいことをしたね」と褒

めてやったこともあったんです。 
 交番を統合、再編していく中で感じているこ

とは、警察官の方だから、いろんな使命感、ミ

ッションがあって仕事に励んでいると思うんで

すが、その中でも地域防犯というのは皆さん方

にとって、特に若い警察官の方にとっては大事

な仕事であるし、その仕事の中で喜びを感じな

がら、また精進されるのかなと思っているんで

す。 
 統合されたのはいいんだけれども、統合され

たから派出所に警察官の方がおられるかという

と、おられないことのほうが結構多くてですね。

入っていっても留守で、「巡回していますから、

電話をとってください」みたいな話で。 
 先日、私も財布を拾って届けたんですけれど

も、おられなくて、夜だったので電話で話しま

した。待ってくださいということだったんです

けれども、待てなかったので、かくかくしかじ

かの場所に置いておいてくださいということで、

翌朝に来ますからということで翌朝に行っても、

やっぱりいらっしゃらないんです。また別の事

件で出ていますということでした。 
 これは全国的な話でしょうけれども、統合、

再編する中で、その地域から警察の方の存在が

少し遠くなったような気がしてならないんです。

それを巡回等でカバーする、立哨でカバーする

と言っていますけれども、当事者の方々は非常

にお忙しそうな中でできているのかと考えた時

に、本当に今の交番、派出所の再編した形が良

かったのかということは、一度どこかで地域の

声を聞くとか、もしくは働いている方々の声を

聞くという作業が必要ではないかと思っていま

す。 
 決算の時に確認しようと思っていますが、こ

の5年間、交付税の充当等もかなり減らされて
いる中で、ご苦労が多いと思っているんですけ

れども、今後の多様化するニーズの中で、地域

防犯のありようを県警としてどのように考えて

いるのか、少しお尋ねしたいと思います。数字

については、次回決算時に確認をさせてもらい

たいと思っていますが、ご答弁いただければと

思います。（「休憩をお願いします」と呼ぶ者

あり） 
【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時４２分 休憩 ― 

― 午後 ３時４３分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 
【赤瀬地域課長】 交番、駐在所を拠点とした地
域住民との在り方ということで、統廃合の考え

方で申しますと、先ほどの委員のお話のとおり、

交番に行っても警察官がいないという空き交番

対策につきましては、一応、空き交番にならな

いよう先般、統廃合をしております。さらに、

パトロールをしてほしいという要望もございま

して、相反するところがございますから、そこ
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には交番相談員という非常勤の職員を交番に配

置して、なるべく空き交番にならないように、

警察官がパトロールで、事件・事故でいない時

にも交番相談員で対応できる形をとっておりま

す。 
 したがいまして、現時点で長崎県警としても

空き交番は解消したという考え方でおりますが、

事件・事故が重なることがありますので、もし

かしたらその時にたまたまそうだったかもしれ

ませんけれども、不在に対する対応は、電話と

か、パトロール中の警察官をもよりの交番に派

遣するということで、地域との連携、住民の対

応をとっている所存でございます。 
 今後とも、地域の皆様方の意見があって、見

直す必要性があれば統廃合も考えていきますが、

現時点では統廃合について必要性はありません。

引き続き地域住民、交通量、事件・事故の数、

そういうところを総合的に判断して考えていき

たいと思っています。 
【前田委員】 ＯＢの方たちを再雇用した相談員
が果たして何人ぐらいいるのか、私はわかりま

せんけれども、そこは実態をきちんと調査して

ほしいと思います。 
 統合して空いた交番を、地域の住民の方が受

けて安心・安全センターのような形で、私たち

で頑張りますよと、何年か前に開所したけれど

も、その時は非常に地域の方々は気合が入って

いましたけれども、継続的に皆さんと同じよう

な形であそこに詰めているかというと、実態と

してはそうなっていないと思うんです。 
 ですから、一定期間もたちましたので、改め

て地域の声を聞く作業と併せて、現場に出てい

る職員、警察官の方々が日々感じておられるこ

ともあろうと思うので。 
 空き交番をなくしていくということで統合し

たと思うんですけど、住民のニーズが増えてい

く中で、再編しているんだから、本来だったら

そこでしっかりと現職の方が対応できると思う

んです。それができていないのはなぜなのかと

いうことを含めて、また改めて次の議会で聞き

ますので、一定そういう調査をかけた上でまた

議論をさせてください。要望にかえておきます。 
【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 
【山田(博)委員】 2巡目でございまして、大変
申しわけございません、皆さん方もお疲れでし

ょうけど。 
 先ほど地域課長から、花火の許可の話があり

ましたけど、県の許可はどこがされているのか、

教えていただけますか。 
【古田生活環境課長】 花火の許可の関係につき
ましては、消防保安室です。県知事許可になり

ますけど、事務自体はそこが行われていると思

います。対馬市の場合は振興局で行われている

と思います。 
【山田(博)委員】 わかりました。明日、この件
に関しては、そことしっかり議論させていただ

きたいと思います。 
 というのは、県警本部としても万全の態勢で

せんといかんと、対馬市はプッシュさしたです

けれども、最終的な許可を出したのは長崎県で

あれば、長崎県は大きな問題ですからね。大変

すばらしいアドバイスをいただきましてですね。

先ほどの回答で、「許可を出したのは県でござ

います」ということでしたので、県のほうもし

っかりと、こういったことに対しては対策をと

らないといけないと思いますので、しっかりと

議論させていただきたいと思います。 
 続きまして、先ほど、委員の皆さんからあり

ましたけど、運転免許証の自主返納の過去の数

字をですね。運転免許の数を、65歳以上の過去
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3年でも結構ですので、数字を把握している範
囲内で示していただきたいと思います。 
【式場運転免許管理課長】 自主返納の数でござ
いますが、3年前の平成25年で、全体で1,114件、
うち65歳以上が1,033件です。平成26年は全体
で2,050件、65歳以上で1,918件です。昨年平成
27年は、全体で3,010件、65歳以上が2,795件で
す。本年8月末で、全体で2,218件、65歳以上で
2,074件となっております。 
【山田(博)委員】 これだけの数の方が自主返納
していると。 
 部長説明で、交通事故の主な特徴としては高

齢者の死亡数が22人、全死者の80％を占めてい
るということでありますので、ぜひ自主返納を

積極的に取り組んでいくに当たってはですね。 
 私が地元の方と話をしましたら、それはわか

るけれども、特に離島であれば交通手段が、バ

スの便数は少ない、運賃のことで財布と相談す

るとどうしても車に頼らざるを得ないというこ

とでありまして、これからは知事部局と連携し

ながらやっていかないといけないと思うんです。 
 次の委員会までに、部局と協議して、どうい

った対策が必要か、どういったメリットがある

かというのを高齢者に示せるようにしていただ

きたいと思うんです。 
 私が話をしたら、孫や子のところに行くのに、

バスで行けといったって便数が少ない、タクシ

ーでは料金の問題があってできないんだと、あ

まりそんなことを言うなと、この前は地元の人

からおしかりを受けましてね。片方では、事故

があるんだ、しようがないからそういうふうに

せんといかんという話も出ていてですね。私の

後援会でそういった議論になったものですから、

自主返納に関して知事部局と、どういった形で

あとのフォローができるかと協議をして、結果

を示していただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 
 見解を聞かせていただけますか。 
【井川交通企画課長】 先ほども取組については
ご説明をいたしましたけれども、各警察署も、

自主返納をした運転経歴証明書について、住民、

公共機関等に対しての周知を図る広報活動をし

ております。また、管内の交通機関、自治体に

対しても支援の働きかけを行っているところで

ございます。今後も推進していきますが、委員

が言われたとおり、知事部局とももう一度検討

したいと思います。 
【山田(博)委員】 ぜひよろしくお願いしたいと
思います。 
 続きまして、小学生の自転車運転免許制度で

す。今、諫早署、雲仙署、大村署、五島署、対

馬南署でそれぞれ取り組んでいただいておりま

すけれども、今年度はどれだけの子どもたちが

自転車運転免許に取り組んで、また来年度はど

のようにしていくのか、お聞かせ願えますか。 
【井川交通企画課長】 子ども自転車運転免許制
度は、道路交通法などの法律による制度ではご

ざいません。あくまでも自転車を利用する小学

生等に対して、安全な乗り方を指導するなどし

て基本的なルールを体得させて、もって将来に

わたる長期的な交通事故防止に資するというこ

とで行っているものでございます。 
 現在試行しているのは、先ほど委員が言われ

たとおり5警察署の5小学校でございます。 
 今の進捗状況は、島原ブロックで雲仙警察署

が神代小学校で行っております。ここは4年生
を対象に、8月25日に20名を対象に学科試験、
それから実技試験を行っております。 
 諫早警察署では、森山東小学校をモデル校に

しております。7月19日に6年生の13人を対象に
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学科試験を行って、8月19日に実技試験を行っ
て、全員が合格していますので免許証を交付し

ております。 
 大村警察署は、東大村小学校をモデル校にし

ております。10月に入ってから実施すると聞い
ております。 
 五島警察署管内の福江小学校につきましては、

免許証を交付するのではなく、講習を中心とし

てやっております。現在、小学校3年生から6年
生の約320人を対象にしております。今のとこ
ろ、1回目を7月22日、29日に行って70人が参加
しております。2回目が8月18日、25日で行って
61名、残りは10月中に行うと聞いております。 
 対馬南警察署管内では鶏鳴小学校をモデル校

にしております。5月に小学4年生80人を対象に
実技試験を行って、9月6日に学科試験を行った
と、近く免許証を交付する予定ということでご

ざいます。 
 将来どうするかということですが、今後は、

今回実施した小学校の児童、保護者、先生方等

に対してのアンケート調査を行いまして、この

制度の有効性等について分析、検証を行います。

それから、学校、教育委員会、警察署の体制も

ありますので、警察署の意見も聞きながら、県

下に広めることができるかどうかということを

検討していきたいと考えております。 
【山田(博)委員】 私の地元の福江小学校の子ど
もたちに聞きましたら大好評でございまして、

「おじさんも受けるんですか」と言われました

よ。「僕は受けません、僕は自転車ではなくて

車に乗っております」と言って、子どもたちか

らからかわれているのか何か知りませんが、大

変好評でございましたので、これからもしっか

りと頑張っていただきたいと思います。 
 最後に、組織犯罪対策課長にお尋ねしたいと

思います。 
 今、長崎県警察組織犯罪対策要綱ができてお

りますね。要綱の中に特殊知能暴力集団等とあ

るんです。 
 先般、他の部局に、特殊知能暴力集団という

のが長崎県の建設工事暴力団対策要綱の中に含

まれているかとお尋ねしたんです。そうしたら、

簡単に言いますと、よくわかっていなかったん

です。要綱の中の、例えば特殊知能暴力集団等

という定義が理解されていなかったんです。 
 私は、組織犯罪対策課におきまして、長崎県

の公共事業の中に、特殊知能暴力集団とか、共

生者とか、社会運動等標榜ゴロとか、いろいろ

あるそういったところの定義とか情報の共有を

ぜひやっていただきたいと思います。こういっ

たことが暴力団関係者に認定されていますよと、

長崎県警察組織犯罪対策要綱にうたわれている

ということを十分理解していませんでしたので、

まずそれをきちんと理解してもらって、周知を

徹底してもらいたいんですよ。 
 まず、そういった事実が発覚しましたので、

組織犯罪対策課長、先ほど課長が、気合の入っ

た髙比良委員の質問に答えておりましたけど、

私の質問にも気合の入った答弁をしていただき

たいと思います。 
【細田組織犯罪対策課長】 委員おっしゃるとお
り、本県警察では、長崎県警察組織犯罪対策要

綱を基本指針として諸対策をしております。 
 暴力団排除活動というものは、行政並びに企

業が行う経済活動並びに市民生活、全部から暴

力団を排除せねばいかんと、端的に言えば暴力

団を受け入れない社会をつくることですよとい

うことでこの要綱を定めておりまして、インタ

ーネットにも載せております。 
 さらには、公共工事云々につきましても、そ
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のような要綱並びに協定を結びまして、その都

度、県からの連絡を受けて必要限度で答えるこ

ともやっておりまして、県はこの点は全て重々

承知の上と私たちは判断しております。足らぬ

のであれば、まさに一層の協力支援を行ってい

きます。そういう気構えでおります。よろしく

お願いします。 
【山田(博)委員】 私が怒られているのか何かわ
かりませんけどね。 
 私は、最近勉強してこういうのがわかったの

で、わかった上で理事者に聞いたら、理事者は

よくわかっていなかったのでですね。長崎県警

察組織犯罪対策要綱ですか、この要綱自体を十

分まだ把握していなかったものですから、ぜひ

これはよろしくお願いしたいと思います。 
 それと、暴対法の中に27の適用例があるわけ
ですね。私も勉強不足だったと思ったのは、許

認可等を要求するとか、しないとかあるわけで

すね。許認可というのは、補助金とか、そうい

ったものを含まれているか、含まれていないか、

お尋ねしたいと思います。 
【細田組織犯罪対策課長】 自治体の補助金とい
うのは一般ではございませんので、自治体の事

務事業の中に、例えば公共工事の契約とか許認

可ですね、補助金が入っております。それは含

んでおります。 
 先ほど申しましたように、これも協定をしま

して、私、組織犯罪対策課長と土木部の監理課

長の間で確認書を交わしまして、その点もやっ

ておりますので、ご理解ください。 
【山田(博)委員】 そうなんですね。許認可もで
すね。 
 というのは、長崎県が行う各種契約からの暴

力団等排除要綱とあるんです。この委員長は危

機管理監がなっているんです。危機管理監に、

この中に補助金とかの要綱も含まれているのか

と聞いたら、含まれていないと言うんです。 
 なぜかといったら、メンバーは、委員長は危

機管理監です。委員は、総務部と土木部と出納

局なんです。 
 長崎県建設工事暴力団対策要綱とあるんです。

委員の皆さん方に理解してもらいたいのは、い

いですか、ここの中には、土木部と農林部と水

産部と環境部があるんです。要するに公共事業

の工事に関わることはこれでカバーしているん

です。それ以外の部分で契約とかなんかはここ

に入っているんですけど、長崎県が行う各種契

約からということで。しかし、補助金を出すか

出さないかというのは、確認しましたら、この

中に入っていないというんですよ。 
 つまり何が言いたいかというと、組織犯罪対

策課長、県議会に県警の窓口として来て、県議

会議員は誰と誰がこういうふうに仲がいいとか、

誰と付き合っているかと十分わかっているでし

ょうから、そういったのはしっかりと把握して、

暴力団対策法を理事者と県議会議員の先生方に

周知徹底をぜひやっていただきたいと思うんで

す。 
 どうですか、見解を聞かせていただきたいと

思います。 
【細田組織犯罪対策課長】 わかりました。今の
質問は重々理解いたします。 
 長崎県には、平成24年に長崎県不当要求行為
対策自治体連絡会というものもつくりました。

我々警察、暴力追放センター、弁護士会等との

連携で暴力団対策の推進をやっております。県

下の市町自治体全部、長与町や佐世保市も回っ

ております。そこに反社会勢力から不当要求が

きた場合はどうするのかと、例えば公共工事の

枠、公営住宅に入るとか、生活保護費を不正受
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給しないだろうかと、そういうものを我々と協

議をしましょうということになっております。 
 大きくは暴力団排除対策に関する協定書の中

に警察本部長と県知事が協定書を交わしており

ます。しっかりとでき上がっていますので、委

員の方もですけれども、企業、行政、全県民に

対して、暴力団を恐れない、金をやらない、利

用しない、これを引き続き周知徹底していくよ

うに努力してまいりますので、よろしくお願い

いたします。 
【平刑事部長】 今、組織犯罪対策課長から説明
がありましたけれども、若干補足をさせていた

だきたいと思います。 
 まず、先ほど委員からありました長崎県建設

工事暴力団対策要綱ですけど、実はこれが一番

古い要綱でありまして、昭和の時代からありま

す。 
 県側からこちらに、この業者は暴力団に関係

する者かどうかという照会はほとんどありませ

んで、この要綱ができた中身というのは、ほと

んど今まで実際に実務でやっているのは、県の

有資格業者が、我々のいろいろな捜査の過程で、

もしくは調査の過程で暴力団と密接な関係を持

っていると明らかに証拠があった場合には、こ

れを私どもから積極的に県に通報をして、県の

ほうで指名除外をしていただいています。 
 例えばこれが県外の有資格業者であれば、県

外に通報して、県外でこれを指名除外にしてい

ただいています。昭和63年以降からこれまで、
恐らく50件ぐらい県警から通報をしていると
ころであります。 
 ですから、県のほうから、この者が暴力団に

関係する者かどうかということはほとんどない

ということです。これが建設工事暴力団対策要

綱の仕組みであります。 

 もう一つ言われた、反社会的勢力の定義であ

ります。暴力団以下、暴力団とか暴力団員とか

暴力団等構成員とか、総会屋とか、暴力団関係

企業とか、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力

集団、それから共生者、これらの定義ができた

のは平成16年と新しいものであります。これは
警察庁が組織犯罪対策要綱で、警察の視察対象

という形で示したもので、これで初めて「反社

会的勢力」という言葉ができたんです。 
 それを受けて、画期的であったのが、平成19
年6月に、当時第1次安倍内閣が、政府の犯罪対
策閣僚会議で、企業が反社会的勢力による被害

を防止するための指針を示しました。この中に、

先ほど言った平成16年の警察庁が示した警察
の視察対象の暴力団以下を政府の閣僚会議でも

反社会的勢力ということで定義をして、これを

排除しようというものでありました。 
 そこからどう変わったといいますと、それま

では行為要件といいまして、行為というのは例

えば暴力的な不法行為とかです。例えば暴力団

であっても基本的人権がありますから、銀行の

口座を持つとか、高級車とかブランドものとか

当然買えるわけです。しかし、この指針ができ

てからは、その関係する企業が、この指針を受

けて例えば取引契約書とか約款とかの中に暴力

団排除条項を設けた場合には、暴力団であると

いう証拠があれば、それをもって契約ができな

い。いわゆる属性要件といいます。 
 そこで初めて属性要件というのが出てきて、

民間金融機関等、民間企業の契約書、取引約款

等にそういった条項を設けて、暴力団そのもの

を排除しようということで、行為要件と属性要

件を併用してやっていこうという形で全国的な

動きになってきたということであります。その

中に、暴力団員から特殊知能暴力集団までの視
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察対象がそこで初めて決まったということです。 
 しかし、長崎県建設工事暴力団対策要綱とい

うのは、そのずっと以前から暴力団を対象とし

てあったということでありますので、その辺を

補足して説明をさせていただきました。 
【山田(博)委員】 どうもありがとうございまし
た。わかりやすかったです。 
 刑事部長が答弁するので、一瞬どきっとしま

してですね。私もかつて、若いころにお世話に

なったものですから、大変びっくりしましてで

すね。 
 いずれにしても、こういった対策をぜひ周知

徹底をしていただいて、長崎県の暴追機運をし

っかりと高めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 
【山本(由)委員長】 ほかに、質問はよろしいで
しょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな
いようですので、警察本部関係の審査結果につ

いて整理したいと思います。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時０９分 休憩 ― 

― 午後 ４時０９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。 
 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、危機管理監、総務部及

び秘書広報局関係の審査を行います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 

 

― 午後 ４時１０分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年９月２９日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ５時１０分 

於   第 1別館第 1会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君 

副委員長(副会長) 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

危 機 管 理 監 西浦 泰治 君 

危 機 管 理 課 長 陣野 和弘 君 

消 防 保 安 室 長 園田 秀昭 君 
 
 

総 務 部 長 上田 裕司 君 

総 務 部 次 長 相川 一洋 君 
総 務 部 参 事 監 
（県庁舎担当） 髙宮 茂隆 君 

総 務 文 書 課 長 
（ 参 事 監 ） 徳永 一俊 君 

県民センター長 田中紀久美 君 

県庁舎建設課長 赤尾 聖示 君 

県庁舎建設課建設監 藤川 康博 君 

人 事 課 長 松尾 誠司 君 

新行政推進室長 伊達 良弘 君 

職 員 厚 生 課 長 三田  徹 君 

財 政 課 長 前田 茂人 君 

財 政 課 企 画 監 鳥谷 寿彦 君 

管 財 課 長 橋口 俊哉 君 

税 務 課 長 萩本 秀人 君 

情 報 政 策 課 長 大庭 茂雄 君 

総務事務センター長 大串 正文 君 
 
 

秘 書 広 報 局 長 木村伸次郎 君 

秘書課長（参事監） 木山 勝己 君 

広 報 課 長 土井口章博 君 
 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】 おはようございます。 
【山本(由)分科会長】 分科会を再開いたします。 
 これより、危機管理監、総務部及び秘書広報

局関係の審査を行います。 
 まず、分科会による審査を行います。 
 予算議案を議題といたします。 
 総務部長より、予算議案の説明をお願いいた

します。 
【上田総務部長】 おはようございます。 
 総務部関係の議案について、ご説明いたしま

す。 
 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
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予算（第3号）」のうち関係部分であります。 
 歳入予算は、合計で3億4,432万8,000円の増
となっており、この内訳といたしましては、繰

入金12万8,000円の増、県債3億4,420万円の増
であり、災害関連・復旧に要する経費に対応す

るものでございます。 
 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 
 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)分科会長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了します。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 
 第119号議案のうち関係部分は、原案のとお
り可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。 
【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
 議案を議題といたします。 
 危機管理監より総括説明をお願いします。 
【西浦危機管理監】 おはようございます。 

 危機管理監関係の議案及び所管事項について、

ご説明いたします。 
 「総務委員会関係議案説明資料」及び「総務

委員会関係議案説明資料（追加2）」の危機管
理監部分をお開きください。 
 まず、追加2の1ページをお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第130号議案「契約の締結について」でありま
す。 
 この議案は、長崎県防災行政無線高度再整備

事業の請負契約を締結しようとするものであり

ます。 
 以上をもちまして、議案関係の説明を終わり

ます。 
 次に、主な所管事項について、ご説明いたし

ます。 
 説明資料の1ページをお開きください。防災
推進員養成講座の開催についてでございますが、

地域防災力の向上を図る取組として、県では、

平成21年度から毎年県内2カ所で防災推進員養
成講座を開催しており、平成27年度までの7年
間で836名が講座を終了されています。平成28
年度は100名の方が修了証を手にされました。 
 今後とも、地域防災力向上のため、地域や職

場の防災の担い手となる防災推進員の養成に取

り組んでまいります。 
 第33回長崎県消防ポンプ操法大会について
でございますが、去る8月7日、大村市において、
消防団員の消防技術の向上と消防団の活性化を

図ることを目的として、第33回長崎県消防ポン
プ操法大会を開催いたしました。 
 ポンプ車操法の部で壱岐市消防団、小型ポン

プ操法の部で大村市消防団が優勝しました。今

大会の小型ポンプ操法の部で優勝した大村市消

防団は、来る10月14日に長野県で開催される第
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25回全国消防操法大会に本県代表として出場
いたします。 
 今後とも、各市町及び消防本部と協力しなが

ら、安全で安心して暮らすことのできる地域づ

くりのため、消防団の充実・強化に取り組んで

まいります。 
 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(由)委員長】 次に、総務部長より総括説
明をお願いします。 
【上田総務部長】 総務部関係の所管事項につい
て、ご説明いたします。 
 「総務委員会関係議案説明資料」の「総務部」

をお開きください。 
 今回、ご報告いたしますのは、新県庁舎建設

工事の進捗状況等について、働き方改革集中期

間の取組について、熊本地震に対する支援につ

いて、中期財政見通しについてであります。 
 まず、新県庁舎建設工事の進捗状況について

でありますが、建設工事につきましては、8月
下旬に部専用室等の間仕切り工事、書架やサイ

ン工事などの内装ユニット工事2件の契約を締
結し、現在、議場家具工事、警察棟の内装ユニ

ット工事及び行政棟の展示工事の発注手続を進

めております。 
 工事の進捗状況は、8月末時点において、行
政棟においては4階部分、警察棟においては5階
部分の躯体工事をそれぞれ行っており、行政棟

建築工事の進捗率は約45％、警察棟建築工事の
進捗率は約47％となっております。 
 工事の完成時期については、先の6月定例県
議会において説明させていただきましたが、当

初の予定に比べて約2カ月半遅れの平成29年11

月末頃の工事完成と見込んでおり、現在、工期

変更についての調整を行っているところであり

ます。 
 なお、本年8月末現在の行政棟及び警察棟建
築工事における県内企業の下請状況については、

約54％となっております。 
 引き続き、平成29年末から平成30年1月の移
転実施に向けて工事等の進捗を図ってまいりま

す。 
 なお、この件に関しましては、後ほど担当課

長から補足説明を行わせていただきます。 
 次に、働き方改革集中期間の取組についてで

ありますが、「長崎県行財政改革推進プラン」

における「事業・業務プロセスの見直し」の取

組を推進するため、本年7月から8月を集中期間
として、業務改善の検討やゆう活の実践、時間

外勤務の縮減などに取り組んだところです。 
 具体的には、朝夕の組織内ミーティングによ

る業務内容と優先度やサポート体制についての

確認、メール・会議のルールの徹底、各所属に

おける業務改善の検討、さらには、朝型勤務に

よる夕方時間の活用を目的とした、県庁版「ゆ

う活」などに取り組みました。 
 これらの取組の結果、時間外勤務の縮減が図

られるとともに、482件の業務改善提案が出さ
れたところであり、今後、集中期間の取組内容

の検証や、業務改善提案についての具体的検討

を進め、生み出した時間を政策や事業の改善等

の議論に活用できるよう取組を進めてまいりま

す。 
 次に、熊本地震に対する支援についてであり

ますが、熊本地震に対する支援については、本

県としても発生直後からいち早く、被災地への

緊急消防援助隊や災害派遣医療チーム、医療救

護班を派遣するなど、救急・救助への支援を行
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うとともに、県内市町と連携してカウンターパ

ート方式により宇土市、菊池市、阿蘇市に対し、

避難所支援、罹災証明業務、建築物の検査や道

路・河川・橋梁等の点検の支援等のために、延

べ500名を超える職員の短期派遣を行ってまい
りましたが、避難所が大幅に縮小され、被災の

初期段階の業務の縮小に伴い、7月30日をもっ
て短期派遣による支援を終了いたしました。 
 なお、去る8月17日には菊池市の江頭市長、8
月29日には宇土市の元松市長が来県されまし
た。両市長からは現状のご説明と本県及び本県

市町の支援に対する感謝のお言葉をいただいた

ところであります。 
 また、被災地の復旧・復興への取組が本格化

していくことに対応するため、九州知事会から

の要請を受け、7月1日から災害復旧事業や生活
再建業務を支援するため、熊本県及び宇土市等

への中長期の職員派遣を開始しており、9月1日
時点で、県職員12名、市町職員6名が業務に携
わっております。 
 今後も、被災地のニーズを的確に把握して、

段階に応じた支援を積極的に行ってまいりたい

と考えております。 
 次に、「総務委員会関係議案説明資料（追加

1）」の「総務部」をお開きください。 
 中期財政見通しについてであります。 
 今後の収支見通しを踏まえた計画的な財政運

営を行うため、平成29年度から平成33年度まで
の5年間の中期財政見通しを策定し、去る9月9
日に公表いたしました。 
 この中期財政見通しは、平成28年度当初予算
を基礎として、「長崎県行財政改革推進プラン」

に掲げた取組を織り込むとともに、今後見込ま

れる税制改正などについて一定の仮定に基づき、

試算を行ったものであります。 

 その結果、国の退職手当債の発行基準の見直

しにより、一般財源の負担が増加し、昨年度試

算時よりも、約160億円の収支悪化を見込んで
おります。 
 また、今回、初めて、実質的な公債費の長期

シミュレーションを行ったところでありますが、

退職手当の増加分を借換債等で対応した場合、

平成49年度には現在の水準から50億円を超え
る負担の増加を見込んでおります。 
 このため、持続可能な財政運営を目指して、

より一層の地方税財源の充実・強化などを国に

対し、求めていくとともに、平成29年度の予算
編成において、財政健全化に向けたさらなる対

策を講じてまいりたいと考えております。 
 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 
【山本(由)委員長】 次に、秘書広報局長より所
管事項説明をお願いいたします。 
【木村秘書広報局長】 秘書広報局関係の所管事
項について、ご説明をいたします。 
 「総務委員会関係議案説明資料」の「秘書広

報局」の1ページをお開きいただきたいと思い
ます。 
 リオデジャネイロオリンピックに出場した本

県出身選手の表彰についてでありますが、リオ

デジャネイロオリンピックには、本県出身の5
名の選手が出場し、体操男子の内村選手は、個

人総合で2連覇を達成するとともに、団体総合
との2冠に輝くという偉業を成し遂げられまし
た。 
 さらに、柔道男子81キログラム級の永瀬選手
も本県出身男子柔道選手として初となる銅メダ

ルを獲得され、また、競泳女子400メートルリ
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レーの山口選手が8位入賞を果たされたほか、
アーチェリー女子の永峰選手、陸上男子50キロ
メートル競歩の森岡選手も健闘されました。 
 このような選手たちの活躍は、県民に大きな

夢と感動を与えるものであり、県では、そのご

功績をたたえ表彰することといたしました。 
 まず、内村選手に対しましては、「県民栄誉

賞特別賞」を今月21日にお贈りいたしました。
また、永瀬選手には、「県民表彰特別栄光賞」

を、他の3選手には「県民表彰特別賞」を、11
月23日に開催予定の県民表彰式において、それ
ぞれお贈りいたします。 
 次に、関西圏での情報発信の強化についてで

ありますが、本県の魅力を全国に発信するため、

これまで首都圏を中心にパブリティ活動に取り

組んでおり、加えて、九州新幹線西九州ルート

の開業を見据え、関西地域からの誘客や県産品

の需要拡大を図るため、本年7月から関西圏の
メディアを対象としたパブリティ活動を開始し、

同地域における情報発信を強化しております。 
 引き続き、本県の観光や県産品などの魅力に

ついて、県外のメディアを通じた情報発信に努

めてまいります。 
 以上をもちまして、秘書広報局関係の説明を

終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 
【山本(由)委員長】 次に、危機管理課長より補
足説明を求めます。 
【陣野危機管理課長】 危機管理課の契約案件に
ついて、ご説明いたします。 
 今回、ご審議いただきますのは、第130号議
案、新規契約の案件でございます。 
 お手元に配付しております「危機管理課長補

足説明資料」の1ページをお開きください。 

 県の防災行政無線につきましては、県民の生

命・財産を災害から守ることを目的といたしま

して、県と国、県内各市町消防本部などの防災

関係機関を結ぶ重要な通信網でございます。 
 今回の契約案件につきましては、地上系の無

線設備につきまして、前回の更新時から15年以
上経過し、老朽化しておりますことから、この

設備の更新、また、県庁舎移転に伴います設備

の移設、また、新庁舎における防災拠点として

の機能強化を図るための工事を契約しようとす

るものでございます。 
 工事名につきましては、長崎県防災行政無線

高度再整備事業。工事の場所は、長崎県庁ほか

県内一円でございます。契約の相手方につきま

しては、三菱電機、エコー電子工業、イーエム

トラスト特定建設工事共同企業体。契約金額は、

69億4,440万円でございます。また、契約の工
期につきましては、平成30年3月16日限りとし
ております。 
 今回の案件につきましては、あらかじめ落札

者と仮契約を締結した上で、今回、契約案件と

して上程しているところでございます。 
 1枚おめくりいただきまして、防災行政無線
のシステムの概要図をお付けいたしております。 
 全体的なシステムの概要をご説明しておりま

すが、左側の県庁局、こちらが新庁舎に整備す

る施設でございます。主には国とか関係機関か

ら情報を通知いただきまして、県内各機関に一

斉通知をするというような状況でございます。 
 中ほどに、「＜中継局14局＞」というのがご
ざいます。こちらは地上系無線の設備につきま

して、県内の山頂に中継局を設けておりまして、

こちらを中継して各機関に無線で通信するとい

うことでございますが、こちらにつきましては

設備の更新という形になります。 
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 また、下段に「＜防災関係機関10局＞」とあ
りますが、こちらは自衛隊とか海上保安部、日

本赤十字社といったところの関係機関10局に
もこういった施設を置いておりますので、そち

らの設備の更新となります。長崎地方気象台も

同様でございます。 
 右にいきまして「＜支部局＞」とございます

が、こちらは県の地方機関、振興局などの10局
に、同様に設備の更新を行うものでございます。 
 右の中ほどにございますが、市町につきまし

ても10局、県内の消防本部につきましても10局
です。 
 最後に県の出先機関として大村にございます

防災航空センター、こちらにつきましても設備

の老朽化に伴いまして、それぞれ更新しようと

するものでございます。 
 危機管理課からの補足説明は以上でございま

す。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【吉村(庄)委員】 危機管理監に、防災担当でも
結構ですが、県庁舎の新築、それから警察庁舎

の新築、議会棟もですが、これが平成29年中に
完成するということで、災害対策本部との関連

で、ちょっとふざけた言い方をすれば、いいあ

んばいに連携してきちっとやれる体制となって

いるか、確認のためにお尋ねします。 
【陣野危機管理課長】 吉村(庄)委員からご質問
がありましたように、今回の防災行政無線の整

備につきましては、県庁舎の整備に合わせた形

でスケジュールを十分打ち合わせた上で整備を

図っているところでございます。 

 ですから、県庁舎の移転と同時に、私どもも

新庁舎に入りまして災害対応業務ができるよう

に防災行政無線の整備のスケジュールも調整し

ているところでございます。 
【吉村(庄)委員】 当然だろうと思います。 
 それで、かなり多額の費用を要しているわけ

で、入札関係かれこれも一定の経過があったよ

うに承知しております。最終的には、現在まで

の経過からいえば、全県的にきちっと体制を確

立する。それから、最近は技術的な問題でも、

以前からすると相当しっかりできると、こうい

う状態になっていると思います。これは長崎県

だけじゃなくて全国的にそうだと思います。 
 そういうことで、このシステムが万が一の時

はきちっと働かないといけませんから、そうい

う意味を含めて、これだけの金額を使ってやる

ということですから、一つは効果をきちっとあ

らしめる、それから、万が一の時に効果あらし

めたことによって対策が十分立つと、こういう

状態をつくっていただかなくちゃいかんと私は

思いますから、この際、念のためにそういう意

見を申し上げておきたいと思います。 
【陣野危機管理課長】 吉村(庄)委員からご質問
がありましたように、今回の機器整備につきま

しては、もちろん、災害時に十分機能するよう

に施設整備を図っているところでございます。

停電等にも対応できるように非常用電源も整備

しております。 
 また、委員からお話がありましたように、こ

ういう機器類の整備面もあわせまして、関係機

関との連携も重要になってくると思いますので、

こういう機器を整備したからには、そういう関

係機関とも十分連携を図りまして災害対応に支

障がないように取り組んでまいりたいと存じま

す。 
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【山本(由)委員長】 ほかに議案に対して質疑は
ございませんか。 
【山田(博)委員】 おはようございます。幾つか
お尋ねしたいと思います。 
 危機管理課長、議案の中で、三菱電機・エコ

ー電子工業・イーエムトラストの共同企業体と

ありますけど、ＪＶの割合はご存じですか。ま

ずお尋ねしたい。──わかったら後でお答えを

もらいたいと思います。 
 これだけの大きい事業でございますので、県

内企業をどのように活用していくのかというこ

と、メンテナンスも含めて、その2点について
お答えいただけますか。 
【陣野危機管理課長】 失礼しました。 
 まず、構成員の出資割合につきましては、三

菱電機が50％、エコー電子工業が30％、イーエ
ムトラストが20％でございます。 
 県内企業の活用ということでございますが、

当委員会でも今回の防災行政無線の契約に当た

りましては、なるべく県内企業が参画できるよ

うにというお話がございましたので、私どもも、

こういう共同企業体方式で、1者は県外ですけ
れども、2者は県内から入るような工夫をいた
しまして、今回、エコー電子工業とイーエムト

ラストが入ってきたところでございます。 
 また、今後とも、いろんなメンテナンスその

他、契約案件が出てくる時には、当然、県内企

業の活用も視野に入れまして今後取り組んでま

いりたいと存じます。 
【山田(博)委員】 割合的にそういうことであり
ますけれども、私が心配しているのは、振興局

がありますね。離島には離島で、入札には参加

できないけれども、それだけの資格を持ってい

てできるということであれば、地元の会社にも

下請なり、県内企業優先ということになるわけ

で、入札は入札で頑張っていただいているんで

すけど、メンテナンスも含めてきちんとチェッ

クをしてもらいたいんですね。 
 例えば、五島とか対馬とか壱岐にそういった

会社があるならば、長崎市から来てもらうより

もいいわけですから。ましてや、下請として福

岡とか佐賀から来なくても、県内企業をしっか

り下請なりメンテナンスで使う形で取り組んで

いただきたいと思います。それについてもうち

ょっと明確にお答えいただけますか。 
【陣野危機管理課長】 今回の防災行政無線につ
きましては、システム的なところもございまし

て、電機通信工事業者が非常に少のうございま

す。そういった形でシステム自体の管理は、そ

ういう技術を持ったところになろうかと思いま

すが、委員がおっしゃるように、メンテナンス

をする時に、例えば、地元の企業に下請ができ

るかどうか、そういう視点も含めまして今後検

討してまいりたいと存じます。 
【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。 
 あと、工期ですね。これは県庁舎にもかかわ

ってくるでしょう。藤川県庁舎建設課建設監、

県庁舎の防災無線とのやりとりは、話し合いは

しているわけですか。時々、連携がうまくいっ

ていない時もありますから。多分、お二人は仲

がいいみたいな感じがしますから大丈夫と思い

ますが、改めて確認いたします。 
【陣野危機管理課長】 防災無線につきましては、
新庁舎の建設スケジュールに合わせて整備する

ことにしております。特に、機械類でございま

すので、電気が通らないと稼動いたしませんの

で、そういう電気工事等のスケジュールとか、

私ども、県庁舎整備の担当部局とも十分連携を

とってやっているところでございます。 
 県庁舎のスケジュールと当然連携しておりま
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すが、工期が3月になっておりますが、新庁舎
の引っ越しにも十分配慮いたしまして、新庁舎

の引っ越しには十分稼動できるようなスケジュ

ールで整備を進めているところでございます。 
【山田(博)委員】 藤川県庁舎建設課建設監、「3
月16日限り」とありますけれども、平成30年3
月16日にはスタートできるということで大丈
夫なんですね。行政機能も全て16日前後に機能
できる状況と理解していいですか。 
【陣野危機管理課長】 私どもの工事につきまし
ては、平成30年3月でございますが、引っ越し
等も含めて、引っ越し後に私どもの災害対応の

業務が十分できるようにということでスケジュ

ールを組んでおります。3月になっております
が、実際は平成30年1月ぐらいからは私どもの
必要な業務ができるようなところまでの整備を

考えております。その後、最終的な整備という

ことになりますけれども、いずれにいたしまし

ても、県庁舎の整備、引っ越し等あわせて、私

どもも業務が十分できるようなスケジュール感

で整備を進めております。 
【山田(博)委員】 ということは、契約は平成30
年3月16日となっていますけど、実質上は平成
30年1月にはもう大丈夫だということで理解し
ていいわけですね。これは大事なところですも

んね。 
【陣野危機管理課長】 平成30年3月になってお
りますけれども、1月までにある程度整備を進
めまして、その後、機器類の実施テスト等を行

いながら確認をしていくということでございま

すので、業務的には十分対応可能と考えており

ます。 
【山田(博)委員】 危機管理課の方で、今回の大
雨で、上五島はどうだった、下五島はどうだっ

た等、あなたの部下から的確な情報を提供いた

だいて私は地元に電話したんですよ。喜んでい

ましたよ、「そういった情報が来たんですね」

ということで本当に感謝しておりましたから、

そういった点も、防災無線は大切なものですか

らしっかりと整備していただきたいと思います。

あなたのことだからぴしゃっとやっていると思

っていましたけど、間違いなかったですね。あ

りがとうございました。 
【山本(由)委員長】 ほかに議案に対して質疑は
ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 
 第130号議案は、原案のとおり可決すること
にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 
 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保等に関する資料」について、説明を

求めます。 
【陣野危機管理課長】 「政策等決定過程の透明
性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出いたしております危機管理監関係の資料につ

きまして、ご説明いたします。 
 県が箇所づけを行って実施する個別事業に関
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し、市町並びに直接・間接の補助事業者に対し、

内示を行った補助金につきましては、本年5月
から8月までの実績は、資料1ページに記載のと
おり、直接補助金は消防団充実強化促進事業費

補助金の3件でございます。間接補助金につき
ましては該当ございません。 
 1,000万円以上の契約案件について並びに決
議・意見書に対する処理状況につきましても、

いずれも該当ございません。 
 知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

本年5月から8月までに県議会議長宛てにも同
様の要望が行われたものにつきましては、佐世

保市からの要望が3件、松浦市から1件、島原市
から2件となっており、それに対する県の取り
扱いは、資料の2ページから8ページに記載のと
おりでございます。 
 附属機関等会議結果の報告につきましては、

本年5月から8月に行った会議の結果報告とい
たしまして、長崎県防災会議の1件となってお
り、その内容につきましては、資料の9ページ
から10ページに記載のとおりでございます。 
 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 
【徳永総務文書課長】 「政策等決定過程の透明
性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料について、ご説明い

たします。 
 1ページをお開き願います。1,000万円以上の
契約状況の一覧でございます。平成28年度5月
から8月までの実績は、計8件であり、1ページ
から2ページに各契約の内容を一覧でお示しし
ております。 

 また、3ページから8ページにつきましては、
入札結果一覧表を添付いたしております。 
 9ページをご覧ください。陳情・要望に対す
る対応状況でございますが、知事及び部局長等

に対する陳情・要望のうち、本年5月から8月ま
でに県議会議長宛てにも同様の要望が行われた

ものは、諫早市長からの「諫早市政策要望」な

ど計2件となっており、それぞれに対する県の
取り扱いは、9ページから11ページまでに記載
しているとおりでございます。 
 12ページをご覧ください。最後に附属機関等
会議結果報告でございますが、5月から8月まで
の実績は、長崎県公益認定等審議会など計4件
となっております。それぞれの会議の結果につ

きましては、13ページから16ページまでに記載
のとおりでございます。 
 以上で資料の説明を終わらせていただきます。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【木山秘書課長】 「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたして

おります秘書広報局関係の資料について、ご説

明いたします。 
 提出資料の1ページをお開きください。1,000
万円以上の契約の状況でございます。平成28年
度5月から8月までの実績は1件でございます。
契約の内容は、記載のとおりでございます。 
 また、2ページには入札結果一覧表を、3ペー
ジには総合評価落札方式技術評価点内訳表を添

付いたしております。 
 ご説明は以上でございます。 
【山本(由)委員長】 次に、県庁舎建設課長及び
管財課長より補足説明の申し出があっておりま

すので、これを受けることにいたします。 



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日） 

- 197 - 

【赤尾県庁舎建設課長】 新県庁舎の進捗状況等
について、補足してご説明いたします。 
 お手元に配付しております資料をご覧願いま

す。「県庁舎建設課長 補足説明資料」と記して
おりますＡ3判の資料でございます。 
 まず、1ページ、新県庁舎における各部局の
配置（案）についてご説明いたします。 
 各部局配置の基本的な考え方といたしまして

は、来庁者対応が多い部、課を低層階に配置し、

部内各課をできるだけ同一フロアに配置すこと

としております。具体的な配置案は、記載のと

おりでございます。 
 2ページをお開き願います。次に、執務室の
概要についてご説明いたします。 
 執務室は、オープンフロアとなっております。

イメージ図の黄色の線で囲った部分になります

が、執務室エリアの中央に共用打合わせスペー

スを配置し、その両側に職員の執務スペースを

配置しております。 
 また、共用打合わせスペースの部分に複合機

や消耗品等を集約して配置することといたして

おります。 
 3ページをお開き願います。各課の具体的な
配置につきましては、現在、検討中でございま

すが、3ページから9ページに現時点における案
を参考までにお示ししております。詳細な説明

は省略させていただきます。 
 次に、内装ユニット工事の内容についてご説

明いたします。 
 内装ユニット工事は、県内企業の参加機会の

拡大などに配慮し、部長室等の簡易な間仕切り

や書架等のユニット工事を建築工事から分離し

て発注する工事で、この発注区分については、

県議会にもご説明をさせていただいておるとこ

ろでございます。 

 今回、契約した内装ユニット工事については、

部長室等の簡易間仕切り工事、書架工事、サイ

ン工事、カーテン・ブラインド工事について、

2件に分けて発注したものでございます。 
 具体的な施工箇所につきまして、配付資料の

6ページをご覧いただきたいと思います。4階の
レイアウトで説明をさせていただきます。 
 レイアウト図の青線の部分が、今回、簡易間

仕切り工事を行う箇所でございまして、各フロ

アとも同じようにお示しいたしております。黄

色の部分が共用書庫の書架工事箇所であります。 
 なお、サイン工事は、外部から行政棟、議会

棟、駐車場等への案内や、各フロアの部局の配

置、フロアの各課の配置案内など、建物内の案

内表示でございます。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。 
【橋口管財課長】 Ａ4縦で配付させていただい
ております「新庁舎の売店出店者公募に係る選

定結果について」、補足して説明させていただ

きます。 
 6月定例会総務委員会におきまして、新庁舎
の売店に係る公募の手続を進めさせていただい

ている点、ご報告しておりましたが、このたび、

出店者が決定いたしましたので、ご報告させて

いただきます。 
 まず、新庁舎における売店の概要でございま

すが、新庁舎は、県民の皆様が気軽に利用でき

る庁舎を目指すこととしており、売店について

も、これまでの職員の福利厚生に加えまして、

来庁者への良質なサービスの提供が求められて

いることから、公募により出店者を募集いたし

ました。 
 店舗の場所は、3ページ上段の売店の配置図
に記載しておりますが、1階のエントランスか
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ら中央階段を上がった2階南側でございます。 
 貸与の方法につきましては、県庁舎は施設の

管理上、売店の営業時間等に制限を設ける必要

があること。また、県の裁量で使用の制限を行

う場合も想定されていることから、地方自治法

第238条の4第7項に基づきまして行政財産の目
的外使用許可により貸与を行うことといたして

おります。 
 許可期間は、初年度は平成30年3月末までと
なりますが、出店者の使用状況を勘案の上、庁

舎の用途、目的を妨げない場合には、当初の使

用許可から5年を限度に更新を行うことといた
しております。 
 貸与額は、県有財産の交換、譲与等に関する

条例第8条に基づきまして使用料を徴収するこ
ととし、約500万円の見込みとなっております。 
 公募による選定に当たりましては、まず、公

募条件等につきましては、この売店が行政財産

の使用許可であるため、本来であれば地方自治

法や公有財産の取扱規則等により、担当課にお

いて定めるということになりますが、今回は新

庁舎におけるはじめての公募であることから、

公平性、透明性を確保するため、入札事務の適

切な執行を確保するために設置した総務部・秘

書広報局の競争入札参加資格審査委員会におい

て、公募条件等の審査を行い、決定をしたとこ

ろでございます。 
 審査に当たりましては、去る9月7日に公認会
計士等外部委員2名を含む7名で構成する長崎
県庁舎売店出店者選定委員会におきまして、応

募者から提示されました無記名の企画提案書、

プレゼンテーション等により、2ページにお付
けしております評価項目等について審査を実施

いたしました。 
 本選定委員会において厳正に審査した結果、

応募者4名のうち長崎県職員生活協同組合を出
店者として選定し、国における公募の公表方法

に準じまして、3ページ下段に記載していると
おり、9月12日に県のホームページにおいて、
本公募における選定結果を公表したところでご

ざいます。 
 なお、食堂につきましても、来年度に向けて

公募による募集を行うこととしており、その準

備を進めてまいりたいと考えております。 
【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、まず、陳情審査を行います。 
 配付しております陳情書一覧表のとおり陳情

書の送付を受けておりますので、ご覧願います。 
 対象陳情番号は、17、18、20、21、30、32、
36です。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 
【山田(博)委員】 総務部に関係しますが、「平
成29年度 国政・県政に対する要望書」、これ
は長崎県町村会の一瀬会長から来ております。

海上電波、テレビ中継がですね、維持管理に係

る財政支援をしてもらいたいとか、テレビ中継

局のフェージング対策のための財政的な支援措

置についてということです。 
 この県の対応の中で、海洋電波を受信してい

る離島沿岸部では、安定したテレビ視聴ができ

ないとなっていますけれども、これはどこの地

域が、どういうふうになっているかということ

を把握されているか、把握されていないか、ま

ずそれをお尋ねしたいと思います。 
【大庭情報政策課長】 テレビの難視聴のご質問
だと思いますが、フェージングという現象につ

いて、町村会の方からは具体的な対策、それか

ら、財政的な支援措置を創設することというよ

うなご要望があっております。 
 このフェージングにつきましては、さまざま
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な理由が考えられますが、季節的にフェージン

グが起こったり起こらなかったり、場所によっ

ても、日によって起こったり起こらなかったり、

そういう現象が発生しております。 
 県内におきましては、離島の方がフェージン

グが起こる可能性が高いということは承知して

おりますが、各市町にそれぞれフェージングの、

例えば世帯数ですとか、そういったことをお尋

ねすることはあったんですけれども、そこまで

正確な把握はできていないというのが現状でご

ざいます。 
【山田(博)委員】 それは今後していただきたい
んですね。というのは、危機管理課長、テレビ

とかラジオというのは災害の時のツールでしょ

う。これがフェージングで、春先から秋にかけ

てということでありますけど、どこがどういう

ふうになっているということがかわらなかった

ら、自分たちはこの時期はテレビが見えないと

か、ラジオが聞こえない地域であるということ

になれば別の方法を考えるわけですから、そこ

を認識するのと、しないのとでは全然違うわけ

ですね。情報政策課と危機管理課が連携して、

そこは把握せんといかんわけですね。 
 どうですか、危機管理課長、私が言っている

ことはごく当たり前のことだと思いますが、い

かがですか。率直な見解を聞かせていただきた

いと思います。 
【陣野危機管理課長】 災害時におきます情報伝
達というのは非常に重要な観点だと私も考えて

おります。私ども、通常でありますと、市町が

持っております防災行政無線でいろんな情報を

流しますが、難聴地域もございます。そういっ

た場合にはテレビ、ラジオ、もしくは携帯電話

によるメールとか、さまざまな形で情報伝達が

重要だと考えております。 

 そういった意味では、いろんな手段を整備し

ていくという観点で今後検討していかなければ

ならないと考えております。 
【山田(博)委員】 なぜかというと、最近、壱岐
で芦辺中学校の建設を予定していまして、そこ

が土砂災害警戒区域の付近だということを住民

が知って、結局どうなったかというと、今、壱

岐市の方で問題なりまして、中学校の建設予定

地が別のところに移ったということで、今、地

元でも大きな問題になっているわけです。 
 そういった情報を提供しないと、今回、フェ

ージング現象で電波を受信できない離島とか沿

岸部ということだけれども、自分たちの地域が、

それに当たるか、当たらないかという情報を提

供してもらうことで全然違うわけですね。 
 情報政策課長、こういった把握をまだしてい

ないということでありますけれども、次の委員

会までに、どこの地域がどういうふうになって

いるか。極端に言うと、土砂災害警戒区域に指

定されて住民が災害に対して関心を持って、自

分の身は自分て守ろうと意識が高まってきてい

る中で、そういった情報が、地域によって、季

節によって得ることが難しいということがわか

れば対応の仕方もあるでしょうから、そこは情

報提供できるように、次の委員会までに調査し

ていただきたいと思いますが、見解を聞かせて

いただけますか。 
【大庭情報政策課長】 フェージングにつきまし
ては、市町への照会も行っておりますが、それ

以外にも長崎地上デジタル放送技術連絡会議に

おいて、テレビ局ですとかアンテナの会社、そ

れから九州総合通信局、こういった方々が集ま

った情報交換を毎月1回行っております。こう
いったところからも情報をとりまして、今、委

員からご指摘のありました県内のフェージング



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日） 

- 200 - 

の状況について再度確認をして、できる部分に

ついては市町にも情報提供する等、しっかり対

応してまいりたいと思います。 
【山田(博)委員】 土砂災害警戒区域を認識する
と住民の関心が変わってきますから、情報政策

課長、県内はこれだけ広い地域ですから、そう

いったことを調べるのは大変かもしれませんけ

ど、誰かがいつかやらないといけないわけです

から、あなたならできると思いますよ。ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 
【西川委員】 このフェージング現象は、昔の地
上電波というか、要するに8チャンネルとか3チ
ャンネルの時、平戸でもよくあっていたんです

ね。最近はＵＨＦの電波、またＢＳ、そして地

上デジタルになりましたので気づかなかったん

ですが、最近、後援者のところを回ったりしま

すと、時々、映りが悪い。例えば、ＢＳで雨の

多い時に流れたような画面になるでしょう。あ

れが地上デジタルで風車と放送局の線上にある

ところの家庭が時々あるんですね。それから、

ソーラー発電のところでラジオが雑音が入って

聞きづらいとか、そういうこともありますので、

テレビやラジオの通信、一般市民、県民がいろ

いろな情報を取り入れるためのラジオ、テレビ

などの電波状態、状況については、島嶼部だけ

でなく、都市部も含めて詳しい調査をお願いし

たいと思います。 
 産業労働部の方にも再生可能エネルギーの問

題でそういうことも提起してみましたが、総務

部として、そのことの全体的な把握をしていた

だきたいと思います。 
【大庭情報政策課長】 今、西川委員のご指摘も
ありましたので、都市部も含めてしっかり調査

してまいりたいと考えております。 
【川崎委員】 36番の自販機の設置のことでお

尋ねをいたします。 
 新庁舎におきます身体障害者団体の皆様の自

販機の設置のお願いであります。2年前の11月
定例会にも同じような趣旨で質疑をさせてもら

っております。この時に関係の福祉保健部と協

議をして、新庁舎は、当然、公平性を保つため

に一般競争入札でやるけれども、厚生労働省の

通知に基づいて身体障害者の方が管理されてい

るものであれば設置を許可する、そういう答弁

があっているんです。 
 それで済んでいるものと思っているんですが、

あえてここにこういうお願いが出てきていると

いうことについては、きちんと手当てがされて

いないという感じを受けるんですけれども、い

かがでしょうか。 
【橋口管財課長】 身体障害者連合会からのご要
望でございます。自動販売機につきましては、

平成22年度から、それまでの使用許可から貸し
付けに移行しておりますが、その時の経過措置

として、公共的団体、福祉等の団体におきまし

ては、平成27年度までの継続許可ということで
期間を限定していたところでございます。 
 その後、平成26年度に福祉部の方で、いわゆ
る障害のある人もない人も共に生きる平和な長

崎県づくりという共生社会実現でありますとか、

そういうご要望、県の方でもそういう要領を設

置している点であるとか、あるいは身体障害者

連合会からご要望を受けまして、平成27年度ま
で期間を限定していたところを、その後も許可

をするということについては、その時に決定さ

せていただきました。新庁舎におきましては、

公平性・透明性ということもございますので、

今の段階では、とりあえず一般競争入札を含め

まして検討しているという旨でご答弁をさせて

いただいたところでございます。 
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 身体障害者福祉法の22条の趣旨も踏まえな
がら、今のところ、その段階で許可していたと

ころは継続いたしますが、新庁舎につきまして

は、一般競争入札を原則として検討していくと

いうことをご答弁させていただいております。 
【川崎委員】 そしたら2年前の11月定例会の12
月11日の議事録を精査していただいて、当日、
資料もたしか提出されたという記憶があるんで

すが、確認したんですね。今おっしゃった身体

障害者福祉法第22条の適用ということの解釈
は県の方に委ねられる。要するに、現場、現場

で判断をしてくださいといったくだりがあった

のも事実なんですね。 
 いま一度精査をしていただいて、当時提出さ

れた書類も確認して、また午後からでも、議案

外でも結構ですけれども、確認させていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。 
【山本(由)委員長】 ほかに陳情書について質問
はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。 
 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行います。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保等

に関する資料」について、質問はありませんか。 
【八江委員】 陳情に関連しますけれども、陳
情・要望に対する対応状況ということで、9ペ
ージに諫早市が政策要望している中で、「諫早

駅周辺整備事業への協力と支援について」とい

うことを書いてありますけれども、新幹線に伴

う諫早駅周辺整備が着々と進められておること

は、もうご案内のとおりであります。 
 そういう中で、市も駅前の整備をするために

用地の先行取得をしながら拡大を図り、整備を

進めていくということにしております中で、県

央振興局の移転問題について、ここに要望して

あります。 
 その用地については、かなり広大な面積を取

得し、県央振興局を取得した用地に移転をして

ほしいという要望です。そのことについてはこ

こに書いてあります。これは平成21年4月に地
方機関の再編について、新たに県央振興局を県

北と県央の2カ所にするという再編計画の一つ
でもあります。 
 その移転について、老朽化、狭隘化、再編を

すると狭隘どころじゃなくて、島原振興局との

合併もできない状況です。そうすると、早い形

で移転計画をしていかなければならないという

ことはわかっておりますし、ここにも一部記載

してあります。 
 都市計画道路も計画しておりますし、そして

また、駅周辺の開発の目玉といいますか、そう

いったことを含めながらの移転計画であります

ので、このことを早急に進めていただきたいこ

とを申し上げておきたいと思います。 
 駅周辺の整備事業をする中で、材料置き場そ

の他が必要なことも重々わかりながらのことで

すけれども、計画だけはしっかり早めにやって

おかなければなりませんので、その結論じみた

ことについてはどのように現在検討しておられ

るのか確認したいと思いますが、いかがでしょ

うか。 
【伊達新行政推進室長】 県央振興局につきまし
ては、昭和37年に建築ということで、かなり老
朽化が進んでおるような状況でございます。あ

わせまして耐震化もなされていないという状況

で、地域の防災拠点としての役割も担っており

ますことから、建て替えについて早急に検討を
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進めてまいりたいと考えております。 
 先ほど、委員からお話がございましたとおり、

諫早市では用地を先行取得しておられまして、

当面は新幹線の開業に向けた駅前の再開発のた

めの作業ヤードとして活用するということでお

聞きしております。この用地につきましては、

仮庁舎の確保が不要ということと、一定規模の

面積が確保できるというようなことで、我々と

しても一定、大きな選択肢の一つではないかと

考えております。 
 一方で、新庁舎の建設に当たりましては、か

なり大きな財政負担を伴うということもござい

ますので、本県の財政状況でございますとか、

他の大型事業の動向といったものも見据えなが

ら検討を深めていく必要があるものと考えてお

ります。 
【八江委員】 ありがとうございます。そういう
状況で進めていただきたいと思います。 
 ただ、これからいろんな区画をしていく中で、

県がどのくらいの面積を、どのように必要なの

かということもあります。そうなると早めに計

画を決定されながら、県と市と協調しながら、

県央地区の発展にも大きく寄与するものである

と位置づけております。 
 県庁舎建設中でありますから、今、財政的な

問題もありますけれども、長期に眺めていけば、

そのあたりは早く手をつけておく必要がある。

そして、県央の一つの館として、今、あちこち

に点在している県の出先機関を集約し、効率的

に運営するためには、どうしても早くつくった

方がいいという思いで地元も期待いたしておる

ようでありますから、私としても強く要望して

おきたいと思います。 
 部長の最終的な答弁を改めていただいて終わ

りたいと思います。 

【上田総務部長】 この地方機関のあり方につき
ましては、現在、本土地区４振興局体制ですけ

れども、これは地方機関再編の途中段階の措置

として現在に至っているところでございます。 
 最終的には、県北地区、それから県南地区に

それぞれ総合事務所を2カ所設置をするという
のが最終形の基本的な考え方となっております。 
 この県央振興局の建て替えは、県南地区の総

合事務所の最終形に向けた検討と並行して行っ

ていかないと、大きな投資にもなると考えてお

り、現在、どういった機能の集約化、あるいは

どういった機能をそれぞれの地域に残す必要が

あるのか、そういったことについて内部的に検

討を進めている段階でありまして、市の再開発

のために手当てをされている用地の進捗も見極

めながら、並行して再編のあり方の検討を急い

でまいりたいと考えているところでございます。 
【山田(博)委員】 今、八江委員がおっしゃった
ことは、新幹線の議員連盟の会長であって、地

元選出の議員として、大所高所からさすがだな

と。私は、こういった質問はなかなかできない

けど、高度な質問をしているわけですね。 
 今、総務部長は県南地区の総合事務所という

ことで、どういうふうにしていくか検討してい

ると話されました。八江委員は、そういったこ

とを含めてさすがだなと。 
 危機管理課長にお尋ねしたいんですが、防災

無線の基地は、今、県央振興局と島原振興局が

あるわけですね。これはどのような取り合いを

しているかとなってくるわけですね。そこはど

のようにしていくかということが大きなポイン

トです。 
 だから、八江委員がおっしゃっていることは

ごもっともなことなんですよ。県南をこうして

いかなければいけないと。新行政推進室長は、
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財政的なことがあるからということで。この取

り合いをどう考えているかということは、これ

はどっちが答弁していいのか。危機管理課とし

ては、島原振興局と県央振興局のどっちに、ど

っちともつけるのか。今、県央振興局は耐震化

工事が進んでいないわけでしょう。そこに防災

無線をして大丈夫かということもあるわけです

ね。私は2つのことを言っているわけです。私
が言ってことがわかりますか。県南と島原振興

局の両方に付けるという問題と、耐震化がどう

なっているかということです。これはさすがだ

なと思って、どういうふうに考えてやられてい

るのか、お尋ねしたいと思います。 
【陣野危機管理課長】 防災無線につきましては、
災害の対応に必要なものということで、現在、

整備を進めているところでございます。 
 現在、県央振興局、島原振興局ともに、地方

本部といたしまして、それぞれ防災業務に従事

しているところでございます。今回の整備につ

きましては、現在、従事している地方本部には

当然必要ということで整備しております。 
 ただ、今後、地方機関の再編に伴いましてそ

ういうことが進んでまいりますれば、それに合

わせましてまた防災無線の配置は考えていきた

いと考えております。 
【上田総務部長】 地方機関の再編は、今検討を、
今年度から始めております新しい行革の推進プ

ランの中の個別項目の一つとしまして、最終形

に向けた検討を行うということを入れていると

ころでございます。 
 その中で先ほど申しましたように、それぞれ

の地域にどういう機能を残すべきかということ

が非常に重要な視点になってこようと思ってお

ります。そこの中で工事、あるいは建設等が必

要であれば、それは地方本部機能の一部にもな

ってくるわけでございますので、必要な機能と

して残すべきものは残していく、集約化できる

ものは集約化していくということで、現在、検

討を開始しているところでございます。それを

踏まえた上で危機管理部門との連携を図ってい

きたいと思っているところでございます。 
【山田(博)委員】 耐震化が進んでいない庁舎に
防災無線を付けるわけですから、耐震化を速や

かにやらないといけないということがあります。

しかし、再編ということは調整が大変だと思う

んです、それはわかるんですよ。どういうふう

な形で機能を島原振興局に置くかということは、

本来であれば、新行政推進室長、防災無線をつ

くる際に本当だったら議論を加速させなければ

いけないのじゃないかと私は思っているわけで

す。これだけの、六十何億円の投資をして防災

無線をつくるわけだから。そうすると、耐震化

が進んでいない県央振興局に、本来であれば新

しく庁舎をつくる時にするのがベストだと思う

んですよ。今回それができなかったということ

は、いみじくも八江委員がそういったことを指

摘しながら、早く再編をやってもらいたいとい

うことをおっしゃいましたけれども、それはご

もっともです。 
 私が指摘したいのは、本来であれば、防災無

線の整備と庁舎のあり方ということはきちんと

整合性を持たせてやるべきじゃなかったかと言

っているわけです。本来であれば、もっと加速

すべきじゃなかったかと思いますけれども、財

政状況もあって、一般財源じゃなくて、いろん

なリース事業もあるわけだから、しっかり取り

組んでいただきたいと思っております。 
 続きまして、政策等決定過程の中で、県庁舎

建設課建設監にお尋ねします。 
 入札でありますけど、1回目は予定価格を超
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過したということで1者、失格になっていまし
たけど、2回目の入札では不適格とありますけ
ど、加算点があって、なんですか、どういった

ことが不適格でだめになったのか、まず説明し

ていただけますか。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 県庁舎の一連の工
事に類似工事を適用しておりまして、1つとっ
たら次のはとれないという規定を受注機会の拡

大ということで設けております。 
 この不適格というのは、ユニット2の工事で
落札仮決定になったということで、次の工事に

は落札仮決定者になれないということで不適格

の対象になっております。 
【山田(博)委員】 ということは、県の土木部で
は、同じ工区で、同じ入札日であったらそうい

うふうに決めているわけですか、お尋ねしたい

と思います。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 土木部では、こう
いった隣接工事で、同じ時期に同じような規模

でやる時には類似工事の適用というのがござい

ますので、それにのっとって類似工事の適用を

かけたということでございます。 
【山田(博)委員】 それは要綱があるんですか。
要綱があるんだったら後でいただきたいんです

が、まず、それをお答えいただけますか。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 後でお持ちします。 
【山田(博)委員】 じゃ、お尋ねしますけど、1
回目の会社が受注して、だめだったとあります

けど、これは金額的にはどれぐらい違ったんで

すか。それは言えますか。1番手と2番手の金額
がどれぐらい違ったというのは。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 1番目の工事につ
いては、入札結果一覧表を資料の3ページに付
けております。応札価格は、第1回目というと
ころに書いているとおりで、その差額でござい

ます。2回目の分は5ページに載せておりまして、
そこに応札価格を掲載しております。 
【山田(博)委員】 そうすると、今回応札した会
社が600万円安かったわけですね。総合評価で
は点数は高かったけれども、結果的には今回受

注した会社が安かったということで理解してい

いですね。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 総合評価でござい
ますので、結果的に応札価格と加算点で評価値

を出しまして、評価値の一番高い者が落札とい

う形になります。（発言する者あり） 
 ちょっと言い直しますけれども、総合評価で

ございますので、応札価格だけで決まるんじゃ

なくて、加算点という評点ですけれども、これ

で最後の評価値というものを出しまして、これ

が高いところが落札ということになります。 
【山田(博)委員】 ですから、結果的には安かっ
たところが今回受注したということでしょう。

それを確認しているだけです。間違いございま

せんか、まず、それだけお答えください。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 そうでございます。 
【山田(博)委員】 それでは、今回の入札で内装
とありますけど、内装の1工区、2工区というこ
とで、1番最初の会社が受注したところと2番目
の会社が受注したところとありますけど、これ

は補足説明で最初の会社は1回目の入札で内装
ユニットその2ですかね。行政棟は、どこが、
どういうふうに受注エリアなのか、説明してい

ただけますか。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 最初の入札の内装
ユニットその2でございますけれども、これが4
階から7階の間仕切りと、4階の集密書架等を含
んでおります。内装ユニットその1については、
1階から3階の簡易的な間仕切り及びブライン
ド、サイン等を含んだ工事内容になっておりま
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す。 
【山田(博)委員】 県庁舎建設課建設監、間仕切
りは4階から5階、それから7階でしょう。1カ所、
書架とありますね。この書架の予算は大体どれ

ぐらいかわかりますか。言えるんだったら言っ

ていただけませんか。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 4階の集密書架で
ございますけれども、これは特殊単価でござい

ますので公表しておりまして、約1億円でござ
います。 
【山田(博)委員】 私が調べたら、書架というの
は備品とかなんかで入札すると言っているんで

すよ。昨日は、備品の入札をいかに地元企業に

するかという議論があったわけですね。その時

にランクづけをしたらどうかということで委員

のご意見もあったわけです。 
 つまり、どういった議論があったかというと、

いかにして地元企業に受注が、会社の規模に応

じて備品等、いろんな受注ができるようにした

らどうかという議論がいっぱいあったわけです。

その中に間仕切り、内装とかサインとかはわか

るんですけど、私が聞いたら、普通、書架とい

うのは備品に入るというわけです。なぜそれを

入れないといけないのかということがあるわけ

です。そういうことの説明をしていただけます

か。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 今回、4階に集密
書架といいまして、大規模な書架を入れており

ます。約800平米ぐらいございまして、30セン
チ角の箱で約3万個入るような集中的な書架で
ございます。 
 ここに重量物というか、書架を入れるんです

けれども、普通のキャビネットみたいなものだ

ったら簡易的な固定でいいんですけれども、こ

の重量物は建築的な固定工事といいますか、床

本体にアンカーをしたりとか、かなりの建築工

事を伴うということで、今回、建築工事として

発注させていただいたということでございます。 
 それと、2番目の理由といたしましては、こ
れがほかの関連工事とのいろいろな調整がござ

いまして、4階に工事途中に入れるということ
で、いろんな他の工事との調整が必要でござい

ましたので、いわゆる搬入経路とか、どういっ

た重機を使って上げるかとか、工程管理とか、

設備関係との高さの調整とか、さらに、新県庁

舎自体は面積をかなり絞っておりまして、この

集密書架自体もかなりぎりぎりのところに最大

量のものを集中的に入れるということで、かな

り精度を求められるような工事調整をしないと

いけないということで、こういったものについ

ては建築工事でマネジメントをきちんとしてい

ただくゼネコンさんにということで、建築工事

で発注させていただいたということでございま

す。 
【山田(博)委員】工程上で検討したということ
でありますけど、じゃ、コスト的なことを検討

されたことがあるかないか、それをお答えいた

だけますか。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 コスト的には、建
築工事で発注した場合は、建築の元請さんにい

く諸経費というのがございます。それが上乗せ

されるということでございます。 
 ただし、この上乗せされる経費は、先ほど言

いましたとおり、現場調整、いわゆる元請さん

が調整されるマネジメント料といいますか、い

ろんな工程管理であります。 
 さらに、ここの場合は設置するのに床の鉄筋

位置の確認とか、そういった特殊な業務をしな

いといけませんので、そういった諸経費を上乗

せした金額になるということでございます。 
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【山田(博)委員】 諸経費と、実際に備品を入れ
た時の金額の差というものを調査したのかどう

かということを私はお尋ねしているんです。そ

れをお答えいただけますか。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 設計を組む時に見
積もりを取りますけれども、先ほど言いました

とおり、見積もり価格に諸経費を上乗せします。

諸経費率というものを公表しておりますけれど

も、この諸経費が約1割、上乗せされるという
ことでございます。 
【山田(博)委員】 これは物品管理室と相談しな
がらしたのかどうか。最終的に建築に入れると

いうことの最終判断はどなたがされたんですか。

これは豊洲の問題と一緒だよ、大切な問題だ、

これ。そこをお尋ねしたいと思います。 
【藤川県庁舎建設課建設監】 発注の時に物品管
理室と話をしたわけではございませんけれども、

これはもともと受注機会の拡大ということで、

本体工事がＷＴＯ工事になるということで、そ

れから地元に発注できるものについては分離し

たいというような検討をずっと重ねておりまし

たので、そういった中で分離できるものはどう

いったものかということで、間仕切り工事だと

か、大規模な固定工事を伴う集密書架とか、サ

インも基礎工事とかありますので、そういった

建築工事を伴うもので分離して地元が受注でき

るものについては分離しようということで検討

された結果、こういった発注をしたということ

でございます。 
【山田(博)委員】 私が言っているのは、最終的
にどなたがこれを決めたんですかと聞いている

んです。それだけでいいです。どなたが決めた

んですかと。 
【上田総務部長】 工事の発注ですので、いわゆ
る手続としての起工の決裁は私が行っておりま

す。これは備品と工事請負費をどう整理するか

という話でございますけれども、備品であって

も、据付工事をかなり精度に行っていかないと

いけない、あるいは工程管理上、工事との調整

をやっていかなければいけない。そういった部

分がありますれば、こういったケースも起こり

得ると私は考えております。 
 こういった感じで発注しないと全体の工程が

支障を来すおそれもありますので、今回はこの

ような発注方式が妥当と考えております。 
【山田(博)委員】 別に建築に入れたことをだめ
だと言っているわけじゃないんです、私はね。

この決め方というか、備品でも納入できるとい

うことでお聞きしているわけですね。 
 それで、最終的には、こういうことが前例に

なるから、物品を管理する課と協議して、価格

的な問題、工期的な問題を総合的に判断して、

こういうことになったということだったらわか

るんです。 
 今の話で明らかになったのは、地元企業の受

注機会を増やすということは、物品管理室とも

話をしているわけですよ、この委員会でもね。

地元企業でも取り扱いができるということであ

れば発注機会を増やしたらどうかという議論を

しているんです。物品管理室ともやっているわ

けです。しかし、そこに話もせずに自分たちで、

工期だけの問題でこう決めましたということは

いかがなものかということを指摘しているわけ

です。最終的には総務部長が自分の決裁で、責

任で決めましたということでありましたから、

私としては、本来であれば物品管理室とね。こ

れはこういうふうになってきますからね、今か

ら。一つの例として出てきたわけだから。やは

りほかの部と協議して慎重に決めた上でこうす

べきじゃなかったかと私は言っているわけでご
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ざいまして、そういったことを理解しながら今

後は進めていただきたいなと思っています。 
 総務部長としては、最終的にはそういったこ

とを含めて判断されたわけですから、それはそ

れで了としないといけないのじゃないかと思い

ます。改善すべきところは改善を。 
 県庁舎建設課建設監、今後、こういったこと

がまた出てくるかもしれませんから、その時は

ちゃんと担当の物品管理室と協議をしっかりや

っていただきたいと思います。今回1つだけ言
えるのは、そこと協議をせずに自分たちの方で

決めたということでありますから、そこは、い

いですか。 
 地元企業ということもありましたけれども、

それは物品管理室もできるわけだから、そこを

しっかり議論していただきたいと思います。今

回はこういうふうにせざるを得なかったという

ことは一定理解できますけれども、いずれにし

ても、担当の物品管理室と話をしなかったとい

うことが明らかになったわけですから、今後は

そういったことをしっかりやっていただきたい

と思うんですが、最後に担当課の話を聞いて、

このことに関連する質問を終わりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 
【赤尾県庁舎建設課長】 山田(博)委員からご指
摘がありましたけれども、今後についてはきち

んと関係部局とも協議をさせていただいて、ど

ういう方法が適当かということを検討して対応

してまいりたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 
【山田(博)委員】 結果的には今回の発注の仕方
も選択肢の一つでありますけれども、これが今

回だめだというわけじゃなくて、せざるを得な

かった状況は理解できるわけです。理解できる

けれども、その過程をきちんとせんといかんと

いうことを私は言っているわけでありますので、

ぜひご理解いただきたいと思います。 
 私ばかり質問できませんので、一旦終わりた

いと思います。 
【髙比良委員】 よく承知していないものだから
お尋ねをさせてもらいたいんだけれども、消防

保安室の方で大村市と壱岐市と南島原市に補助

金を出していますね。零細補助なんだけれども、

これは具体的には補助対象経費とか補助率とか

財源がどういうふうになっているのか、まず教

えてもらいたいと思います。 
【園田消防保安室長】 今お尋ねの件は、政策等
決定過程に関する資料の危機管理監の1ページ
の補助金の内容のことだと思います。 
 この補助金につきましては、補助率が4分の3
で、事業の内容としましては、消防団の充実・

強化を図るということで、消防団のＰＲを行う

経費、あるいは若手や女性団員の加入の促進を

図る経費などに助成をしております。 
 具体的に申しますと、大村市が予定しており

ますのは、消防団詰所にシャッターペイントを

施す事業でございます。 
 また、壱岐市の事業につきましては、壱岐市

消防音楽隊を昨年創設しましたけれども、その

音楽隊に係る楽器の購入経費でございます。 
 3つ目の南島原市につきましては、南島原市
に新しく女性消防団が結成されまして、その女

性消防団がラッパ隊として活動する予定になっ

ており、そのラッパの購入経費として補助の申

請があったものであります。 
【髙比良委員】 よくわかりません。消防団員の
増員確保というのは、どこの市町でもやってい

かなければいけないという大きな使命を持って

いるんだけれども、今言われたような事業内容

というのは、果たしてそのことにどれだけ寄与
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するのかということについて、どういう分析を

しているのか、所見を聞かせてもらいたいんだ

けど。 
【園田消防保安室長】 消防団の充実・強化のた
めの補助金ということで交付しておりますので、

消防団員が増えるということが一番の効果だと

は思っておりますが、事業の内容によっては、

現在の団員がしっかり活動できるということも

含まれていると考えております。 
 これは昨年度からこういう形で見直しをして

補助事業を行っております。昨年度、補助をし

たところでも、一部、女性団員を新しく募集し

たところもありまして、増えたという効果があ

らわれているところもありますけれども、これ

をやったけれども、なかなか増えなかったとい

うところもありますので、効果は少しずつ出て

きていると考えております。 
【髙比良委員】 そうすると、これは県単補助で
すか、財源の内容をお伺いいたします。 
【園田消防保安室長】 これは県単補助金でござ
います。 
【髙比良委員】 通常の経常経費の補助について
は、これは市町が持っている話ですか。これは

国の方から何か補助があっているのか、あるい

は交付税で単位費用の中に入っているのか、ど

ういうふうになっているのか、通常の分。 
【園田消防保安室長】 消防団に関する経費につ
きましては、基本的には普通交付税で措置され

ております。国の補助制度としましては、消防

ポンプ自動車や防火水槽などに対する国の補助

制度がございます。その2種類でございます。 
【髙比良委員】 これ以上言いませんけれども、
本当に効果があるものにするために、もっと根

っこの部分も、制度設計も含めたあり方を検討

する必要があるんじゃないかと思います。これ

は市町の方で団員募集とか、あるいは運営の円

滑化といったことについて、少しこういうこと

があったらいいねというようなことで企画提案

みたいなことをしていって、そのうちの4分の3
は県で持ってよと、そういう話だろうと思いま

す。 
 そのことが果たして本当に効果があるのかど

うか、事業検証をやった上で、ぎすぎす言うつ

もりはありませんが、本来、各消防団で一番求

められているのは、今言われたけれども、装備

の充実とか消火栓とか、そういうふうなことで

あって、ここのところがある意味、どうするか

ということが一番問われているんじゃないか。 
 あとは、10万円、20万円の話じゃなくて、消
防団員の確保対策については、市町がより普及

啓発というか、お願いをしていく中でより積極

的に汗をかいていく。そういうことを経常経費

として、さっき言われた交付税などでどう措置

をしていくかという話であるのでね。 
 決算の審査ではありませんけれども、本当に

効果があるのかなというような思いがしたもの

だから内容についてお尋ねをしました。補助事

業としてもってくるのであれば、その辺はよく

検証をした方がいいんじゃないかなと思います。

内容を知らなかったので、そういう意味でお尋

ねしました。 
【山本(由)委員長】 ほかに「政策等決定過程の
透明性等の確保等に関する資料」に関して質疑

はございませんか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、「政策等決定過
程の透明性等の確保等に関する資料」について

の質疑は終結いたします。 
 次に、議案外所管事務一般について質問をお

受けしたいと思います。 
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 ご質問はありませんか。 
【吉村(庄)委員】 危機管理監関係について、大
きく2点お伺いいたします。 
 1つは、原子力発電所関係の問題です。防災
訓練が10月10日に予定されております。ここに
防災訓練の実施計画書もいただいておりますが、

今回の防災訓練のポイントはどういうことでや

っておられるか、お尋ねします。 
【陣野危機管理課長】 原子力防災訓練につきま
しては、今年度は、10月10日に予定しておりま
す。参加機関につきましては、合計85機関、約
2,000名にご参加いただく予定にしております。 
 基本的には、平成25年度から福岡県、佐賀県、
長崎県の3県合同で実施しておりまして、今年
度は同じ日の10月10日に実施することにして
おります。本県では、県のほかに松浦市、佐世

保市、平戸市、壱岐市、自治体としては4市が
参加するほか、先ほど申し上げましたように、

さまざまな機関が合計85機関、県内で参加する
こととしております。 
 こういった形で関係機関が連携しております

が、今回の訓練のポイントと申しますか、昨年

度から少し充実させた点をご説明させていただ

きますと、昨年度から障害者支援施設同士での

搬送訓練、また、高齢者の福祉施設同士での搬

送訓練を実施しておりましたが、今回、障害者

支援施設につきまして、平戸の祐生園というと

ころから、佐世保の祐生園と西海市のこざくら

学園というところで2カ所、障害者の方を搬送
することとしております。従来は陸路で、バス

等で搬送しておりましたが、今回はその陸路に

加えまして海上保安部の巡視艇を利用いたしま

して、平戸からの海上輸送ということも取り組

んでおります。そういった形で、まずそれが1
点ございます。 

 また、壱岐市につきましては、防災計画上は、

壱岐市の南部が玄海原子力発電所から30キロ
圏内に入っておりますので、防災計画上は壱岐

の北部の方に避難していただく予定にしており

ます。防災計画上はそういう予定にしておりま

すが、場合によっては30キロ圏外に出ることも
考えられるということから、県外への避難とい

うことを実施していこうと思っております。昨

年度まで福岡市に壱岐の住民の方は海路から避

難していただいておりましたが、今回は北九州

方面への避難ということも想定いたしまして、

福岡県の苅田町にご協力いただきまして、自衛

隊のヘリコプターを使って壱岐から北九州空港

に搬送いたしまして、その後、住民の方に苅田

町に避難していただくということも想定してお

ります。 
 また、従来どおり、自衛隊の艦船や定期航路

を使いまして博多港に壱岐の住民の方に一旦行

っていただいて、博多港から苅田町に避難して

いただく形を今回新たに追加しております。 
 以上のようなことが今回の訓練のポイントと

考えております。 
【吉村(庄)委員】 私は一般質問でも申し上げて
いる中で、訓練ですから、実際の、万が一の事

故の時には対応がかなり、訓練と実際の対応と

いうのは、時間差が、間があると思いますけれ

ども。 
 まず一つは、防災訓練に関連して、全体の防

災計画での避難時間は、端的に申しまして、例

はたくさんありますが、あなたたちの計画にも

ありますように、松浦市の鷹島から東彼杵とか

川棚、こういうところに避難される場合は、そ

のほかを含めて、場所によってはもっと近いと

ころもありますが、2時間程度ぐらいは訓練の
中でも予定してあります。 
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 これは実際上の問題として、肥前大橋、佐賀

県の県道を使って、また国道を使って最短距離

で来るんですけど、2時間程度は、もっとかか
るのではないかと、私はこういう指摘をしまし

て、こういうところについて短縮措置をどうす

るかということが一つの課題である、こういう

ふうに答弁していただきました。この点につい

てどうかということ。 
 ついでにもう一つ言いますが、ポイントの中

に考えられていますが、30キロ圏内を中心とし
た医療・介護施設の避難計画について、以前の

段階では全部ではなかったんですが、どういう

状況になっているのか。 
 この2点について先にお尋ねいたします。 
【陣野危機管理課長】 松浦市の鷹島地区につき
ましては、防災計画上は東彼杵町、川棚町、波

佐見町の東彼地区に避難していただく計画とし

ております。そういったことから委員からお話

がありましたように、鷹島からバスなり自家用

車で移動する場合は、当然、道路を通るという

形がございます。 
 おっしゃるように、防災訓練の時にはいろい

ろ時間を計測してやっておりますが、実際の時

にはかなりの渋滞も予想されます。そういった

ことからさまざまな対策を今後検討しなければ

ならないということは十分認識しております。

例えば、警察関係に交通規制をしていただいた

りとか、いろんな関係機関から誘導しなければ

ならないということを考えております。 
 今回の訓練におきましても、警察関係、道路

関係者と連携いたしまして、そういう交通規制

なり誘導ということに取り組んでまいりますが、

おっしゃるように、いざとなった場合にさまざ

まな事態が想定されまして、渋滞等も検討され

ますので、今後とも改めてそういう関係機関と

も十分協議しながら、訓練の充実、さらには時

間の短縮等も検討してまいりたいと存じます。 
 もう1点、福祉施設の避難計画のお話がござ
いました。福祉施設につきましては、今年度に

要約福祉施設ごとに計画を策定していただくと

いうことで現在進めているところでございます。 
 今後とも、そういった施設ごとの避難計画を

策定していただきますとともに、さまざまな避

難時の行動の要支援者の方がございますので、

今後、そういった方たちの避難をどうしていく

のかということにつきましては、市町の皆様と

も協議しながら検討してまいりたいと存じます。 
【吉村(庄)委員】 前段のところは、私は、実際
上のところでは、2時間でも問題があると言わ
ざるを得ない、状況によるんですけどね、万が

一の時の事故の。それから放射能漏れがどうい

う状態なのか、それから風向がどうなのか、こ

ういう問題も含めて、あなた方としてはモニタ

リングポストでのモニタリング、それから、そ

の時点でのモニタリングなどをやっていかれる、

訓練でもやっていかれることになっております

ので、それなりの対応をされると思います。 
 避難時間の問題についていえば、実際上では

かなり差があると私は思いますから、ぜひそう

いうところについても、もちろん、博多の方に

もという問題もあります、空路とか船とかね、

こういうところ、それから佐賀県、実際問題と

して佐賀県を通ってくるわけですから。佐賀県

で云々という話がありますので、十分対処して

いただくことが大事じゃないかと、連携をとっ

てね。 
 それから、医療・介護のところ、今回は先ほ

どお話がありましたように、訓練の中に施設か

ら施設という話もありますし、それから、要介

護者あたりを、あるいは入院患者さんあたりを
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どうするかという問題は、非常に手も要ります

し、難しい問題があります。計画は全部つくっ

たということで、これは努力をされたと私は思

います。もちろん、施設、病院がつくるわけで

すが。 
 問題は、その皆さん方の、こういう時の訓練

も必要ですけれども、常日頃、万が一の時です

ね、例えば、火事とか、あるいはその地域の土

砂崩れとか、こういう問題と原子力発電所関係

の防災対策というのは本質的に違うと思います。

だから、常日頃も避難訓練、防災訓練、対火災

ということあたりを含めてなさっていると思う

けれども、じゃ、こういう時のための訓練とい

うのは常日頃は行われる可能性というのは非常

にきついですね、体制もなかなかですから。 
 そういう意味で、万が一の時に役立つ訓練へ

向けた体制づくりをしておく必要があると思い

ますが、後段の分についてどういうふうにお考

えですか。 
【陣野危機管理課長】 委員からお話がありまし
たように、高齢者の方とか障害がある方、そう

いった方はどうしても避難の時に一般の方より

も時間がかかるということで、逆にこういった

方たちの避難についてどう考えるのかというこ

とは非常に重要な視点だと考えております。 
 先ほど申しましたように、原子力防災の関連

につきまして、福祉施設の皆様に避難計画をつ

くっていただいたというお話をいたしましたが、

おっしゃるように、通常の風雨災害であったり

とか、また、いろいろな災害時にどういう行動

をするのかという視点は重要だと考えておりま

す。 
 今回の訓練につきましては、私どもの福祉部

門の職員も一緒に参加しておりますので、今後

とも、そういった福祉関係部門の部局とも一緒

に連携しながら、災害時とか重要な事案が起き

た時にどう対応するのかという点につきまして

は、福祉施設の皆様にも周知を図りまして対応

を検討してまいりたいと存じます。 
【吉村(庄)委員】 一応そういうことで聞いてお
きたいと思います。万全を求めることはたやす

いですけれども、実際上としては非常に厳しい

ところがあるのではないかと思いますから、最

善の努力をしていただきたい。 
 特に、介護だとか入院だとか、こういう皆さ

ん方もですが、一般的にいうと高齢者とか障害

者とか、普通に生活していらっしゃる皆さん方

もありますけれども、そういう皆さん方の避難

というものも非常に大事だと思います。もちろ

ん、一般の住民の皆さん方もですよ。そういう

対応についてぜひ強化をしていただきたいと思

います。 
 時間の関係もありますから関連した問題につ

いてお尋ねをいたします。 
 この前から連絡会ということでされています。

佐世保でもついこの間ありました、27日でした
か。その前には松浦等でも原子力安全連絡会と

いうものをされて、これは万が一の時の防災対

策、そういうことについても議題にされて、今

言いました住民との関係、あるいは行政との関

係でされています。 
 この中で九州電力が安全対策を実はしていま

す。これは新聞報道でもありました。川内でも

そうでしたけれども、従来、規制委員会との関

係の中で免震棟を整備するという話になってい

たんですが、これは規制委員会だって、絶対だ

めだという記事にはなっていないと思うんです

が、耐震棟をつくって、その中に免震の部分を

するというように従来考えておった、一応計画

をしておった九州電力の考え方を一回撤回して、
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免震棟をつくるということを撤回して、玄海原

発も、それから川内原発もですよ。そういう形

でやっていくという説明が出てきています。正

式には「耐震構造の緊急対策棟」という、代替

緊急時対策所整備後に設置する緊急対策所につ

いて、免震重要棟ということから、先ほど言っ

た耐震構造の緊急時対策棟の中に対応する施設

をつくると、こういうことになったと。このこ

とについてどういうふうに評価というか、長崎

県としては考えていますか。 
【陣野危機管理課長】 現在、玄海原子力発電所
の3号機、4号機につきましては、規制委員会が
新規制基準の適合審査が行われているところで

ございます。 
 状況を申し上げますと、適合審査につきまし

ては、原子炉の変更許可・認可の申請につきま

しては、概ね審査が終了して、今、九電から補

正書が出ているという状況でございます。 
 この後、工事計画の変更認可とか保安規定の

認可等さらにございますが、その中で原子炉の

変更の部分につきまして、委員からお話があり

ましたように、原子力発電所におきまして、災

害が起きた時の緊急時の対策所につきまして、

お話がありましたように、九州電力の方から、

当初、免震構造での申請をしておりましたが、

耐震構造へ変更をしたということで原子力規制

委員会に説明して了承されたところでございま

す。 
 九州電力から説明いただきましたのは、耐震

構造とした理由につきましては、免震構造につ

きまして技術的に新たに装置を開発しなければ

ならない。そういうことで実証期間がかなりか

かるということで見通せないが、耐震構造であ

れば実績があるので速やかに設置できるという

説明をしたという点が1点。 

 2点目といたしましては、免震装置を1回設置
いたしますと取り換えを、基本的に免震でござ

いますのでゴムで地震の振動を分散する機能で

ございますが、免震装置を付けますと、それを

数年後に取り換えるという技術がなかなか確立

されていないということで、それが耐震構造で

あれば確立されているという説明をしておりま

す。 
 そういったことを規制委員会の方で説明いた

しまして、科学的知見によります、専門的な知

見を持ちます規制委員会がそれを審査いたしま

して了承したということでございますので、私

どもとしては、そういう専門的な知識を持って

います規制委員会が一定耐震構造を認めている

という認識でございます。 
【吉村(庄)委員】 再稼動自体について問題があ
ると思っていますから、中身についていろいろ

言うのもどうかなと思うんですが、私の立場か

ら言えばね。しかし、一応規制委員会との関係

を含めて、九電は免震等という考え方で対処す

るという計画を公表していたわけですし、規制

委員会ともいろいろ検討してきたわけです。 
 地域の住民からいうと、簡単に言うと免震棟

と耐震棟と、そういうことからするとやっぱり

免震ということが安心だと、こういう形になる

んですよ。 
 しかも、川内について詳しいことは私は知り

ませんけれども、少なくとも公表されている断

層という意味では、玄海原発の近所には長崎県

側にも小規模ですけれども、幾つかの断層が確

認されているという状況ですから、今からの問

題としては、技術的な開発その他を含めて、も

し考えられることがあるとするならば、免震と

いう考え方のところまで程度を上げて、技術開

発等も含めて規制委員会はされるべきだ、こう
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いうことを申し上げておきたいと思います。私

の意見です。 
 それから、米海軍の原子力艦艇との関係にお

ける、いわゆる防災訓練その他ということで、

私も今まで言ってきたことがございます。佐世

保の原子力艦艇関係の防災訓練に米軍が参加し

ていない、こういう状況で、前からも言ってお

りますように、横須賀は何らかの形で参加して

いる。こういう状況です。 
 このことについて、既に皆さん方から資料を

もらっていますが、一定の中で横須賀市主催の

訓練の時には米軍が入っている。その中に、原

子力空母の周りについて米軍と日本が共同で放

射能モニタリングテストを実施する。万が一の

ことがあったらいかんから、訓練の時もそれを

やる、こういうことまで横須賀はやっているん

ですね。長崎県の場合、佐世保市の場合、そこ

まで求めているかどうか、訓練への参加は求め

ていると思いますが、どこまで求めているかと

いうことは別にして、米軍の方は安全だと言っ

ているからということが外務省を通じて言われ

ているからという受け取りしかできないような

状況の中で、横須賀で参加しているのに長崎県

佐世保市の訓練には参加していない。しかも、

さっき言ったように、原子力艦艇の周りについ

て共同でモニタリングポストをやる、いわゆる

放射能の測量調査をやる。こういうところまで

いっているわけですから、これはぜひ佐世保市

でもしていただかなければいけない。こういう

ふうに思っているんですが、このことについて

県としては政府に対して要請しているという話

ですが、どういうことなのか、再度確認をさせ

ていただきたいと思います。 
【陣野危機管理課長】 佐世保市の原子力艦の防
災訓練に米軍も参加してもらいたいというお話

でございます。 
 一般質問でも危機管理監からご答弁申し上げ

ましたとおり、私どもも前々から佐世保市と一

緒になって、ぜひ米軍に参加していただきたい

と要請をしているところでございます。これは

やはり私どもといたしましては、市民の安全を

守るためにも、やはりきちんとした参加をして

いただきたいという認識のもとでやっておりま

す。横須賀の訓練に米軍が参加しているという

ことは私たちも認識しておりますので、同様に

佐世保市においても参加していただきたいとい

う思いは同じでございますので、佐世保市とも

連携しながら引き続き要請してまいりたいと存

じます。 
【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 
【西川委員】 危機管理監に続けて質問させてい
ただきます。 
 私の場合は、例の8月第1日曜日の消防団操法
大会において2年ぶりに大村の消防学校へ行っ
てまいりました。 
 そういう中で、消防学校というところは、県

下各市町の常備消防の職員の指導、そして、団

員の指導をする場所でありながら、消防機材と

いうか、教科の時に使う例えば工作車は20年を
越しているような古い状態です、正式な年数は

わかりませんよ、それとかポンプ車とか。最新

の資機材を使って教えなければならない立場の、

例えば工作車などが古い。そういうことで危機

管理監として消防をどのように思っているのか、

大事に思ってくれているんですか。何か計画が

あったら教えてください。 
【園田消防保安室長】 消防学校に配置されてお
ります車両の関係のことだと思いますけれども、

消防学校には、現在、工作車や消防ポンプ車な

どが5台、救急車が1台配置されておりまして、
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これを使って消防職員や消防団員の教育訓練を

行っております。 
 現在、配置されております車両につきまして

は、購入後、年数が経っているものが多くあり

まして、更新をしたいという消防学校側の意向

もあり、財源の手当て等の研究をしているとこ

ろです。 
 国の補助事業のメニューとして、適切なもの

がなかったんですが、本年度、国の予算で消防

ポンプ自動車に救助資機材が搭載された車両が

全国で11台、消防学校用として無償貸与という
形になりますけれども、予算化されまして、そ

れに県として手を挙げ、1台、本年度中には配
備される予定になりましたので、とりあえず1
台はポンプ自動車に救助資機材が搭載された車

両が導入されるという状況です。 
【西川委員】 それはうれしいニュースですけど、
実は、市町の消防署、消防隊の中での工作車の

役目は、ほとんど交通事故なんですね。その時

は小回りのきく、そして、工作関係の機具だけ

ついているのが小回りがきいて便利だと思いま

す。確かに、最近は交通事故で衝突したりして

車両火災などの発生も結構多いんですよね。そ

ういう中でポンプ付きの工作車、さらには、工

作用だけの工作車両も必要だと思いますが、そ

の辺、消防学校とのやりとりはしているんです

か。また、各市町がどのような車両を求めてい

るのか。つまりモデルになる、教習するために

便利な、必要な、要望する機材等のアンケート

はとっているんですか。 
【園田消防保安室長】 まず、各市町の消防本部
に配備されております救助工作車につきまして

は、近年は緊急消防援助隊関係の補助金が国の

方で手厚く予算が確保されておりますので、例

年、数台ずつ、救助工作車やポンプ自動車が、

長崎県の各消防本部にも配備されているところ

です。 
 そういう状況がありますので、消防学校はそ

れも承知しておりますので、どういう救助工作

車がいいかということは、各消防本部に配備さ

れているものを見ると大体わかっていると思っ

ております。 
 現在、消防学校にある救助工作車は年数が経

過しているものですから、これを新しいものに

更新できないかということは、消防学校と話を

しておりまして、できれば来年の予算要求に盛

り込みたいと考えていますけれども、高額な車

両になりますので、財源の手当てを研究してい

るというような状況でございます。 
【西川委員】 研究してもらっただけでは困る、
決断してもらわなければ。常備消防と非常備消

防に教える立場の消防学校ですから、そういう

機材を導入することを躊躇していたらだめです

よ。そういう資材の購入をためらったら後で後

悔しますよ。だから、要望があるのなら買いな

さい。しかも、普通の各市の消防団でも15年か
ら20年でポンプ自動車とか積載車はかえてい
るんですよ。教える立場の消防学校の資機材、

車両等が古かったら絶対だめですよ。 
 これは別の話ですが、昔は、真空にするには

レバーを使ってやっていましたが、今はボタン

一つで真空ポンプが作動するんです。そういう

進んでいる時代ですから、救助工作車も20年前
からすると進んでいると思います。消防学校の

機材が各市の消防車両、例えば工作車より古か

ったら何の勉強になりますか。そういうことで、

要るものは要るということでちゃんとしていた

だきたいと思います。 
 終わります。 
【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
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― 午前１１時５７分 休憩 ― 

― 午前１１時５７分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
 以上をもちまして、午前中の質疑をとどめ、

午後は1時30分より再開いたします。 
【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５８分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 議案外所管事務一般について、質疑を続行い

たします。 
 質疑はございませんでしょうか。 
【前田委員】 資料をいただきましたので、質疑
をさせていただきます。 
 まず、説明というか、取り扱いも含めて、あ

るようでしたら先にどうぞ。 
【橋口管財課長】 今、資料といたしまして、企
画提案書と選定委員の一覧、それから採点表を

お配りさせていただきました。こちらは、後々

回収をさせていただきたいと思いますので、ご

配慮いただきますようによろしくお願いいたし

ます。3つの資料ともです。 
【前田委員】 じゃ、そこから入りましょうかね。 
 「長崎県庁舎売店出店者公募要項 不平成28
年7月」という資料の12ページ、「（2）応募申
込書等の取扱い」を読ませてもらっていますけ

れども、それをもってして、これを回収する理

由づけは何かあるんですか。 
【橋口管財課長】 応募申込書の取扱いでござい
ますが、企画提案書の著作権につきましては応

募者が持っているということと、この中にはノ

ウハウを含めた事業の内容のことがございます

ので、それにつきましては、この内部の取扱い

のみとさせていただきたいと思います。 
 なお、選定委員会におきましては、選定委員

会自体は非公開としておりますので、そこの資

料に関するところにつきましても、同じように

閲覧していただくという形で回収をさせていた

だければと考えております。 
【前田委員】 改めて、委員の皆さんはわからな
いので、12ページをちょっとコピーしてもらっ
て、今の説明で、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、ど

れがどれに当たるか、後からでいいから説明を

もう一遍してください。 
 それで、これは総務部としてお聞きしたいん

ですけれども、こういう審査があった時に、応

募申込書等の取扱いは大体どこも一緒だと思う

んですが、今のような取扱いということで、ほ

かの部、ほかの案件等も全てそういうふうにや

っていると理解をしていいですか。管財じゃな

いよ、答えるのはこっちだ。 
【上田総務部長】 これは、公募をやりまして、
その応募の資料ですけれども、基本的にはその

審査のみに使うということでお出しいただいて

おりますので、同様の取扱いだと考えておりま

す。 
【前田委員】 それは、どれを読み込んだらそん
なふうになるんですか。 
 私が以前から指摘というか要望させてもらっ

ているのは、指定管理とか、こういう公募があ

った後の事後の透明性というか説明責任といっ

た時に、やっぱりそこはできる限りオープンに

すべきだと思っているんです。 
 今回こういう質問をしているのは、はっきり

言えば、決定されなかったところから、なぜ自

分たちが足りなかったのか、落ちた原因が全く

通知されずに、ただ決定から漏れたという通知

しか来ていないということで、中身を情報公開
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してほしいというご相談に基づいて私は質問し

ているんですけれども。 
【山本(由)委員長】 前田委員、しばらく休憩さ
せてもらっていいですか。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 １時３４分 休憩 ― 

― 午後 １時３４分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
【前田委員】 全庁的に、そういう指定管理や公
募をした後の取扱いについては統一したルール、

そして、民活というか、民間の力を借りてやろ

うとした時に、決定したところはそれでいいけ

れども、落ちたところも、どうして、自分たち

の何が足りなかったのか、当然これは更新の5
年がたったら募集があるじゃないですか。そう

いうのを次に生かすとか、自分たちの仕事に生

かすというようなことが多分大切だと思ってい

て、そういうことをずっとこれまでも意見を言

いながら、県としての統一したルールというか、

要綱をつくってほしいということなんですが。 
 昼休みにネットで各部署をチェックしたんで

すけれども、部署によって、個人情報と言われ

た企画提案書も閲覧できるんです。担当の部、

課で閲覧できますというものもあるし、点数が

出ているところもあるんです。それがばらばら

でいいのかということをお尋ねしたいと思って、

そこら辺の考え方は、部長、どうなっているん

ですか。 
【上田総務部長】 公募をする際の提出資料の中
には、形態によって違うかもしれませんけれど

も、その提案者、会社の事業の運営に係るノウ

ハウ等の情報が入っているケースが当然ござい

ますし、あるいは財務面での情報が入っている

場合もあるかもしれません。それを公表するこ

とで、その事業者の今後の公正な取引に支障を

与えるようなことがあったらいけないと思って

おりますので、それに触れない形で、内容によ

っては出しているところもあるのかもしれませ

ん。基本的には、提案された営業情報について、

提案企業のその後の事業に支障を来たすことが

考えられるとすれば、それはなかなか出せない

のではないかと思っております。 
 ただし、どういった点の評価が不足していた

のかという部分については、いわゆる結果の示

し方については工夫をしていかなければいけな

い部分があるのかもしれないと思っております。 
【前田委員】 土木部とか教育委員会とか、そう
いうのを全て見たら、ほぼ、後でチェックして

ほしいですけれども、ホームページ上には出し

ていませんけれども、事業計画書なるもの、今、

部長がおっしゃったような個人情報的なものは

閲覧できるとなっているんです。 
 私が言いたいのは、あまねく広くホームペー

ジで見せろという話ではなくて、応募した方々

も手間暇かけて応募している中で、部長がおっ

しゃったように今後に生かすためには、せめて

決定されなかったところには、この点数並びに

取れたところの内容を知ることによって、自分

の点数と見比べて、自分たちのこの部分が足り

なかったんだなということになるだろうし。採

点の仕方というか、点数はそれぞれご判断が違

うから、「自分たちのほうが上なのにな」と思

うこともあるかもしれないし、決定したところ

はすばらしいなと納得する部分もある、そこは

少なくとも。この後、またレストランとかあり

ますよね、食堂とか、そういうのもあるから言

っているんだけれども。 
 この企画提案書をぱらっと見せてもらったけ

ど、この中に、そこまでして守るべき情報がど
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こにあるのかということと、さっき言った12ペ
ージの部分で、これをもってそういう判断をし

たというのは、もう一遍示してほしいと思いま

す。 
 今回のケースに限った話をすれば、今回のケ

ースは、「決定しました、おたくは落ちました」

という通知がいって終わっていて、間に入った

人が知りたいということで私のところに相談に

来たんだけれども、部長がその立場に立った時

に、それで納得されますか。 
【上田総務部長】 委員がおっしゃる結果の公表
の仕方について、不足している部分があるとす

れば、今後、レストラン等もありますので、そ

こは工夫を重ねていかないといけないと思って

おります。 
 出された結果の資料を見て、公表できる、で

きないということを判断したということではご

ざいませんで、それぞれの事業主体が独自の提

案、独自の企業のノウハウ、そういった企業財

産をもとに提案してくるケースもございます。

そういったもの全体を公表してしまうと、その

企業の今後の事業運営にも支障を来す恐れがあ

るかもしれませんので、そういった意味で今回

の場合には、内容については公表をしていない

ということでございます。 
 ただし、その結果についてどういうお知らせ

の仕方をするかということについては、今後、

工夫を重ねていきたいと考えております。 
【山本(由)委員長】 先ほどの資料を先に配付さ
せますので。 
 質問を続行します。 
【前田委員】 答弁が漏れていたと思うんですが。
今回のケースで、そういった通知をした場合に、

部長が仮に応募者だったら、「十分わかりまし

た」となりますかということに対してまず答弁

してください。部長に聞いているんですよ。あ

なただったら納得しますかと、今回のような手

続で。 
【上田総務部長】 基本的に、この12ページの
最初のアで「目的以外に、応募者に無断で使用

することはありません」と、これが前提条件に

なっているところでございます。 
 委員がお尋ねになっているのは、（2）のア
からカの間のオのことだと思います。オについ

ては、県が内部事務として、いろんな場面で報

告、あるいは公表をしていく際に提出していた

だいた応募書類を内部的に複写をする、そうい

うふうに使用することはありますということを

規定しているものでございまして、これを自由

に公表していくことができるという趣旨ではな

いということでございます。 
【前田委員】 アからカの解釈については、それ
ぞれ読み方が違うので、それに対して私も言い

たいことがあるんですが、まずは答えてくださ

い。 
 今回のような手続、こういう取扱いがありま

した。その上で結果を通知しましたが、そうい

った通知で、仮に総務部長がそういった形の応

募で漏れたら、その件から漏れましたよという

ことだけで納得されますかと質問しているんで

す。 
【上田総務部長】 どこが足りなかったのかとい
うことについて疑問を持たれたことはあり得る

のかもしれません。今回の公表の仕方につきま

しては、同様に出店等を庁舎で行っている国の

取扱いに準じてさせていただいたところでござ

います。 
【前田委員】 この種のことを言ったのは、私は
今回が初めてじゃなくて、もう随分、毎回とい

うか、毎年のような形でずっと発しているから
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多分聞いていると思うんですよね。それを総務

部が取り扱うかどうかは別としながらも。 
 私が聞いているのは、今回のような形で通知

したら、総務部長が応募者だったら納得します

かと聞いているんですよ。納得されないかもし

れないじゃなくて、部長がその立場だったらど

うですかと聞いているんです。 
【上田総務部長】 納得するか、しないかという
のは、それぞれの、（発言する者あり）そこは、

今は何とも申しようがございません。実際に私

が出店をして、応募をして、その際にこういう

状況になったということじゃないと、なかなか

お答えのしようがありません。 
 ただ、おっしゃるようにそういう疑問を持た

れるということであれば、公表の仕方に工夫を

重ねていく必要があろうかと思っているところ

でございます。 
【前田委員】 いやいや、他人ごとじゃなくて、
部長として役職の中でこういう仕事をしていて、

仮に部長が相手の立場だったらどう思うかとい

うことを答えられる範囲で、自分がその立場に

ないから答えられませんということではないじ

ゃないですか。 
【上田総務部長】 今回、公表の仕方を検討する
に当たって、今、委員がおっしゃったように、

どの程度までの公表をするかというのは検討を

いたしました。それはやはり透明性の確保とい

う観点が必要だということで検討いたしました

けれども、同じような公表の取り扱いを行って

いる、特に庁舎での出店に関する取り扱いを行

っているところを研究し、国に準じる取り扱い

を今回させていただいたところでございます。 
【前田委員】 よその自治体がしていなかったら
言いませんけれども、よその自治体でこういう

ものを積極的に公表しているところもあるんで

すよ。県の姿勢としてどうかという話をしてい

るんだけれども、まずもって部長がその立場だ

ったらどうですかというのは答えられないとい

う話だけれども、部長が応募する立場に立てば、

やっぱり知りたいと思いますよ。どこが足りな

かったのか、自分たちが時間をかけて一生懸命

つくって勝負に出たのが落ちた時に、ただ単に

「落ちました」と言われたって、なんで落ちた

のかなと普通は思うじゃないですか。そこを思

わないとするならば、それはやっぱり県民の側

に立っていないとしか私は思えないんです。 
 結果として結構ですけれども、この応募の取

扱いの内容もしかるべきだし、透明性に立った

上でどこまでと庁内協議した、ほかの事例にも

ならってと言うんだけれども、もう何年も前か

ら、せめて応募した人たちには、この配点の結

果、それから内容については示すべきだと。そ

こはずっと検討しますというか、委員の言って

いることは理解しますよという答弁がずっと出

ているんですよね。何ならその議事録を持って

きましょうか。 
 それで、私がこんなことを指摘しなかったら、

今度のレストランはまたわからないままで決ま

りましたと言うんですか。それとも、これを機

に検討して、議会に対してまた報告してくれる

んですか。どうでしょうか。 
【上田総務部長】 公表の仕方につきましては、
引き続き検討をしていきたいと思っております。

その検討の結果については、またご報告をさせ

ていただければと思っております。 
【前田委員】 ここの応募申込書の取り扱いは、
多分ほとんどほかの部署も変わっていないと思

うんです。確認していませんが。 
 今回の場合は、この採点の集計の結果並びに、

さっき私がほかの部署は閲覧しているじゃない



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日） 

- 219 - 

かと言った、この点については何か対応をこれ

から見直す考えはあるんですか。それとも、も

う今回は全く、ここでは見せたけど回収して一

切、漏れた方にも全く対応は変えないというこ

とですか。そこを答弁してください。 
【相川総務部次長】 今回の案件につきましては、
長崎県庁舎売店出店者公募要領の13ページに
「出店者の公表」というところがございまして、

審査結果の通知後、速やかに出店者を県のホー

ムページで公表します、選定結果、内容につい

ては問い合わせに応じませんと記載しておりま

すので、今後の案件は工夫してまいりますけど、

この案件についてはこういう対応をさせていた

だきたいと考えています。 
【前田委員】 「選定結果の内容についての問合
わせには応じません」でいいんだけれども、応

じないなら応じないなりに、透明性、公正性で

きちんとやったんだよということを示すべきだ

と思いますよ。だって、疑義が出ているんだか

ら。私が相談を受けた方もだけれども、どうも

ほかの方々も同じようなことをおっしゃってい

るということで、落ちた方3者で申し入れをし
たいということも検討したいと言っているんで

すよね。 
 だから、今回のことが何も問題なければ、こ

の取扱いの中で公表できているところがあると

するならば、もうこの案件から公表すべきだと

思いますけれども、そのことは検討できますか。

今、次長はできないと言ったけど。 
【上田総務部長】 これはこういう公告をして、
こういうやり方でしておりますけれども、この

公表の内容とか、公表の結果の公表の仕方、ど

こまでできるのかというのは検討をしてみたい

と考えております。 
 ただ、これを検討するに当たっては、こうい

うことで公告をしておりますので、それぞれの

事業者にご了解をいただき、その上でやってい

く必要があろうと思っております。そこも含め

て検討をしていく必要があろうかと思っており

ます。 
【前田委員】 今部長がおっしゃるように、今後
検討して、より透明性を図るということであれ

ば、当然おっしゃるように要綱そのものの見直

しから、出されたものについては、著作権を含

めて県に全てありますよとか、公表しますよと

いうことを入れればいいだけの話であってです

ね。 
 ですから、ホームページで公開するのはとも

かくとしながらも、やっぱり落ちた方にはお知

らせすべきですよ。それが民間の力を上げてい

くことにつながるので、次のレストランの際に

はぜひ、そこは誰から見ても、きちんとやって

くれているんだなということがわかるように。

点数が付いた、付かないというのは、それは個々

人のことでしょうから。 
 ただ、委員の選定についても、県の職員を何

名にするかは、バランスも含めたところで、も

う少し外部の方が多いほうがいいのかなという

気もしていますけれども、その辺はよくよく、

今後、ケース・バイ・ケースで考えてもらいた

いと思います。 
 最後にこの点でもう１点だけ確認しますが、

応募者がいて、フランチャイザーがいて、第三

者、フランチャイジーと組んで今回出せるとい

うことになっていますね。しかし、あくまでも

応募する人はフランチャイザー。だから、今回

の場合は職員生活協同組合がフランチャイザー

で、もう1カ所、私はコンビニエンスストアだ
と聞いていますけれども、コンビニエンススト

アの方がフランチャイジーですね。違うんです
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か、説明してください。 
【橋口管財課長】 今回の応募に当たりましては、
一般のコンビニエンスストアにおきましてはフ

ランチャイザーとフランチャイジーとの共同と

いうことでご要望をいただいておりますが、生

協さんにおきましては、生協さんの応募であり、

フランチャイズ形式ではなくて、コンビニエン

スストアとの業務提携という形でお申し込みを

いただいておりますので、応募者としては生協

さんという形になります。フランチャイズ方式

だけを応募の対象としているわけではございま

せん。 
【前田委員】 それはどこに書いているのか、後
で教えてほしいんですけれども。 
 じゃあ、はっきりしていることは、ほかの3
つの申し込みと形態が違うということですね、

ここだけ。それをこの中から読み取れるんです

か、そんな業務提携でいいみたいなところまで。

私は読み取れませんね。 
 そうしたら、これは生活協同組合ということ

で取られていますけれども、実際にオープンし

ましたら、今は大学病院とかいろいろなところ

にコンビニエンスストアが入っていますよね、

多分こういう審査を経て入っていると思うんだ

けれども、例えば会社名、ファミリーマートと

か、ローソンとか、セブンイレブンとかという

看板というか名称が出ているじゃないですか。

今回の場合は、職員生活協同組合ということで

店を出すんですよね。業務提携されている会社

名は出てきませんよね。そこだけ確認させてく

ださい。 
【橋口管財課長】 フランチャイズ方式と申しま
すのは、本部が持っている商標権とかデザイン

とか、そういった部分をフランチャイズ契約に

より、それぞれの加盟店、いわゆるフランチャ

イジー貸与にする、そういうビジネスモデルと

いう契約内容になりますので、例えばコンビニ

さんの場合、外から見たらフランチャイザーが

直営の場合も、フランチャイジーとして加盟店

の場合も同じように見えますが、業務提携の場

合につきましては、例えば仕入れとか商品とか、

電子マネーやクレジットカードのシステムとか、

そういったノウハウのところで業務の提携を行

なうというお話をお聞きしております。今回の

応募につきましては、フランチャイズ方式では

ない生協さんの応募ということで理解しており

ます。 
【前田委員】 まあいいです、わかりました。 
【山本(由)委員長】 ほかに、議案外の質疑はご
ざいませんでしょうか。 
【川崎委員】 昨日、県警の質疑をさせていただ
いた、その確認です。 
 新長崎署ができます。跡地はどうなりますか

と聞いたら、売却の方針ですというご答弁でし

た。これは、県警で全部決裁を進めていくとい

うたぐいのものなのか、知事部局も関係するの

か、確認させてください。 
【橋口管財課長】 警察本部の跡地の関係ですけ
れども、庁内には、県有財産の管理運用をどう

取扱うかということで、知事部局と教育庁と県

警と一体となった、そういう管理運用を検討す

る組織がございますので、その辺の活用も含め

ながら、今後進めていくのではないかと考えて

おります。 
【川崎委員】 じゃあ、わかりやすいように、所
有者はどこになるのか、最終的にそれを決定す

るのがどの部分になるのか。活用の方法を協議

するのはいいんですけれども、最終的にそれを

決断するのは誰なのか、確認させてください。 
【橋口管財課長】 県警の分については県警本部
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が所管いたしております。私が先ほど申し上げ

ましたのは、そういう行政財産が用途を終えて

用途廃止をして、いわゆる未利用財産になった

場合の処分の仕方を管理運営本部で行いますの

で、その前段として、それぞれの部局の中でど

う活用するかというご判断は各部局で決定する

ことになろうかということでございます。 
【川崎委員】 じゃあ、次の質問をさせていただ
きます。 
 新県庁舎ができたら、それぞれ周辺の建物と

周辺の部局は全部移るということは、かつての

委員会でも確認しておりますが、教育庁が移る

と、新別館はまたどこか違うところが入る。つ

まりそういう感じでずっと移っていくというこ

とがあろうかと思います。 
 よって、新県庁舎ができることに伴って、県

の公共施設、県所有の施設の全体像がどうなる

のかということをお知らせいただきたいと思い

ます。 
【橋口管財課長】 新県庁舎への移転後、例えば
新別館の活用につきましては、長崎の地方機関、

例えば長崎振興局が大橋、あるいは勝山に税務

部署とかがありますので、今の振興局自体は大

変老朽化も進んで耐震性を有していないので、

防災の拠点的な役割もあることから、そういっ

た部分が新別館に入れないか、スペース的にど

うかということを含めて、今、検討をしている

ところでございます。 
 そのほか、県の庁舎、あるいは各種団体とか

がございますので、例えば第３別館にある各種

団体につきましては、今のところは新別館へは

移転をしないという予定になっておりますので、

そういった部分は、我々が持っている大波止ビ

ルとか、そういう空き庁舎となるところへのご

案内、そういった協議を今進めているという状

況でございます。 
【川崎委員】 長崎振興局の話にまで及ばれまし
たけれども、そうすると振興局の跡地はどう活

用していくのかと、すぐそういった話になって

くるわけです。20年も30年も先の話ではないわ
けですよね。新県庁舎には来年の末か、もしく

は再来年の頭にはもう移っていくわけです。順

次、そういうふうにやっていかないといけない

ということから、公共施設の管理、運営の仕方

については、もう少し中長期の展望を明確にし

て進めていく必要があろうかと思いますので、

ぜひそういった方針を速やかに策定していただ

いて議会にお知らせいただきたいと思います。 
 例えば、長崎振興局は、非常にすばらしい場

所ですよ。建物は老朽化していますけど、場所

的には非常に魅力ある場所だと思うんです。い

ろんなことが考えられる場所だと思いますので、

さまざまな意見が出てこようかと思います。税

務部署のところもどうなのかということも含め

て、全体像をぜひお知らせいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
 次の議会にでもぜひご提出をお願いしたいん

ですが、いかがでしょうか。 
【上田総務部長】 長崎振興局は、現在、耐震が
できておらず、老朽化もいたしております。新

別館は、今、教育委員会が入っておりますけれ

ども、耐震化されている唯一の建物であります

ので、教育委員会が新庁舎に移った後は、そこ

に防災拠点としての地方本部の機能を速やかに

もってきたいと現在は考えているところでござ

います。 
 どの程度までもってこられるかということを

現在は検討しているところでございまして、そ

れによって跡地がどの程度残るかということも

変わってこようと思っております。 
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 最終的に未利用の跡地については、地方公共

団体の活用、他の団体の活用、活用がなければ

処分、未利用地を一連とした処分の取扱いがご

ざいますので、そこの流れの中で決めていきた

いと考えております。 
 どの時点までに全体像が出せるか、今、まだ

鋭意やっているところでございます。もってこ

られる部分、もってこられない部分、もうしば

らく時間がかかるんじゃないかと思っておりま

す。そのあたりがしっかりと確定できれば、そ

の段階で委員の皆様方にはご報告を差し上げた

いと思っているところでございます。 
【川崎委員】 ぜひお示しいただきたいと思いま
す。 
 次に、公共施設の管理運営ということで、公

民連携といった角度から質問させていただきた

いと思います。 
 大変老朽化している施設が軒並みだと思いま

す。そういった中で長寿命化を図る努力につい

ては敬意を表しますが、日常のビル管理、施設

管理については、基本的にそれぞれ個々の物件

に対して指定管理等を使いながら管理されてい

ると思います。そういった個々の管理もさるこ

とながら、もう少し俯瞰して包括的に、一括と

いう表現がいいのか、包括という表現がいいの

か、複数の物件をまとめて一つの指定管理者に

して、スケールメリットを生かしてコストを下

げていく手法が全国各自治体で見え始めていま

す。明らかにコストダウンという成果が出てい

るんですね。 
 こういったことから、包括的な施設管理を考

えていくべきと考えますが、まず、県にそうい

った物件があるのかということ、そして、そう

いう考えについて見解をいただきたいと思いま

す。 

【伊達新行政推進室長】 先ほど委員からお話が
あったように、複数の公共施設の管理を一括で

まとめてやると。本県は平成16年から指定管理
者制度を公の施設の管理、運用については導入

しているところでございます。おっしゃるとお

り一括してまとめることで、より効率的に経費

について削減が見込めるものもあるのではない

かと思っております。 
 現時点で公の施設について、例えば体育施設、

県立総合体育館とか県営野球場、小江原の射撃

場などは一括して指定管理を担っていただいて

いる。そのほかにも県北のトレーニング室とか

県立の武道館、こういったものも一括で指定管

理で担っていただいている現状がございます。 
 今後、さらに指定管理、公の施設の管理をよ

り大くくりにして一括でということにつきまし

ては、現在もそういった形で類似するような施

設については一括の管理もしているわけですが、

新規の参入が阻害されるという一面も一方では

あろうかと思いますので、さらなる一括での管

理の導入については、もうしばらく検討してい

く必要があるのかなと思っております。 
【川崎委員】 メリット、デメリットがあろうか
と思います。新規参入を阻害するということに

ついては、確かに今まで10の施設があれば10者
の可能性があったのが、2つ、3つにまとめれば
それだけ狭まっていくということはよくわかり

ます。 
 そうしたら、今、県の契約において、ビルを

管理することを請け負う地元の企業さんが何者

あるのか。そして、発注をしている物件が幾つ

あるのか、ぜひお示しいただきたいと思います。

今おっしゃったような懸念になるのかどうなの

か。 
 これだけ厳しい財政状況において、阻害をし
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ないように工夫しながら、一方ではそういう削

減をしていく知恵を出していく必要があろうか

と思うんです。 
 これは、新行政推進室で担っていくんですか。

まずそこを確認します。 
【伊達新行政推進室長】 公の施設の指定管理に
つきましては、基本的には所管課で公募等の手

続を担っているところでございます。トータル

としての調整は、新行政推進室で制度の所管を

しておりますので、そういった意味での調整は

しっかり担うべきかなと思っております。 
【川崎委員】 わかりやすく言うと、例えば知事
部局の皆様が使われる職員官舎がありますよね。

教育委員会が使う官舎もあろうかと思います。

恐らく人が住むという角度からすると、ほとん

ど同じ管理だと思うんです。しかし、今のお答

えだったら、それぞれの部署がされると。永久

にこれは包括にならないですよね、ならないで

しょう、ならないと思うんです、永久に、それ

ぞれされれば。 
 そういうところに横串を差していって、県全

体としての経費を削減することについて、ぜひ

これを知事部局、教育委員会、県警、もう少し

連携を図っていくことも知恵としてあろうかと

思うんです。いかがでしょうか。 
【伊達新行政推進室長】 まさに委員がご指摘の
とおり、現在の行革の中にも、公の施設の管理

を徹底して見直して経費の削減等に、より効率

的になるような形に見直しをしていくというこ

とを記載しておりますので、今ご指摘があった

ような点も含めて、全国的にもそういう管理の

仕方が増えてきているというお話でございまし

たので、そういった点も我々のほうで調査をさ

せていただいて、その上で、各課任せではなく、

より経費の削減につながるようなこと、そして

制度上のメリット、デメリットをしっかり検証

した上で、必要に応じて新行政推進室が中心と

なって調整をしていきたいと考えております。 
【川崎委員】 ぜひ頑張っていただいてですね。
これは大変大きな成果が出ると思います。全国

で取り組んでいる自治体は明らかに大きな成果

が出ているわけですから、ぜひしっかりと取り

組んでいただきたいと思います。 
 最後に、危機管理課に防災ヘリの活用のこと

についてお尋ねいたします。 
 同僚の宮本議員が、ドクターヘリのことで一

般質問させていただきました。出動回数も増え

ている中において、1機増設となるとなかなか、
福祉保健部もそれは難しいと、かなり高額です

ということでした。 
 そういった中で防災ヘリも一定福祉的な視点、

医療的な視点から患者さんの搬送に活用してい

るということは伺っております。その際は医師

を乗せてやられる体制をとられておりました。 
 そこで、もう一歩踏み込んで、幸いに大きな

災害が起こっていないとは言いつつ、昨日も大

変な大雨が降って不安な地域もあった中で、72
時間以内に救命をしないとなかなか難しいとい

う中において、防災ヘリで駆けつけて救助する

という作業の中に、医師を搭乗させて、最前線

で救命措置をやっていくことも命を守るという

意味では重要なことかと思うんですが、これに

ついて見解を求めたいと思います。 
【陣野危機管理課長】 防災ヘリにつきましては、
本来、防災業務に従事するという形で導入して

おりますが、委員ご指摘がありましたように、

離島からの急患搬送等につきましては、私ども

も人命救助第一という観点から、出動できる時

はできるだけ出動しているところでございます。 
 ただ、急患搬送につきましては、本来は隊員
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は消防業務等に従事しておりますが、できるだ

け万全を期すために医師の同乗という形をとっ

ているところでございます。 
 今後、例えば防災ヘリを使いまして現地に赴

き救命活動等をする場合に、医師が同乗してそ

ういうことをしたいというご要請がありました

ら、もちろん協力していきたいと考えておりま

す。 
【川崎委員】 医師から要請があったらと、誰か
ら要請があったら積極的に取り組むということ

ですか。 
【陣野危機管理課長】 私どもに要請がくる場合
は、消防から要請がまいります。消防から、現

地でこういう状態であると、できれば医師を同

行して現地に赴いて現地で救命活動等をしたい

というご要請がありましたら、そういうことで

の活用も検討してまいりたいと存じます。 
【川崎委員】 今の答弁に対して、消防保安室長、
お考えを。 
【園田消防保安室長】 危機管理課長が答弁しま
したとおり、消防のほうからも、そういう緊急

の事案があれば防災ヘリに要請をして、協力し

ていただきたいと思っております。 
【川崎委員】 そう考えますと、防災ヘリに搭乗
していただける医師は常に待機しているわけで

はないでしょう。心構えとすればすばらしいこ

とかと思いますが、実際にどうなのかと。仕組

みをつくらないと、これはなかなか実現しない

んじゃないかと思うんです。本当にそういう体

制をとっていくとすれば、相当に協議も重ねて

進めていくことになろうかと思います。非常に

大事な視点なので検討すべきことだと思います

が、いかがでしょうか。 
【陣野危機管理課長】 通常、そういった形で現
地に赴きまして医師活動とかをする分について

は、ドクターヘリで活動していると思います。

そういった事例もございますが、ドクターヘリ

が活動できない場合に、私どもの防災ヘリの活

動はどうかという話もあろうかと思いますが、

そういったことにつきましては、今後、福祉保

健部とも協議をさせていただきたいと存じます。 
【川崎委員】 ドクターヘリと防災ヘリの決定的
な違いは、ドクターヘリは、きちんとしたとこ

ろに着陸をして医師が降りることが前提条件で

しょう。防災へりは、空中にとどまる状態から

ロープを下げて消防の方とか専門の方が降りて

救命に当たる、そういった降りる機能があるじ

ゃないですか、防災ヘリには。決定的に違うと

思います。ドクターヘリが降りられないような

ところまで行くという能力があるわけですから、

それを活用して、本当に1分1秒でも速く駆けつ
けて救命措置をする、救助をするといった角度

ですから、もう少し考え方を変えてもらわない

と、これは実現しないと思います。いま一度答

弁をお願いします。 
【陣野危機管理課長】 川崎委員がおっしゃいま
したように、防災ヘリにつきましては、通常、

行きにくい場所、山岳地帯とか、ドクターヘリ

が着陸できないところでも、ホバリングいたし

まして吊り上げるクレーン機能も持ち合わせて

おります。そういった形で医師を降ろして応急

措置をとるということも十分考えられます。 
 ただ、私ども、医療機関との関係は今までも

ございますが、そういったところは消防とか福

祉との協議もありますので、今後、いろんなと

ころと協議しながら、人命救助は何よりも大事

だと私どもも考えております。そういった形で

防災ヘリを有効に活用していただくことは私た

ちもやぶさかではございませんので、ぜひ、そ

ういった関係機関とも協議してまいりたいと存
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じます。 
【橋口管財課長】 川崎委員からご質問いただき
ました自動販売機の件で、前回の部分の確認を

させていただきまして、「新庁舎において、自

動販売機の設置を」というご要望でございます

けれども、基本的な考え方といたしましては一

般競争入札で行うようにしておりますが、先ほ

どもご説明したように、身体障害福祉法の第22
条の趣旨を踏まえまして、障害者の方から申請

があり、また、その業務に自ら従事するという

場合には、許可について、そういった部分を配

慮してまいりたいと考えております。 
【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません
か。 
【浅田委員】 先ほど、川崎委員からご質問があ
りました新別館についてですが、私も先日の一

般質問の時に、答弁は求めなかったんですが、

新別館に長崎振興局、桜町小学校前の税務部が

入るというお話は大分前から出ていて、移転を

する、しないという状況から、新別館に関して

は耐震もできているので、しっかりしたものと

して活用すると言いながら、結構進捗状況が遅

いのではないかと思うんです。 
 仮に移った場合、大橋地区などの移ったとこ

ろの方々に対しても今後の展開をきちっとお知

らせしなきゃいけない流れの中で、もう少し早

い動きが必要なのではないかと思うんですが、

総務部長、いかがでしょうか。 
 実際、2つは移動することが決まっていると
思っていいんですか。考え中でしかないんでし

ょうか。何回もご答弁をいただいているんです

が。 
【上田総務部長】 新別館は耐震化ができており
ますので、熊本地震を踏まえて、振興局は地方

本部機能がありますので、新別館に移ることを

現在検討しているところでございます。振興局

のどの機能の部分までもってこられるのかとい

うことに時間を要しているところでありまして、

検討作業は早めたいと考えております。 
【浅田委員】 大分かかっているなという印象が
あります。 
 昨日も、警察本部跡地は売却なのかと、私た

ちも知らない中ですーっと売却されるのかなみ

たいな状況がある中で、地域の方々の覚悟とい

うか、その地域でいろんな事業をなさっている

方々にとって、これは非常に大きな問題につな

がるということをもう少しお考えいただいて、

地域にも、今、こういうことが考えられている

んだと。あの辺の地域の人は全然わかっていな

いというようなお話だったんです。大橋地区の

方々に、「この辺は移るという話が出ています

ね」と言っても、「え、そうなんですか」とい

う声を実際に耳にする場合があります。 
 それは県としての情報発信のあり方を考えて

いただかないと、あったものを売る、それで済

むわけではないですし、もちろん有効的活用は

必要だと思うんですけれども、それがあるから

こそ、例えば商売をなさっている方とか、いろ

んな関係性が出てきますので、ここは慎重にや

りながら、発信も、特に関係地域に関しては事

前の協議が必要なのではないかと思います。い

きなり想像外の、ずっと行政があると思ってい

たのが、いきなり想定していなかった民間のも

のが来ることは非常に影響を及ぼすものだと思

いますので。 
 これは結構ずっと考えていただいているんで

しょうけど、それの目途はどのように考えてい

ますか。年度内にはしっかりと出していこうと

思っているのか、まだ時間がかかると思ってい

らっしゃるのか。 
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【上田総務部長】 基本的な骨格については、早
急に固めていきたいと思っております。ただ、

実際の移転の時期につきましては、新県庁舎に

移って、その後、所定の改修等も必要になって

くる可能性もございます。そういった意味では、

早くても平成31年度以降に移っていく形にな
るのではないかと思っております。 
 いずれにしましても、今、どこの部分まで吸

収できるのかということを検討しておりますの

で、それを早めに検討し、庁内、あるいは先ほ

ど委員がお話をされた地域にもお知らせをして

いく必要があろうと思っておりますので、検討

作業は急ぎたいと思っております。 
【浅田委員】 私がわかっていないのかもしれな
いので確認ですが、新県庁舎には平成29年度に
は移りますよね。平成31年度ということは、新
別館も2年間ぐらい放置されるということです
か。 
【上田総務部長】 放置をするというよりも、移
った後、入るためには内部の改修が必要になっ

てこようと思っております。その内部の改修が

済み次第、移転ができるように準備を進めてい

きたいと思っております。 
【橋口管財課長】 新別館は建設から21年ほど
たっております。それを長寿命化して、例えば

60年使おうとすれば、やっぱり一定の改修が必
要となりますので、その改修期間に、設計、工

事を含めて1年ちょっとぐらいかかるのではな
いかと考えております。 
【浅田委員】 私の記憶では、今まで、新別館は
使いますみたいな話があって、移ったらすぐに

振興局か何か一定のものが来るというふうに思

っていたんですね。そういう説明がありました

か。これに関しても長く使っているので、これ

から一定、1年以上は改修に入りますよと。私

が聞き逃していたら申し訳ないんですが。地域

の方にとっては、またあそこもしばらくは誰も

人がいないのかということになってしまうんで

すが、そこはどうなんでしょうか。 
【上田総務部長】 新別館の後の活用につきまし
て、本委員会で考え方を説明したのは6月定例
会が最初ではなかったかと思っております。 
 特に、熊本地震を踏まえて地方本部機能の耐

震化を急いでいく必要があるということで、考

え方の収れんを6月で早めたところでございま
す。 
 現在、その後の段取りについて、段取りの中

ではどの範囲まで持ってこられるのか、あるい

は新別館そのものの中の間仕切り等の補修も必

要になってこようと思っております。そういっ

たことも踏まえますと平成31年ぐらいになる
のではないかというふうに今は考えているとこ

ろでございます。 
 まだ検討をやっている段階でございますので、

そこは確定を早めにして、ご報告をしたいと思

っているところでございます。 
【浅田委員】 今、部長は6月にお示ししたとい
うことだったんですが、ご存じのとおり私は移

転に反対しておった中で、庁舎のことについて

いろいろ調べ、お話を伺っていた中でも、新別

館は耐震ができているので、そこはというのは

6月の前から言っていると思うんです。ご存じ
のように私は2年間のブランクがありますので、
多分、その前ぐらいからそういう話はあったと

思います。 
 新別館の裏にも土地を買っていますよね。前

に新聞社だったところも買っている。それも今

後どうするのかというような話もずっとその時

から出ているんです。これは今年の6月の話で
はなくて、もう前々からあって、その土地の活
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用の仕方等をどう考えるかというのは、地域に

とってはすごい大きな問題だと思います。 
 この間から、ここの跡地に関しましてもこれ

からというところで、あと6～7年かかるという
ふうになると、県庁から新別館、その後の市役

所の問題、ずっと人がいないまま、動かないま

ま。日生ビルだって、毎年8,000万円も使いなが
ら県庁がずっと借りてきた中で、あそこも空洞

化する。かなりの人がここからいなくなるとい

うのは、地域にとっては恐ろしく怖いことなわ

けですよ。 
 確かに、新別館に関してはそうかもしれませ

んけれども、そのあたりがすごく時間があいて

いるなと。行ってしまえばいいということでは

なくて、それをこの地域の方々もあまり認識な

さっていない部分もありますので、工法的な部

分も含めて、この跡地、県警、日生ビル、新別

館がどういう形で進むのかというのは、総務部

だけではなくて庁内横断的に発信をしていただ

く必要性があるかと思います。ご努力をしてい

ただいているのはわかりますが、私自身、そこ

で2年も間が空くのかというのは正直びっくり
したところです。 
 長崎県警のところも売却とかいろんな話が流

れる中で、今まで中心地として捉えていたまち

のあり方が変わってくる。まちづくり全体にも

関わることになってきますので、そのあたりは

もう少し覚悟をもってしっかりやっていただけ

ればありがたいと思いますが、答弁をお願いい

たします。 
【上田総務部長】 全体的な検討をしっかり進め
ていきたいと考えております。 
【浅田委員】 2年とは言わずに、早急にやって
いただきたいし、地域の方々の声もしっかりと

酌みとっていただきたい、発信をしっかりやっ

ていただきたいと思います。 
 続いて広報課に質問ですが、前回委員会の際

に依頼しておりました広報誌の入札、プロポー

ザルのやり方の問題について、こちらが設定し

ていた価格よりも随分と違いがあったという中

で、いろいろ聞き取りをしてもらいながら、今

後はもう少し違った形でできるのではないかと

いうお話をしていたと思うんですが、そのあた

りの検討と状況をお聞かせください。 
【土井口広報課長】 浅田委員ご指摘の総合評価
方式のあり方についてでございますが、総合評

価方式の性格上、価格点と技術点に逆転が生じ

ることは一定やむを得ないことかと思っており

ます。 
 私どもも現在の仕組みの中ではやりにくいと

いう意見も承知いたしておりますが、私どもと

いたしましては、議会におきまして県の発注方

式について多角的にご審議いただいた決議の中

で、よりよいものを目指すという姿勢を堅持し

つつ技術を重視する、よりいい方法がないかと

いう部分をしっかり研究してまいりたいと考え

ております。 
 あくまでも想定される例でございますが、現

在、技術点、価格点を2対1で評価させていただ
いておりますが、技術点の比重を引き上げると

か、または審査基準を見直すなどが考えられる

かと思っております。いずれにせよ、技術を重

視しながら、競争原理を働かせるためのさらな

る研究が必要かと思っておりますので、しっか

り対処してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 
【浅田委員】 横がにぎやかで聞こえづらいとこ
ろもあったんですけれども、今、2対1でという
ところがありました。しかしながら、今回問題

になったのは、価格と、しっかりできている成
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績的な部分の評価の差があまりにもありました

よね。それは2対1でなければいけないのかどう
なのか。 
 来年度に向かって、まだ今と同じ状況を続け

るのであれば、実際に仕事に関わっている方た

ちも、下げたはいいけど、下げた中でやっぱり

かなりきついところがあって、そうなると、現

場で動いている人たちの単価が下げられる等々、

そうすることによって質が下がってくるという

問題などもあろうかと思うんです。 
 その辺は、検討といっても、また次の検討に

入らなければいけない時期にくると思いますの

で、そのあたりはいかがでしょうか。 
【土井口広報課長】 我々も、逆転するというこ
と自体はある程度想定しておりますし、一方で、

しっかりといいものをつくっていきたいという

のは共通の認識でございます。議会におきまし

ての決議をしっかり受け止めながら、まだ方法

はあろうかと思っております。先ほど申しまし

たように比重を変えるとか、そういった部分は

ある程度改善という方向に進むと思いますので、

そちらでしっかり対処していきたいと考えてい

るところでございます。 
【浅田委員】 しかしながら、想定値よりも150
万円ぐらい低い状況での入札になっていたと思

うんです。実際にあの数字が出たら、今度はも

っと下げざるを得ないんじゃないかというよう

な声も実態として上がっております、いろんな

業者の方々から。それは県がどう打ち出してい

くかという部分と、確かに議会が決議をしまし

た。 
 しかし、そんな流れの中で、「だがしかし」

というのがありましたね。例外になるような案

件、プロポーザル方式、入札のやり方の選定の

仕方で例外になるものもあると。数値ではなか

なかはじきづらい、こういうものに関しては例

外対応を認めるとなった場合、それは議会側で

もむ必要性があるということですか。 
【土井口広報課長】 我々は、総合評価方式を導
入するに当たりまして技術評価点、我々が最低

これだけはほしいという得点を設定いたしまし

て技術審査に臨むわけでございますが、今回の

事例におきましては、応札していただいた業者

は両方とも最低限はクリアしているということ

で、ある程度、我々が求める水準は堅持してい

ただいているのかなと考えているところでござ

います。ただ、評価の仕方によって技術点を重

視するというやり方であれば、若干また変わっ

てくるのかなと思っている次第でございます。 
【浅田委員】 まさしく今おっしゃったように、
水準をクリアしているからこそ心配になるわけ

です。クリアしているということは、それなり

の方々にお願いをして、ああいう雑誌ができて

いる。とは言っても、県が推定している、過去

にお支払いしていた額よりも随分下回っている

中では、現場の方の単価が下がる。 
 私もそういう仕事をしておりましたので、大

きなものは全然変わらない。中身も実のところ、

どれだけ力を注ぐかは変わらないんですけど、

現場のディレクター等がたたかれるというよう

なことをずっと経験していた中で、あまりそこ

を下げてしまうと、本来あるべき姿が圧迫され

て、質の高いものをやっていた方たちが「県の

仕事はやっても」という残念な結果になってい

るという状況がありますので、そこは急に変え

づらいというのは議会の議決を重んじてくださ

っているからとは思うんですけれども、いま一

歩踏み込んだ感じで、現地の声を拾うことと、

評価のあり方と、金額というところを見ていた

だかないと、次回にはもっと悲惨なことになる
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のではないかなと思っています。議会側がやる

べき、考え直すことがあれば、またこちら側の

委員会の中で違う議論をしていかなければいけ

ないと思いますので、そのあたりしっかりお願

いできますでしょうか。こちら側の問題も往々

にしてあろうかと思うんですけれども。 
【土井口広報課長】 委員ご指摘の内容につきま
しては、しっかり検討いたしまして対処してま

いりたいと考えております。 
【浅田委員】 よろしくお願いします。多分、広
報課の皆さんの負担も結構かかってくるんじゃ

ないかなというふうに私は思ったものですから、

ご努力いただいている分がしっかりとやってい

らっしゃる方々にはね返るような、ちゃんと評

価ができるような形にしていくことのほうが、

県下の人材育成にもつながるという観点からお

願いしたいと思います。 
 この間も質問をしたんですけれども、防災教

育についてですが、「今、実際に学校の中で防

災教育を行っていますよね」と聞くと、教育委

員会においてはかなり高く、95～96％の小・
中・高校が防災教育をやっているということで

す。 
 よくよく教科書とかを調べると、メカニズム

を教えたりというところが実のところ多くて、

火災に関してはどこもやっていると。でも、長

崎県の実態に合った防災教育がなされているか

と思うと、私は非常に疑問が大きかったんです

ね。 
 その点をどうお考えなのか、いま一度お聞か

せいただけますでしょうか。この間、一般質問

の時にあまり深堀りできなかったので。 
【西浦危機管理監】 委員ご指摘のことにつきま
しては、確かに教育庁が学校教育の中で防災教

育をやっているとったことで実態等もお話しい

ただきますけれども、委員がご指摘になられる

部分については、実際に学校でそういった教育

を受けた子どもさんたちの感想といったものも

含まれて、実際にはもうちょっと実践的なもの

があったほうがいいんじゃないかという声があ

るんだろうと私も感じております。 
 おっしゃるとおり、子どもが実際に体で動き

ながら避難行動をとる。地震とかを想定して高

台に避難するとか、そういった実践的な部分を

増やすように今後も教育庁と相談しながら、そ

ういった実践的なものが増えていくように、実

のあるものが増えるようにお話をしていきたい

と考えております。 
【浅田委員】 確かに悩ましいところで、教育庁
と話をすると、時間がない中でやらざるを得な

いと。主権者教育、いろんな教育をする中で、

限られた中でそれをやらなきゃいけない。 
 そんな中で大学生とかいろんなところに聞き

取りをしてみますと、とにかく「地震です」と

警報が鳴ると「机の下に隠れましょう」と、「何

分までに外に出ましょう」みたいな、よくわか

らないままついて行って終わってしまう。 
 長崎県が目指している防災教育とは、主体的

に子どもたちが動くことを掲げています。しか

し、それを実際にやっているのは、モデル校に

選ばれた2校しかないんです。そのモデル校の2
校が報告会をやります。でも、全県下の学校が

来ているわけでもなく、どうも資料を配ってく

ださいと市町の教育委員会に言っていると。流

れ、流れでお伝えしていますということが非常

に多くて、実践がないということみたいなんで

す。 
 なので、これは2巡目でもう一回質問します。 
【髙比良委員】 それでは、中期財政見通しにつ
いて質問をします。 
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 部長説明の中で、国の退職手当債の発行基準

の見直しにより、約160億円の収支悪化を見込
んでいると。それで、退職手当の増加分を借換

債等で対応した場合、平成49年度には現在の水
準から50億円を超える負担増加を見込んでい
るというふうに書いているんだけど、まず、こ

のことについて若干内容の説明をしてもらいた

い。 
【前田財政課長】 今ご指摘の中期財政見通しの
関係でございます。今年度大きく変わっている

のが、今ご指摘のあったポイントでございまし

て、まず退職手当債制度の話でございます。 
 まず、この制度の説明をしますと、全国共通

で特に教育関係の職員が大規模に退職の時期を

迎えているということで、その退職手当の財源

を通常であれば一般財源、キャッシュで支払い、

財源を確保すべきですが、特例的に借金、退職

手当債というものを発行して、その財源の穴を

埋めることができるという制度でございます。

こちらの制度は、昨年度までの10年間の時限立
法で措置されたものでございまして、昨年度の

国の法改正の中で延長がなされたところでござ

います。追加10年の延長となっております。 
 退職手当債につきましては、全て退職手当を

借金でカバーできるかというと、そういうわけ

ではなくて、一部の部分については一般財源、

キャッシュで、そこで対応できない部分につい

ては借金で対応できるというふうな制度にもと

もとなっていました。この10年の延長を審議す
る、制度設計をするに当たって、基本的には退

職手当については借金ではなく現金で財源を確

保して対応すべきというような基本的な考え方

のもと、これまでの制度よりも借金でカバーで

きる部分が減額された制度改正がなされており

ます。 

 この制度改正によりまして、退職手当は、今

まで本県は退職手当債ということでかなりの額

の発行を行ってきたところですけれども、この

発行で対応できなくなる部分が増えるというこ

とでございます。 
 例えば、平成28年度でいいますと、退職手当
債は33億円ほど発行を予定しているんですけ
れども、従来の制度でありますと43億円という
ことで、ここで10億円ほど退職手当債で対応で
きない額が増えているということでございます。 
 これがどんどん拡大していきまして、例えば

平成31年度でありますと、従来であれば退職手
当債が61億円ほど発行できたのに対して、新し
い制度では13億円ほどしか発行できないとい
うことで、その部分の差額が48億円になります。
この48億円を現金で基本的には対応しなくて
はいけなくなったというのが、この退職手当債

制度の見直しの概要でございます。 
 今回の中期財政見通しは、その影響もありま

して、160億円ほどマイナスのほうに最終的に
は振れているという内容でございます。 
 長期の財政シミュレーションをやりましたけ

れども、退職手当債を発行しない形で対応する

ことができれば、最終的には現行の公債費の水

準よりも長期的には14億円ほど増えるぐらい
でおさまるんですけれども、実際に40億円、50
億円というキャッシュの対応をここ数年でやる

ことは現実的には難しいと思っております。そ

の部分を、借金の全体の発行の償還ぺースを遅

らせたりとか、いろいろな工夫で対応すること

ができるんですけれども、そうすると結局、返

すべき借金を先送りするという対応をせざるを

得ないと。これはちょっと説明がわかりにくい

かもしれませんけれども、退職手当債で発行を

予定していた部分を別の借金というか、借金の
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先送りという形で対応した場合、最終的には後

年度、ピーク時で約60億円ほど、今の公債費の
負担よりも大きくなってくる。借金をそのまま

先送りし続ければ、そういう状況になってしま

うということを今回シミュレーションで見えた

ということでございます。 
 この状況を回避するために、今年度予算、来

年度予算を含めて全体の財政構造を見直して、

長期的な公債費の上振れが起きないように対応

していかないといけないと考えております。 
【髙比良委員】 そうですか。ちょっとまだ細部
でわからないところがあるんだけれど、いずれ

にしても、退職手当債の発行限度額が縮減され

たことによって一財で対応していかなきゃいか

んと。それだけ一財が、他経費に回していたも

のにしわ寄せがくるという話になる。 
 借換債の場合にどうかということについて、

ちょっとよくわからないんだけれども、時間が

ないので、そこに入った議論は差し控えたいと

思いますが、そういうふうにしてさらにまた緊

縮財政になっていく。ただでさえ財政構造が脆

弱で、なかなか一財が伸びていかないというか、

自主財源が伸びていかない中にあって、これま

でこういうシミュレーションをする中で、財政

課としては、当局としては常に5カ年スパンぐ
らいで財政の再建計画をつくってやってきたわ

けです。その時に基金をどれだけ積み増しをし

て戻していくか、財政調整基金でやりくりをし

てきた。 
 平成49年と随分先のところまでシミュレー
ションをやっているんだけれどもね。これから

人口減少社会が加速をしていく。一方で、一生

懸命頑張ってはいるんだけれども、本県の財政

構造が抜本的に改善をする見通し、県民所得を

どうしようとか、あるいは雇用の受け皿の拡大

についてどうしようとか、いろんなことを頑張

っているけれども、直ちにそういう成果という

のはなかなか難しい。人口減少対策としての特

殊出生率を伸ばそうとしても、今の目標値が直

ちに実現されたとしても、ここ何十年かは人口

減少に向かわざるを得ない。そういうふうなツ

ケがある中では社会経済情勢というのはさらに

厳しくなる。 
 こういう中で、今まで財政の再建計画の中で

やってきた柱は、例えば人件費を一定縮減しま

すよ、あるいは県の単独補助というのは見直し

て縮減しますよとか、その他幾つかあるんだけ

ど、そういうふうなことでやってきた。あるい

は一定、自主財源をこれぐらい伸ばしたいとい

うようなことでやってきたけれども、そういう

ことでは、はっきり言ってもう追いつかないと

いうか、こういう状況を見通す中で抜本的に財

政の安定化というか、そういったものを確保す

る取り組みとしては、従来の手法にとどまる限

りにおいては、私に言わせると、もう限界がき

ているんじゃないかなという気がしてならない

わけです。 
 人口減少社会の中においては、セーフティネ

ットの仕組みそのものを変えていかなきゃいけ

ない、あるいは産業構造のウエートの置き方と

いうか、転換もしていかなきゃいけない。そう

いったことが待ったなしになっている。 
 そうすると、行政のあり方そのものも、何と

か厳しい財政の中でどうこうという従来型を踏

襲していく限りではなくて、例えば行政の事業

実施の枠組みのあり方であるとか、ここでも交

付税のことについて盛られているけれども、こ

こもいろいろ要望するという話だけではなくて、

もっと全国的な議論として交付税の対象税の取

扱いから始まって、基本的な積算に当たっての
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あ在り方を抜本的に変えていく。以前から言わ

れているんだけれども、こういったことを全国

でしっかり議論をすることについて本県として

も他に率先して訴えかけていって、あり方の見

直しを実質的に図っていく。 
 もっと言えば、公共サービスの提供のあり方

そのものを、全て行政が担うのではなくて、新

しい社会を創造しながら、それに向けてできる

ところから少しずつ事業のあり方を変えていく

とか、そういったある意味、これだけ厳しいも

のが出るんだよということが明らかであるので

あれば、規範意識を転換するというのがあるよ

ね、何とか規範、ちょっと忘れた。 
 今までのこういうやり方でという枠組みを乗

り越えた取り組み方をしていかないと、なかな

か難しいと思うんですよ。昨日、道州制の話も

ありましたけれども、とりあえずそれは置いて

おくとしてもね。課題はもうわかっているので、

こういったことにどう向き合っていくのか。そ

ういった立ち方を一定議論をし、スタンスを新

しくつくっていくことが、それこそ待ったなし

にきているのではないかなと。 
 来年度の当初予算で、こういうシミュレーシ

ョンに基づいて今後の財政運営をどうするかと

いう対策を講じてまいりたいと書いてあるんだ

けれども、そこに入ってくる話ではあるんだけ

れどもね。 
 だから、繰り返しになって恐縮だけれども、

これまでのやり方の中で改善をできるんだった

ら、それはそれでよしとするところだけれども、

それではもう賄えないという部分について、県

として今後どう自治体運営をどうやっていくの

かといったことをしっかり議論をして、変革に

向けた予算措置というか、そういったことを検

討してもらいたいと思うんだけど、この辺につ

いてどう考えているのか。 
【前田財政課長】 ご指摘のとおりだと思ってい
まして、私自身、非常に重要だと思っています

のは、これまで基金残高をベースにある程度財

政運営を、近い将来を見ながらやってきたとこ

ろですけれども、今回、長期の公債費のシミュ

レーションをやったことの重要なことは、借金

で何とか一般財源の減少を抑えて逃げてきた部

分がこれまであったということだと思っていま

す。その借金をこのままし続けるとどうなるか

というのが、今回の公債費のシミュレーション

ということでございます。 
 60億円となるのが平成49年ということで大
分先の話にはなるんですが、借金をすると、財

源を生み出すことが、その後難しいというか、

払わざるを得ない支出になってしまうというこ

とで、そういう意味で、少し近視眼的な財政構

造改革ではなくて、長い目、もっと遠くを見た、

借金をどう減らすかという形での財政構造の見

直しが必要と思っております。 
 そういった意味で、今年度の予算編成の中で、

規範というか、大きななたを振るったらどうな

るかということも含めて点検をして、できるも

のは来年度の予算から、なかなか議論が必要な

ものについてはそれ以降、こういう見直しが必

要だけれども、それをするとこういう問題なり

課題が出てくるということをあぶり出して、そ

この一つひとつをどうクリアしていくかという

ふうな議論をしていきたいと思っております。

そのための準備を今年度の予算編成でやってい

きたいと考えております。 
【髙比良委員】 パラダイム転換だ。それで、今、
財政課長が言ったことは可としたいと思ってい

るんだけれども、国の財政構造がこれだけ借金

まみれになるような悪化した状況に陥った原因
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は何かということを翻って考えた時に、それは

新しい社会システムができたり、いろんな社会

の進化に伴うところの新しいサービスを提供す

るために、国としての役割がさらに求められる

ようになったとか、新しい政策課題に対して社

会投資をしていかなきゃいかんということも手

伝ってはおるんだけれども、もっと言えば、戦

後の高度経済成長の中で、産業の振興とか社会

基盤のインフラの整備だとか、そういったこと

にとにかくどんどん、どんどん投資をした。逆

に、そのことがある意味引き金になって産業の

振興につながって税収が伸びていった、国力が

増していった。世界でも類を見ないような高度

経済成長を果たした。そのこともあるのかもし

れないけれども、その時にたくさん投資をした、

あるいは仕組みとしてつくったものが、現在で

もなおかつそのままの形でたくさん残っている。 
 その当時は、右肩上がりに投資をすることが

返ってくると想定をした中での国家財政の運営

であったから何とかもっていたけれども、現在

はそういった財源を確保できないという状況に

あるんだけれども、今までやってきたことをそ

う簡単にはやめられないで残っているものだか

ら、結局、それは財源をどうするかというと、

国債、起債に頼らざるを得ない。そういう非常

に困った状況に陥ってしまっている。 
 やっぱり見直すべきは見直しをして、切るべ

きものは切って、新しい時代にふさわしいもの

としてスクラップ・アンド・ビルドをしたもの

については、今までの財源をシフトしながら展

開していくという、ある意味で思い切ったやり

方をやっていかないと、マイナーな部分でいろ

いろ改善を図ったとしても、体質は基本的に変

わってこないと思うんです。 
 これは同じように自治体においても言えるこ

とであって、事業評価、政策評価、いろんなこ

とをやりながら一つひとつの見直しはしている

けれども、さりながら、これまでこういった仕

組みを維持・存続をさせていくためには、そう

簡単には全体はきてないよと。そうすると、基

本的な投資のあり方として、そこは踏まえた上

で何かやり方を変えていかなきゃいけない。そ

この限りにおいて予算編成というか、新しい事

業、政策投資等が決定をされていく。そこでは、

さっき言った大きな課題にはなかなか向き合え

ないと思っているんです。 
 私が言っているのは、例えば公共サービスの

仕方として、県庁では、今、働き方はこうして

います、こう思っているけれども、民間の活力

をどういうふうに使って、いかにガバメントで

やっていこうとしているのか。あるいは、例え

ば観光だとか、あるいはもっといえば地域全体

の産業の振興について、長崎県だけでやるので

はなくて、佐賀県とも協力してやりましょうと

か、いろんなスケールのつくり方というか、枠

組みのつくり方はいろんなことがあると思うの

で、そういうことに踏み出した中で、新しい制

度設計をやっていく、そういうことに入ってき

ているんじゃないかと私は思われてならないわ

けです。そういう観点をもって、新しい政策立

案をしてもらいたいというふうに思っています。 
 ただ、一つだけお願いは、こういう話をする

と、そしてまた来年度、予算編成に応じていろ

いろと対策を講じてまいりたいという表現をす

ると、勢い、住民・県民が求めているニーズと

いうか公共サービスの水準が下がるのではない

かということが懸念をされるから、この辺につ

いてはしっかり確保しながら、対策を一方で、

新しい時代のシステムをつくっていく。非常に

なかなか難しいテーマではあるんだけど、そう
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いう踏み出し方をしてもらいたいと思います。 
 部長、最後に一言だけ。時間がないと思うか

ら。 
【上田総務部長】 基本的には、先ほど財政課長
が申し述べた背景、あるいは今後の考え方にな

るわけですけど、これまでの事業規模の見直し、

いわゆるシーリングでしのげていく状況ではな

いという危機感を持っているところでございま

す。 
 そういった意味では、分野を問わず、事業、

あるいは施設、そして配置人員、これは仕事の

仕方も含めての話ですけれども、そういった意

味でどこまで見直し改革ができるのかというこ

とを真剣に考えていかないと乗り越えていけな

いと思っておりますので、そういった入口の視

点を今回の予算査定の中で見出していきたいと。

その上で課題を整理し、計画をつくって先に進

まざるを得ないのかなと思っているところでご

ざいます。 
 一方で、地方創生を含め、新たな手法を取り

入れながらもやっていかないといけない事業は

確実に出てくるわけでございますので、そこに

も目配せをしながら取り組んでいく必要がある

と思っております。 
 いずれにしましても、難しい課題ではありま

すけど、汗をかいていかないといけないと思っ

ております。 
【山本(由)委員長】 それでは、まだ質問を準備
されている方がいらっしゃるようですので、こ

こで一旦休憩をとりたいと思います。3時5分か
ら再開します。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時５３分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 議案外所管事項一般についての質疑を続行し

ます。 
【八江委員】 総務部の中で県庁舎の関係であり
ますけれども、県庁舎は順調に建設も進んでお

りますが、全体からすると 2カ月余り完成が遅
れると、来年の 11 月末ぐらいが完成予定とい
うことであります。県が今まで目指してやって

きたことの中で、当初は、370 億円ぐらいでつ
くったらどうかと、基金の中でおさめたらとい

う話もあっておりました。私は、必ずしもそう

しなくてもいいのではないかと。百年の大計で、

しっかり必要なものは必要なごとくつくったほ

うがいいんじゃないかということを特別委員会

で盛んに言ってまいりましたが、いろんな追加、

変更その他があって、今は 420億円～430億円
になっているかと思うんです。現状は幾らでし

ょうか。今の時点でも結構です。 
【赤尾県庁舎建設課長】 総事業費につきまして
は、基本構想策定時には 387億円と見込んでお
りましたけれども、平成 26 年 2 月の実施設計
完了時点の予定といたしましては、423億 3,800
万円でございます。 
【八江委員】 それで、今はまだまだ全体なもの
は 4割から 5割近くの建設の推移でありますけ
れども、そろそろ外観も含めて、前に出してお

ったパーツ、そういうようなものも少し見えて

きてもいいんじゃないかなと我々は期待をして

おります。 
 というのは、県にとっては大きな投資です。

投資効果を求めるためには、やっぱり外観と、

それからまたその内容、中の配置図その他も今

日出していただいたわけでけれども、それはそ

れで、中をしっかりして、効率のいい事務所体

制をつくらなければいけないんですけれども、
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外観を含めていくと、これは県民の一つの大き

な夢といいますか、投資効果があらわれるため

には、もっと大きな形の絵を描いていく必要が

ある。平成の出島と言えるのかどうかわかりま

せんけれども、新幹線が到着する駅、海の玄関

口、鶴の港の一番のところに県庁が立地できる

というのは日本中どこにもないわけです。それ

は我々も一つ誇りに思って、そこにつくったら

どうかという夢を持ちながらお願いをしてまい

りましたので、特に、そうなってくると、やっ

ぱり外観も含めて、全てが順調にいくものと思

いますけれども、そのために、今、423 億円余
の話がありますけれども、まだまだ投資をしろ

と、どんどんやっていいんですよと言うつもり

はないですけれども、しかし、若干の変更はあ

ってもいいんじゃないかと私は思います。財政

課長、ひもを締めるだけじゃなくて、これで投

資効果で長崎県が大きな浮上をするということ

であれば、その点は、もう少し当初予算、来年

の補正予算等にも含めて考えるべきことではな

いかと思いますけれども、いかがでしょうか。 
【赤尾県庁舎建設課長】 先ほど、総事業費 423
億 3,800万円ということで説明させていただき
ました。まだ不確定な要素の部分もございます

けれども、現時点においては、この予算の範囲

内で十分対応していけるものと考えているとこ

ろでございます。 
【前田財政課長】 額ありきということではなく
て、必要なものをしっかりと積み上げた上で、

その枠内でおさめられるようにということで、

もろもろ優先順位を含めながら、しっかりと考

えて県庁舎建設課もやっていただいていると思

っていますし、私の方も、そういった形で見て

いきたいと思っております。 
【八江委員】 担当課の方は、当然、与えられた

金額でしていかなければならないと思います。

守っていくのが至当と思います。ところが、こ

れからいろいろなもろもろが出てこないとも限

りません。というのは、例えば、モニュメント

とか、いろんな外観の中で、あれもこれもとい

うようなことだって出てきて当たり前のことだ

と思います。そういうようなものが大きな金額

かどうかは別としても、そういったものを含め

て県民が納得する、あるいは外観も含めて、長

崎県の鶴の港にできる、すばらしい庁舎とすれ

ば、それらしいものをつくっていくためのもの

は当然考えていいんじゃないか。だから、これ

だけで絶対、今与えられた任務はそれでいいん

ですよ。新たなものが出てきてもいいんじゃな

いか。だから、そうした場合は、財政当局とし

ては、やっぱりそれ相応に対応すべきことでは

ないかというつもりで申し上げたところであり

ます。財政課長、そのことを含めて改めてもう

一度答弁いただけますか。 
【前田財政課長】 必要なものにつきましては、
既存のもろもろの予算の優先順位付けも含めて、

しっかりと対応してまいりたいと思っておりま

す。 
【八江委員】 長崎県も各市町には、例えば、鳥
にしても、花にしても、緑樹にしても、いろん

なものがあって、私は何回か、長崎県の県庁舎

脇にそういう記念樹を各市町から集めてやるべ

きじゃないかということを申し上げたこともあ

りますが、それをつくれとかいう気持ちだけじ

ゃないんですけれども、いろんなものが取り残

されている部分が各部各課のほうにはあるので

はないかなと。そういったものは大いに取り上

げながら、特徴ある県庁をつくってほしいとい

う思いがありますから、私はそういうことを申

し上げております。財政当局におかれても、し
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っかりその辺は見極めて、ためになるものは思

い切ってやるということ、要らないものをしろ

と言うつもりはありません、要るものはちゃん

とやってほしいという前向きな形で、そして長

崎県がこれまで投資したものを、より以上に後

世に残す意味でも、そして全国に発信できる、

そういう意味で、グレードが高いものばかりで

はなくて、特徴のあるものをつくり上げてほし

いという気持ちで申し上げたところであります。 
 その点、最後に総務部長、いかがでしょうか。

そういう夢を持ちながら、これはだめ、あれは

だめということではなくて、前向きな形での庁

舎建設をもって発信する長崎県庁になってほし

いという思いですけれども、いかがでしょうか。 
【上田総務部長】 現在は、基本構想、基本計画、
そして実施設計に沿った形で鋭意進めていると

ころでございます。今後、新たな要素なり、質

を高めていくための要素なりが必要という観点

があれば、そこはしっかり検討していかなけれ

ばいけないと思っております。全体として、ど

ういう工夫が必要であるのかという視点も持ち

ながら、今後の移転に向けた検討準備を進めて

いきたいと思っております。 
【八江委員】 やたらと金を使えと言うつもりで
はないんですけれども、県都長崎は、我々の一

番大事にしている長崎は、観光地であるし、そ

してまた歴史あるところであります。ですから、

そういうものを含めて、やっぱり他県の県庁に

比べて長崎県の県庁はこうあるべきだというこ

とを発信したい気持ちが、私は二十数年県議を

して、ここにずっとお世話になりまして、先日、

ある議員から、大事に使ってきたものは大事に

しろということでありますが、今後新しくでき

るものも、将来 100年にわたって大事にしてい
かなければいけない県庁です。だから、誇りを

持って進めていきたいと思うから、そして長崎

県あるいは県都長崎市に対しても大きく寄与で

きるのは県庁舎のことでもあります。そのこと

を申し上げておきたいと思います。私の要望と

させていただいて、終わりたいと思います。 
【山田(博)委員】 幾つか質問していきたいと思
っております。 
 せっかく今、県庁舎の件に関して質問があっ

たので。これは現庁舎のすばらしさ、また新し

い庁舎もそうですけれども、今まで皆さん方が

働いてきた現庁舎のよさをやはり子や孫、また

一般県民の皆さん方にお知らせするということ

が 1つと、新しい庁舎もまた県民の皆さん方に
お知らせして、県勢浮揚のためにご協力いただ

きたいということで、一般公開というのをいろ

いろ考えるべきだと私は思っているわけです。

現時点で、つくるだけ、壊すだけとかではなく

て、それをどのように考えているかということ

をまずお聞きしたいと思います。 
【赤尾県庁舎建設課長】 新庁舎の完成につきま
しては、来年の 11 月末頃と見込んでおりまし
て、開庁式、また竣工式等に当たりまして、他

県の状況等を調べさせていただきますと、県民

の皆様の庁内見学会、そういうもの等を開催し

ているようでございますので、そこら辺も参考

とさせていただきながら、開庁式などの県民へ

の情報提供とか、見学会の開催、そういうもの

について検討してまいりたいと考えております。 
【橋口管財課長】 現庁舎におきましては、閉庁
式的なものを挙行するように予定をいたしてい

るところでございます。新庁舎の移転とか解体、

そういったスケジュール等も踏まえながら、ど

ういうようなことができるのか、他県の事例と

かを踏まえて調査していきたいと考えておりま

す。 
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【山田(博)委員】 それはしっかりとやっていた
だきたいと思うんです。二十数年、県議会議員

としてしっかりと頑張ってきた人もいらっしゃ

るし、県職員として二十数年間頑張ってきた人

もいるわけですから、そういった点で、ぜひ皆

さん方の培った現庁舎、新庁舎を県民に広く知

れ渡らせるように、その手続はしっかりお願い

したいと思います。 
 続きまして、大村の五家原岳、対馬の御岳、

また経ヶ岳とかいう山が長崎県の中級向けの登

山トレッキングコースになっているんです。人

気ランキングに挙がっているわけです。 
 そういった中で、先般、9 月 9日に対馬で、
山岳ツアーで韓国人男性が一時遭難になったん

です。読売新聞でいろいろと調べたら、登山の

人気があって、今、2 割ぐらい増えているとい
うことになれば、長崎県でも以前対馬でもあっ

たということでありますけれども、こういった

遭難がないように、届け出とか、きちんと対応

するべき時期に来ているんじゃないかと思うん

ですが、いかがですか。見解を聞かせていただ

けますか。 
【陣野危機管理課長】 対馬において、白嶽だっ
たと思いますが、登山客が遭難したという形で、

私どもの防災ヘリも出動いたしまして、その方

は無事に発見されたということでございました。 
 昨今、こういった登山客の遭難という事故が

全国でも多数発生しております。こうしたこと

から、登山客の届け出等につきましては、今後、

市町もしくは自然環境課とも協議してまいりた

いと存じます。 
【山田(博)委員】 これはぜひしっかりやってい
ただきたいと思うんです。これは義務化してい

るのは群馬県、新潟県、富山県、長野県、岐阜

県の 5県です。長崎県も今、観光に力を入れる

ということで、実際登山で事件が発生していま

すから、この機会に速やかに対応していただき

たいと思うんですけれども、危機管理課長、大

体どれぐらいをめどにしているか、お聞かせ願

えますか。 
【陣野危機管理課長】 登山に関しましては、市
町の所管であったり、場合によっては自然環境

課の所管ということになりますので、先ほども

申し上げましたが、そちらとも今後協議させて

いただきたいと存じます。 
【山田(博)委員】 ぜひよろしくお願いしたいと
思います。 
 続きまして、これは今年の 2月中旬に、防衛
省が長崎県の対馬南東の日本の接続水域で、国

籍不明の潜水艦の潜行を確認したと発表された

んです。まず、危機管理課長、これは知ってい

ますか。 
【陣野危機管理課長】 2月の時点のことでした
ので、ちょっと私、承知しておりませんでした。

申し訳ございません。 
【山田(博)委員】 これは新聞報道であって、多
分見ていたと思うんです。見ていたけれども、

たくさんの事件があって覚えていないと思いま

す。実は、この関係でいろいろ勉強させていた

だきました。そうしたら、日本の通行が許され

る海域というのは、実は、長崎県には 2つある
んです。どこにあるかというと、対馬なんです。

対馬海峡西水道と対馬海峡東水道とある。この

存在はご存じでしたかどうか、お尋ねしたいと

思います。 
【陣野危機管理課長】 委員がお話しになったの
は、国の領海法で定めております特定海域のこ

とをおっしゃっているのかと存じます。通常、

国におきましては領海という形で、領海を通行

する時は、沿岸国の平和、安全維持を条件とい
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たしまして通行するようにとなっておりますが、

領海が通常 12 海里でございますが、特定海域
につきましては 3海里にしまして、その間のと
ころを公海と位置付けて自由に航行できるとこ

ろの特定海域のことをおっしゃっているんだと

思います。それにつきましては、おっしゃるよ

うに、対馬の西水道と対馬の東水道が位置付け

られております。 
【山田(博)委員】 それで、実は、この海域とい
うのは、日本はそういうふうに特定海域と言っ

ているんですが、国際的には、国連海洋法上で

は、これは国際海峡としてうたわれているんで

す。まず、そういったことで間違いないかどう

か、お尋ねしたいと思います。 
【陣野危機管理課長】 委員がおっしゃるように、
国連海洋法条約においては、国際海峡という位

置付けを規定いたしておりまして、国際海峡と

して位置付ければ、先ほど申し上げましたよう

に、領海では、沿岸国の平和維持を害さないと

いう前提で通行するという形になっていますけ

れども、国際海峡につきましては、そういう縛

りがないという位置付けでございます。そうい

うことは認識しております。 
【山田(博)委員】 日本側は特定海域と、国連海
洋法では国際海峡と言われているわけですね。

県民の皆さん方に、国境離島の長崎県だという

ことを何らかの機会に周知をしていただきたい

と思うんですが、いかがですか。 
【陣野危機管理課長】 先ほど委員からもお話が
ありましたように、特定海域ということで、通

常の領海は 12海里でございますが、3海里に縮
めまして、その区間については公の海と同等と

いう扱いになっておりますので、当然、いろん

な軍艦とかが通ることが自由にできるという位

置付けになっておりますので、そういった位置

付けがあるということにつきましては、私ども

も機会を捉えて周知してまいりたいと存じます。 
【山田(博)委員】 ぜひそういうことをお願いし
たいと思います。 
 続きまして、先般、委員会で、長崎県の消防

団大会において、受賞者の旅費についてお尋ね

したと思うんです。参加する受賞者、事業者で

あれば団員さんでありますよね。その時の旅費

等の状況調査の上で、今後どういった対応をし

ていくのか、経過なりを説明していただけます

か。 
【園田消防保安室長】 消防団大会につきまして
は、今年は 6月に長崎市で開催されまして、大
会の参加申し込みにつきましては市町で取りま

とめを行っておりまして、表彰受賞者と一般の

参加団員あわせて申し込みがなされております。

大会に参加します際には、消防団員及び表彰受

賞者は、各市町ごとにまとまって移動しており

まして、この移動に要する旅費につきましては、

各市町が支給しております。 
 なお、表彰受賞者の中には現職と元職の消防

団員の個人と、分団と消防団協力事業所という

団体の方が含まれておりまして、このうち消防

団協力事業所の方につきましては自己負担で参

加をしていただいているという状況がありまし

たので、今後は、県が表彰するということもあ

りますので、県の方で旅費を支給するような形

で取り扱っていきたいと考えております。 
【山田(博)委員】 事業者がボランティアで一生
懸命頑張っているわけですから、士気を高める

上でも、今後、そういったことで取り組んでい

ただきたいと思っております。 
 続きまして、実は、壱岐の芦辺中学校の移転

先で、これが何と土砂災害警戒区域指定であっ

たわけです。教育委員会、市議会、市長のほう
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でも、これは最終的には、地域の皆さん方の了

解を得られないということで、見直しを含めて

再検討して、結局、別のところに移ったわけで

すけれども、土砂災害警戒区域というのは事前

に市の教育委員会、壱岐市のほうにお知らせが

うまくいってなかったのですか。私もこういっ

た疑問を持って、一例としてお尋ねしているわ

けですけれども、お願いします。 
【陣野危機管理課長】 委員からお話がありまし
た壱岐の芦辺中学校の建設に関しまして、土砂

災害警戒区域でございますが、こちらにつきま

しては土木部が所管しておりまして、土砂災害

警戒区域の指定をしているところでございます。

土木部にも再度お話を伺ったところでございま

すが、まず土砂災害警戒区域の指定に当たりま

しては、地元である市町に意見を聞いた上で、

区域を指定する、区域の指定に当たりましては、

その通知を地元市町にも通達するということで

ございますので、基本的には、土木部から壱岐

市については伝達が行っていたかと思います。

ただ、壱岐市の中で、いわゆる土木部門と教育

部門のところの意思疎通がなかったのではない

かと推察いたしますが、いずれにいたしまして

も県としては、壱岐市については、区域の指定

に当たりましては、事前にも意見を照会して、

指定した後も壱岐市には通達していたと伺って

おります。 
【山田(博)委員】 こういった危険区域の周知と
いうのは危機管理のほうでやっていくわけです

ね。照会をしながら、壱岐市のほうで、市長部

局と教育委員会と意思の疎通がなってないとい

うことで、こういった大きな問題になったわけ

です。改めて、こういった事件が起こらないよ

うに、危機管理課としても対応を、事例がこう

いうふうにあったということを各市町なりにお

知らせして意思の疎通をしっかり図ってもらい

たいと思うんですが、いかがですか。 
【陣野危機管理課長】 委員からお話がありまし
たように、行政同士の区域を指定したとか、そ

ういう通知の話は別といたしまして、住民の皆

様が、お住まいの地域がどういう区域で指定さ

れているのか、土砂災害警戒区域であったり、

急傾斜地の指定であったりとか、そういうお住

まいの地域の状況を周知するというのは重要な

観点だと思いますので、今後とも、そういうこ

とにつきましては市町の皆様ともご相談しなが

ら、地域住民の皆様にできるだけわかりやすい

ような周知の方法を協議してまいりたいと存じ

ます。 
【山田(博)委員】 あと 2つお尋ねしたいと思い
ます。 
 まず、昨日、県警本部にお聞きしまたら、一

昨年、対馬の花火大会で、県が許可を出してい

たと。花火大会の許可というのは県が出すんで

すね。許可条件というのは、強風注意報、暴風

警報、火災警報等の発令時は、要するに、花火

はできないということになっているんですけれ

ども、しかし、これをやったということでは、

事前にお聞きしましたら、この暴風警報、強風

注意報とかが解除されると思ったら、解除され

なかったと。ここの許可条件というのは、改め

て、今回こういう事件があったわけだから、厳

しくやらなければいけないと思うんです。いか

がですか、見解を聞かせてください。 
【園田消防保安室長】 花火大会での事故があり
ましたのは、昨年の 10月 25日に上対馬で行わ
れました花火大会でしたけれども、委員がおっ

しゃいますように、強風注意報が発令中であっ

たにもかかわらず、午後 3時頃の時点で風の状
況、気象の状況を判断して、そのまま午後 7時
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から花火大会を開催したという状況であったと

お聞きをしております。 
 今後は、花火大会の直前に、もう一度、気象

の状況をしっかり確認した上で、実施するかど

うかの判断をしていくように、当該主催者には

口頭注意をしたところでありますけれども、そ

の他の花火大会を行う団体につきましても、同

様に、天候の状況、風の状況についてはしっか

り注意をした上で大会を実施するかどうかを判

断してもらうように、今後とも指導をしていき

たいと思っております。 
【山田(博)委員】 今回、雑木林が 1万平米焼け
る大きな火事が発生したということであります

から、今後、1 つの事例を参考にして、大きな
災害につながらないように。この許可条件とい

うのは、強風注意報、暴風警報とかの発令時と

ありますけれども、いつの時点かということを

明確に書いてないわけです。例えば 1時間前だ
とかというのがないから、きちんと厳密にして

いかないと、その時々の判断で、大きな災害に

なるわけですから、これは許可している方も一

定の責任をとらなければいけませんから、消防

保安室長、しっかり見直しをしてもらいたいと

思うんですが、いかがですか。 
【園田消防保安室長】 委員ご指摘の趣旨を踏ま
えまして、しっかり対応していきたいと思って

おります。 
【山田(博)委員】 最後に、長崎県警察組織犯罪
対策要綱に、これは暴力団関係とはどういった

ものがあるかというと、総会屋とか、社会運動

標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、共生者という

のがあって、暴力団対策要綱に関係する人たち

です。こういった存在があるかどうか、これは

補助金とかの申請の時の部署を含めて、担当課

としてご存じかどうか、お尋ねしたいと思いま

す。 
【前田財政課長】 補助金の関係ということで、
私からお答えいたします。 
 暴力団とか、そういった団体が存在している

ということは、私も理解しております。 
【山田(博)委員】 そうすると、こういったもの
を排除するように対応する機関があるわけです

ね。これは長崎県が行う各種契約からの暴力団

対策要綱で、暴力団等排除審査会を危機管理監

が委員長としてやっているんですね。この要綱

の中に、補助金なんかも対象になっているかど

うかです。入っているか入っていないか、それ

だけお答えください。 
【陣野危機管理課長】 委員からお話がありまし
た長崎県が行う各種契約から暴力団等の排除の

要綱でございますが、お話がありました補助金

につきましては、現要綱の中では、その文言は

入っておりません。 
【山田(博)委員】 実は、総務部長、これは暴力
団対策法の中に 27 の行為があるんです。この
中に許認可等を要求することとあるんです。補

助金とか許可とか全部含まれているんです。だ

から、改めて暴力団対策法に禁止されている 27
の行為をしっかりと読んで対応していただきた

い。これは担当部署として、もう一度、見解を

聞かせていただけますか。 
【陣野危機管理課長】 委員からお話がありまし
たように、私どもがこの要綱を所管しておりま

すので、改めて、対象のところについては、関

係部局とも協議いたしまして検討してまいりま

す。 
【前田委員】 格調高い質疑をしたいのですが、
今日はそれは諦めて、しつこいですけれども、

売店のことについて質問させてもらいます。 
 先ほど、12ページのコピーを配っていただき
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ましたが、ほかの委員の方がどれぐらい関心が

あるかわかりませんが、全体を見ないとわから

ないと思うので、要項全部の資料を配付してく

ださい。 
【山本(由)委員長】 配付をお願いします。 

〔資料配付〕 
【山本(由)委員長】 では、どうぞ、前田委員。 
【前田委員】 先ほど、質疑をやったのですが、
結論から言えば、私は、この 14 ページに書い
ている「公募にあたっての留意事項等」の選定

の対象からの除外の（6）、「応募資格を満たし
ていないことが判明した場合」、これに該当する

と思っています。その理由を今から述べていき

ます。 
 まず、先ほど、課長の答弁の中で、私がフラ

ンチャイザーとフランチャイジーの質問をしま

したよね。この要項を見ていただけばわかると

思うんですが、今回のこの応募に関しては、法

人が単体で応募者となるフランチャイザーとな

る、もしくは運営を任せる第三者、これがフラ

ンチャイジーですね、まず、この連名でしか申

し込むというパターンはないと思っているんで

す。 
 それで、おっしゃっていた今回の決定者のと

ころは、連名じゃないんですよと、これは業務

提携ですよというお話をしましたが、業務提携

がいいです、可とかいうのはどこにも書いてお

りません。なぜならば、この企画提案書が出て

いるのは、本来ならば、この要項の趣旨からす

れば、応募者、フランチャイザーが履行できる

ということが前提の企画提案書じゃなければい

けないんですよ。それを運営を別の第三者フラ

ンチャイジーに任せることができますというこ

とで、単体でもいいけれども、運営を任すのだ

ったら連名にして出しなさいよと。しかし、そ

の連名して出した分は、一旦審査が終わって認

められたら、その変更は一切できませんよとな

っているんです。 
 そうすると、業務提携と言われましたけれど

も、業務提携した会社は、会社がこの中ではど

こにも挙がってこないんですね。フランチャイ

ジーじゃないのだから挙がってこない。業務提

携がそもそも許されているかというと、業務提

携が許されていることは全く書いてない。 
 ということは、この企画提案書はどんな提案

書かというと、決定した協同組合と、その業務

提携した会社のいいところを足して出した提案

書なんですよ。でも、それはこの要項からする

と認められなくて、応募者である法人が良質な

商品及び優良なサービスを提供できる能力と実

績を有するということでなければいけないので

あって、業務提携するようなところしかできな

いような提案をしてはいけないと私は思ってい

るんです。 
 そもそも業務提携する会社というのは、ここ

の中では一切会社名が挙がってこないというの

は、結局、同じ土俵で戦っていないんですよ。

業務提携がいいという認識は、多分ほかの 3者
誰もがそんなこと思っていないと思いますよ。 
 ですから、そういう意味において、課長が業

務提携ですよという説明をしたけれども、そも

そも業務提携がいいということは、この要項を

見たら、むしろ、業務提携はだめなんですね。

業務提携するような会社であるならば、会社名

がここに表に出てくるようなフランチャイザー

かフランチャイジーでなければいけないと思う

わけでありまして、決定者の生活協同組合、今

も県庁で売店をやっていますから、もしその企

画提案書が今あるようであったら、それを提出

いただいて、この企画提案書と比べさせていた
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だきたい。何とならば、今出している生活協同

組合だけでは、この提案書は履行できないから

です。しかし、履行できることが応募者として

の絶対条件なんです。なぜできるかというと、

業務提携してＡ社とＢ社がくっついて、いいと

こどりの提案をしているからですよ。それはほ

かの会社からすると、条件が違うから、業務提

携は認められませんし、そういうことであれば

応募資格を満たしていないことが判明したとな

ると私は思いますが、いかがでしょうか。（「議

事進行。休憩してください」と呼ぶ者あり） 
【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時４２分 休憩 ― 

― 午後 ３時４９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 しばらく休憩します。4 時から再開します。
準備をよろしくお願いします。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時５０分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
【橋口管財課長】 今お伺いしました応募者の資
格についてどうかということでございますけれ

ども、9 ページに記載しておりますとおり、9
ページの（3）でございます、長崎県内に本店、
支店、営業所、その他の事業所を有している事

業者で、店舗云々、これは単独の法人でも構い

ませんし、あるいはフランチャイザー方式の分

でも構わないとしております。 
 先ほどの業務提携につきましては、この応募

者の資格の中の禁止事項等々については触れて

おりませんので、業務提携をすること自体、私

どもは、この資格者としての禁止している事項

ではございませんので、業務提携は認めている

ところでございます。 
【前田委員】 業務提携をしてはだめだというこ
とを書いてないからということですか。さっき

話したように、提出の仕方として、応募者が単

体もしくはフランチャイザーで、第三者に運営

を任せようとする場合はフランチャイジーとし

て出しなさいと。じゃ、その業務提携をすると

ころは、運営はしないのですか。するのでしょ

う。この企画提案書は、生活協同組合だけじゃ

できないようなことが書いてあるんだろうなと

私は思っているんですけれども、全然それはイ

ーブンな条件じゃないじゃないですか。本気で

そんなことを言っているんですか。書いてなか

ったら何でもいいと。この要項を見たら、どう

見たって、そんなふうには読み取れませんよ。

そんなふうに解釈して読み取っていいというこ

とですよね。課長の答弁なので、それが全てだ

と思いますけれども、総務部次長、審査してい

るんだから。総務部次長、同じ答弁ですか。 
【相川総務部次長】総務部次長として同じ意見

でございます。 
【前田委員】 応募者が提案する事項というのは、
応募者ができるということが前提ですよね。で

も、それは単独もしくはフランチャイザー、フ

ランチャイジーでやるということだよというこ

とで、決定した後のフランチャイジーの変更は

きかないということまで制限しているんですよ

ね。それにもかかわらず、業務提携した会社と

いうのは、一切今もって誰がやるかなんて出て

こないじゃないですか。片方では、連名にして

出しなさいと、その変更は絶対できませんよと

言っているし、提案はきちんと履行してくださ

い、それが応募者の資格ですよと言っているの

に、そうしたら裏返せば、ほかも業務提携すれ



平成２８年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日） 

- 243 - 

ばよかったですねという話になりますよね。何

も書いてないのだから業務提携してよかったの

に、しなかったのは残念でしたねという話です

よね。これはそんな要項なんですか。違うでし

ょう。業務提携していいというふうに読み取れ

るわけないじゃないですか、書いてないけれど

も。そうしたら、業務提携をしてもいいと、逆

に書かなければいけないでしょう。書かなかっ

たら何でもしていいという話にならないと思う。

これは組み合わせの根本のことですよ。 
 そうしたら、さっき私は確認して、もともと

のそもそもの確認は、新しい県庁舎ができた時

に、大学病院やなんかがしているようなコンビ

ニ、ローソンとか、ファミマとか、セブン・イ

レブンとか出ていますよね、それは出ないんで

すよねと言ったけれども、業務提携だから関係

ないんだから、そのコンビニさんだと私は思っ

ているんだけれども、コンビニさんの名前がダ

ーンと出るんですよ、多分。許されている。生

協じゃないですね。だーんとコンビニの名前が

出て、そこの商品がどーんと入ってくるんです

よ。実際そうじゃないですか。だったら、その

業務提携している会社がフランチャイザーとし

て応募すべきですよ。そうじゃないですか。 
 書いてないから許されるという表現、そう返

されたら何も返せない。そんな答弁が出るとは

思わなかったですね。 
【上田総務部長】 この応募資格については、9
ページに記載しているとおりでございまして、

この応募資格を満たしていれば応募ができると

いうことで今回取扱いをしております。 
 また、先ほどお配りしました提案書の中でも、

店舗の運営の部分につきましては、指揮命令体

制も記載されておりますし、そういった部分を

審査会でも判断をして、審査会で評価が出てき

たものと思っております。 
【前田委員】 堂々めぐりですよね。だから採点
集計表が出せないんですよ。条件が違う中で、

合作で、いいとこどりの提案をしてきているか

ら。それと単体で出したところと、勝てるわけ

ないじゃないですか、そしたら。生活協同組合

が全部できるなら、それでいいですよ。できな

いことが入っているじゃないですか。 
 だから、うがって見れば、集計表の結果も出

せないし、企画提案書も見せることができない。

何とならば、ほかの 3者の方から、これは合作
じゃないですかと。私は第三者だからまだいい

ですよ、このやりとりで。しかし、そのＡ、Ｂ、

Ｃという会社は業務提携ということはつゆほど

も感じてないですよ。あり得ない。 
 じゃ、3者の方々が、「あれはおかしいじゃな
いですか」と言ったら、「書いてないですもんね」

という受け答えになるんでしょう。それとも、

問い合わせは一切受け付けないとなるんですか。

どうなんですか、このやりとりは議事録にもな

るし、ネットでも流れているんですから、それ

を聞いて、おかしいでしょうということが来た

ら、あなたたちは真摯に対応できますか。それ

とも、さっき総務部次長が言ったように、一切

の問い合わせは受け付けません、となりますか。

そこを答弁してください。 
【上田総務部長】 問い合わせに対して、疑義が
あってということであれば、それはしっかりと

対応していきたいと思います。 
 先ほど、いわゆる点数結果等を出せないとい

うことが、まさしくそういう意味で隠している

んじゃないかという趣旨での出せないという質

問、それは実は、出す、出さないというのは、

いわゆる審査会そのものを非公表、非公開でや

っていく。なおかつ、個別の審査結果がそれぞ
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れの事業体のいわゆる今後の事業運営にもかか

わってくる、そういうことがあって出していま

せん。 
 ただ、そういう疑義があるというのであれば、

しっかり対応していきますし、先ほどの答弁で

も申し上げましたように、その点数を含めて、

出し方については、事業者の皆様方とも話しし

ながら検討していきたいと思います。 
【前田委員】 いいですよ。言ったのは、結局、
業務提携は書いてないからできるんだという答

弁になっているからね、それは私はいいけれど

も、Ａ、Ｂ、Ｃという応募者の方には通用しな

いだろうなと思っていて、その説明がうまく納

得させなければ、今言ったように、公表も、だ

から出さないんですね、という勘違いをされる

おそれがあるねということですよ。おっしゃっ

ていることはわかる。 
 だから、いいですよ、これがきちんとした形

で伝わるでしょうから、その方々が、お互いに

どこが出したか大体わかるでしょうから、連絡

とり合って異議を出した時に対応してもらいた

いと思いますけれども、万が一、それはひっく

り返ることになった、言い分の中で、その時に

は責任とってもらいますよ。 
【山田(博)委員】 前田委員の熱心な議論を聞い
て、総務部長と総務部次長、あなたはこの出店

選定委員会の委員でしょう。委員で、選定委員

の中身とかは慎重に発言しなければいけないと

思うんですよ。管財課長、聞いておりますか。

あなたたちは胸を張ってしっかりと、この中身

というのは非公開であって、審査委員の中身と

いうのは守秘義務であるわけです。そこはしっ

かりと持ってやらないと、前田委員が質問する

のは結構なんですよ。しかし、あなたたちが答

えたことによって、ほかの審査委員とかから、

違うじゃないかと、非公開と言って、中身を何

で言うんですかと言われたら、あなたたちはど

うするんですか。そこはしっかりやらなければ

いけないですよ。質問に対して答えなければい

けないけれども、その内容については真摯に受

け止めて、適切に法令遵守、また規則、ルール

のもとでやっていただかないと。 
 委員長、副委員長、先ほどの前田委員の質問

を制限するものではない、思いがあって言って

いることはあるわけですけれども、適切な言い

方とか、気持ちがあってするけれども、精査し

てやるべきところはあったと思いますから、私

も人のことは言えませんけど、そこは後、やっ

たほうがいいんじゃないかと思います。 
 続きまして、今回、要項を見ていたら、長崎

県建設工事暴力団対策要綱に基づいたものが募

集要項の中に入っていないんです。総務部長、

募集要項を見たら、そういったものが抜けてい

るわけです。そこはしっかりとやっていただか

ないと。そういったものが入っておりますか、

入っていないでしょう。 
【上田総務部長】 暴力団による不当な行為の部
分につきましては、9ページの（8）に規定をい
たしております。ここで排除規定を入れている

ところでございます。 
【山田(博)委員】 これは例えば建設工事等の暴
力団対策要綱に含めますけれども、こういった

ものを全部含めたということで理解していいん

ですか。今、公共事業の中には、極端に言うと、

暴力団関係者から金品の要求とかをされたとい

うことを言わなかったり、連絡しなかっただけ

でもアウトなんですよ。そういったところも指

名除外なんですよ。そういったものも含んでい

るか含んでいないかということをお尋ねしたい

と思います。 
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 それと、これは財政課にお尋ねしたいんです

けど、財政課長、今確かに県の財政が厳しいと

いう中でありますけれども、長崎県林業公社、

林業開発促進資金貸付金というのがあるんです。

ここは平成 25年度末の残高が 215億 9,000万
円、これは間違いないかどうか、まずそれをお

答えいただきたいと思います。 
【前田財政課長】 林業開発促進資金貸付金です
けれども、平成 25 年度末の残高で 216 億円で
す。平成 26 年度末の残高で 219 億円になって
おります。 
【山田(博)委員】 平成 25年度から平成 26年度
中に増えた貸付金が 2億 7,000万円ですね。こ
れは新行政推進室からいただいたんですけれど

も、間違いないですか。 
【前田財政課長】 ちょっと端数の関係かと思い
ますけれども、1,000万円単位にまとめますと 2
億 8,000万円です。 
【山田(博)委員】 それで、例えば、こども家庭
課の母子父子寡婦福祉資金貸付金というのがあ

るんですけれども、これは 2,600万円減らして
いるんです。住宅供給公社の貸付金も平成 25
年度から平成 26 年度で 4 億 2,000 万円減らし
てます。実は、主な長期貸付金の中で、長崎県

林業公社に、林業開発促進資金貸付金というの

があるんです。これが金額が大きいんです。確

かに林業というのは大切な事業でございますけ

れども、今、長期でこれだけの貸し付けがある

という中で、これをどのようにやっていくのか、

それをお尋ねしたいと思います。 
【前田財政課長】 まず、林業につきましては、
木を植えてから、伐採して収益が上がるまでが

非常に長期の事業スキームになっております。

この林業公社への貸付金につきましては、林業

公社が運営する際の資金として県が貸し付けを

して、将来回収するということで、毎年貸し付

けを行っている状況でございます。 
 貸し付けに当たっては、林業公社の経営状況、

それからその収支スキームを踏まえてしっかり

とやっているということを前提に貸し付けを行

っているものでございます。 
【山田(博)委員】 長期ですると、これは見通し
はどのように考えているかというのを、今、資

料がないからお答えできなかったらできないで

いいんですよ。 
【前田財政課長】 すみません、林業の収支が何
年間というのは今持っていませんが、少なくと

も、貸付金については、60年で回収するような
スキームになっております。それほど長期の運

営をされているということです。 
【山田(博)委員】 60 年後ですね。少なくとも
私は生きていませんね。60年後にこれは回収で
きるわけですね。わかりました。その時、私も

県議会議員であろうが、国会議員であろうが、

60年後はこの世にいないと思います、間違いな
くですね。そういったことでということですね。 
【吉村(庄)委員】 新行政推進室との関連、行政
改革推進プランとの関係も含めて、中期財政見

通しについて、先ほど髙比良元委員から、かな

り本質的な意見を含めたお尋ねがありましたが、

私は少し具体的にお尋ねをしたいと思います。 
 どうかなというふうに思って見ましたから、

これは見通しとして、平成 29 年度からの、も
ちろん平成 28 年度も中身にはある程度入って
いると思うんですが、例えば、7 ページ、歳出
のところで、人件費、職員給与費のベアをゼロ

としと、こういう見通しの上につくってあるん

です。これはどうですか。現実的じゃないんじ

ゃないかという感じがしました。ほかにもある

んですけれども、1つの例として、どうですか。 
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【前田財政課長】 中期財政見通しの基本的な考
え方ですけれども、ある程度、試算として織り

込めるものは織り込んでいって、ただ制度改正

等々で見込めないものについては、現行のもの

を据え置いた形でというのが基本的な組み立て

になっております。ベアにつきましては、どう

いう形になるかというのは、こちらでもまだわ

からないということです。 
【吉村(庄)委員】 ここにゼロということをはっ
きり書いているから、少し現実的じゃないんじ

ゃないかということで、その時その時の問題と

か、年数を 5年間に限って見ると、それは将来、
率は別にして、ダウンしてみたり、アップして

みたり、こういうことがある。今年の国家公務

員の人事院勧告はアップになっていますからね。

そういうところは若干見られますから。 
 それから、国の制度自体については、国がど

ういうふうに取り扱っていくかによって、こっ

ちへ非常に大きな影響が、ここにも退職手当債

で出てきているような問題もあります。後で意

見を申し上げます。 
 それで、投資的経費、単独事業は平成 29 年
度以降のものについて 3％といったら、5 年間
でいくと累積で 15％とぱっといかないとは思
いますが、こういう程度になるという見通しを

立てて、単独事業については、こういう形でや

っていくという方針が示されている。これは県

民から見ると非常に影響が出てくるんじゃない

かと思います。 
 同時に、県単の補助金についても見直すべき

ところは見直していくんだ、そして重点化する

のとそうでないものとを区分して、それは一つ

の考え方ですが、今から言うと、県の単独補助

についても、減少傾向と見て中期財政計画をつ

くっているんじゃないかと思いますが、単独事

業及び県単補助ほかのことについても、ここは

公共投資のところの単独事業という言い方をし

ていますが、そこのところの見通し、それを今

のような感じでやっていこうという考え方なの

か、今の一定の考え方だけで結構です。意見は

後から言います。 
【前田財政課長】 こちらの数字につきましては、
一定の試算の前提ということで置かせていただ

いているもので、必ずしもこれを確実にやると

いったような意味合いでの数字ではございませ

ん。 
【吉村(庄)委員】 そういう状況ですから、先ほ
ども出ましたが、一方で、行革推進プラン、こ

の中期財政見通しでいきますと、特に、人件費

の問題について、非常に重きを置いておられる。

これは県当局としては、やっぱりそういうとこ

ろにも一定の重きを置いて考えられている。そ

れは人件費という意味では、退職手当債の問題

ももちろんあります、退職手当の問題もありま

すが、1 つは、人員問題。これは今回見直しの
中で、従来は、大体 70 人ぐらいと思っていた
けれども、30 人増やして 100 人程度を見込ん
でいかないとどうにもならないと、こういう書

き方になっているんです。 
 それで、私は、今のベアがゼロのところ、こ

れは一体どうなっていくのか。人事委員会の勧

告等のことも制度としてはありますから、それ

はそれで、それに応じたことで、当然、国が人

事院勧告について尊重するという立場をとれば、

中身の問題はいろいろありますけれども、県だ

って、人事委員会の勧告については尊重すると、

こういう形になっていくと思いますから、必ず

しも、こういうふうに書いてあるからゼロでと

いうふうには私もとりませんけれども、人件費

の問題と職員の数、それから非正規の云々とい
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うところについて、私は一般質問でも言いまし

たが、人件費の取扱いについては、十分意を用

いて、働きやすい職場をつくっていくためには、

人的配置は非常に大事なところです。もちろん、

その前提に人材育成という問題があることは承

知ですが、これについて、私は慎重に対処して

もらいたいと思いますが、いかがですか。 
【松尾人事課長】 先ほどの中期財政見通しの人
件費の話のところで、人件費関係は人事課のほ

うで算定いたしましたので、若干財政課長を補

足して申し上げます。 
 基本的には、ベアの関係についてはゼロと。

これは将来的な昇給、人勧事項のところでござ

いますので、そのあたりについては状況が今の

段階ではわからないということで反映させてい

ないということでございます。ただ、定期昇給

分とか、退職者、まず定年退職者の推移は当然

わかります。その後、勧奨分、自己都合分、そ

ういったところを過去 3年分の実績を見ながら
反映させます。あと新陳代謝分という形で、退

職に伴って新規採用、再任用、そういった形で

当然採用していきますので、その差し引きの影

響額分をしっかり見込んだ形で人件費について

は考えておりますので、現状、一定、制度とし

てわかっている範囲は反映していくと。かつ、

「新」行政改革プラン、いわゆる行革の人員削

減関係の現行制度分も、ある程度そこに見込み

ながら対応していくというふうなやり方でやっ

ています。 
【吉村(庄)委員】 そうすると、労働条件に関係
することについて言えば、職員組合とか労働組

合に直接関係がありますから、それぞれ話をし

ながらいかないと、ここに書いているから、そ

のままいきますよと、そういうわけにも、例え

ば、ゼロの問題なんか等、考え方を聞きました

からいいですけれども。ゼロが絶対性を持って

いるというふうには受け取っていませんからね。 
 そして、財政当局もですが、総務部長、今回

も退職手当については、国の制度との関係で大

きく影響を受けているわけです。もちろん国の

財政全体と、それから特に関係があるのは、毎

年ずっと計画を出される地方財政計画です。こ

こら辺のところについて大きく左右されている

んです。だから、基本的に、国の地方財政に対

する姿勢というものを変えてもらうところは変

えてもらうということでやっていく。それは一

定の見解を示されていますから、もう多くを言

いませんけれども、例えば、臨時財政対策債に

ついて、地方財源が国において足りないから、

それは自治体で借金をやってやりなさい、もち

ろん後で地方交付税で担保していくんだと。こ

ういうふうなことについては、県知事もそこの

ところについては、本来あるべきじゃないとい

うことを示されていますから結構なんですが、

そういう状況の中で、一番最後に見通しを書い

てありますけれども、地方交付税の取扱いです。

そういう状況の中で、地方交付税が臨時財政対

策債を除けば、例えば、平成 27 年度は 2,100
億円、平成 28 年度は 2,200 億円、しかし、平
成 33 年度には 1,900 億円と、こういうふうに
若干減っているという状況です。ここら辺につ

いても確保をひとつきちっとしていただかなけ

ればならない。 
 基本的なところについては、従来のやり方で

いいのかどうかと、基本的に変えらなければい

けないのではないかという髙比良委員の意見も

ありましたが、私もその点については、そうい

う見方ももちろんできる部分はあるというふう

に思います。しかし、今の地方財政の制度で言

うと、長崎県のようなところ、つまり、人口が
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減っているようなところについては非常にきつ

い状態が出てくる。ここのところについて、今

後、国との関係についても十分な留意をぜひし

ていただきたいと思いますが、総務部長に最終

見解を求めて、終わります。 
【上田総務部長】 中期財政見通しで、将来的な
公債費の負担がこのままでは非常に大きくなっ

ていくということで、今回、危機感を持って発

表させていただいたところでございます。 
 その中で、いわゆる人件費、人員の対応、こ

ういったものにつきましても、これまで、人員

数だけを削減するということではなくて、業務

の外部化、あるいは施設の民間移譲、こういっ

たことを通しながら、業務の形態を変えて、そ

れに見合う職員の人員をいわゆる削減してきて

おります。 
 そういった意味では、今後、財政対策を健全

に導いていくために、いろいろ検討していく必

要はあろうと思いますけれども、人員体制につ

きましては、しっかりとそういう業務の変化を

行わせることで実際の人員の変化につながる、

そういう仕組みでないと業務が回っていかなく

なってまいりますので、そこら辺はしっかり視

点を持って取り組んでまいりたいと思います。

国に対しましては、一般財源総額の確保、これ

を最大の目的として、これまでも要望を続けて

きておりますので、引き続き、これは取り組ん

でいきたいと思っております。 
 いずれにしましても、総額の確保はできても、

実際に交付される部分は基準財政需要額トータ

ルの話になってまいります。本県が基準財政需

要額よりも、その業務がどう多いのか、そのあ

たりもしっかり見極めながら、他県の状況も含

めて考えて、本県が目指すべき事業、施策に力

点が置けるように取り組んでまいりたいと考え

ております。 
【髙比良委員】 働き方改革集中期間の取組につ
いて。業務改善をいろいろやって、結果として

時間外勤務の縮減につながっていますと、それ

から 482件の業務改善の提案がなされましたと
いうことですが、具体的にはどういうことをや

っていって時間外の短縮につながったのか、

482 件の提案というのは具体的にどういうこと
があるのか、簡単にいいから、まずそこを説明

してくれますか。 
【伊達新行政推進室長】 今回の働き方改革でご
ざいますけれども、これは県庁版の働き方改革

ということで、県の行革プランにおける事業、

業務プロセスの見直しを推進するということで、

本年 7月から取組を進めているものでございま
す。 
 具体的には、各所属におきまして、徹底して

事業、業務の見直し、そして効率化、こういっ

たものをしっかりと議論をいたしまして、そう

いった結果で生み出される時間を政策や事業の

改善の議論のための時間でございますとか、時

間外勤務の縮減、こういったものに再配分をい

たしまして、政策の質、県民サービスの向上で

ございますとか、ワーク・ライフ・バランスの

推進につなげていくというものでございます。 
 特に、主な取組として、朝夕のミーティング

でございますとか、こういったところでしっか

り業務を見える化いたしまして、業務の改善、

それから職員のサポートにつなげたり、そして

メールや会議のルール化をしっかりいたしまし

て、不要な会議であるとか、不要なメール、こ

ういったものを減らしていく。そして、先ほど

お話がございましたように、各所属において、

業務改善のために、どういった見直しができる

のか、こういったこともしっかり検討を進めて
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いるところでございます。そういった取組をこ

の 7 月、8月、特に集中期間ということで取組
を進めてまいりました。 
 その結果といたしまして、まず、482 件の業
務見直しについてのご提案が各所属のほうから

上がってきております。あわせまして、時間外

の縮減につきましては、前年の 7 月、8 月と比
べまして、時間数で言うと 7,400時間、割合で
言うと約 14％程度の時間外の削減につながっ
ております。メールの受信件数をとりましても、

11万8,000件程度のメールの削減ということで、
12％程度の削減につながっております。 
 その中でも、特に、業務の見直しということ

で、どういったものが具体的に各所属のほうか

ら上がってきているのかということで、主なも

のを申し上げますけれども、例えば、テレビ会

議であるとか、モバイル端末の利用、こういっ

た特にＩＣＴ化を進めていくことで業務を削減

していきたいというものでございますとか、業

務の外部化に関すること、そして文書のルール

化でございますとか、電子化と様式の見直し、

こういったものが主な提案でございます。 
 ただ、こういったものについては、現段階で

は、まだ提案の段階から一歩進んだぐらいの状

況でございますけれども、この提案の中で、す

ぐに取り組めるもの、そして一定、ＩＣＴ化な

ど費用対効果をしっかり議論して優先順位をつ

けていくもの、こういったものもございます。

そういった精査をしっかり新行政推進室が中心

となっていたしまして、すぐにできるものは各

所属のほうで取組を進めていただく、そういう

ことをしっかりと継続的に進めていって、不要

な時間を少しでも減らしていく、そして政策の

議論でありますとか、時間外の縮減、こういっ

たものにつなげてまいりたいと考えております。 

 これが大体の今回の働き方改革の考え方等で

ございます。 
【髙比良委員】 今、話を聞いておったらば、基
本的には、ルーチン業務の事業執行のあり方を

改善しようということが中心になっているのか

な。あるいは個々の職員が持っている業務量の

バランス、そういうことをやろうとしているの

か。そのために例えばＩＣＴ化をやるとか、ア

ウトソースをやっていくとか、そういうことが

いろいろ提案として出ていると、そういうこと

ですか。簡単に答弁してください。 
【伊達新行政推進室長】 特に、業務の改善の面
では、通常のルーチン業務というのも当然仕事

の中にございますので、そういったものの中で、

ＩＣＴ化とかで減らせる部分がないのか、また

重複しているものはないのか、外部化できるも

のはないのか、そういった面でしっかり見直し

を進めていく。一方、事業の側面で言うと、事

業をしっかり検討していって、そちらの方も不

要なものについては見直し、改善を進めていく

と、こういったものをトータルとして実施して

いきたいと考えております。 
【髙比良委員】 やっていることは非常にそのと
おりだろうと思うんです。ＩＣＴ化ということ

は前から言われている話ではあるんだけれども、

なかなかそう簡単じゃないところもありますよ

ね。 
 それで、482 件、具体的にどういうものを提
案されたのかよくわからないけれども、私に言

わせれば、少し提案をさせてもらいたいんだけ

れども、業務改善をするためには、1 つは、財
務規則の見直しをすることですよ。手続はきち

んとやらなければいけないんだけれども、その

中で事務処理のあり方として、簡略化できるも

のはそういうふうにするということは非常に大
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きいと思います。それから、決裁規程も思い切

って見直したほうがいいのではないか。あるい

は、言っていいのかどうかわからないけれども、

例えば、知事とか副知事へのレク用の資料ある

いは議会資料とか、そういったものは課長が責

任を持ってつくる、部下は作業としてはそうい

うことはしない。もちろん、つくらせることに

よって政策能力を高めるという意味はあるんだ

けれども、基本的には管理者が自らやっていく、

そういうふうにすることによって随分変わって

くるんじゃないかというような思いがあります。 
 例えば、県の発注方式については議会で決議

をしたことがあります。そこはやっぱり遵守を

してもらわなければいけないんだけれども、た

だ執行の仕方として、簡略化できるということ

も多々あると思うんです。だから、そういうこ

とも踏まえて、今までつくった仕組みのものは

そのまま置いておいてという話じゃなくて、今

までつくった仕組みそのものもどうかというこ

とも見直しをしながら改善を図っていければい

いんじゃないかと思っています。 
 それで、そういうふうにして事務改善を図っ

ていくことによって、政策論議といったものに

しっかりシフトしてやっていくという話なんだ

けれども、私は、そもそも県庁というのは政策

官庁であるべきだと思っているんです。だから、

ルーチンも一方ではあるけれども、基本的には、

政策づくりに常に全体として関与する、その一

員であるという立ち方をすべきであって、そう

いう意味では、事業評価とかいろんなこともや

っているんだけれども、もっと外部のいろんな

人たちとのコミュニケーションを図る。専門家

との意見集約をすることによって、いろんな施

策事業の内容の高度化を図っていく。 
 今、地方創生関係の戦略にぶら下がっている

事業というのは、かなり収れんをしてきている

と思うんです。長期計画の中にぶら下がってい

る事業もそうなんだけれども、ベンチマークを

しっかりし、それに至る取り組み方ということ

に対して、従来よりは相当に先鋭化していると

評価したいと思っているんです。 
 そういう意味では、さらにそういうやり方を

高めるために、本来、県庁として担うべきとこ

ろのスタッフをたくさんつくっていく、人材の

育成というのが一番大事だと思っているんです。

そのために、組織として、そういう人たちを活

かしていく取組をする、そういう視点の中で政

策論議をやっていく、民間の活力も活用する。

本当に技術がわかる職員、3 年に一度人事異動
をしてするということじゃなくて、本当に職員

を活かしていく、そういう取組があって初めて

真の意味での働き方の改革ということにつなが

っていくし、県庁として担うべき機能、職員と

して果たすべき役割というものがさらに高まる、

成果が出ると思うんです。そこはやっぱり働く

ことに、その満足度というのも高まると思うん

です。そういう視点での取り組み方をぜひあわ

せてお願いをしたいと思います。 
【上田総務部長】 人材の育成、これは政策を進
めていく上では不可欠の根底だと思っておりま

す。今回の行革推進プランの中でも、事業業務

プロセスと並列で人材育成、これを３項目の大

きな 1つとして入れております。そういった意
味では、手法は研修だけに限らず、現在、事業

の検討については、事業群評価という新しい、

全国でも珍しいやり方を今年から導入し、その

実践研修を通して人材育成にもつなげていきた

いと思っておりますので、総合的な観点で進め

ていく必要があろうと思っております。 
【山本(由)委員長】 ほかに質問はございません
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でしょうか。 
【浅田委員】 先ほど来ずっと話が出ています売
店の件、わかったような、わからないような感

じがまだまだ私も残っておりまして、採点表を

見ても、これだけ差異が余りにも出ている県庁

内売店の特有のサービスとか、県産品の販売拡

大とか、そういうところの高さということを考

えると、このＡ、Ｂ、Ｃがどういう業者であっ

たかは私は存じ上げませんが、今までやってい

るからということなのかしらと、ふと思わずに

はいられませんでした。 
 いろんな意味で、これから新庁舎にこういう

業者さんは、ほかにもレストランとか入ってく

る場合に、やっぱり県民の方々に不確かな要素

を残すというのは、せっかく新しくできると、

反対していた私が言うのもなんですが、そうい

う不安材料とか疑念を抱かせないようにしてい

ただきたいと思います。これはもう少し勉強し

てから、また何かの折にご質問させていただき

たいと思います。 
 先ほど危機管理のほうで途中になっておりま

した質問なんですが、子どもの防災教育という

ところにおいて、学校教育の時間のなさと、い

ろんな時代の移り変わりの中においての避難訓

練だったり、教育のあり方が変わっていると思

うんです。そのあたりを、今までもずっと、教

育委員会と協議していきます、検討していきま

すというようなご答弁はいただいているのです

が、実際問題、余り変わっているような認識が

起きない。例えば、今の若い人たちは、どうし

てもすぐ携帯を使って情報収集とかというとこ

ろに、なかなかにそこが追いついていない。例

えば、訓練とかも、携帯電話を使ってどうやっ

て訓練させるとか、ツイッターとかを見ても、

もっと詳しい情報を載せてもいいんじゃなかろ

うかと。140 文字ですけれども、情報の飛ばし
方とか、ハッシュタグの使い方とか、いろんな

もっと検討すべきところが多々あるような気が

しているのですが、いかがでしょうか。 
【陣野危機管理課長】 浅田委員がおっしゃいま
すように、これまでも私どもは教育庁と連携し

ながら、子どもたちへ、いかに防災教育を図ろ

うかということで協議したところでございます

が、従来どおりやっておけばいいということで

はございませんで、当然、さまざまな改善とか

に取り組んでいかなければならないと思います。

時代も流れまして、委員がおっしゃるように、

さまざまなＳＮＳとか、そういう機器も発達し

ておりますので、改めて私どもの立場といたし

ましては、子どもたちが災害時にいかに行動で

きて、自分たちの命を守るか、そういう形での

教育というのは重要だと考えておりますので、

教育庁とも連携を図って協議すると申しており

ますけれども、ほかの県でも、さまざまないい

取組等あっていると考えておりますので、研究

しながら、こちらからも逆に教育庁の方に提案

しながらでも取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 
【浅田委員】 私は、東日本大震災の時から何回
も現地に足を運び、熊本ももう何度も行ってい

る中で、若い人たち、そこにボランティアに来

ている人たちと接すると、教育現場だったり、

行政の中での指導というのがもっともっと必要

な感じがしています。ボランティアに来る人た

ちも、きちっとした災害に対する知識がないま

ま来て、本当に危ない。それは東日本大震災の

時にも、何とかそれをぜひ教育委員会とやって

ください、ボランティア教育、防災教育、メデ

ィアリテラシーというのをここ 5年間訴えてい
るんですけれども、変わった感じが全然してい
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ないというのが実態で、長崎はこれだけのこと

をやり出したね、新しいことにチャレンジして

いるね、というのが本当に見えないんです。 
 そのあたりをこの間、一般質問でもしたかっ

たんですけれども、時間がなかったので、今、

危機管理課長からそういう答弁をいただいた中

で、目に見える形、ツイッターの使い方、メデ

ィアリテラシーも含めて、ＳＮＳが発達してい

るから、災害が起きた時に、それで動いて情報

を発信するんですけれども、これまた問題ある

ような発信の仕方をするわけです。 
 そういう意味においては、危機管理の方々が

いろんなマネジメント等含めてやられているの

は重々わかるんですけれども、具体的に、例え

ば、5 年前と今回の熊本をしてみて、実際、危
機管理課長も行っている、危機管理監もさまざ

まなことを聞いている中で、教育庁と検討しま

すというご答弁は重々ありがたいんですけれど

も、これが足りなかったという実感というのは

ないんですか。私は非常にたくさんあり過ぎて、

時間がない中で、逆にお伺いをしたいのですが。 
【陣野危機管理課長】 私も今年から参りまして、
教育サイドといろいろご協議させていただきな

がら防災教育に携わっている、まだ途中の段階

でございます。そうした中では、例えば教育庁

のほうでは、この委員会でも浅田委員からご発

言ありましたが、モデル事業として、いい取組

はするんですけれども、そこだけでおさまって

いるという形で、確かに全体の広がりがないの

かなとも思っております。実際のところ、子ど

もたちが災害に対して、どういう認識を持って

いて、起きた時に、どう行動するのか、その情

報をどうとるのかというところが具体的に教育

現場でどうお話があっているのかというところ

もなかなか私どもも承知しておりませんので、

そういったところも含めて、教育サイドとは再

度いろんな話をしながら、先ほども申し上げま

したけれども、さまざまな取組を全国でもやっ

ているかと存じます。そういった形で、いい取

組を常につぶさに研究させていただきながら、

具体的な事例で、こういうことはできないかな

というようなご提案をして、私どもからの提案

もちょっと足りなかったかなと思っております

ので、そういったところを今後やっていきたい

と考えております。 
【浅田委員】 やっぱりどうしても教育庁とか学
校現場においては、いろんなことをやらなけれ

ばいけない流れの中で、なかなかに専門知識と

か、難しいところがあると思うんです。そうい

う部分においては、危機管理のほうでイニシア

チブをとっていただいて、足りなさとかを埋め

ていただくような感じにしていただければと思

いますし、大学生と一緒にボランティアに行っ

ても、えっと思うことがあったり、情報の発信

の仕方によって余計誤解を招くような、これは

また違った意味でリテラシーとかの勉強のさせ

方だと思うんですけれども、いろんなものを連

携して、長崎で何かが起こらないことを願って

おりますが、これだけ、阪神大震災があって、

東日本大震災があって、熊本地震があってとい

う流れの中を、しっかりもっともっと密接にし

ていただくこと。この間も言ったんですけれど

も、防災訓練も、長崎に多い風水災害に関して

の訓練とかは実はほぼなされていないような現

状で、自分のところに即したものをもう一回洗

い出していただいて、この間、私も行きました

けれども、防災会議等で今度は一歩前進した報

告をぜひともしていただきたい。 
 それと最後に、この間もご提案したんですけ

れども、ジュニア防災士とか、今、長崎県は防
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災士の資格を取ってくださっている方々が増え

ておりますし、私も取ったから、逆に、そこで

勉強して意識がかなり芽生えたということがあ

るので、子どもたちのジュニア防災資格とかも、

今、各県それぞれの地域で独自のものをやって

いるところもあるので、学校現場でできづらい

のであれば、そういったことを危機管理のほう

がリーダーになってするというようなお考えは

いかがでしょうか。 
【陣野危機管理課長】 委員からお話がありまし
たジュニア防災士制度につきましては、静岡県

とか幾つかの県で取り組んでいるというのは承

知しております。今後、そういった他県での取

組等も十分研究いたしまして、私どもで、まず

どこからできるのかも検討してまいりたいと思

いますので、そういった形で取り組んでまいり

たいと思います。 
【浅田委員】 実は、この間、観光の方で質問を
させていただいたのですが、県の方々の人材育

成という意味において、特に、長崎県が富裕層

のおもてなしということを掲げている中で、県

の方々が実際にそういう経験ができるような、

今だと例えばホテルとかも 1万幾らのところに
しか泊まれない、コンシェルジュがいるような

ところは到底味わえない中で、過去に、一人旅

研修みたいなものをたしか総務部においてやっ

ていた。そういうことをやることによって、長

崎県の職員さんを多角的に育むというような考

えを持ったらどうですかということを観光でお

話をしたら、それは詳しくは総務部長に聞いて

くださいというのが出たものですから、そうい

う一人旅だったり、人材育成について、総務部

長としての何かご見解とか、予算の問題がある

ということだったものですから、あえてここで

ご質問したいんですけれども、いかがでしょう

か。 
【上田総務部長】 20 年ぐらい前に、一人旅と
いうのがございました。当時は、職員が海外に

出張する機会というのが余りなくて、海外での

状況を把握することも必要だろうということで

設定をしておったわけですけれども、近年、職

員が海外で業務をする機会も増えてまいりまし

た。そういった意味で、そういう一人旅という

のは現在やっていないところでございます。 
 旅費につきましては、一定合理性が求められ

るところでございます。そういった意味では、

今、国に準じた国外旅費の取扱いをやらせてい

ただいております。ただ、どうしても業務の必

要性上、そこにしか泊まることができない事情

があれば、現在も特例措置を講じているところ

でございますので、そこは柔軟に対応しようと

思いますけれども、ただ、それは泊まらないと

できないということでもないケースもあろうと

思いますので、効率性と人材育成、業務の成果、

こういったことを総合的に考えていく必要があ

ろうと思っております。 
【山本(由)委員長】 先ほどの山田(博)委員の質
問に対して、管財課長、答弁よろしいですか。 
【山田(博)委員】 管財課長、それはいいですよ。
今回、大変なご苦労もあったでしょうから、後

で教えてください。 
 最後に、県庁舎の件で、先ほど県庁舎の建設

でいろいろと要望がありましたけれども、防災

緑地の植栽で、入札が延期になったんです。ご

存じですか。恐らくご存じないと思うんです。

入札の不備があって延期になったんです。なぜ

延期になったかというと、土木部と出先が十分

意思の疎通がなかったということなんです。い

ずれにしても、県庁舎のスケジュールに合わせ

ていろいろやっているわけですね。総務部参事
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監、タイムスケジュールがありながら、こうい

った入札の不備があったということが二度とな

いようにしっかりやってもらいたいんですよ。

先ほど、内装の工事にしたって、スケジュール

の組み合わせでやっている中でやっているわけ

ですから、そういったことがないように、しっ

かりとやってもらいたいと思います。 
【髙宮総務部参事監】 先ほど来申し上げており
ますように、県庁舎の建設につきましては、今、

来年の 11 月末頃を目標に建設工事を進めてい
るところでございますが、委員ご指摘の点も含

めまして、関連する部局と十分連携を図りなが

ら、このスケジュール、遅れることのないよう

に、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 
【山田(博)委員】 これは大変なことだったんで
すよ。そういったことが実際あったということ

でありますので、お願いしたいと思います。 
 最後に、危機管理監、もう一つ、壱岐、対馬

空港の空港用の化学消防車が、実は、耐用年数

が過ぎて故障して、福岡空港から五島に帰る時

の飛行機が着陸できなかったんですよ。故障し

て発進ができないから。その発進ができない状

態であれば万が一の災害に対応できないという

ことで、要するに、空港が閉鎖して、飛行機が

着陸できなかったんですよ。90分の遅れがあっ
たんです。着いた途端に私に携帯に何回も電話

があった。どういうことかというと、飛行機の

機体が故障で飛行機が着陸できなくて遅れると

いうのはわかるけれども、消防車が故障して動

かないから着陸できないというのはどういうこ

とかといって、私のところに 30 件ぐらい電話
があったんですよ。こういう現状があるという

ことで、消防保安室長、これは消防車ですよ。

こういった事態があったということで、土木部

港湾課に事情を聞いて対応していただきたいと

思うんです。 
【西浦危機管理監】 ただいまの空港の件につき
ましては、私も初めてお伺いいたしました。そ

ういったことがあれば、危機管理上、非常に問

題だと思います。その消防の体制につきまして

は、先ほど来、消防車の新しいものをというふ

うな話もございます。そういったことも含めま

して、常に人の安全を守るための装備につきま

して、点検等もきちんと行うように徹底してま

いりたいと考えております。 
【山田(博)委員】 これは事情をきちんと確認し
て、次の委員会の時に報告してもらいたいと思

います。消防学校の消防車もさることながら、

壱岐、対馬、五島の空港用の消防車が耐用年数

が過ぎて、エンジンがかからなかったからとい

って、急遽、地元の消防車が出動して事なきを

得たということがあるわけですから、これは耐

用年数は 15年ですからね。 
【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、危機管理監、総務部及び秘書広報局関係

の審査結果について整理したいと思います。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時５５分 休憩 ― 

― 午後 ４時５５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 これをもちまして、危機管理監、総務部及び

秘書広報局関係の審査を終了いたします。 
 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。 
 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時５６分 休憩 ― 
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― 午後 ４時５７分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
 今定例会で審査いたしました内容結果につい

て、10月 4日の予算決算委員会における総務分
科会長報告及び 10 月 6 日の本会議における総
務委員長報告の内容について協議を行います。 
 審査の方法についてお諮りします。 
 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、
そのように進めます。 
 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 
〔協 議 会〕 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 分科会長報告及び委員長報告については、協

議会における皆様の意見を踏まえて報告させて

いただきます。 
 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩します。 
 

― 午後 ５時 ９分 休憩 ― 

― 午後 ５時 ９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 
〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願いたいと思います。 
 これをもちまして総務委員会及び予算決算委

員会総務分科会を閉会します。 
 大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ５時１０分 閉会 ― 
 

 
 



総務委員会委員長　　山本　由夫

１　議　　案

番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 １ ２ ０ 号 警察本部の組織に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

第 １ ３ ０ 号 契約の締結について 原案可決

計　　２件（原案可決　２件）

記

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
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